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□書類の提出等の窓口について 

 
 ○ 特定非営利活動法人が行う認証の申請・各種届出等の提出については所轄庁が窓口になります。 

特定非営利活動法人の所轄庁は、その主たる事務所が所在する都道府県の知事（政令指定都市 

のみに事務所を置く法人にあっては政令指定都市の市長）となります。 

   これにより、川崎市内のみに事務所を置く法人については川崎市が所轄庁となり、川崎市に 

主たる事務所を置き、市外に従たる事務所を置く場合には神奈川県が所轄庁となります。 
 
   川崎市内に主たる事務所がある特定非営利活動法人の所轄庁 

主たる事務所の所在地 従たる事務所の所在地 所轄庁 

川崎市 

川崎市内のみ 
川崎市 

従たる事務所なし 

川崎市外 神奈川県 

   ※神奈川県内の所轄庁(神奈川県・横浜市・相模原市)情報については裏表紙内側をご覧ください。 

 

 

 ○ 特定非営利活動法人の設立の認証申請書や法人成立後にご提出いただく書類の様式、提出書類の 

閲覧・公開等については、各所轄庁で異なります。この冊子では、川崎市への申請、届出、提出等 

についてご案内します。 

   都道府県及び他政令市への申請、届出等については、各自治体のホームページ等でご確認くださ 

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
＜略 称 一 覧＞ 

 
本事務の案内では、次の略称を使用しています。 

 
法  … 特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号） 

条 例 … 川崎市特定非営利活動促進法施行条例（平成２３年川崎市条例第３４号） 
規 則 … 川崎市特定非営利活動促進法施行細則（平成２２年川崎市規則第４号） 

 
（法については令和５年１２月１日現在のもの、条例・規則については令和６年３月１日現在

のものを掲載しています。） 
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□ 特定非営利活動の定義（法第 2 条第 1 項） 
○「特定非営利活動」とは、法で規定された２０種類の活動に該当する活動をさし、不特定

かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいいます。 

２０種類の活動は次のとおりです。 

※上記⑳について：川崎市では、上記⑳について、条例で定めることによる活動分野の追加は 
行っていません。これは、追加する活動分野が上記①～⑲に準ずる内容でなければならず、 
活動分野が広げられるわけではないこと、また、上記①～⑲に掲げる活動分野で対応可能で 
あること、さらに、上記⑳を定款に定めた法人が川崎市から他自治体に事務所を移し所轄庁 
が変わる場合、活動分野の定款変更が必要となるなど事務が煩雑となること、これらの理由 
から川崎市では特に定めないこととしました。 

 

□ 特定非営利活動法人の定義（法第 2 条第 2 項） 
○「特定非営利活動法人」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次のいずれ

にも該当する団体で、この法の定めるところにより設立された法人をいいます。 
(1) 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としないものであること。 

① 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。 
② 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の 3 分の 1 以下であること。 

(2) その行う活動が次のいずれにも該当する団体であること。 
① 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的

とするものでないこと。 
② 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするも

のでないこと。 
③ 特定の公職の候補者（当該候補者になろうとする者を含む。）若しくは公職にある者

又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。  
□ 所轄庁（法第 9 条） 

○ 特定非営利活動法人の所轄庁は、その主たる事務所が所在する都道府県の知事(政令

指定都市のみに事務所を置く法人にあっては政令指定都市の市長)となります。  
□ 特定非営利活動法人設立認証の基準（法第 12 条第 1 項）（→１１０ページＱ５参照） 

○ 次の基準を満たす場合、法人の設立認証をします。 
① 設立の手続並びに申請書及び定款の内容が法令の規定に適合していること。 

② 上記(法第２条第２項)の特定非営利活動法人の定義に該当すること。 

① 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 
② 社会教育の推進を図る活動 
③ まちづくりの推進を図る活動 
④ 観光の振興を図る活動 
⑤ 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動 
⑥ 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 
⑦ 環境の保全を図る活動 
⑧ 災害救援活動 
⑨ 地域安全活動 
⑩ 人権の擁護又は平和の推進を図る活動 
⑪ 国際協力の活動 
⑫ 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 
⑬ 子どもの健全育成を図る活動 
⑭ 情報化社会の発展を図る活動 
⑮ 科学技術の振興を図る活動 
⑯ 経済活動の活性化を図る活動 
⑰ 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 
⑱ 消費者の保護を図る活動 
⑲ 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動  
⑳ 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動  

Ⅰ 法人制度の概要 
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③ 暴力団でないこと、暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。）若

しくは暴力団の構成員でなくなった日から 5 年を経過しない者の統制の下にある団体

でないこと。 

④ 10 人以上の社員を有するものであること。 
 
□ 登記（法第 7 条、第 13 条、第 25 条、第 39 条など）（→１１６ページＱ１８参照） 

○ 特定非営利活動法人は、組合等登記令で定めるところにより、登記をする必要があります。

登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、第三者に対抗することができません。 
 

□ 役員の選任（法第 15 条、第 20 条、第 21 条）（→１１７ページＱ１９、２０参照） 
○ 役員として、理事３人以上、監事１人以上を置く必要があります。 

○ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった

日から２年を経過しない者等の欠格事由に該当する場合は、役員になることができません。 

○ 役員の親族等の人数については、一定の制限があります。 
 

□ 法人の会計 (法第 27 条) （→１１９ページＱ２２参照） 
○ 会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳する必要があります。 
○ 活動計算書、貸借対照表及び財産目録は、会計簿に基づいて活動に係る事業の実績及

び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとする必要があります。 
○ 採用する会計処理の基準及び手続については、毎事業年度継続して適用し、みだりに

これを変更することができません。 
 
□ 法人成立後に必要な申請・届出 (法第 23 条、第 25 条、第 31 条、第 34 条など)  

○ 法人成立後、定款の変更や役員の変更などを行う場合には、川崎市に申請又は届出を

する必要があります。 

・役員の変更届出、定款の変更認証申請又は届出、法人の解散認定申請又は届出、法人

の合併認証申請 など  
□ 事業報告書等の備置き・閲覧 (法第 28 条、第 29 条、第 30 条) 

○ 法人は、毎事業年度終了後３か月以内に、事業報告書、活動計算書などの書類を作成

し、定款などとともに関係者が閲覧できるよう法人の事務所に備え置く必要があります。 
また、川崎市にもこれらの書類を提出する必要があります。 

○ 提出された書類は、川崎市でも閲覧することができます。  
□ 貸借対照表の公告 (法第 28 条の 2) 

○ 法人は、毎事業年度終了後に作成した貸借対照表を、定款で定める方法により公告す

る必要があります。  
□ 所轄庁による監督 (法第 41 条～第 43 条) （→１２２、１２３ページＱ２６～２８参照） 

○ 法人が法令や定款などに違反する疑いがあると認められる相当な理由があるときは、

その法人に対し、①報告徴収、②検査、③改善命令、④設立認証の取消しをすることが

できることになっています。 
 
□ 税制上の扱い (法第 70 条、第 71 条) （→１２３ページＱ２９参照） 

○ 法人税及び法人事業税については、法人税法上の収益事業(法人税法施行令第 5 条第 1

項に掲げられている 34 業種。以下同じ。) の所得に対しては課税されますが、それ以外

の事業の所得は非課税となっています。 

○ 法人住民税(県民税・市民税)については、法人税法上の収益事業を行っている場合は

均等割と法人税割が課税され、法人税法上の収益事業を行っていない場合は均等割のみ

が課税されます。（減免制度があります。) 

※ 一定の基準を満たして国税庁又は所轄庁の認定を受けた認定特定非営利活動法人や、各自

治体が独自に定める基準等を満たして条例で指定された特定非営利活動法人に対して寄附を

行った場合等については、税制上の優遇措置があります。 

（→１２０ページ 
Ｑ２３参照） 
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★法人成立までの主な流れ 

 
次ページに記載する申請書類のうち、② 定款、③役員名

簿、⑧ 設立趣旨書、⑩ 事業計画書 2 事業年度分、⑪ 活動

予算書 2 事業年度分は事前相談時に必ずご用意ください。 
 

設立総会を開いて法人設立についての意思決定をします。 
また、設立の趣旨、定款、事業計画、活動予算、役員の選

任等の必要事項は、設立総会において決定します。 
 

法人設立認証の申請書類を川崎市長（市民活動推進課）に

提出します。（申請に必要な書類は、次ページでご確認ください。） 
※ 事務所の所在地により所轄庁（申請窓口）が変わります。 

詳しくは、表紙裏を参照してください。 

※ 申請書受理日から１週間以内であれば、軽微な不備（内容の 
同一性を失わない範囲の計算違い、誤記、誤植又は脱字） 
の補正をすることができます。（４０ページ参照） 

 
＜公表＞ 申請書類の受理後、認証・不認証の決定までの間、

申請のあった年月日、②定款、③役員名簿（役員の住所・居

所に係る記載を除く）、⑧設立趣旨書、⑩事業計画書 2 事業

年度分、⑪活動予算書 2 事業年度分を市ホームページに掲載

します。 
 
＜縦覧＞ 上記の公表内容を、2 週間、かわさき情報プラザに

おいて縦覧します。 
                 

 
川崎市は、申請書受理日から 2 か月と 2 週間以内（縦覧期

間の終了後２か月以内）に、認証又は不認証の決定をし、窓

口にて書面を交付します。 
 

 
認証の決定を受けた日から 2 週間以内に法務局で法人設

立登記をする必要があり、この登記によって法人が成立しま

す。 
 
 

 

１ 川崎市内のみに事務所を有する特定非営利活動法人の設立認証申請を行う場合の提出

書類の標準的な作成方法についてご案内しています。 

２ 申請書類の作成に関するご相談やご質問を受けたり、申請に必要な書類の有無の確認を

するなどの事前相談を実施しております。事前相談については、予約制とさせていただい

ておりますので、１週間前までにご予約ください。 

（予約先 ０４４－２００－２３４１ 市民活動推進課） 

３ 提出書類は、官公署が発給した文書以外は、日本工業規格Ａ４に統一してください。 

また、書類の用紙には、時間が経つと字が消滅する感熱紙等を使用しないでください。 

事 前 相 談             

法 人 設 立 認 証 の 申 請 

法人の設立の意思決定             

認 証 不 認 証 

設 立 登 記             

設立登記完了届出書の提出 

Ⅱ 法人設立手続き 

申請書の受理  

登記完了後、「登記事項証明書」等を添付して、設立登記 
完了届出書を川崎市長(市民活動推進課)に提出します。 

２
週
間 

２
か
月
以
内 

受
理
日
か
ら 

２
週
間 

縦 覧 

 
 

受
理
日
か
ら 

認
証
・
不
認
証
の 

決
定
ま
で 

審   査 
(申請書受理日から２か月と 
２週間以内) 

 

市ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに

よる公表 
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［ⅰ］ 法人の設立認証申請 
設立認証申請に必要な書類は、次のとおりです。次ページ以降のチェックリスト及び申請書

類（⑤各役員の住所又は居所を証する書面を除く。以下同じ。）の記載例を参考にしてください。 
 

 
 
 

 

書類名 記載例 提出部数 

① 特定非営利活動法人設立認証申請書(第１号様式) 8 ページ １部 

② 定款 9 ㌻以降 ２部 

③ 
役員名簿（役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の

有無を記載した名簿） 
30 ページ ２部 

④ 各役員の誓約及び就任承諾書の謄本（コピー） 31 ページ 各１部 

⑤ 

各役員の住所又は居所を証する書面［(1)又は(2)の書面を提出］ 
  （注）申請をする日前６か月以内に作成されたものに限ります。 

(1) 住民票の写し（コピーではなく、市区町村の長が交付した書面） 

住民基本台帳に記録されている方の提出書類です。 

※1 個人番号（マイナンバー）が記載されていないもの。 

※2 住民基本台帳ネットワークでの確認を希望する方は、住民票の写しを 

省略することができます。希望方法については 31 ページをご覧下さい。 

(2) 権限を有する官公署が発行した当該役員の住所又は居所が記載さ 

れた書面 

海外に住む外国人など住民基本台帳に記録されていない方の提出書類です。 
※外国語で作成されている場合は、翻訳人を明らかにした翻訳文を添付 

してください。 

－ 各１部 

⑥ 社員のうち 10 人以上の者の名簿 32 ページ １部 

⑦ 
法第 2 条第 2 項第 2 号及び法第 12 条第 1 項第 3 号に該当することを確

認したことを示す書面 
33 ページ １部 

⑧ 設立趣旨書 34 ページ ２部 

⑨ 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本（コピー） 35 ページ １部 

⑩ 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書 36 ページ ２部 

⑪ 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書 37 ㌻以降 ２部 

⑫ 委任状：申請者(設立代表者)以外の代理人が申請書を提出する場合に必要 39 ページ １部 

 
○ 川崎市では、法人の設立認証等に関する皆様の個人情報については、「個人情報の保護に関
する法律（平成１５年法律第５７号）」に基づき、適正に取り扱っています。 

※ 法人成立後には、内閣府ＮＰＯ法人ポータルサイトにおいて、以下の情報を公開します。 

   ア.法人名称 イ.主たる事務所の所在地 ウ.従たる事務所の所在地 エ.代表者氏名 オ.設立認証
年月日 カ.定款に記載された目的 キ.活動分野 ク.定款 ケ.事業報告書等(名簿類を除く) コ.
法人番号 サ.事業年度 

以下の申請書類の様式は、市ホームページからダウンロードすることができますので、

ご活用ください。 
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設立認証申請書類提出チェックリスト 

 

区 分 項  目  チェック欄 

所轄庁 事務所が全て川崎市内にあるか。  

①申請書（規則の第１号様式として定まっているもの）  

 申請者の氏名及び住所又は居所の記載があるか。 

（申請者が役員の場合、氏名及び住所等が住民票の写し等と一

致しているか。） 

 

申請者の記名があるか。  

特定非営利活動法人の名称、主たる事務所の所在地、目的の記

載が定款と一致しているか。 
 

代表者の氏名が、定款附則の代表者氏名、役員名簿の代表者氏

名と一致しているか。 
 

代表者の氏名が住民票の写し等と一致しているか。  

②定款（２部）縦覧書類  

 目的の記載があるか。  

名称の記載があるか。  

その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る

事業の種類の記載があるか。 
 

主たる事務所及びその他の事務所の所在地の記載があるか。  

社員の資格の得喪に関する事項の記載があるか。  

役員に関する事項の記載があるか。  

役員の任期に関する規定があるか。  

会議（社員総会）に関する事項の記載があるか。  

資産に関する事項の記載があるか。  

会計に関する事項の記載があるか。  

事業年度の記載があるか。  

その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事

業に関する事項の記載があるか。 
 

解散に関する事項の記載があるか。  

定款の変更に関する事項の記載があるか。  

公告の方法の記載があるか。  

設立当初の役員の記載があるか。  

③役員名簿（２部）縦覧書類  

 役員全員の氏名及び住所又は居所が記載されているか。  

役員全員の報酬の有無が記載されているか。  

氏名及び住所又は居所が住民票の写し等と一致しているか。  

④各役員の誓約及び就任承諾書の謄本（コピー） 理事（ ）監事（ ） 

 氏名及び住所又は居所が住民票の写し等と一致しているか。  

設立当初の役員全員分添付されているか。  

住民基本台帳ネットワークシステムの本人確認情報の利用を希

望する場合、川崎市の書式で利用を希望する旨が記載されてい

るか。 
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⑤各役員の住所又は居所を証する書面 要（ ）不要（ ） 

 住民基本台帳ネットワークシステムに該当しない又は本人の希

望により利用しない役員について書面が添付されているか。 
 

申請をする日前６か月以内に作成されたものか。  

住民票の写しに市町村長印が押印されているか（複数枚つづり

の場合注意）。また、個人番号（マイナンバー）の記載がされて

いないか。 

 

権限を有する官公署が発行した当該役員の住所又は居所が記載

された書面が外国語で作成されている場合、翻訳人を明らかに

した翻訳文が添付されているか。 

 

⑥社員のうち１０人以上の者の氏名（法人にあっては、その名称及び代表

者の氏名）及び住所又は居所を記載した書面 

 

 １０人以上の社員の氏名、住所又は居所（法人の場合、名称、

代表者の氏名、住所）が記載されているか。 

 

⑦法第２条第２項第２号及び法第１２条第１項第３号に該当することを

確認したことを示す書面 

 

 設立代表者の記名がされているか。  

⑧設立趣旨書（２部）縦覧書類  

⑨設立についての意思の決定を証する議事録の謄本（コピー）  

 議長及び議事録署名人の記名押印又は署名がされているか。  

⑩設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書（２部）縦覧書類  

 設立初年度及び翌年度の２事業年度分あるか。  

⑪設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書（２部）縦覧書類  

 設立初年度及び翌年度の２事業年度分あるか。  

全体 役員名簿、社員名簿等に、年齢、性別、電話番号等の個人情報

となるような不要な記載がないか。 

 

 
※認証申請する際は、①から順に書類ごとにクリップ止めにして書類一式を添付して提出しま

す。袋綴じやホチキス止めをする必要はありません。  
 

★ 特定非営利活動法人制度ってどんな制度？ 

 

１０７ページ以降には、次のようなＱ＆Ａを掲載しています。 

・特定非営利活動法人の認証事務の特色はどのような点にあるか。 

・「不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与する」とはどのような意味か。 

・「その他の事業」を行う場合に留意しなければならないことは何か。 

特定非営利活動法人制度に関する基本的な事項をＱ&Ａ形式にまとめたものですので、参

考にしてください。また、付録に法令も載せていますので、併せて参考にしてください。 
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第１号様式  
 
 

特定非営利活動法人設立認証申請書 
 
 

年   月   日  
 
 
 （宛先）川崎市長 
 

申請者 住所又は居所 神奈川県川崎市○○区△△1 丁目 2番 3号 
  氏    名 川 崎 太 郎 

電 話 番 号 ×××－□□□－△△△△ 
ＦＡＸ番 号 なし 

 
 

 次のとおり特定非営利活動法人を設立することについて、特定非営利活動促進法第１０条第 
１項の認証を受けたいので、申請します。  

特定非営利活動法人の名称  特定非営利活動法人 ○○○○ 

代 表 者 の 氏 名             川 崎 花 子 

主たる事務所の所在地             
 

川崎市○○区△△１丁目２番３号 

定款に記載された目的             

 

 

 
 
この法人は、○○に対して、□□に関する事業を行い、△△

に寄与することを目的とする。 

備考 １ 主たる事務所の所在地は、町名及び番地まで記載してください。 

２ 次の書類(川崎市特定非営利活動促進法施行条例第２条第２項ただし書の規定の適用を受ける 
場合にあっては、（４）の書類を除く。)を添付してください。 

（１）定款（２部） 
（２）役員名簿（２部） 
（３）各役員が特定非営利活動促進法第 20 条各号に該当しないこと及び同法第 21 条の規定 

に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本 
（４）各役員の住所又は居所を証する書面 
（５）社員のうち１０人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び 

住所又は居所を記載した書面 
（６）特定非営利活動促進法第２条第２項第２号及び第１２条第１項第３号に該当すること 

を確認したことを示す書面 
（７）設立趣旨書（２部） 
（８）設立についての意思の決定を証する議事録の謄本 
（９）設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書（２部） 
（１０）設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書（２部） 

②この日付は空欄にしてくだ

さい。申請受理時に記入し

ていただきます。 

③住所・氏名とも住民票の記載どおりに記入し

てください。申請者の方は議事録に記載され

る設立代表者と一致します。 

④FAX がない場合は｢なし｣と記入し

てください。 

⑤「特定非営利活動法人」

の記入を忘れないでく

ださい。 

⑥法人の代表者になる方のお名前を記入 

してください。 

申請者と代表者が同一人物である 

必要はありません。 

①施行規則で定まった様式です。 

川崎市以外の様式では受理でき

ません。 

（注） 

申請者以外の代理人の方が所轄庁へ申請書類をご提出

される場合には、委任状が必要となりますので、ご用意

ください。（記載例：３９ページ） 

⑦役員・社員等の個人宅を事務所

として使用する場合は、住民票

の記載どおりに記入してくださ

い。不明な場合は市区町村に確

認してください。 

⑧目的欄は定款第３条本文「この

法人は～」をそのまま転記して

ください。 

① 設立認証申請書の記載例 

（注） 

これらの備考も様式に含まれて

います。削除及び加工等はしない

でください。 
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○ 定款とは？：法人の基本的な決まりを定めて文書化したものが定款で、法人の運営は

定款に則って行います。 

 

○ 定款に記載しなければならない事項等は下表のとおりです。(法第 11 条、第 14 条の

4、第 24 条、第 25 条第１項、第 28 条の 2 第 1 項、第 31 条第 1 項第 2 号、第 32 条第 1

項 参照) 

 

○ 次ページ以降では、定款を作成するときに参考としていただくための「定款例」をご

案内しています(左ページ)。定款例の各右ページには、条文毎に解説等を記載していま

す。 

 

 定款に記載しなければならない事項 根  拠 

① 目的 法第 11 条第１項第１号 

② 名称 法第 11 条第１項第２号 

③ 
その行う特定非営利活動の種類及び 

当該特定非営利活動に係る事業の種類 
法第 11 条第１項第３号 

④ 主たる事務所及びその他の事務所の所在地 法第 11 条第１項第４号 

⑤ 社員の資格の得喪に関する事項 法第 11 条第１項第５号 

⑥ 

役員に関する事項 

・設立当初の役員 

・役員の任期 

法第 11 条第１項第６号 

法第 11 条第２項 

法第 24 条 

⑦ 
会議に関する事項 

・総会の招集 

法第 11 条第１項第７号 

法第 14 条の４ 

⑧ 資産に関する事項 法第 11 条第１項第８号 

⑨ 会計に関する事項 法第 11 条第１項第９号 

⑩ 事業年度 法第 11 条第１項第 10 号 

⑪ 
その他の事業を行う場合には、その種類 

その他当該その他の事業に関する事項 
法第 11 条第１項第 11 号 

⑫ 

解散に関する事項 

・残余財産の帰属先(決めておく場合は帰属先又は選定方法) 

・解散事由（決めておく場合） 

法第 11 条第１項第 12 号 
法第 11 条第３項 
法第 32 条第１項 
法第 31 条第１項第２号 

⑬ 
定款の変更に関する事項 

・定款の変更の社員総会の議決 

法第 11 条第１項第 13 号 

法第 25 条第１項 

⑭ 
公告の方法 

・貸借対照表の公告(公告方法を選択) 

法第 11 条第１項第 14 号 

法第 28 条の 2 第 1 項 

 

 

 

 
 

※ 掲載している定款例については、川崎市ホームページからダウンロードするこ

とができます。詳しくは、 

 

 

② 定款の作成について 

川崎市 設立認証申請 定款例 
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特定非営利活動法人○○○○定款 

 

  第１章 総則 

（名称） 

第１条 この法人は、特定非営利活動法人○○○○という。 

 

 

（事務所） 

第２条 この法人は、主たる事務所を神奈川県川崎市○○区○○町○丁目○番○号に置く。 

 

 

 

 

 

 

  第２章 目的及び事業 

（目的） 

第３条 この法人は、 （Ａ） に対して、 （Ｂ）  に関する事業を行い、 （Ｃ）  に寄

与することを目的とする。 

 

 

 

 

（特定非営利活動の種類） 

第４条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行

う。 

(1) ○○○○ 

(2) ○○○○ 

…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定款例 
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＜第１条注＞ 

法人名称は、登記に使用できる文字・記号のみを使用してください。日本文字以外の表

記をお考えの場合は事前に法務局に確認してください。 

 名称の登記に使用できない記号例：「 」 （ ） ！ ？ ☆   等 

 使用できる記号例：＆(アンパサンド) ’（アポストロフィ） ，（コンマ） -（ハイフン） ．（ピリオ

ド） ・（中点）これらの符号は、字句を区切る符号としての使用のみ可。ただしピ

リオドは省略を表すものとして末尾使用可。 

 アルファベットも使用できますので、ＮＰＯ法人と称することも可能です。 

 

＜第２条注＞ 

①  活動の中心とするところを主たる事務所、その他の事務所を従たる事務所としてそ

の全てを記載してください。（最小行政区画まで（神奈川県川崎市）の記載とするこ

とも可能です。その場合は「～神奈川県川崎市に置く。」となります。） 

② 従たる事務所がある場合は、次のように記載してください。 

 

 

 

 

 

＜第３条注＞ 

 提出申請書類のひとつである『設立趣旨書』に掲げた内容と合うように記載します。 

 ① （Ａ）には、受益対象者の範囲を記載してください。 

 ② （Ｂ）には、主要な事業を記載してください。 

 ③ （Ｃ）は、法第２条別表に掲げる活動を参考に、公益に資することがわかるような

表現としてください。 

 

＜第４条注＞ 

法第２条別表に掲げる活動のうち、いずれの活動に該当するかを記載してください。 

行う活動が複数の項目に該当する場合には、それぞれの活動を記載してください。 
 
※第４条については、以下の①～⑲で該当する活動をそのまま転記してください。 
 

① 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 

 ② 社会教育の推進を図る活動 

 ③ まちづくりの推進を図る活動 

④ 観光の振興を図る活動  

⑤ 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動 

⑥ 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動  

⑦ 環境の保全を図る活動 

 ⑧ 災害救援活動 

 ⑨ 地域安全活動 

 ⑩ 人権の擁護又は平和の推進を図る活動 

 ⑪ 国際協力の活動 

 ⑫ 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 

 ⑬ 子どもの健全育成を図る活動 

 ⑭ 情報化社会の発展を図る活動 

 ⑮ 科学技術の振興を図る活動 

 ⑯ 経済活動の活性化を図る活動 

 ⑰ 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 

 ⑱ 消費者の保護を図る活動 

 ⑲ 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 

 

第２条 この法人は、主たる事務所を神奈川県川崎市○○区○○町○丁目○番○号

に置く。 

２ この法人は、前項のほか、従たる事務所を神奈川県川崎市○○区○○町○丁目○

番○号…に置く。 

定款例の解説等 
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（事業） 

第５条 この法人は、第３条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行

う。 

(1) ○○○○ 

(2) ○○○○ 

 …… 

定款例 
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【定款第５条を定めるときの注意点】 
① 事業名の定め方 

定款第５条は、『設立趣旨書』と定款第３条「目的」の内容を具体的な事業にするイ

メージで作成してください。ただし、事業名は、細事業を列挙するのではなく、大きな

柱としてまとめてください。 

 

（事業） 
第５条 この法人は、第３条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を

行う。 

 

（１）雑木林の保全事業      
（２）里山管理指導者養成事業 

（３）自然観察会開催事業 
（４）講習会、セミナー等開催事業 

（５）機関紙、研究報告書、書籍の発行 

（６）ホームページの開設・運営 
 
                 定款の事業は、大きな柱でまとめてください 

 
（１）里山の保全事業    
（２）自然環境教育事業           

（３）自然環境保護に関する普及啓発事業 

 
② 「特定非営利活動に係る事業」と「その他の事業」（１１２ページＱ９参照） 

特定非営利活動法人の行うことのできる事業は「特定非営利活動に係る事業」と「そ

の他の事業」に区分されます。そして、「その他の事業」を行う場合には、「特定非営利

活動に係る事業」に支障がない限り行うこと、利益を生じたときは、特定非営利活動に

係る事業に使用することが必要です。 

特定非営利活動に係る事業 
利益の有無
．．．．．

にかかわらず
．．．．．．

、特定非営利活動中の１９分野で選定し

た活動で、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを

目的として行う事業 

そ の 他 の 事 業 
「特定非営利活動に係る事業」に充てるために利益を上げる目的

で行う事業や、構成員（社員）のみを対象とした共益的な事業 

※ 特定非営利活動促進法上の「特定非営利活動に係る事業」と「その他の事業」の区

分と、法人税法上の「収益事業」と「非収益事業」の区分は異なります。従って、「特

定非営利活動に係る事業」であっても、収益事業に該当する場合があります。 

 

＜第５条注＞ 

① 第２項…法第５条第１項 

② 「特定非営利活動に係る事業」以外の「その他の事業」を行う場合には、第５条に

ついては次のように記載してください。 

 (事業) 

第５条 この法人は、第３条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

(1) 特定非営利活動に係る事業 

① ○○○○ 

(2) その他の事業 

  ① ○○○○ 

２ 前項第２号に掲げる事業は、同項第１号に掲げる事業に支障がない限り行うものと

し、利益を生じたときは同項第１号に掲げる事業に充てるものとする。 

 

定款例の解説等  

詳しい事業内容は事業計画

書に記載します。 

これでは細事業の列挙 
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  第３章 会員 

（種別） 

第６条 この法人の会員は、次の○種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」

という。)上の社員とする。 

(1) 正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体 

(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、活動を支援するために入会した個人及び団体 

  

（入会） 

第７条 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理

事長に申し込むものとし、理事長は、そのものが前条に掲げる条件に適合すると認める

ときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。 

２ 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもっ

て本人にその旨を通知しなければならない。 

 

 

 

 

（入会金及び会費） 

第８条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 

（会員の資格の喪失） 

第９条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 

(1) 退会届の提出をしたとき。 

(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。 

(3) 継続して○年以上会費を滞納したとき。 

(4) 除名されたとき。 

（退会） 

第 10 条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することが

できる。 

（除名） 

第 11 条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において正会員総数の○分

の○以上の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議

決の前に弁明の機会を与えなければならない。 

(1) この定款等に違反したとき。 

(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 

（拠出金品の不返還） 

第 12 条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。 

 

  第４章 役員 

（種別及び定数） 

第 13 条 この法人に次の役員を置く。 

(1) 理事 ○○人以上○○人以下 

(2) 監事  ○人以上 ○人以下 

２ 理事のうち、１人を理事長、若干名を副理事長とする。 

 

定款例 
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＜第６条注＞ 

 ① 社員以外の名称を使う場合には、どれが法上の社員にあたるかを明確にしてくださ

い。 

 ② 正会員以外の賛助会員等について定める場合は、正会員と区別して第２号以降にそ

の内容を記載してください。 
 
 
 
＜第７条注＞ 

 社員の資格の得喪に関して不当な条件を付すことはできません。（法第２条第２項第１号

イ）（１１２ページＱ８参照） 

 

 

 

 

 

 

＜第８条注＞ 

 入会金又は会費がある場合に記載してください。 

 設立当初の金額は、附則に記載してください。 

 

＜第９条注＞  

 第３号…滞納期間は、「〇か月以上」とすることもできます。 

 

 

 

 

 

 

 

＜第 11 条注＞ 

 会員の除名のような重要事項は、4 分の 3 以上などの特別多数を要件とすることが望ま

れます。 

 

 

＜第 12 条注＞ 

 拠出金品を返還する規定を置くことはできません。 

 

＜第 13 条注＞ 

 ①第１項：法第 15 条(理事の定数は３人以上、監事の定数は１人以上) 

 ②第２項：役員(理事)の中に理事長・副理事長等の役職を置く場合は、それぞれの役職に

ついて、本項（役職名等）、第 14 条（選任方法等）及び第 15 条（職務）の

記載が必要です。 

      副理事長を任意の設置とする場合には、次のように記載してください。 

 

２ 理事のうち、１人を理事長とし、若干名を副理事長とすることができる。 

 

 

 

 

 

定款例の解説等  
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（選任等） 

第 14 条 理事及び監事は、総会において選任する。 

２ 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。 

３ 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは３親等以内の親族が

１人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び３親等以内の親族が役員の総

数の３分の１を超えて含まれることになってはならない。 

４ 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。 

（職務） 

第 15 条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。 

２ 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理

事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を執行する。 

３ 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業

務を執行する。 

４ 監事は、次に掲げる職務を行う。 

(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。  

(2) この法人の財産の状況を監査すること。 

(3) 前２号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法

令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又

は所轄庁に報告すること。 

(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。 

(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若

しくは理事会の招集を請求すること。 

（任期等） 

第 16 条 役員の任期は、○年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 前項の規定にかかわらず、任期の末日において後任者が選任されていない場合には、

同日後最初の総会が終結するまで、その任期を伸長する。 

３ 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者

の任期の残存期間とする。 

４ 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わ

なければならない。 

 

 

 

 

 

（欠員補充） 

第 17 条 理事又は監事のうち、その定数の３分の１を超える者が欠けたときは、遅滞なく

これを補充しなければならない。 

（解任） 

第 18 条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において正会員総数の○分

の○以上の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議

決の前に弁明の機会を与えなければならない。 

(1) 職務の遂行に堪えない状況にあると認められるとき。 

(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。 

（報酬等） 

第 19 条 役員は、その総数の３分の１以下の範囲内で報酬を受けることができる。 

２ 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。 

３ 前２項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 

 定款例 
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＜第 14 条注＞ 

① 第３項…法第 21 条←役員はこの項目に違反しないことを就任時に誓約します。 

② 第４項…法第 19 条←監事は正会員（社員）であることを制限されていません。 

 

 

＜第 15 条注＞ 

① 第１項：この場合、理事長以外の理事の代表権を制限し、理事長のみが代表権を有

することになります。なお、定款において代表権を制限しない場合は、理事は、全て

の業務について法人を代表します。（法第 16 条） 

理事長以外の理事に代表権がない事を明確にしたい場合は、第２項として次のよう

な内容を入れることもできます。 

 ２ 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。 

 ３ 副理事長は、・・・ （左記の第２項に同じ） 

 ４ 理事は、・・・   （左記の第３項に同じ） 

 ５ 監事は、・・・   （左記の第４項に同じ） 

② 第１項～第３項…定款第１３条第２項で設けた役職について、それぞれの役割がわ

かるように記載します。 

 ③ 第４項…法第 18 条 

 ④ 第１３条第２項にて副理事長を１名と定めた場合は、第２項については次のように

記載してください。 

 ２ 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、

その職務を執行する。 

 

＜第 16 条注＞ 

 ① 第１項…法第 24 条第１項（2 年以内） 

② 任期を通常総会から次の通常総会までとしたい場合には、短縮規程を置くことがで

きます。その場合、第１項には次のように記載してください。 

 役員の任期は、２年又は翌々年の通常総会の終結時までの期間のいずれか短い期

間とする。ただし、再任を妨げない。 

 ③ 第２項：第 14 条において役員を総会で選任する旨を明記している場合に限り、伸

長規定を置くことができます。伸長規程を置かない場合、第２項を削除し、第３項以

下を繰上げて記載してください。（法第 24 条第２項） 

④ 第４項の規定において、前任者は、辞任又は任期満了後も役員の地位にあるのでは

なく、臨時に役員の職務を行うだけであり、総会の招集など、役員としての権限は行

使できません。したがって、遅滞なく後任者を選任する必要があります。 

 

 

＜第 17 条注＞ 

 法第 22 条 

 

＜第 18 条注＞ 

 議決要件は、会員の除名の考え方と同様 4 分の 3 以上などの特別多数とすることが望ま

れます。 

 

 

＜第 19 条注＞ 

 第１項…法第２条第２項第１号ロ 

 

 

 

 

定款例の解説等  
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  第５章 総会 

（種別） 

第 20 条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の２種とする。 

（構成） 

第 21 条 総会は、正会員をもって構成する。 

（権能） 

第 22 条 総会は、次の事項について議決する。 

(1) 定款の変更 

(2) 解散 

(3) 合併 

(4) 事業計画及び予算に関する事項 

(5) 事業報告及び決算に関する事項 

(6) 役員の選任等に関する事項 

(7) 入会金及び会費に関する事項 

(8) 長期借入金に関する事項 

(9) 事務局の組織等に関する事項 

(10) その他この法人の運営に関する重要事項 

（開催） 

第 23 条 通常総会は、毎年○回開催する。 

２ 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 

(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。 

(2) 正会員総数の５分の１以上から会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的方

法をもって招集の請求があったとき。 

(3) 第 15 条第４項第４号の規定により、監事から招集があったとき。 

（招集） 

第 24 条 総会は、前条第２項第３号の場合を除き、理事長が招集する。 

２ 理事長は、前条第２項第１号及び第２号の規定による請求があったときは、その日か

ら○日以内に臨時総会を招集しなければならない。 

３ 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電

磁的方法をもって、少なくとも５日前までに通知しなければならない。 

（議長） 

第 25 条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。 

（定足数） 

第 26 条 総会は、正会員総数の２分の１以上の出席がなければ開会することができない。 

（議決） 

第 27 条 総会における議決事項は、第 24 条第３項の規定によってあらかじめ通知した事

項とする。 

２ 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決

し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

３ 理事又は社員が総会の目的である事項について提案した場合において、社員の全員が

書面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があ

ったものとみなす。 

  

定款例 
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＜第 20 条注＞ 

 法第 14 条の 2、法第 14 条の 3 

 

 

＜第 22 条注＞ 

 法第 14 条の 5 

(1) 定款の変更（法第 25 条第１項）、 

(2) 解散（法第３１条第１項）、 

(3) 合併（法第３４条第１項） 

については、必ず社員総会の議決が必要です。 

 

 

 

 

＜第 23 条注＞ 

  ① 通常総会の開催は、法第 14 条の 2 で毎年 1 回以上となっています。 

 ② 第２項第１号…法第 14 条の 3 第１項 

 ③ 第２項第２号「５分の１」…法第 14 条の 3 第２項（ただし、定款により異なる割

合を定めることができます。） 

 
 

 

 

 

 

 

 

＜第 24 条注＞ 

 第２項「○日以内」…１４日～３０日程度が目安となります。 

 第３項「５日前」…法第 14 条の 4 

 招集の方法は書面による通知が原則ですが、定款で定めることにより、電磁的方法等に

よる通知方法が可能となります。なお、電磁的方法を削除することもできます。 
 
＜第 26 条注＞ 

 総会の定足数の規定は法に明記されていませんが、法人運営の基本的ルールであるので

少なくとも構成員の２分の１以上とすることが望まれます。 

 

＜第 27 条注＞ 

 第１項…法第 14 条の 6 

第３項…法第 14 条の９ 

ただし、法第 14 条の 2 で、法人運営の基本として毎年 1 回の通常総会の開催が求

められている点を鑑みると、社員がＮＰＯ法人の業務に関して直接、参画できる機会

である社員総会については、極力これを開催することが望ましいといえます。 

 

 

 

 

 

 

 

定款例の解説等  

※『電磁的記録』及び『電磁的方法』とは 

（内閣府令第１条、第2条参照） 

『電磁的記録』とは、「ＣＤ－Ｒ」や「ＵＳＢメ

モリ」などの磁気媒体に記録したものをいいま

す。 
『電磁的方法』とは、いわゆる「電子メール本

体」、「電子メールに添付した添付ファイル」によ

り提出する方法及び「ＣＤ－Ｒ」などの電磁媒体

に記録したもので提出する方法をいいます。これ

らの方法により表決権を行使した場合、受け取る

側が内容を紙媒体で出力することが可能なもの

でなければなりません。 
また、「ファクシミリ」については「書面」の扱

いとし、表決権の行使方法として認められます。 

19



 
 

（表決権等） 

第 28 条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。 

２ やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項に

ついて書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を

委任することができる。 

３ やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、ネットワーク機器等の接続に

よるオンライン会議システム（発言等の情報伝達の双方向性及び即時性が確保されてい

るものに限る。以下同じ。）によって、総会に参加し、表決することができる。 

４ 前２項の規定により表決した正会員は、第 26 条、前条第２項、次条第１項及び第 49

条第１項の適用については、総会に出席したものとみなす。 

５ 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わるこ

とができない。 

（議事録） 

第 29 条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 

(1) 日時及び場所 

(2) 正会員総数及び出席者数(書面、電磁的方法若しくはオンライン会議システムによる

表決者又は表決委任者がある場合は、その数を付記すること。) 

(3) 審議事項 

(4) 議事の経過の概要及び議決の結果 

(5) 議事録署名人の選任に関する事項 

２ 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人２人以上が署名又は

記名押印しなければならない。 

３ 前２項の規定にかかわらず、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示

をしたことにより、総会の決議があったものとみなされた場合においては、次の事項を記

載した議事録を作成しなければならない。 

(1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容 

(2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称 

(3) 総会の決議があったものとみなされた日 

(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名 

 

  第６章 理事会 

（構成） 

第 30 条 理事会は、理事をもって構成する。 

（権能） 

第 31 条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。 

(1) 総会に付議すべき事項 

(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項 

(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 

（開催） 

第 32 条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 

(1) 理事長が必要と認めたとき。 

(2) 理事総数の○分の○以上から会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法

をもって招集の請求があったとき。 

(3) 第 15 条第４項第５号の規定により、監事から招集の請求があったとき。 

  

定款例 
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 ＜第 28 条注＞ 

①  第１項及び第２項…法第 14 条の 7 

   第２項は、やむを得ず総会を欠席するとき、総会の議決事項に対しどのような方法

で賛否の意思を表すか(表決するか)を定めています。書面で賛否を表明した正会員を

｢書面表決者｣、他の正会員を代理人として賛否表明した正会員を｢表決委任者｣と呼び

ます。表決権の行使は、社員自らが出席して行使することが原則ですが、定款で定め

ることにより、書面や電磁的方法によることも可能です。 

第３項で、オンライン会議システムの利用を定めることも可能です。 

なお、これらの方法を削除することもできます。 

② 第５項…法第 14 条の 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜第 29 条注＞ 

① 第１項（２）…第２８条第２項の書面や電磁的方法、若しくは同条第３項（オンライ

ン会議システム）を削除した場合は、ここでも削除します。 

 

 

② 第３項…みなし総会決議の議事録について 

       総会の議決事項について、理事又は正会員の提案事項に正会員全員が同意

すれば、その提案事項が総会において可決されたものとみなすことができま

す。同意の意思表示は、書面又は電磁的記録(1９ページ参照)により行う必要

があります。（法第１４条の９） 

この場合の議事録の記載事項については、条例で定められており、その定

められた事項を記載しなければなりません。（条例第３条） 

 

 

 

＜第 31 条注＞ 

 理事会の権能に①定款の変更、②解散、③合併の事項が含まれてはいけません。 

 （社員総会の議決が必要です・・・①法第２５条第１項、②法第３１条第１項、③法第

３４条第１項） 

 

＜第 32 条注＞ 

 第２号 から電磁的方法を削除することもできます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定款例の解説等  

※オンライン会議システムを利用した総会等 

社員（正会員）が集まらずとも、ＩＴネットワーク技術を活用することで実

際の会議と同等の環境が整備されるのであれば、社員総会を開催したものと

認められます。出席者が発言したいときは自由に発言でき、その発言を他者や

他の会場にも即時に伝えることができるような情報伝達の双方向性、即時性

のある設備環境が整っていることが必要です。議事録にも「オンライン会議シ

ステムによる開催」と記載してください。 
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（招集） 

第 33 条 理事会は、理事長が招集する。 

２ 理事長は、前条第２号及び第３号の規定による請求があったときは、その日から○日

以内に理事会を招集しなければならない。 

３ 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は

電磁的方法をもって、少なくとも○日前までに通知しなければならない。 

 (議長) 

第 34 条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 

（定足数） 

第 35 条 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。 

（議決） 

第 36 条 理事会における議決事項は、第 33 条第３項の規定によってあらかじめ通知した

事項とする。 

２ 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。 

（表決権等） 

第 37 条 各理事の表決権は、平等なるものとする。 

２ やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項に

ついて書面又は電磁的方法をもって表決することができる。 

３ やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、ネットワーク機器等の接続に

よるオンライン会議システムによって、理事会に参加し、表決することができる。 

４ 前２項の規定により表決した理事は、第 35 条及び次条第１項の適用については、理事

会に出席したものとみなす。 

５ 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わるこ

とができない。 

（議事録） 

第 38 条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならな

い。 

(1) 日時及び場所 

(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面、電磁的方法又はオンライン会議システム

による表決者にあっては、その旨を付記すること。) 

(3) 審議事項 

(4) 議事の経過の概要及び議決の結果 

(5) 議事録署名人の選任に関する事項 

２ 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人２人以上が署名又は

記名押印しなければならない。 

 

  第７章 資産及び会計 

（資産の構成） 

第 39 条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 

(1) 設立当初の財産目録に記載された資産 

(2) 入会金及び会費 

(3) 寄附金品 

(4) 財産から生じる収益 

(5) 事業に伴う収益 

(6) その他の収益 

（資産の区分） 

第 40 条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の１種とする。 

 

 

 

定款例 
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＜第 33 条注＞ 

 第２項・第３項 の「○日以内」「○日前」については、法に定めがないので、各法人の

理事会の規模(人数等)を基に設定してください。 

 招集の方法は書面による通知が原則ですが、定款で定めることにより、電磁的方法等に

よる通知方法が可能となります。なお、電磁的方法を削除することもできます。 

 

 

＜第 36 条注＞ 

 第２項「理事総数の過半数」…法第 17 条 

 

 

＜第 37 条注＞ 

表決権の行使は、理事自らの出席だけでなく、定款で定めることにより、書面や電磁的

方法によることも可能です。 

第３項で、オンライン会議システムの利用を定めることも可能です。 

なお、これらの方法を削除することもできます。 

 

 

 

＜第 38 条注＞ 

第３７条第２項の書面や電磁的方法、若しくは同条第３項（オンライン会議システム）

を削除した場合は、ここでも削除します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜第 40 条注＞ 

 「特定非営利活動に係る事業」以外に「その他の事業」を行う場合には、次のように記

載してください。 

 

 

 

 

  

定款例の解説等  

（資産の区分） 

第 40 条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及び

その他の事業に関する資産の２種とする。 
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（資産の管理） 

第 41 条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が

別に定める。 

（会計の原則） 

第 42 条 この法人の会計は、次に掲げる原則に従って行うものとする。 

(1) 会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。 

(2) 活動計算書、貸借対照表及び財産目録は、会計簿に基づいて活動に係る事業の実績

及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとすること。 

(3) 採用する会計処理の基準及び手続については、毎事業年度継続して適用し、みだり

にこれを変更しないこと。 

（会計の区分） 

第 43 条  この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の１種とする。 

（事業計画及び予算） 

第 44 条  この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、理事長が作成し、総会の議決を経な

ければならない。 

（暫定予算） 

第 45 条  前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理

事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講

じることができる。 

２ 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。 

（事業報告及び決算） 

第 46 条  この法人の事業報告及び決算は、毎事業年度、理事長が事業報告書、活動計算

書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を経て、その年度終了後○か

月以内に総会の承認を得なければならない。 

２ 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。 

（事業年度） 

第 47 条 この法人の事業年度は、毎年○月○日に始まり翌年○月○日に終わる。 

（長期借入金） 

第 48 条  この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収益をもって償

還する短期借入金を除き、総会の承認を得なければならない。 

 

  第８章 定款の変更、解散及び合併 

（定款の変更） 

第 49 条  この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の４分の３

以上の議決を得なければならない。 

２ 定款の変更は、以下の事項を変更する場合には、所轄庁の認証を得なければならない。 

（1）目的 

（2）名称 

（3）特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類 

（4）主たる事務所及びその他の事務所の所在地（所轄庁の変更を伴うものに限る。） 

（5）社員の資格の得喪に関する事項 

（6）役員に関する事項（役員の定数に係るものを除く。） 

（7）会議に関する事項 

（8）その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項 

（9）解散に関する事項（残余財産の帰属すべき者に係るものに限る。） 

（10）定款の変更に関する事項 

 

 

 

 

 

 

定款例 
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＜第 42 条注＞ 

 ① 法第 27 条 

 ② 法では義務づけられていませんが、法人運営の原則として、収益、費用については

予算に基づいて行うことが適当です。第４4 条「事業計画及び予算」等の規定を置く

ことにより、定款上、予算の作成は必要となりますが、予算に基づいた執行の義務を

明確化するために、｢(4)収益及び費用は、予算に基づいて行うこと。｣を追加すること

もできます。 

 

＜第 43 条注＞ 

 法第５条第２項 

 「特定非営利活動に係る事業」以外に「その他の事業」を行う場合には、次のように記

載してください。 

 

 

 

 

＜第 45 条注＞ 

総会を年１回とした場合は、暫定予算等の措置をおいてください。 

 

 

＜第 46 条注＞ 

 毎事業年度終了後３か月以内に、前事業年度の事業報告書、活動計算書、貸借対照表、

財産目録、年間役員名簿、事業年度末日の社員名簿を作成し、主たる事務所及び従たる事

務所に備え置くこと（法第 28 条第１項）と、川崎市へ提出（法第 29 条）していただく

ことが必要です。 

 

＜第 47 条注＞ 

 法第 11 条第１項第 10 号により、事業年度は定款で定めなければなりません。 

 各法人における年度ですので、４月～３月である必要はありません。 

 

 

 

 

＜第 49 条注＞ 

 ① 第１項「４分の３以上」…法第 25 条第２項（ただし、定款に特別の定めがあると

きは、この限りではありません。） 

 ② 第 2 項…法第２５条第３項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

定款例の解説等  

（会計の区分） 
第 43 条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及び

その他の事業に関する会計の２種とする。 
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（解散） 

第 50 条  この法人は、次に掲げる事由により解散する。 

(1) 総会の決議 

(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 

(3) 正会員の欠亡 

(4) 合併 

(5) 破産手続開始の決定 

(6) 所轄庁による設立の認証の取消し 

２ 前項第１号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の４分の３以上の承

諾を得なければならない。 

３ 第１項第２号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。 

４ この法人が解散(破産手続開始の決定による解散を除く。)したときは、総会において

選任する場合を除き、理事がその清算人となる。 

（残余財産の帰属） 

第 51 条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残

存する財産は、法第 11 条第３項に規定する法人のうちから総会において選定したものに

帰属するものとする。 

（合併） 
第 52 条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の４分の３以上の

議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。 

   

  第 9 章 公告の方法 

（公告の方法） 

第 53 条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

ただし、法第 28 条の２第１項に規定する貸借対照表の公告については、○○○○に掲載

して行う。 

 

  第 10 章 事務局 

（事務局の設置等） 

第 54 条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。 

２ 事務局には、事務局長その他の職員を置く。 

３ 職員は、理事長が任免する。 

４ 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 

 

  第 11 章 雑則 

（細則） 

第 55 条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定

める。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定款例 
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＜第 50 条注＞ 

 ①  第１項…法第 31 条第１項 

 ② 第２項「４分の３以上」…法第 31 条の 2（ただし、定款に特別の定めがあるとき

は、この限りではありません。） 

 ③ 第３項…法第 31 条第２項 

 ④ 第４項…法第３１条の５ 

 

 

＜第 51 条注＞ 

 ① 残余財産の帰属先を明記する場合は、次のように記載します。 

（残余財産の帰属） 

第 51 条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したと

きに残存する財産は、○○法人、○○法人のうちから総会において選定したもの

に帰属するものとする。 
 

   ※具体的な法人名称等を指定しておくこともできます。 

 
② 帰属先を定めない場合、又は帰属先が明確でない場合は、国又は地方公共団体に譲

渡されるか国庫に帰属することとなります。(法第 32 条第 2 項、第 3 項) 

 

＜第 52 条注＞ 

「４分の３以上」・・・法第 34 条第 2 項（ただし、定款に特別の定めがあるときは、こ

の限りではありません。） 

 

 

＜第 53 条注＞ 

① 貸借対照表、解散時の債権の申出の催告、清算中の法人の破産手続きの開始、合併に

ついては公告しなければなりません。・・・法第 28 条の２第 1 項、第 31 条の 10 第 4

項、第 31 条の 12 第 4 項、第 35 条第 2 項 

② 貸借対照表の公告（法第 28 条の２第 1 項）の方法については、以下のうちから選択

し、定款で定めなければなりません。 

 

 

 

  

公告の方法 記載例（○○○○に掲載して行う。） 

①官報   （有料） 官報に掲載して行う。 

②日刊新聞紙 

（有料） 
神奈川県において発行する○○新聞に掲載して行う。 
※○○新聞は、具体的な新聞紙名を規定する。 

③電子公告 

例 1：この法人のホームページに掲載して行う。 

例２：内閣府ＮＰＯ法人ポータルサイト（法人入力情報欄）に

掲載して行う。 
   ※法人自身で内閣府 NPO 法人ポータルサイトへ掲載を行う

必要があります。所轄庁が公開している内容をもって公告と

はなりませんので注意してください。 

④主たる事務所の公衆

の見やすい場所 
この法人の主たる事務所の掲示場に掲示して行う。 

定款例の解説等  
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 附 則 

１ この定款は、この法人の成立の日から施行する。 

２ この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。 

理事長       ○ ○ ○ ○ 

副理事長      ○ ○ ○ ○ 

理事        ○ ○ ○ ○ 

同         ○ ○ ○ ○ 

…… 

監事        ○ ○ ○ ○ 

同         ○ ○ ○ ○ 

３ この法人の設立当初の役員の任期は、第 16 条第１項の規定にかかわらず、成立の日か

ら○年○月○日までとする。 

４ この法人の設立当初の事業計画及び予算は、第 44 条の規定にかかわらず、設立総会の

定めるところによるものとする。 

５ この法人の設立当初の事業年度は、第 47 条の規定にかかわらず、成立の日から○年○

月○日までとする。 

６ この法人の設立当初の入会金及び会費は、第８条の規定にかかわらず、次に掲げる額

とする。 

 (1) 入会金 

正 会 員  個人 ○○○円   団体 ○, ○○○円 

賛助会員  個人 ○○○円   団体 ○, ○○○円 

 (2) 年会費 

正 会 員  個人 ○○○円   団体 ○, ○○○円 

賛助会員  個人 １口   ○○○円（１口以上） 

団体 １口 ○, ○○○円（１口以上） 

  

定款例 
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＜附則注＞ 

① 第２項…法第 11 条第２項 

役員の氏名は住民票の記載どおりに記入してください。 

② 第３項において、設立当初の役員の第１期の任期満了日を決定するにあたっては、社

員総会の開催時期を考慮に入れ、役員任期の末日を事業年度の末日の２～３か月後にず

らしておくことをお勧めします。(役員の任期の満了前に新役員を決定する総会を開く必

要があるため：第 16 条注②参照) 

   具体例（事業年度の末日が３月３１日の場合） 

    例１ 〇年６月３０日（第２期目の任期は７月１日から開始となります。） 

    例２ 〇年５月３１日（第２期目の任期は６月１日から開始となります。） 

  例１:図解 

 

 

 

 

 

   ※例 1・２どちらにするかは、定款第 4６条において総会の承認を何か月以内としたかで判

断してください（最長３か月以内です）。 

   ※3/３１以前に次期役員を選任するための臨時総会を開く場合や役員の任期を伸長する規

定を置いている場合(第１６条注③参照)は、役員任期を事業年度末日と同じ３月３１日ま

でと規定することも可能です。 

③ 第４項は、「設立総会」以外の会議等で決定した場合には、「設立総会」の代わりに当

該会議名を記載してください。 

④ 第６項において、正会員以外の会員について定める場合には、正会員と区別して記載

してください。また、活動予算書との整合性に気をつけてください。 

年度末 

3/31 6/30 

この間に総会を実施 
事業報告書及び決算関係書類を作成し総会で承認を受ける。 

（定款第 46 条） 

旧役員の任期：総会で新役員を選出 

( で役員任期を終わらせると総会開催時に役員がいない状態になります。) 
7/1 新役員スタート 

定款例の解説等  
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役   員   名   簿 

 

 

 

特定非営利活動法人の名称 

 

特定非営利活動法人 ○○○○ 

 

 

 

役 名 氏  名 住 所 又 は 居 所 報酬の有無 備  考 

理 事 

 

 あり 理事長 

理 事  

 

なし 副理事長 

理 事  

 

なし  

監 事 

 

 なし  

 

  

 

 

 

 

 
 

 
 

     

     

◇役員は、法第２０条の欠格事由に該当しないこと、法第２１条による親族規定に反しないこと

が必要です。（１１７ページＱ２０参照） 

◇親族規定の考え方 

役員総数が５人以下のときは、配偶者若しくは三親等以内の親族（以下、親族等といいます。）

は入れません。また、役員総数が６人以上のときは、ある役員からみて、１人だけは親族等が

入ることができます。（１１７ページＱ２０参照） 

※ 三親等以内の親族 

父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫、伯叔父母、甥姪（血族及び姻族とも） 

◇役員のうち報酬を受ける者の数は、役員総数の３分の１以下であることが必要です。（法第２条

第２項第１号ロ） 

②氏名、住所等は住民票の記載どおりに、マンショ

ン名なども略さずにそのまま記入してください。 

以下は、間違いやすい例です。 

※「 高 橋 」⇔「 髙 橋 」 

 「 川 崎 」⇔「 川 﨑 」 

 「 恵 」⇔「 惠 」  など 

※「○丁目△番◇号」⇔「○丁目△番地
．
◇」 

 「○○番△号
．
」⇔「○○番地の

．
△」など 

①役名は法上「理事」、「監事」

の２種しかありません。 

ここに入るのは「理事」又は

「監事」のどちらかです。 

③設立当初の役員報酬の有無について記入してください。 

労働の対価については、役員報酬とは考えません。 

“役員手当（役務の対価ではない）”に相当するものを、

役員報酬と考えてください。 

 なお、役員報酬の有無「あり」の場合には、活動予算書

の管理費に計上してください。 

④理事長などの役職名は

備考欄に記入します。 

（ 設 立 認 証 申 請 用 ）  
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誓 約 及 び 就 任 承 諾 書 
 
 

法人の名称 特定非営利活動法人 ○○○○ 
 
設 立 代 表 者 川 崎 太 郎  様 

 
 
 

私は、特定非営利活動促進法第20条各号に該当しないこと及び同法第21条の規定に違反しないことを誓約 
 

するとともに、特 定 非 営 利 活 動 法 人 ○ ○ ○ ○ の設立認証があったときは、同法人 
 
の ○ ○ に就任することを承諾します。 

 
 

年   月   日 
 
 
 

住所又は居所 
 
（ふりがな） 
氏        名               ㊞ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（役員の欠格事由） 
第二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、特定非営利活動法人の役員になることができない。 
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者  
三 この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定（同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項

の規定を除く。第四十七条第一号ハにおいて同じ。）に違反したことにより、又は刑法（明治四十年法律第四十五号）第二百四条、第
二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律（大正十
五年法律第六十号）の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日
から二年を経過しない者  

四 暴力団の構成員等 
五 第四十三条の規定により設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から二年

を経過しない者  
六 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの  
  
（役員の親族等の排除） 
第二十一条 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が一人を超えて含まれ、又は当該役員並

びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の三分の一を超えて含まれることになってはならない。 

④日付は「設立総会の日」～「申請日」

までの日にちが入ります。 

「設立総会の日」より前の日付にはな

りません。 

③ここに入るのは、 
「理事」又は「監事」の

どちらかです。 

①役員の人数分必要な書類です。 

設立代表者の方も必要です。 

住所等の確認にあたり、住民基本台帳ネットワークシステムの本人確認
情報の利用を希望する場合は、上欄を読んだうえで、「署名」又は「記名・
押印」してください。生年月日の記入は任意ですが、個人の特定のために
できる限りご記入ください。情報はシステムでの検索時に使用します。 

特定非営利活動促進法第１０条第１項第２号ハで規定される住所又は居所を

証するため、住民基本台帳ネットワークシステムの本人確認情報の利用を希望す

るので、その旨を川崎市長にお伝えください。 
 

氏 名                        印 
（生年月日    年  月  日） 

⑥以下に該当する方は、

この項目を削除してく

ださい。 

＊住民基本台帳ネットワーク

利用を希望しない方 

＊外国在住の方 

⑤住所・氏名とも住民票の記載どおり

に記入してください。 

 なお、署名（直筆）の場合は、押印

は不要とすることも可能です。 

市へは、コピー（謄本）を提出してください。原本は法人で保管。 
 

（ 設 立 認 証 申 請 用 ）  

②設立代表者 ＝ 申請者となります。 
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社 員 の う ち １０ 人 以 上 の 者 の 名 簿 

 

 

特定非営利活動法人の名称  特定非営利活動法人 ○○○○ 

 

 

 

 氏     名 住   所   又   は   居   所 

１   

２   

３   

４   

５ 

 

 

６   

７   

８   

９   

１０   

 

・「社員」とは社団の構成員のことです。 

定款例では、第６条に定義されており、一般的には正会員などと言われている 

総会で議決権を持つ方を意味します。 

・団体が社員（＝正会員）となることも可能です。 

その場合の氏名欄は 

  株式会社○○ 

   代表取締役 △△ △△  と記載します。 

・１０名以上の社員がいる場合でも、１０名分の名簿の提出で構いません。 

・役員名簿（３０ページ参照）に掲載されている方と同一人の場合には、 

役員名簿と同様、氏名・住所等は住民票の記載どおりに記入してください。 

（ 設 立 認 証 申 請 用 ）  
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確   認   書 

 

 

 

 

当団体は、特定非営利活動促進法第 2条第 2 項第 2号及び同法第 12条第 1項第 3 号に該当する 

 

ことを、     年   月   日に、設立総会において確認しました。 

 

 

 

 

 

年    月    日  

 

 

 

法人の名称  特定非営利活動法人 ○○○○ 

 

 

設立代表者  川 崎 太 郎 

日付は「設立総会の日」～「申請日」までの日にち

が入ります。 

「設立総会の日」より前の日付にはなりません。 

特定非営利活動促進法第 2条第 2 項第 2号 

その行う活動が次のいずれにも該当する団体であること。 

イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするもの

でないこと。 

ロ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこ

と。 

ハ 特定の公職(公職選挙法(昭和 25 年法律第 100 号)第 3条に規定する公職をいう。以下同じ。)

の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。以下同じ。)若しくは公職にある者又は政党を

推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。 

 

特定非営利活動促進法第 12 条第 1項第 3号 

当該申請に係る特定非営利活動法人が次に掲げる団体に該当しないものであること。 

イ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2 条

第 2号に規定する暴力団をいう。以下のこの号及び第 47 条第 6号において同じ。） 

ロ 暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。以下この号において同じ。）若し

くは暴力団の構成員でなくなった日から 5 年を経過しない者（以下「暴力団の構成員等」とい

う。）の統制の下にある団体 

⑦ 確認書の記載例 
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設  立  趣  旨  書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     年    月    日 

 

法人の名称 特定非営利活動法人 ○○○○ 

 

設立代表者 川 崎 太 郎   

日付は「設立総会の日」～「申請日」

までの日にちが入ります。 

「設立総会の日」より前の日付には 

なりません。 

設立趣旨書については、次のことが第三者にもわかるように自由に記載 

してください。 

① 法人の設立を発起するに至った動機や経緯 

② 法人として行おうとする活動(及び事業) 

③ 活動が不特定かつ多数のものの利益の増進（公益）に寄与すること 
 

〈記載の展開例〉 

ステップ１ 法人として取り組んでいこうとする社会的課題の現状・背景 

               ↓ 

ステップ２ その社会的課題がどうなることが望ましい状態だと考えるか 

               ↓ 

ステップ３ 望ましい状態に向け、その社会的課題にどのような解決策があるか 

               ↓ 

ステップ４ その社会的課題に対し今までにどのような活動をしてきたのか 

     （既に任意団体として活動を行っている団体についてはその活動内容等） 

               ↓ 

ステップ５ 今後どのような形で取り組んでいこうと考えているのか(法人として行

おうとする活動･事業)、またその活動が不特定かつ多数のものの利益の

増進(公益)にどのように寄与するのか 

↓ 

ステップ６ なぜ、任意団体や他の法人格ではなく特定非営利活動法人を設立しよ

うとしたのか 

押印の必要はありません。 
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設 立 に つ い て の 意 思 の 決 定 を 証 す る 議 事 録  

 

 

１ 日時        年   月   日     時から   時まで 

 

２ 場所     川崎市○○区△丁目○番○号 ○○会館 ○○会議室 

 

３ 出席者数      名 

 

４ 審議事項 

  第 1号議案  設立趣旨書案承認の件 

  第 2号議案  特定非営利活動法人 ○○○○ 定款案承認の件 

  第 3号議案  設立当初の入会金及び会費の件 

  第 4号議案  設立初年度及び翌年度の事業計画書案及び活動予算書案承認の件 

  第 5 号議案  特定非営利活動促進法第２条第２項第２号及び同法第１２条第１項第３号に

該当することの確認の件 

  第 6号議案  役員の選任の件 

  第 7号議案  主たる事務所を「川崎市○○区△△１丁目２番３号」に置くことの件 

 

５ 議事 

 

 

 

 

 

 

６ 議事録署名人に関する事項 

   議事録署名人として、□□□□、△△△△を選任する旨を諮ったところ、満場一致で承認され

た。 

 

なお、設立認証申請にあたっては、        を設立代表者とし、設立にあたって

必要な手続を一任することとした。 

 

 

年   月   日  

 

議    長   ○○  ○○   ㊞ 

 

議事録署名人   □□  □□   ㊞ 

 

議事録署名人   △△  △△   ㊞ 

 

 

 

 
 

各議案について詳細に記載していただいても結構ですが、

以下のように簡潔に記載することも可能です。 

例：「全議案について、満場一致で承認された。」 

設立代表者＝申請者となります。 

「特定非営利活動法人」の記載を

忘れないでください。 

申請書の主たる事務所の

所在地と一致します。 

川 崎 太 郎 

議長及び議事録署名人の

氏名が必要です。 

署名（直筆）の場合は、押

印不要です。 

市へは、コピー（謄本）を提出してください。原本は法人で保管。 
 

設立総会を開催した場所が特定できるように記載してください。 
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○ ○ 年 度 事 業 計 画 書 

                法人の名称  特定非営利活動法人 ○○○○ 

１ 事業活動方針 

○○○○、・・・ 

 

２ 事業内容 

（１）特定非営利活動に係る事業 

① △△△△事業 

ア ▲▲▲▲事業 

・内   容 ○○○○・・・・・ 

・日   時 ○月 

・場   所 ○○○○・・・・・ 

・従事者人員 ○人 

・受益対象者 ○○の者 ○人 

・費用見込額 １，３８５，０００円 

 

イ ▽▽▽▽事業 

・内   容 ○○○○・・・・・ 

・日   時 ○月 

・場   所 ○○○○・・・・・ 

・従事者人員 ○人 

・受益対象者 ○○の者 ○人 

・費用見込額 ４８５，０００円 

 

② □□□□事業 

ア ■■■■事業 

・内   容 ○○○○・・・・・ 

・日   時 ○月 

・場   所 ○○○○・・・・・ 

・従事者人員 ○人 

・受益対象者 ○○の者 ○人 

・費用見込額 ９００，０００円 

 

 

（２）その他の事業 

① ☆☆☆☆事業 

ア ★★★★事業 

・内   容 ○○○○・・・・・ 

・日   時 ○月 

・場   所 ○○○○・・・・・ 

・従事者人員 ○人 

・受益対象者 ○○の者 ○人 

・費用見込額 ７３５，０００円      

①、②に記載する事業名は、定款第５条に規定

した事業名をそのまま転記してください。 

定款第５条で「その他の事業」を規定している場合に記載

してください。規定していない場合は、記載不要です。 

定款上の「目的」ではなく、その年度どのような方針

で事業を行っていくのかを記載してください。 

※設立初年度及び翌年度の２事業年度分の事業

計画書の作成が必要です。 

 

※設立初年度の事業計画書は、成立の日からの

ものを作成してください。 

（例）３月決算で９月成立予定の法人の場合 

→９月から翌年３月までの７か月分の事業

計画書 

【各事業について６項目を記載してください。】 

内容 
一般の方が読んでおよそ概要がわかるように記載

してください。 

日時 

通年の場合は通年、期間を区切る場合は概ねその時

期を記載してください。（設立初年度については、

設立予定日以前の日付は入りません。） 

場所 

特定されている場合はその場所、その他は実施す

るおよその地域を記載してください。 

（（例）○○海岸、○○市内 等） 

従事者 

人員 

従事する実人員、又は延べ人数を記載してくださ

い。 

受益 

対象者 

受益対象者の範囲と、できればその概数を記載して

ください。 
特定非営利活動事業に係る事業については、定款上の

目的に掲げる受益対象者の範囲と同じになります。 

費用 

見込額 

各事業の費用見込額を記載してください。 

なお、各事業の費用見込額の合計額と活動予算書の

事業費合計額とが同額となります。 
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活動予算書
成立の日から××年×月×日まで

法人の名称　　特定非営利活動法人　○○○○○

※科目は適宜、追加してください。 （単位：円）
科目

Ⅰ 経常収益
１．受取会費

正会員受取会費 100,000
賛助会員受取会費 300,000 400,000

２．受取寄附金
受取寄附金　　 1,000,000

３．受取助成金等
受取民間助成金 1,500,000

４．事業収益
△△事業収益 1,000,000
□□事業収益 800,000 1,800,000

５．その他収益
受取利息 1,200
雑収益 100 1,300

経常収益計 4,701,300
Ⅱ 経常費用

１．事業費
（１） 人件費

給料手当 1,500,000
臨時雇賃金 970,000
法定福利費 2,000
福利厚生費 230,000
人件費計 2,702,000

（２） その他経費
会議費 75,000
旅費交通費 225,000
減価償却費 200,000
支払利息 3,000
その他経費計 503,000

事業費計 3,205,000
２．管理費

（１） 人件費
役員報酬 180,000
給料手当 750,000
法定福利費 1,500
退職給付費用 100,000
福利厚生費 20,000
人件費計 1,051,500

（２） その他経費
会議費 85,000
旅費交通費 133,000
減価償却費 10,000
支払利息 1,300
その他経費計 229,300

管理費計 1,280,800
経常費用計 4,485,800

当期経常増減額 215,500
Ⅲ 経常外収益

１．固定資産売却益 0
２．○○○○修正益 0
経常外収益計 0

Ⅳ 経常外費用
１．過年度損益修正損 0
２．○○○○売却損 0
経常外費用計 0

215,500
70,000

当期正味財産増減額 145,500
設立時正味財産額 0
次期繰越正味財産額 145,500

税引前当期正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税

金額

（注）　重要性が高いと判断される使途等が制約された寄附金等（対象事業等が定められた補助金等を含む）
を受け入れる予定である場合は、「一般正味財産の部」と「指定正味財産の部」に区分して表示することが望
ましいです。

当該事業年度の期間を記載してください。

設立翌年度については、「設立時正味財産額」では
なく、「前期繰越正味財産額」と記載してください。
また、設立初年度活動の予算書の「次期繰越正味財
産額」と金額が一致することを確認してください。

「人件費」と「その他経
費」に分けた上で、支出
の形態別に内訳を記載し
てください。

「人件費」と「その他経
費」に分けた上で、支出
の形態別に内訳を記載し
てください。

※定款に「その他の事業」が掲げられている場合の活動予算
書については、次ページの記載例も併せて参照してください。

当該年度の事業計画書に記載
されている各事業の費用見込
額の合計額と一致することを
確認してください。

役員名簿で報酬の有無
を「あり」としている
場合には、役員報酬を
計上してください。

各事業ごとに事業収益
を記載する場合には、
定款第５条に規定した
事業名をそのまま転記
し、最後に「収益」を
加えてください。

※ 計算書類の注記を作成する場合の例は５４～５６ページを、活動予算書の科目例については

５８、５９ページを参照してください。

経常費用は、「事業費」と
「管理費」に分けてくださ
い。（６２ページ参照）

収益事業を行っていなくても、
法人税の減免申請をしなけれ
ば、法人住民税の均等割額が
課されます。
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法人の名称　　特定非営利活動法人　○○○○○

（単位：円）
特定非営利活動

に係る事業
Ⅰ 経常収益

１．受取会費
正会員受取会費 100,000 100,000
賛助会員受取会費 300,000 300,000

２．受取寄附金 0
受取寄附金 1,000,000 1,000,000

３．受取助成金等 0
　　　　受取民間助成金 1,500,000 1,500,000

４．事業収益 0
△△事業収益 1,000,000 1,000,000
□□事業収益 800,000 800,000
☆☆事業収益 900,000 900,000

５．その他収益 0
受取利息 1,200 1,200
雑収益 100 100

経常収益計 4,701,300 900,000 5,601,300
Ⅱ 経常費用

１．事業費事業費
（１） 人件費

給料手当 1,500,000 450,000 1,950,000
臨時雇賃金 970,000 200,000 1,170,000
法定福利費 2,000 2,000
福利厚生費 230,000 10,000 240,000
人件費計 2,702,000 660,000 3,362,000

（２） その他経費
会議費 75,000 75,000
旅費交通費 225,000 75,000 300,000
減価償却費 200,000 200,000
支払利息 3,000 3,000
その他経費計 503,000 75,000 578,000

事業費計 3,205,000 735,000 3,940,000
２．管理費管理費

（１） 人件費
役員報酬 180,000 180,000
給料手当 750,000 750,000
法定福利費 1,500 1,500
退職給付費用 100,000 100,000
福利厚生費 20,000 20,000
人件費計 1,051,500 0 1,051,500

（２） その他経費
会議費 85,000 85,000
旅費交通費 133,000 133,000
減価償却費 10,000 10,000
支払利息 1,300 1,300
その他経費計 229,300 0 229,300

管理費計 1,280,800 0 1,280,800
経常費用計 4,485,800 735,000 5,220,800

当期経常増減額 215,500 165,000 380,500
Ⅲ 経常外収益

１．固定資産売却益 0 0
2. ○○○○修正益 0 0
経常外収益計 0 0

Ⅳ 経常外費用
１．過年度損益修正損 0 0
2. ○○○○売却損 0 0
経常外費用計 0 0

経理区分振替額 95,000 △ 95,000 0

310,500 70,000 380,500
0 70,000 70,000

当期正味財産増減額 310,500 0 310,500
設立時正味財産額 0 0 0
次期繰越正味財産額 310,500 0 310,500

税引前当期正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税

活動予算書
成立の日から××年×月×日まで

その他の事業 合計科目

○定款にその他の事業が掲げられている場合の活動予算書の記載例

定款に「その他の事
業」が規定されてい
る場合には、区分し
て表示してください。

その他の事業で得た利益
は特定非営利活動に係る
事業のために使用しなけ
ればならないため、「経
理区分振替額」において、
振替えを行ってください。

「特定非営利活動に係る事業」
と、「その他事業」の両方とも
次期繰越正味財産額を記載する
ようにしてください。
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委 任 状 
 

  年  月  日 

 
       申 請 者 

 
        住所又は居所                         

 
        氏    名                       ○印  

 
 

   私は次の者を代理人と定め、特定非営利活動法人  ○○○○         の 

申請に係る一切の手続を委任します。 

 
        代 理 人 

 
        住所又は居所    川崎市□□区○○４丁目５番６号      

 
氏    名      ○○ ○○              

 
 
 

 

この委任状は、申請者以外の代理人

の方が川崎市に申請書類をご提出さ

れる場合に、必要となります。 

住所と氏名は、申請書と同様に住民票の記載どおりに記入してください。

川 崎 太 郎  

川崎市○○区△△１丁目２番３号 

日付は「設立総会の日」～「申請日」ま

での日にちが入ります。 

「設立総会の日」より前の日付にはなり

ません。 

住民票の記載どおりに記入してください。 

 署名又は、記名・押印

してください。 
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軽微な不備の補正について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２号様式 

補正書 

 

○○年○○月○○日 

 

（宛先）川崎市長 

 

                申請者の住所若しくは居所又は主たる事務所の所在地 

 神奈川県川崎市○○区△△１丁目２番３号 

                申請者の氏名又は法人名称及び代表者氏名 

  川 崎 太 郎             

                電話番号    ×××－□□□－△△△△ 

                ＦＡＸ番号   なし 

 

  ○○年○○月○○日付けで申請した設立の認証（定款の変更の認証・合併の認証）につい

て、提出した書類に軽微な不備がありましたので、特定非営利活動促進法第１０条第４項（

同法第２５条第５項及び第３４条第５項において準用する場合を含む。）の規定により、次

のとおり補正します。 

補正が

必要な

書類 

補正の内容 
補正の

理由 補正後 補正前 

定款 

 

 (招集)   

第２４条 総会は、前条第２項第３号

の場合を除き、理事長が招集する。 

 

(招集)   

第２４条 総会は、前条第２項第３号

の場合を除き、理事長が召集する。 
誤字の

修正 

備考 １ 補正することができる軽微な不備は、内容の同一性を失わない範囲のものであって、計算
違い、誤記、誤植及び脱字に限られます。 

   ２ 補正の内容の欄には、補正しようとする箇所について、補正後と申請段階での記載の違い
を明らかにした対照表を記載してください。 

３ 補正後の書類を添付してください。なお、縦覧に供する書類（定款、役員名簿、設立趣旨
書、事業計画書、活動予算書）を補正する場合は、２部添付してください。 

申請書受理日から１週間以内であれば、申請書や添付書類について、軽微な不備（内容の

同一性を失わない範囲の計算違い、誤記、誤植又は脱字）の補正をすることができます。（法

第１０条第４項、条例第２条第５項、規則第２条第３～５項） 

軽微な不備の補正をする場合には、補正書と補正後の書類（縦覧書類については２部）を

川崎市へ提出してください。 

補正箇所に下線を引
いてください。 

施行規則で定まった様式です。 

川崎市以外の様式では受理でき

ません。 

設立の認証の場合、（定款の変更の認

証・合併の認証）の文字は削除せず、二

重線で消してください。 

設立の認証の場合、補正書の申請者は、

設立認証申請者となります。 

補正書は、市ＨＰからダウンロードすることができます。 
詳しくは、 
 
       

設立の認証の場合、特定非営利

活動法人設立認証申請書(８ペ

ージ参照)の右上に記載した申

請年月日を記載してください。 

（注） 
下記備考も様式に含まれています。削除及び
加工等はしないでください。 

川崎市 設立認証申請 設立登記 
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［ⅱ］ 法人の成立 
設立登記完了届出書について 

○ 法人の設立認証を受けた後、設立の登記をすることで法人が成立します。  
設立の登記は、認証後２週間以内に行う必要があります。（組合等登記令第２条） 
 
なお、認証日から６か月を経過しても設立の登記をしない場合には、設立の認証の取消

対象になります。（法第１３条第３項）  
○ 設立の登記に当たって、設立当初の財産目録を作成する必要があります。 
  詳しい手続きは、主たる事務所の所在地を所管する法務局にご確認ください。 

参考：川崎市内法人の法人登記所→横浜地方法務局（本局）  
○ 設立の登記が済んだら、遅滞なく川崎市市民活動推進課に設立登記完了の届出をして

ください。届出時には、次の①～④の書類を提出してください。なお、①、④について

は市ＨＰからダウンロードすることができますので、ご活用ください。 
 

書類名 記載例 提出部数 
① 設立(合併)登記完了届出書（第５号様式） 42 ページ １部 
② 登記をしたことを証する登記事項証明書 ― １部 

③ 登記をしたことを証する登記事項証明書の写し 
（②のコピー) ― １部 

④ 成立時の財産目録 43 ページ ２部 
  ※ ③及び④は、かわさき情報プラザで閲覧・謄写（コピー）の用に供します。 

 

 参 考  

（１）特定非営利活動法人の税金について（１２３ページＱ２９参照）  
① 設立届の提出 

法人を設立した場合には、税務署、県税事務所及び市税事務所に対し、法人の設立届

を提出することが必要となります。 

② 法人税、法人事業税、法人住民税の取扱い 
法人税及び法人事業税については、法人税法上の収益事業（法人税法施行令第５条第

１項に掲げられている３４業種。以下同じ。）の所得に対しては課税されますが、それ

以外の事業の所得は非課税となっています。※34 業種については、153 ページを参照。 
法人住民税（県民税・市民税）については、法人税法上の収益事業を行っている場合

には、均等割と法人税割が課税され、法人税法上の収益事業を行っていない場合は均等

割のみが課税されます。 
③ 減免制度 

川崎市では、法人税法上の収益事業を行っていない法人については、法人からの申請

により、市民税の均等割を減免する制度があります。（この減免を受けるためには納期

限〔４月３０日〕までに申請書を提出することが必要です。） 
なお、神奈川県の県民税の均等割についても、川崎市と同様な取扱いを行っています。  

※詳細については、①法人税については税務署、②法人の県民税・事業税については県税

事務所、③法人市民税についてはかわさき市税事務所法人課税課にご確認ください。  
（２）特定非営利活動法人の労務について  

労働者を雇用する場合には、労働基準監督署や社会保険事務所などへの手続が原則必

要となりますので、管轄の行政機関にご確認ください。 
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設立（合併）登記完了届出書 

 

○○年○○月○○日 

 

（宛先）川崎市長 

 

                     主たる事務所の所在地 

川崎市○○区△△１丁目２番３号    

                     法人名称 

 特定非営利活動法人 ○○○○    

 

                     代表者氏名 

理事長 川 崎 花 子      

 

 

                     電話番号  ×××－□□□－△△△△ 

                     ＦＡＸ番号 ×××－□□□－△△△△ 

 

設立（合併）の登記を完了しましたので、特定非営利活動促進法第１３条第２項（同

法第３９条第２項において準用する場合を含む。）の規定により、届け出ます。 

 

 

 

 

備考 登記事項証明書及びその写し（各１部）並びに財産目録（２部）を添付してくだ

さい。 

 

第５号様式 

 

 

（合併）の文字は削除せず、二重線で消してください。

（合併）の文字は削除せず、

二重線で消してください。 

施行規則で定まった様式で

す。川崎市以外の様式では受

理できません。 
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財産目録
成立の日現在

法人の名称　　特定非営利活動法人　○○○○○

（単位：円）
科目 金額

Ⅰ 資産の部
１． 流動資産

現金預金
手元現金 ×××
××銀行普通預金 ×××

未収金
××事業未収金 ×××

・・・・・・・・ ×××
流動資産合計 ×××

２． 固定資産
（１） 有形固定資産

什器備品
パソコン1台 ×××
応接セット ×××
・・・・・・・・ ×××
歴史的資料 評価せず

・・・・・・・・ ×××
有形固定資産計 ×××

（２） 無形固定資産
ソフトウェア

財務ソフト ×××
・・・・・・・・ ×××
無形固定資産計 ×××

（３） 投資その他の資産
敷金 ×××
○○特定資産
××銀行定期預金 ×××
・・・・・・・・ ×××
投資その他の資産計 ×××

固定資産合計 ×××
資産合計 ×××

Ⅱ 負債の部
１． 流動負債

未払金
事務用品購入代 ×××
・・・・・・・・ ×××

預り金
源泉所得税預り金 ×××
・・・・・・・・ ×××

・・・・・・・・ ×××
流動負債合計 ×××

２． 固定負債
長期借入金 ×××

××銀行借入金 ×××
・・・・・・・・ ×××

・・・・・・・・ ×××
固定負債合計 ×××

負債合計 ×××
正味財産 ×××

日付を記載する場合には、登記事項証明書の
「法人成立の年月日」を記入してください。

口座番号の記載は
不要です。

金銭評価ができない資産について
は「評価せず」として記載できます。
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[ⅰ] 情報公開（法第２８条、第３０条、第７２条第２項） 

１ 法人が作成・備え置くべき書類 

特定非営利活動法人は、以下の書類を、主たる事務所及び従たる事務所に備え置かな

ければなりません。（法第２８条第２項） 
事 務 所 に 備 え 置 く 書 類 一 覧  備 置 き の 期 間 等  

① 事業報告書 

 毎事業年度終了後３か月以内に作成

し、これらを作成の日から起算して５年

が経過した日を含む事業年度の末日ま

での間、主たる事務所及び従たる事務所

に備え置く。 

② 活動計算書 
③ 貸借対照表 
④ 財産目録 
⑤ 年間役員名簿 
⑥ 社員のうち１０人以上の者の名簿 
⑦ 役員名簿 

常に最新のものを備え置く。 
⑧ 定款 
⑨ 認証に関する書類の写し 
⑩ 登記に関する書類の写し 

さらに、特定非営利活動法人は、その社員その他の利害関係人から上記①～⑩の書類に

ついて閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて､これを閲覧させなけ

ればなりません｡ 
なお、設立後(合併後)①～⑥の書類が作成されるまでの間は、認証申請時の事業計画書

及び活動予算書、成立時(合併時)の財産目録が閲覧の対象となります。（法第２８条第３項） 
 

２ 内閣府ＮＰＯ法人ポータルサイトにおける情報の提供 

特定非営利活動法人に対する信頼性のさらなる向上が図られるよう、特定非営利活動法

人は、事業報告書その他の活動の状況に関する情報について、内閣府ＮＰＯ法人ポータル

サイトを活用した積極的な情報の公表に努めることとされています。（法第７２条第２項） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
なお、内閣府ＮＰＯ法人ポータルサイトの利用にあたっては、事前に登録する必要があ

ります。 
 
 
 

法人が登録できる情報 
組織情報 財務情報 

・電話番号 
・ＦＡＸ番号 
・メールアドレス 
・ホームページＵＲＬ 
・常勤職員数 
・事業内容 

・活動計算書 
・貸借対照表 
・準拠している会計基準等 
・監査の実施 

【内閣府ＮＰＯ法人ポータルサイト】 

• ホームページＵＲＬ：https://www.npo-homepage.go.jp/npoportal/ 
• 法人ログインＵＲＬ：

https://www.npo-homepage.go.jp/npoportal/users/auth/login 

     （※「新規ユーザー登録はこちら」をクリックし、手続きを進めてください。） 
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[ⅱ] 毎年作成・提出する書類（法第２８、２９条） 

１ 概要 

 特定非営利活動法人は、毎事業年度終了後３か月以内に、事業報告書等（次ページ①～⑥）を作成

し、これらを作成の日から起算して５年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、主たる事務所

及び従たる事務所に備え置かなければなりません。（法第２８条第１項） 

また、当該法人の社員その他利害関係人から事業報告書等の閲覧の請求があった場合には、正当な

理由がある場合を除いて、閲覧させなければなりません。（法第２８条第３項） 

さらに、事業報告書等については、毎事業年度終了後３か月以内に、作成・備え置くものと同じ内

容のものを川崎市へ提出することが必要です。（法第２９条、条例第６条） 

閲覧用を含め各２部提出してください。（規則第１０条） 

提出された書類の過去５事業年度分については、市民に向けて閲覧に供します。また、市民は閲覧

書類を謄写（コピー）することができます。なお、「年間役員名簿」「事業年度末日における社員名簿」

については、個人の住所又は居所に関する記載の部分は除きます。（法第３０条） 

事業報告書等の提出を怠ると２０万円以下の過料が処されます。（法第８０条第５号） 

さらに、３事業年度以上にわたり提出を怠ると設立の認証の取消対象になります。（法第４３条第

１項） 
 
 

２ 事業年度終了から川崎市での閲覧までの流れ 
 

 

事業年度が終了しましたら、次ページに記載する、①事業報告書、

②活動計算書、③貸借対照表、④財産目録、⑤年間役員名簿、⑥前事

業年度末日における社員名簿を理事長等が作成し、監事の監査を経て、

事業年度終了後３か月以内に総会の承認を得なければなりません。 

（※上記の手続の流れは一般的なものです。必ず自法人の定款を確認 

し、定款の規定に基づいた手続を実施してください。） 

 

総会の議決等を経た事業報告書等については、事業年度終了後３か

月以内に、主たる事務所及び従たる事務所に備え置かなければなりませ

ん。備え置く期間は、作成の日から起算して５年が経過した日を含む事

業年度の末日までの間です。 

事業報告書等は、自法人の社員その他利害関係人から閲覧の請求が

あった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧させなけ

ればなりません。 

 

               

               

 事業報告書等は、事業年度終了後３か月以内に川崎市へ提出しなけ

ればなりません。提出部数は２部ずつです。 

 

                

 提出された書類の過去５事業年度分は、かわさき情報プラザで閲

覧・謄写（コピー）の用に供します。 

                また、①事業報告書、②活動計算書、③貸借対照表、④財産目録に

ついては、内閣府ＮＰＯ法人ポータルサイト上で公開します。 

                 

前事業年度の 

事業報告書等の作成 
↓ 

監事の監査 
↓ 

総会の議決等 

主たる事務所及び 

従たる事務所に備置き 

川崎市へ提出 

事業年度終了 

川崎市での閲覧 

 

貸借対照表の公告 
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３ 毎年作成・提出する事業報告書等 
 
 

 書類名 記載例 提出部数 

① 前事業年度の事業報告書 49 ページ ２部 

② 前事業年度の活動計算書（下記※２参照） 
計算書類 

（下記※３参照） 

50～52 ページ ２部 

③ 前事業年度の貸借対照表 53 ページ ２部 

④ 前事業年度の財産目録 57 ページ ２部 

⑤ 年間役員名簿 69 ページ ２部 

⑥ 前事業年度の末日における社員のうち 10人以上の者の名簿 70 ページ ２部 

 
※１ 事業を実施しなかった法人についても上記書類の提出が必要となります。 

 
※２ 当分の間、定款で「収支計算書」と規定されている場合に限り、法改正前の「収支計算書」を

作成・提出することができます。この場合、書面の名称は、「収支計算書」としてください。 
 

※３ 計算書類の注記は、計算書類と一体であり重要なものとなります。注記の記載例について

は、５４～５６ページをご参照ください。 
 

 

 
            

 

４ 書類の提出方法 
 

上記の事業報告書等（①～⑥）は、持参又は郵送でご提出ください。 
事業報告書等が、Microsoft Word、Excel 又は PDF により作成されている場合には、電子による提

出も可能です。（９７ページ参照） 

 

  

 

５ 貸借対照表の公告（法第２８条の２） 

 
特定非営利活動法人は、貸借対照表の作成後遅滞なく、次に掲げる方法のうち定款で定める方法に

よりこれを公告しなければなりません。 

  

 

 

 

 

 

これは、平成２８年法改正により、登記事項から「資産の総額」が削除され、引き続き①法人の透

明性を高め、②債権者を保護し、取引の安全と円滑を図るための措置として、貸借対照表の公告が義

務付けられたことによります。 

 

①官報に掲載する方法 

②日刊新聞紙に掲載する方法（具体的な新聞紙名を規定する必要があります） 

③電子公告（法人のホームページや、内閣府ＮＰＯ法人ポータルサイトを利用する方法）  

④法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法（主たる事務所の掲示場に掲示） 

 ※④は、主たる事務所において、いつでも誰でも容易に貸借対照表を確認できる状態にあることが必要です。 

上記の書類の様式は、市ホームページからダウンロードすることができます。 
詳しくは、 
                                       川崎市 全ての NPO 法人が毎年作成・提出する書類 

詳しくは、 
                         

ｅ－ＫＡＷＡＳＡＫＩ 
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【貸借対照表の公告の注意点】 

 

① 官報への掲載  又は  ② 日刊新聞紙への掲載 

公告の期間 一度掲載することで公告となります。 
・官報、日刊新聞紙ともに、貸借対照表の要旨を公告することで足ります。 

 

要旨とは？⇒ 

  

・官報、日刊新聞紙ともに、掲載費用がかかります。 

 

 

 

③ 電子公告 

（法人のホームページや、内閣府ＮＰＯ法人ポータルサイトの法人入力情報欄への掲載） 

公告の期間 貸借対照表の作成の日から起算して５年を経過した日を含む事業年度の

末日までの間、公告します。 
・法人のホームページへ掲載する場合は、貸借対照表に容易にアクセスできるようにしてお

く（タブやインデックスを設定する等）必要があります。 

・内閣府ＮＰＯ法人ポータルサイトへ掲載する場合は、必ず、法人自身で掲載を行う必要が

あります。（所轄庁が公開している内容をもって公告とはなりませんので注意してくださ

い。） 

なお、利用するにあたり、事前に登録が必要ですので、忘れずに登録を行ってください。

（４４ページ参照） 

 

 

・電子公告を選択した場合は、事故、その他やむを得ない事由によって電子公告による公告

をすることができない場合の公告方法として、①又は②の方法のいずれかを定めることが

できます。 

・公告期間中に公告の中断が生じた場合で、次の（1）～（3）のいずれにも該当するときは、

当該中断は公告の効力に影響を及ぼしません。 

   (1)中断が生じることにつき法人が善意でかつ重大な過失がない又は正当な事由があ

ること 

(2)中断の時間の合計が、公告期間の１０分の１を超えないこと 

(3)法人が公告の中断が生じたことを知った後速やかにその旨と、中断が生じた時間

及び公告の中断の内容を、当該電子公告に付して公告すること 

 

 

 

④ 主たる事務所の掲示場への掲示 

公告の期間 公告開始後１年を経過する日までの間、継続して公告します。 
・法人としての掲示場があり、いつでもだれでも容易に貸借対照表が確認できる状態でなけ

ればなりません。 

 

 

掲載金額の単位を「千円」としたり、掲載科目の範囲を法人の事業活動の内容や規模、財政状況等

の具体的事情に応じて重要な項目に適切に区分し、それぞれの合計額を掲載するなどして公告する

ことです。 
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『 事 業 報 告 書 等 』 チ ェ ッ ク 表

書　　類 項　　　　　　　目 チェック欄

定款上、その他の事業がある場合、その他の事業についての記載はあるか。
（前事業年度に事業を実施していなくてもその旨の記載が必要。） □

提出用として２部用意したか。 □

前事業年度の期間が記載されているか。 □
定款上、その他の事業がある場合、その他の事業会計についての記載はある
か。（前事業年度に事業を実施していなくてもその旨の記載が必要。） □

貸借対照表、財産目録との整合がとられているか。 □
提出用として２部用意したか。 □

前事業年度末日現在の日付が記載されているか。 □
活動計算書、財産目録との整合がとられているか。 □
提出用として２部用意したか。 □

前事業年度末日現在の日付が記載されているか。 □
貸借対照表、活動計算書との整合がとられているか。 □
提出用として２部用意したか。 □

前事業年度中に就任していた役員が全て記載されているか。 □
前事業年度中の就任期間が記載されているか。
（役員の任期を記載するわけではないので注意。） □
報酬を受けた期間が記載されているか。
（報酬なしの場合はその旨の記載が必要。） □

提出用として２部用意したか。 □

前事業年度末日現在の日付が記載されているか。 □
１０人以上記載されているか。 □
社員が団体の場合、団体名及び代表者の職名・氏名が記載されているか。 □
電話番号など不必要な個人情報が含まれていないか。 □
提出用として２部用意したか。 □

①前事業年度の「事業報告書」

②前事業年度の「活動計算書」

③前事業年度の「貸借対照表」

⑤前事業年度の「年間役員名簿」

⑥「前事業年度の末日における社員のうち１０人以上の者の名簿」

④前事業年度の「財産目録」

 ７０

ぺージ

参照

 6９

ぺージ

参照
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法人の名称　　特定非営利活動法人　○○○○○

　１　事業の成果

○○○○・・・・・・・・・・・

　２　事業内容

　　（１）　特定非営利活動に係る事業

①　△△△△事業

ア　▲▲▲▲事業

・内容　　○○○○・・・・

・日時　　○月

・場所　　○○○○

・従事者人員　　○人

・対象者　　○○の者　○人

・費用額　　１，６８３，５５０円

イ　▽▽▽▽事業

・内容　　○○○○・・・・

・日時　　○月

・場所　　○○○○

・従事者人員　　○人

・対象者　　○○の者　○人

・費用額　　８２１，３００円

②　□□□□事業

ア　■■■■事業

・内容　　○○○○・・・・

・日時　　○月

・場所　　○○○○

・従事者人員　　○人

・対象者　　○○の者　○人

・費用額　　８６９，７００円

　　（２）　その他の事業

①　☆☆☆☆事業

ア　★★★★事業

・内容　　○○○○・・・・

・日時　　○月

・場所　　○○○○

・従事者人員　　○人

・対象者　　○○の者　○人

・費用額　　７３７，０００円

○　　○　　年　　度　　事　　業　　報　　告　　書

前事業年度に実施した事業について、総括的

に内容・成果を記載します。

定款に規定している事業名に沿って記載

します。

また、事業を行わなかった場合は、
『今年度の事業実績なし』と記載します。

「その他の事業」を定款に規定している場合

は記載が必要です。

定款に規定していない場合には、

記載は不要です。

また、事業を行わなかった場合は、

『今年度の事業実績なし』と記載します。

各事業の費用額の合計額と
活動計算書の事業費合計額とが一致する
ことを確認してください。
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活動計算書
××年×月×日から××年×月×日まで

法人の名称　　特定非営利活動法人　○○○○○

（単位：円）
科目

Ⅰ 経常収益
１． 受取会費

正会員受取会費 100,000
賛助会員受取会費 300,000 400,000

２． 受取寄附金
受取寄附金　　 1,300,000

３． 受取助成金等
受取民間助成金 500,000
○○○○受取補助金 800,000 1,300,000

４． 事業収益
△△△△事業収益 1,000,000
□□□□事業収益 750,000 1,750,000

５． その他収益
受取利息 1,200
雑収益 500 1,700

経常収益計 4,751,700
Ⅱ 経常費用

１． 事業費
（１） 人件費

給料手当 1,586,000
臨時雇賃金 975,000
法定福利費 2,500
福利厚生費 200,000
人件費計 2,763,500

（２） その他経費
会議費 79,000
旅費交通費 215,500
消耗品費 113,700
減価償却費 200,000
支払利息 2,850
その他経費計 611,050

事業費計 3,374,550
２． 管理費

（１） 人件費
役員報酬 180,000
給料手当 735,000
法定福利費 1,500
退職給付費用 100,000
福利厚生費 15,000
人件費計 1,031,500

（２） その他経費
会議費 93,000
旅費交通費 153,200
減価償却費 10,000
支払利息 1,500
その他経費計 257,700

管理費計 1,289,200
経常費用計 4,663,750

当期経常増減額 87,950
Ⅲ 経常外収益

１． 固定資産売却益 100,000
経常外収益計 100,000

Ⅳ 経常外費用
１． 過年度損益修正損 100,000
経常外費用計 100,000

税引前当期正味財産増減額 87,950
法人税、住民税及び事業税 70,000
当期正味財産増減額 17,950
前期繰越正味財産額 50,000
次期繰越正味財産額 67,950

※　今年度はその他の事業を実施していません。

金額

当該事業年度の期間を記載してください。

前事業年度活動計算書の
「次期繰越正味財産額」
と金額が一致することを
確認してください。

貸借対照表の「正味財産合計」と金額が
一致することを確認してください。

「人件費」と「その他経費」に
分けた上で、支出の形態別に内
訳を記載してください。

「人件費」と「その他経
費」に分けた上で、支出の
形態別に内訳を記載してく
ださい。

その他の事業を定款で掲げていない法人はこの脚注は不要です。

※定款に「その他の事業」を掲げ、その事業を実施している場合の活動
計算書については、５２ページの記載例も併せて参照してください。

各事業ごとに事業収益を記載
する場合には、定款第５条に
規定している事業名をそのま
ま転記し、最後に「収益」を
加えてください。

当該年度の事業報告書に記載され
ている各事業の費用額の合計額と
一致することを確認してください。

年間役員名簿で報酬の期間
を記載している場合には、
役員報酬を計上してくださ
い。

経常費用は、「事業費」と「管理費」に分

けてください。（６２ページ参照）

科目は適宜、追加してください。
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（一般正味財産増減の部）
Ⅰ　経常収益
　１．受取寄附金
　　　受取寄附金振替額 ×××
　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Ⅱ　経常費用
　２．事業費
　　　援助用消耗品費 ×××
　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
（指定正味財産増減の部）
　受取寄附金 ○○○
　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　一般正味財産への振替額 ×××

（注）　重要性が高いと判断される使途等が制約された寄附金等（対象事業等が定められた補助金等を含む）を受け
　　入れた場合は、「一般正味財産増減の部」と「指定正味財産増減の部」に区分して表示することが望ましいです。
　　表示例は以下のとおりです。

使途等の制約が解除されたことによる指定正味財産か
ら一般正味財産への振替額を記載してください。

「受取寄附金振替額」と同額をマイナ
ス計上してください。

※ 計算書類の注記を作成する場合の例は５４～５６ページを、活動計算書の科目例については

５８、５９ページを参照してください。

内閣府において、特定非営利活動法人の会計について明確化を図り、もって市民・特定

非営利活動法人・所轄庁の三者にとって分かりやすい会計のあり方を検討するための「特

定非営利活動法人の会計の明確化に関する研究会」が開催されました。その検討結果とし

て計算書類等の考え方や様式例・記載例、作成上のチェックポイントなどが盛り込まれた

「特定非営利活動法人の会計の明確化に関する研究会報告書」が平成23年11月に公表され

ました。

この研究会報告書で示された基準は、あくまでも目安ですが、市民に分かりやすい会計

報告をめざし、法人特有な事情を加味したものとして示されました。この基準を採用する

かは法人の任意ですが、本案内の参考様式についてもこの研究会報告書を参考にしていま

す。

「特定非営利活動法人の会計の明確化に関する研究会報告書」は内閣府のホームページ

で公表されています。考え方や記載方法等の詳細はそちらをご覧ください。なお、同報告

書の一部を６１ページ以降に抜粋して掲載しています。

〔アドレス https://www.npo-homepage.go.jp/uploads/report28_houkokusyo.pdf 〕

計算書類等（活動計算書・貸借対照表・財産目録）の参考様式について
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○定款に「その他の事業」が掲げられている場合の活動計算書

活動計算書
××年×月×日から××年×月×日まで

法人の名称　　特定非営利活動法人　○○○○○

（単位：円）
特定非営利活動

に係る事業
Ⅰ 経常収益

１． 受取会費
正会員受取会費 100,000 100,000
賛助会員受取会費 300,000 300,000

２． 受取寄附金
受取寄附金 1,300,000 1,300,000

３． 受取助成金等
　　　　 受取民間助成金 500,000 500,000

○○○○受取補助金 800,000 800,000
４． 事業収益

△△事業収益 1,000,000 1,000,000
□□事業収益 750,000 750,000
☆☆事業収益 900,000 900,000

５． その他収益
受取利息 1,200 1,200
雑収益 500 500

経常収益計 4,751,700 900,000 5,651,700
Ⅱ 経常費用

１．事業費事業費
（１） 人件費

給料手当 1,586,000 450,000 2,036,000

減価償却費 10,000 10,000
支払利息 1,500 1,500
その他経費計 257,700 257,700

管理費計 1,529,200 1,529,200
経常費用計 4,663,750 ××× 5,400,750

当期経常増減額 87,950 ××× 100,950

Ⅲ 経常外収益
１． 固定資産売却益 100,000 100,000
経常外収益計 100,000 100,000

Ⅳ 経常外費用
１． 過年度損益修正損 100,000 100,000
経常外費用計 100,000 100,000

経理区分振替額 95,000 △ 95,000 0

税引前当期正味財産増減額 182,950 70,000 252,950
法人税、住民税及び事業税 0 70,000 70,000
当期正味財産増減額 182,950 0 182,950
前期繰越正味財産額 50,000 0 50,000
次期繰越正味財産額 232,950 0 232,950

科目 その他の事業 合計

貸借対照表の「正味財
産合計」と金額が一致
することを確認してく
ださい。

前事業年度活動計算書の
「次期繰越正味財産額」
と金額が一致することを
確認してください。

その他の事業を実施していない場
合は、「その他の事業」欄の数字
をすべてゼロとするか、あるいは
５０、５１ページの様式例を使い、
脚注に「※今年度はその他の事業
を実施していません。」と明記し
てください。

途中省略（５０ページと同じ）

定款に「その他の事業」を
規定している場合には、区

分して表示してください。

その他の事業で得た利益は特
定非営利活動に係る事業のた
めに使用しなければならない
ため、「経理区分振替額」に
おいて、振替えを行ってくだ
さい。

※ 計算書類の注記を作成する場合の例は５４～５６ページを、活動計算書の科目例については

５８、５９ページを参照してください。

科目は適宜、追加してください。
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貸借対照表
××年×月×日現在

法人の名称　　特定非営利活動法人　○○○○○

（単位：円）
科目

Ⅰ 資産の部
１． 流動資産

現金預金 112,950
未収金 50,000
流動資産合計 162,950

２． 固定資産
（１） 有形固定資産

車両運搬具 1,500,000
什器備品 200,000
有形固定資産計 1,700,000

（２） 無形固定資産
ソフトウェア 110,000
無形固定資産計 110,000

（３） 投資その他の資産
敷金 160,000
○○特定資産 0
投資その他の資産計 160,000

固定資産合計 1,970,000
資産合計 2,132,950

Ⅱ 負債の部
１． 流動負債

未払金 130,000
前受民間助成金 500,000
預り金 35,000
流動負債合計 665,000

２． 固定負債
長期借入金 1,300,000
退職給付引当金 100,000
固定負債合計 1,400,000

負債合計 2,065,000
Ⅲ 正味財産の部

前期繰越正味財産 50,000
当期正味財産増減額 17,950

正味財産合計 67,950
負債及び正味財産合計 2,132,950

Ⅰ　資産の部
 　１　流動資産
　　　 ・・・・・・・・・
Ⅱ  負債の部
     　 ・・・・・・・・・
Ⅲ  正味財産の部
　１  指定正味財産
　指定正味財産合計 ×××
　２  一般正味財産
　一般正味財産合計 ○○○

金額

（注）　重要性が高いと判断される使途等が制約された寄附金等（対象事業等が定められた補助金等を
　　含む）を受け入れた場合は、　「Ⅲ　正味財産の部」を「指定正味財産」と「一般正味財産」に区分して
　　表示することが望ましいです。表示例は以下のとおりです。

「資産合計」と金額が一致することを
確認してください。

「負債及び正味財産合計」と金額が
一致することを確認してください。

当該事業年度の末日を記載してください。

前事業年度貸借対照表の
「正味財産合計」と金額が
一致することを確認してくだ
さい。

活動計算書の「次期繰越正味財産額」と
金額が一致することを確認してください。

使途等が制約された寄附金等の残高を記載し
てください。

※ 計算書類の注記を作成する場合の例は５４～５６ページを、貸借対照表の科目例については

６０ページを参照してください。

科目は適宜、追加してください。
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計算書類の注記

１．重要な会計方針
　　

　 （１） 固定資産の減価償却の方法
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　 （２） 引当金の計上基準
・ 退職給付引当金

・ ○○引当金
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　 （３） 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
施設の提供等の物的サービスの受入れは、活動計算書に計上しています。
また、計上額の算定方法は、「４.　施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」に記載しています。

（４） ボランティアによる役務の提供

（５） 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

２．会計方針の変更
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

３．事業別損益の状況
（単位：円）

Ａ事業費 Ｂ事業費 Ｃ事業費 Ｄ事業費 事業部門計 管理部門 合計
Ⅰ　経常収益
 １． 受取会費 ××× ×××

 ２． 受取寄附金 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××
 ３． 受取助成金等 ××× ××× ××× ××× ××× ×××

 ４． 事業収益 ××× ××× ××× ××× ××× ×××
 ５． その他収益 ××× ×××

経常収益計 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××
Ⅱ　経常費用

 （１） 人件費
給料手当 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××

臨時雇賃金 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××
・・・・・・・ ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××
人件費計 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××

 （２） その他経費
業務委託費 ××× ××× ××× ××× ××× ×××
旅費交通費 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××
・・・・・・・ ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××
その他経費計 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××

経常費用計 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××
当期経常増減額 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××

　計算書類の注記は、計算書類と一体であり重要なものですので、該当がある場合には、確実に注記するこ
とが必要です。
　以下に示すものは、想定される注記を例示したものです。（該当ない場合は記載の必要はありません。）
　なお、認定特定非営利活動法人においては、「特定非営利活動法人の会計の明確化に関する研究会報告
書」Ⅲ３（１）の事項について、詳細に記載されることが望ましいです。（６７ページ参照）

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末に発生していると認めら
れる金額を計上しています。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算しています。

ボランティアによる役務の提供は、「５．活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提
供の内訳」として注記しています。

科目

計算書類の作成は、ＮＰＯ法人会計基準（2011年11月20日　2017年12月12日最終改正　ＮＰＯ法人会計基準
協議会）によっています。

事業費のみの内訳を表示することも可能です。事業を区分して
いない法人については記載は不要です。各事業名については、
定款第５条に規定している事業名をそのまま転記してください。

どの会計基準に基づいて作成したか
記載してください。

消費税を購入価格や販売価格に含めて記帳する方法である「税込方
式」と、消費税を支払ったり受け取ったりする都度、区分して経理する
方法である「税抜方式」のどちらによっているかを記載してください。

当該年度の事業報告書に記載されている各事業

の費用額と一致することを確認してください。

活動計算書の「事業費計」、「管理費計」及び「経常

費用計」とそれぞれ一致することを確認してください。
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４．施設の提供等の物的サービスの受入の内訳
（単位：円）

内容 金額 算定方法
○○体育館の ××× ○○体育館使用料金表によってい

無償利用 ます。

５．活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳
（単位：円）

内容 金額 算定方法
○○事業相談員 ××× 単価は××地区の最低賃金によって

　■名×■日間 算定しています。

６．使途等が制約された寄附金等の内訳
使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。
当法人の正味財産は×××円ですが、そのうち×××円は、下記のように使途が特定されています。
したがって使途が制約されていない正味財産は×××円です。

（単位：円）
期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高

○○地震被災者 ××× ××× ××× ××× 翌期に使用予定の支援用資金
援助事業

△△財団助成 ××× ××× ××× ×××
××事業

合計 ××× ××× ××× ×××

７．固定資産の増減内訳
（単位：円）

科目 期首取得価額 取得 減少 期末取得価額 減価償却累計額 期末帳簿価額

有形固定資産
什器備品 ××× ××× ××× ××× △××× ×××
・・・・・・・ ××× ××× ××× ××× △××× ×××

無形固定資産
・・・・・・・ ××× ××× ××× ××× △××× ×××

投資その他の資産
・・・・・・・ ××× ××× ××× ××× ×××

合計 ××× ××× ××× ××× △××× ×××

８．借入金の増減内訳
（単位：円）

科目 期首残高 当期借入 当期返済 期末残高
長期借入金 ××× ××× ××× ×××
役員借入金 ××× ××× ××× ×××

合計 ××× ××× ××× ×××

９．役員及びその近親者との取引の内容
役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

（単位：円）

（活動計算書）
受取寄附金 ××× ××× ×××
委託料 ××× ××× ×××

活動計算書計 ××× ××× ×××

（貸借対照表）
未払金 ××× ××× ×××
役員借入金 ××× ××× ×××

貸借対照表計 ××× ××× ×××

助成金の総額は××円です。活動計算
書に計上した額××円及び期末残高×
×円との差額××円は前受助成金として
貸借対照表に負債計上しています。

科目
内、役員との

取引

計算書類に
計上された

金額

内、近親者及び
支配法人等との取引

内容 備考

合理的な算定方法を記載してくだ
さい。（活動計算書に計上する場
合は客観的な算定方法）

合理的な算定方法を記載してくだ
さい。（活動計算書に計上する場
合は客観的な算定方法）

対象事業及び実施期間が定められ、未使用額の返還義務が規定されている助成金・補
助金を前受経理をした場合、「当期増加額」には、活動計算書に計上した金額を記載して
ください。助成金・補助金の総額は「備考」欄に記載してください。

期中に減少（除却や売却など）
がない場合、期末帳簿価額は、
「前年度までの減価償却累計
額＋今年度の活動計算書の減
価償却費」を期首取得価額から
引いたものになります。
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　・　現物寄附の評価方法
現物寄附を受けた固定資産の評価方法は、固定資産税評価額によっています。

　・　事業費と管理費の按分方法

　・　重要な後発事象

　・　その他の事業に係る資産の状況

各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費のうち、給料手当及び旅費交通費については従事割合に
基づき按分しています。

その他の事業に係る資産の残高は、土地・建物が××円、棚卸資産が××円です。
特活事業・その他の事業に共通で使用している重要な資産は土地・建物が××円です。

10．その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにす
　るために必要な事項

令和××年×月×日、○○事業所が火災により焼失したことによる損害額は××円、保険の契約金額は××
円です。

貸借対照表の作成月後に発生した事象で、次年度以降の財産又は損益に重
要な影響を及ぼすもの（例：自然災害等による重大な損害の発生、重要な係争
事件の発生又は解決、主要な取引先の倒産等）について記載してください。

その他の事業に固有の資産で重要なもの及び特定非営利活動に係る事業・その他の
事業に共通で使用している重要な資産の残高状況について記載してください。

重要性が高いと判断される場合に記載してください。

重要性が高いと判断される場合に記載してください。

計算書類等（活動計算書・貸借対照表・財産目録・計算書類の注記）の作成時の注意すべきポイント等、

ＮＰＯ法人会計基準協議会のホームページ（https://www.npokaikeikijun.jp/）も併せてご参照ください。

みんなで使おう！ＮＰＯ法人会計基準
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財産目録
××年×月×日現在

法人の名称　　特定非営利活動法人　○○○○○

（単位：円）

Ⅰ 資産の部
１． 流動資産

現金預金
手元現金 12,950
××銀行普通預金 100,000

未収金
△△△△事業未収金 50,000

流動資産合計 162,950
２． 固定資産

（１） 有形固定資産
車両運搬具

送迎用車両　1台 1,500,000
什器備品

パソコン1台 100,000
応接セット 100,000
歴史的資料 評価せず

有形固定資産計 1,700,000
（２） 無形固定資産

ソフトウェア
財務ソフト 110,000

無形固定資産計 110,000
（３） 投資その他の資産

敷金 160,000
○○特定資産 0
××銀行定期預金 0
投資その他の資産計 160,000

固定資産合計 1,970,000
資産合計 2,132,950

Ⅱ 負債の部
１． 流動負債

未払金
事務用品購入代 77,000
社会保険料○月分 53,000

前受民間助成金
○○民間助成金 500,000

預り金
源泉所得税預り金 35,000

流動負債合計 665,000
２． 固定負債

長期借入金
××銀行借入金 1,300,000

退職給付引当金 100,000
固定負債合計 1,400,000

負債合計 2,065,000
正味財産 67,950

科目 金額

当該事業年度の末日を記載してください。

口座番号の記
載は不要です。

基本的に貸借対照表上の金額
と同じ金額を記載してください。

金銭評価ができない資産に
ついては「評価せず」として
記載することができます。

科目は適宜、追加してください。
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勘定科目
Ⅰ 経常収益

１．受取会費
正会員受取会費 確実に入金されることが明らかな場合を除き、実際に入金したときに計上する。
賛助会員受取会費 対価性が認められず明らかに贈与と認められるものや、それを含む場合があり、ＰＳＴの

判定時に留意が必要。
２．受取寄附金

受取寄附金
資産受贈益 無償又は著しく低い価格で現物資産の提供を受けた場合の時価による評価差益。
施設等受入評価益 受け入れた無償又は著しく低い価格で施設の提供等の物的サービスを、合理的に算定

し外部資料等によって客観的に把握でき、施設等評価費用と併せて計上する方法を選
択した場合に計上する。評価益と評価費用は同額を計上する。

ボランティア受入評価益 提供を受けたボランティアからの役務の金額を、合理的に算定し外部資料等によって客
観的に把握でき、ボランティア評価費用と併せて計上する方法を選択した場合に計上す
る。評価益と評価費用は同額を計上する。

３．受取助成金等
　 受取助成金

受取補助金
４．事業収益 事業の種類ごとに区分して表示することができる。

売上高 販売用棚卸資産の販売やサービス（役務）の提供などにより得た収益。
○○利用会員受取会費 サービス利用の対価としての性格をもつ会費。

５．その他収益
受取利息
為替差益 為替換算による差益。なお為替差損がある場合は相殺して表示する。
雑収益 いずれの科目にも該当しない、又は独立の科目とするほど量的、質的に重要でない収

益。この科目の金額が他と比して過大になることは望ましくない。

Ⅱ 経常費用
１．事業費
(1) 人件費

役員報酬 役員に対する報酬等（使用人兼務分を除く）のうち、事業に直接かかわる部分
給料手当 使用人兼務役員の使用人部分を含む
臨時雇賃金
ボランティア評価費用 ボランティアの費用相当額。ボランティア受入評価益と併せて計上する。評価費用と評価

益は同額を計上する。
法定福利費
退職給付費用 退職給付見込額のうち当期に発生した費用。会計基準変更時差異の処理として、定額

法により費用処理する場合、一定年数（15年以内）で除した額を加算する。少額を一括し
て処理する場合も含まれる。

通勤費 給料手当、福利厚生費に含める場合もある。
福利厚生費

(2) その他経費
売上原価 販売用棚卸資産を販売したときの原価。期首の棚卸高に当期の仕入高を加え期末の棚

卸高を控除した額。
業務委託費
諸謝金 講師等に対する謝礼金。
印刷製本費
会議費
旅費交通費
車両費 車両運搬具に関する費用をまとめる場合。内容により他の科目に表示することもできる。
通信運搬費 電話代や郵送物の送料等。
消耗品費
修繕費
水道光熱費 電気代、ガス代、水道代等。
地代家賃 事務所の家賃や駐車場代等。
賃借料 少額資産に該当する事務機器のリース料等。不動産の使用料をここに入れることも可

能。
施設等評価費用 無償でサービスの提供を受けた場合の費用相当額。施設等受入評価益と併せて計上す

る。評価費用と評価益は同額を計上する。

減価償却費
保険料

補助金や助成金の交付者の区分によって受取民間助成金、受取国庫補助金等に区分
することができる。

　以下に示すものは、一般によく使われると思われる科目のうち、主なものを例示したものです。したがって、該当がない
場合は使用する必要はありませんし、利用者の理解に支障がなければまとめても構いません。また、適宜科目を追加する
ことができます。

活動計算書（活動予算書）の科目例

勘定科目 科目の説明
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勘定科目 勘定科目 科目の説明
諸会費
租税公課 収益事業に対する法人税等は租税公課とは別に表示することが望ましい。なお、法人税

等を別表示する際には、活動計算書の末尾に表示し、税引前当期正味財産増減額から
法人税等を差し引いて当期正味財産増減額を表示することが望ましい（50ページ参
照）。

研修費
支払手数料
支払助成金
支払寄附金
支払利息 金融機関等からの借入れに係る利子・利息。
為替差損 為替換算による差損。なお、為替差益がある場合は相殺して表示する。
雑費 いずれの科目にも該当しない、又は独立の科目とするほど量的、質的に重要でない費

用。この科目の金額が他と比して過大になることは望ましくない。

２．管理費
(1) 人件費

役員報酬 役員に対する報酬等（使用人兼務分を除く）のうち、運営管理にかかる部分。
使用人兼務役員の使用人部分を含む。

給料手当
法定福利費
退職給付費用 退職給付見込額のうち当期に発生した費用。会計基準変更時差異の処理として、定額

法により費用処理する場合、一定年数（15年以内）で除した額を加算する。少額を一括し
て処理する場合も含まれる。

通勤費 給料手当、福利厚生費に含める場合もある。
福利厚生費

(2) その他経費
印刷製本費
会議費
旅費交通費
車両費 車両運搬具に関する費用をまとめる場合。内容により他の科目に表示することもできる。
通信運搬費 電話代や郵送物の送料等。
消耗品費
修繕費
水道光熱費 電気代、ガス代、水道代等。

地代家賃 事務所の家賃や駐車場代等。

賃借料 少額資産に該当する事務機器のリース料等。不動産の使用料をここに入れることも可
能。

減価償却費
保険料
諸会費
租税公課 収益事業に対する法人税等は租税公課とは別に表示することが望ましい。なお、法人税

等を別表示する際には、活動計算書の末尾に表示し、税引前当期正味財産増減額から
法人税等を差し引いて当期正味財産増減額を表示することが望ましい（50ページ参
照）。

支払手数料
支払利息 金融機関等からの借入れに係る利子・利息。
雑費 いずれの科目にも該当しない、又は独立の科目とするほど量的、質的に重要でない費

用。この科目の金額が他と比して過大になることは望ましくない。

Ⅲ 経常外収益
固定資産売却益
過年度損益修正益 過年度に関わる項目を当期に一括して修正処理をした場合。

Ⅳ 経常外費用
固定資産除・売却損
災害損失
過年度損益修正損 過年度に関わる項目を当期に一括して修正処理をした場合。会計基準を変更する前事

業年度以前に減価償却を行っていない資産を一括して修正処理する場合などに用い
る。減価償却費だけの場合は、「過年度減価償却費」の科目を使うこともできる。

Ⅴ 経理区分振替額

経理区分振替額 その他の事業がある場合の事業間振替額。

（注）　重要性が高いと判断される使途等が制約された寄附金等（対象事業等が定められた補助金等を含む）を受け入れた
場合は、「一般正味財産増減の部」と「指定正味財産増減の部」に区分して表示し、当該寄附金等を後者に計上することが望
ましいです。
当該寄附金（補助金・助成金）の使途等が解除された場合等には、「一般正味財産増減の部」に　「受取寄附金（補助金・助
成金）振替額」を、「指定正味財産増減の部」に「一般正味財産への振替額（△）」を勘定科目として記載してください（51ペー
ジ参照）。
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勘定科目
Ⅰ 資産の部

１．流動資産
現金預金
未収金 商品の販売によるものも含む。
棚卸資産 商品、貯蔵品等として表示することもできる。
短期貸付金 返済期限が事業年度末から1年以内の貸付金。
前払金
仮払金
立替金
○○特定資産 目的が特定されている資産で流動資産に属するもの。目的を明示する。
貸倒引当金（△）

２．固定資産
（１） 有形固定資産 土地、建物等実体があり、長期にわたり事業用に使用する目的で保有する資産。

建物 建物付属設備を含む。
構築物
車両運搬具
什器備品

　 土地
建設仮勘定 工事の前払金や手付金等、建設中又は制作中の固定資産。

（２） 無形固定資産 具体的な存在形態を持たないが、事業活動において長期間にわたり利用される資産。
ソフトウェア 購入あるいは制作したソフトの原価。

（３） 投資その他の資産 余裕資金の運用のための長期的外部投資や、貸付金等長期債権から構成される資産。
投資有価証券 長期に保有する有価証券。
敷金 返還されない部分は含まない。
差入保証金 返還されない部分は含まない。
長期貸付金 返済期限が事業年度末から1年を超える貸付金。
長期前払費用
○○特定資産 目的が特定されている資産で固定資産に属するもの。目的を明示する。

Ⅱ　負債の部
１．流動負債

短期借入金 返済期限が事業年度末から１年以内の借入金。
　 未払金 商品の仕入れによるものも含む。

前受金
仮受金
預り金

２．固定負債
長期借入金 返済期限が事業年度末から１年を超える借入金。
退職給付引当金 退職給付見込額の期末残高。

Ⅲ　正味財産の部
１．正味財産

前期繰越正味財産
当期正味財産増減額

　以下に示すものは、一般によく使われると思われる科目のうち、主なものを例示したものです。したがって、該当がない
場合は使用する必要はありませんし、利用者の理解に支障がなければまとめても構いません。また、適宜の科目を追加
することができます。

（注）　重要性が高いと判断される使途等が制約された寄附金等（対象事業等が定められた補助金等を含む）を受け入れた場
合は、「Ⅲ　正味財産の部」を「指定正味財産」と「一般正味財産」とに区分してそれぞれを勘定科目として表示し、当該寄附金
等を前者に計上することが望ましいです（５３ページ参照）。

貸借対照表の科目例

科目の説明
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1 
 

【参考】 計算書類等の作成にあたっての留意事項 

計算書類等の作成にあたっては留意すべき事項が多くあります。 
以下では、「特定非営利活動法人の会計の明確化に関する研究会報告書」の４ページ～１３ペー

ジを抜粋して掲載していますので、ご参照ください。 
 
 

Ⅱ 計算書類等 

 

１．計算書類の体系等 

（１）計算書類の体系 

  改正特活法においては、活動計算書及び貸借対照表を計算書類とし、また財産目録はこれら

を補完する書類としている。それぞれの位置付け・記載事項については以下のとおりである。 
 ・ 活動計算書 
   事業年度における特活法人の活動状況を表す計算書である。営利企業における損益計算書

に相当するフローの計算書であり、特活法人の財務的生存力を把握しやすくするため、資金

収支ベースの収支計算書から改めることとなったものである。受け取った会費や寄附金、事

業の実施によって得た収益や、事業に要した費用、法人運営に要した費用等を記載する（様

式例１，２参照）。 
 ・ 貸借対照表 
   事業年度末における特活法人の全ての資産、負債及び正味財産の状態を示すものであり、

資金の調達方法（負債及び正味財産）及び保有方法（資産）から、特活法人の財務状況を把

握することができる。流動資産として現金預金、未収金、棚卸資産、前払金等を、固定資産

として土地・建物、什器備品、長期貸付金等を、流動負債として短期借入金、未払金、前受

金等を、固定負債として長期借入金、退職給付引当金等を記載する（様式例３参照）。 
 ・ 財産目録 
   計算書類を補完する書類として位置付けられるものである。科目等は貸借対照表とほぼ同

じであるが、その内容、数量等のより詳細な表示がなされる。また、金銭評価ができない歴

史的資料のような資産についても、金銭評価はないものの記載することは可能である（様式

例５参照）。 
   

本報告書では、計算書類等の標準的な例を科目例、様式例、記載例として掲載した。なお、

計算書類の作成に当たっては、これらに限定されるわけではなく、上記の位置付けに該当する

ものであれば足りる。例えば現金預金以外に資産や負債がないような特活法人においては、よ

り簡易な記載で足りるなど、「ＮＰＯ法人会計基準」に示されている他の様式・記載例等を参

考にして作成することも可能である。 
 
（２）計算書類等の別葉表示 

特活法第５条第２項において、「その他の事業に関する会計は、当該特定非営利活動法人の

行う特定非営利活動に係る事業に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければな

らない」と区分経理について定めている。このため、従来、その他の事業を実施している特活

法人に対しては、財産目録、貸借対照表、収支計算書及び収支予算書について、特活事業のも

【「特定非営利活動法人の会計の明確化に関する研究会報告書」から抜粋】 
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のとは別に、各々その他の事業に係るものの作成が求められてきた。しかし、特活法改正案の

国会審議における貸借対照表の別葉表示の見直しに係る質疑等も踏まえながら、原則、全ての

書類において別葉表示は求めないこととし、その他の事業に固有の資産（例：在庫品としての

棚卸資産等、本来事業に繰り入れることが困難なもの）で重要なものがある場合には、その資

産状況を注記として記載することとする。一方、按分を要する共通的なものについては基本的

には記載を求めないものの、重要性が高いものについては注記することとする（様式例４参照）。 
なお、活動計算書及び活動予算書については、別葉表示は求めないが、一つの書類の中で別

欄表示し（様式例２参照）、その他の事業を実施していない場合又は実施する予定がない場合

については、脚注においてその旨を記載する（様式例１，６参照）、あるいはその他の事業の

欄全てに「ゼロ」を記載する（様式例２参照）。また、事業報告書においてもそのことを明ら

かにすることが望ましい。 
 

２．活動計算書 

（１）収支計算書との違い 

  従来フローの計算書として使用されてきた収支計算書は、特活法人の会計方針で定められた

資金の範囲に含まれる部分の動きを表すものである。これとは異なり、活動計算書は特活法人

の当期の正味財産の増減原因を示すフローの計算書であり、法人の財務的生存力を把握する上

で重要なものの一つであるといえる。当期の正味財産の動きを表す活動計算書においては、収

支計算書における資金の範囲という概念は不要となり、ストックの計算書である貸借対照表と

の整合性を簡単に確認することができる。 
また、固定資産の取得時において、収支計算書にはその購入時の支出額を計上するが、活動

計算書には支出額ではなく、取得した資産の減価償却費を計上する等の相違点も挙げられる。 
 
（２）事業費・管理費の費目別内訳、按分方法 

  事業費は、特活法人が目的とする事業を行うために直接要する人件費及びその他経費をいう。

管理費は、特活法人の各種の事業を管理するための費用で、総会及び理事会の開催運営費、管

理部門に係る役職員の人件費、管理部門に係る事務所の賃借料及び光熱費等のその他経費をい

う。 
現在、事業費・管理費の費目別内訳を表示していない特活法人が多数であるところ、特活法

人間の比較可能性や特活法人のマネジメント等の観点から、内訳の表示は必要であると考えら

れるため、事業費と管理費のそれぞれを人件費とその他経費に分類した上で、さらに形態別に

分類して表示することとする。また、その費目については、「ＮＰＯ法人会計基準」における

費目例をベースとした具体例（別表１参照）を基に、特活法人の実態に合わせて必要な費目の

み表示する。なお、複数の事業を実施している法人において、法人の判断により、その事業ご

との費用又は損益の状況を表示する場合には、活動計算書ではなく注記において表示する（様

式例４参照）。 
また、事業費と管理費に共通する経費や複数の事業に共通する経費は、合理的に説明できる

根拠に基づき按分される必要があり、恣意的な操作は排除されなければならない。標準的な按

分方法としては、以下のようなものが挙げられ、重要性が高いと認められるものについては、

いずれの按分方法によっているかについて注記することが望ましい。 
・従事割合（科目例：給与手当、旅費交通費等） 
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・使用割合（科目例：通信運搬費、消耗品費、水道光熱費、地代家賃等） 
・建物面積比（科目例：水道光熱費、地代家賃、減価償却費、保険料等） 
・職員数比（科目例：通信運搬費、消耗品費、水道光熱費、地代家賃等） 
 

（３）ボランティアによる役務の提供等の取扱い 

  「ＮＰＯ法人会計基準」では、ボランティアの受入れをした場合や無償又は著しく低い価格

での施設の提供等の物的サービスを受けた場合において、従来どおり会計的に認識しない方法

に加え、「合理的に算定できる場合」には注記でき、「客観的に把握できる場合」には注記に加

えて活動計算書への計上も可能とされている（同基準 25，26）。この点については、会計上認

識可能である一方で、不明確な処理は避けられるべきであることなどについて議論がなされ、

計上する際には、収益と費用に両建てされているものが判別できるよう、それぞれ「ボランテ

ィア受入評価益」及び「ボランティア評価費用」として明示し、その金額換算の根拠について

も注記の「内容」及び「算定方法」で明確にすることとする（様式例４参照）。無償又は著しく

低い価格での施設の提供等の物的サービスを受け入れた場合にも同様の会計処理が認められる。

金額換算の根拠の具体例については、以下のとおりである（公益認定制度における算入実例よ

り）。 

  ・ 法人所在地における厚生労働省が公表している最低賃金（時間給）を従事時間数で乗じ

た額 

  ・ 専門職の技能等の提供によるボランティアに関して、その専門職の標準報酬額をベース

に時間給を算定し、それに従事時間を乗じた額 

 

３．貸借対照表 

（１）資産等の表示方法 

現在、資産等の表示の状況は特活法人ごとに様々であるところ、以下のとおり整理されるこ

とが望ましいと考えられる。 
ア 固定資産と消耗品費の相違 

固定資産とは、販売を目的としない資産で、かつ決算日後１年以内に現金化される予

定のない長期にわたって保有する資産のことをいう。実務上は、法人税法施行令（昭和

40 年政令第 97 号）第 133 条を参考とし、１年を超える期間において使用する 10 万円以

上の資産を固定資産とみなすのが、一般的な目安となっている。ただし、この目安は、

10 万円未満のものについては費用処理（消耗品費として計上）ができるということであ

り、必ずしも固定資産として扱えないわけではなく、前述の要件に該当する資産につい

ては固定資産となり得る点に留意する。 
  イ 減価償却の方法 

    減価償却とは、固定資産の価値は時間の経過や使用によって減少していくという考えの

下、貸借対照表に計上した固定資産の取得価額から、その使用期間（耐用年数）にわたっ

て減額していく会計処理である。特活法人がその活動に利用できる資産を明確に表示する

という観点から、適切な処理が求められる。 

    この減価償却の方法には、主に「定率法」、「定額法」等があり、法人税法施行令第 48 条、

同第 48 条の２及び同第 133 条を参考とし、適用方法を選択する。 

  ウ 現物寄附を受けた固定資産等の取得価額 
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    「ＮＰＯ法人会計基準」において、現物寄附を受けた固定資産等については、その取得

時における公正な評価額を取得価額としている（同基準 24）。公正な評価額としては、市

場価格によるほか、専門家による鑑定評価額や、固定資産税評価額等を参考に合理的に見

積もられた価額等が考えられる。 

  エ 特定資産 

    「ＮＰＯ法人会計基準」において、特定の目的のための資産を有する場合には、特定資

産として独立して表示することを求めており（同基準注解 13）、①寄附者により使途等が

制約されている資産、②特活法人自ら特定資産と指定した資産が具体例として挙げられる

（「実務担当者のためのガイドライン」Ｑ＆Ａ27－３）。 

  オ リース取引 

    リース取引については、事実上売買と同様の状態にあると認められる場合には、売買取

引に準じて処理する。ただし、重要性が乏しい場合には、賃貸借取引に準じて処理するこ

とができるものとする。 

  カ 投資有価証券 

長期に保有する有価証券のことである。投資有価証券を保有する特活法人は極めて少

数であるのが現状ではあるが、保有する特活法人においては、他の会計基準を参照して

独立して表示することが望ましい。 

 

（２）チェックポイント 

 計算書類は、以下のように接続するものである。これらの点に注意して作成すべきことは、

全ての特活法人に共通して認識されなければならない（詳細は様式例参照）。 
  ・ 「前期繰越正味財産」と前期末の「正味財産の部」の合計額が一致 
  ・ 「正味財産の部」の合計額と活動計算書の末尾（「次期繰越正味財産額」）が一致 
  ・ 「資産合計」と「負債及び正味財産合計」が一致 
 

４．計算書類の注記 

（１）注記の記載 

現在、計算書類に注記を付している特活法人は多くないが、注記は計算書類と一体であり重

要なものであるため、以下の項目については、該当がある場合には確実に注記することが必要

である（記載例については様式例４参照）。 
ア 重要な会計方針 

    適用した会計基準、資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却の方法、引当金 
 の計上基準、施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理方法、ボランティアに 

よる役務の提供を受けた場合の会計処理の取扱い等、計算書類の作成に関する重要な会計 
方針 

  イ 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額 
  ウ 特活事業とその他の事業を区分するほかに、更に詳細に事業費の内訳又は事業別損益の

状況を記載する場合には、その内容 
  エ 施設の提供等の物的サービスを受けたことを計算書類に記載する場合には、受け入れた

サービスの明細及び算定方法 
  オ ボランティアとして、活動に必要な役務の提供を受けたことを計算書類に記載する場合
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には、受け入れたボランティアの明細及び算定方法 
  カ 使途等が制約された寄附金等の内訳 
  キ 固定資産の増減内訳 
  ク 借入金の増減内訳 
  ケ 役員及びその近親者との取引の内容 

役員及びその近親者は、以下のいずれかに該当する者をいう。 
    a．役員及びその近親者（２親等内の親族） 
    b．役員及びその近親者が支配している法人 
    なお、役員に対する報酬、賞与及び退職慰労金の支払並びにこれらに準ずる取引の注記

は法人の任意とする。 
コ その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状

況を明らかにするために必要な事項 
例えば、以下のような事項のうち重要性が高いと判断される事項が存在する場合には、

当該事項を記載する。 
・ 現物寄附の評価方法 
・ 事業費と管理費の按分方法 

 ・ 貸借対照表日後に発生した事象で、次年度以降の財産又は損益に影響を及ぼす 
もの（後発事象） 

・ その他の事業に固有の資産を保有する場合はその資産の状況及び事業間で共通的

な資産（後者については按分不要） 
 
（２）注記の充実 

  注記における上記記載項目のうち、特にエ～カ及びケについては、活動規模が大きいなどの

社会的責任の大きい法人等においては特に留意した記載が求められる。記載の際の留意事項は

以下のとおり。 
  ・ エ及びオについては、計算書類等に記載する場合は、情報の利用者の便宜性に配慮し、

当該金額の算定根拠が明らかになるように、詳細な記載をする（金額換算の具体例はⅡ２

（３）参照）。 
  ・ カについては、当期で収益として計上された使途等が制約された寄附金、補助金、助成

金等が該当する。これらについては、その内容、正味財産に含まれる期首残高、当期増加

額、当期減少額、正味財産に含まれる期末残高等を明確に記載する。 
  ・ ケについては、その取引金額を確実に注記する必要がある。なお、取引の相手方との関

係、取引内容、取引条件等についての記載は、法人の任意とする。 
 

５．財産目録 

現在、「現金預金」としてその預金金融機関における口座番号、「電話加入権」としてその電

話番号、「車両」としてそのナンバー、「借入金」等としてその取引の相手方の個人名等、個人

情報に関わると思われる情報まで財産目録に記載している特活法人が少なからず存在する。し

かし、計算書類を補完する位置付けの書類とはいえ、特活法に基づいて外部公表される書類で

あるため、上記のような個人の特定につながる情報の記載までは必要としない。 

  また、前述のとおり、金銭評価ができない歴史的資料のような資産については、金額の代わ
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りに「評価せず」として記載することができる（様式例５参照）。 
 

６．活動予算書 

特活法人の計算書類である活動計算書の対の書類として位置付けられる活動予算書は、法人

の設立申請時及び定款変更時に提出する必要がある。その表示方法や考え方については、対で

ある活動計算書と基本的に同様とする（様式例６参照）。 
なお、予算上固定資産の取得や借入金の返済等の資金の増減を表現したい場合には、計算書

類の注記における「固定資産の増減内訳」及び「借入金の増減内訳」の注記に準じて記載する

ことが望ましい。 
 

Ⅲ 留意すべき会計上の取扱い 

 

１．使途等が制約された寄附金等の取扱い 

（１）使途等が制約された寄附金の取扱い 

寄附金については、受け取ったときに「受取寄附金」として収益計上する。このうち使途等

が制約された寄附金については、原則、その内容、正味財産に含まれる期首残高、当期増加額、

当期減少額、正味財産に含まれる期末残高等を注記する（様式例１，４参照）。 

なお、使途等が制約された寄附金で重要性が高い場合には、一般正味財産と指定正味財産を

区分して表示することが望ましいと考えられる。これは、当期に使途の制約が解除された収益

とそうでない収益を分けて表示したほうが、当該法人の財務状況・活動状況をより的確に把握

することができるからであり、複数事業年度にまたがらないものや、重要性が高くないものま

で区分表示を求める必要はないと考えられる。 

また、「重要性」が高いと判断される寄附金には、例えば以下のようなものが考えられる。 

・ 使途が震災復興に制約され、複数事業年度にまたがって使用することが予定されている

寄附金 

  ・ 奨学金給付事業のための資産として、元本を維持して、あるいは漸次取り崩して給付に

充てることを指定された寄附金 

 

（２）対象事業及び実施期間が定められている補助金、助成金等の取扱い 

対象事業等が定められた補助金等は、使途等が制約された寄附金等として扱い、当期に使用

した額は収益（受取補助金等）として活動計算書に計上し、その内容、正味財産に含まれる期

首残高、当期増加額、当期減少額、正味財産に含まれる期末残高等を注記で表示する（様式例

１，３，４参照）。なお重要性が高い場合には、寄附金と同様に、正味財産を一般正味財産、

指定正味財産に区分し、当該補助金等を指定正味財産に計上することが望ましい。 

対象事業及び実施期間が定められ、かつ未使用額の返還義務が規定されている補助金等につ

いて、実施期間の途中で事業年度末が到来した場合の未使用額は、当期の収益には計上せず、

前受補助金等として処理する。 

また、実施期間の終了時に補助金等と対象事業の費用との間で差額が生じた場合には、当該

差額は前受補助金等ではなく未払金として処理し、この負債は返還した時点で消滅する。 
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２．会費の計上方法 

会費と寄附金の差異については、これらの違いを十分に理解せずに会費を寄附金として扱う

と、誤った計算により認定基準の一つである要件（ＰＳＴ（パブリック・サポート・テスト）

要件；市民から広く支持を得ているとみなす基準）を充たしてしまうこととなり、特活法人全

体の信頼性の低下につながるおそれがある。会費とは、税務上、サービス利用の対価又は会員

たる地位にある者が会を成り立たせるために負担するものとされており、直接の反対給付がな

い経済的利益の供与である寄附金とは基本的に異なるものとされている。 

なお実態的には、会費として扱われているものには、①社員（正会員）たる地位にある者が

会を成り立たせるために負担すべきもの（「正会員受取会費」等）、②支出する側に任意性があ

り、直接の反対給付がない経済的利益の供与としての寄附金の性格を持つもの（いわゆる「賛

助会員受取会費」等）、③サービス利用の対価としての性格を持つもの（例えば「○○利用会

員受取会費」等）、の３つに分けられる。③に関しては、活動計算書において、事業収益とし

て計上する。また、将来的には一つの「会費」の中に、①と②、②と③というように複数の性

格を持つものがある場合には、その性格によって、明確に区分して計算書類に計上することが

望ましい。 

 

３．認定特活法人についての留意事項 

（１）認定特活法人の会計処理 

認定特活法人は、税務上の優遇措置の下に広く市民から寄附等を受けて活動を行うものであ

り、寄附や資金の使い方等について高い透明性をもって情報提供するよう努める責務を負うも

のと考えられる。こうした意味で、認定特活法人においては、重要性が高いと判断される事項

については、計算書類における詳細な表示、注記の充実を図ることが望ましい。 

認定特活法人において、重要性の適用に当たって一定の配慮が必要と考えられる事項として

は、以下のようなものが挙げられる。 

・ ボランティア等を計上する場合の金額換算方法（様式例４の注記４，５参照） 

・ 使途等が制約された寄附金等（対象事業及び実施期間が定められている補助金等を含む）

の内容、使用状況（様式例４の注記６参照） 

・ 事業費と管理費の按分方法（様式例４の注記 10 参照） 

・ 会費の計上方法（別表１及び様式例１参照。注記項目ではない） 

・ 現物寄附の評価方法（様式例４の注記 10 参照） 

・ 関連当事者間取引（様式例４の注記９参照） 

 
（２）認定特活法人の会計処理と認定事務の双方に関連する事項の取扱い 

発生主義による会計処理を採用する法人が認定制度に基づく認定を受ける（受けている）場

合、現金主義・発生主義の併存を許容しながら運用されている認定制度の実務に基づき提出さ

れる行政上の書類と会計書類との間で差異が生ずることが考えられ得る。 

この点については、計算書類は、法人自身のマネジメントや対外的説明責任の基本となるも

のであり、計算書類と認定申請等のための行政上の書類とは基本的に整合的であることが望ま

しいと考えられるが、認定行政上の必要性に照らして合理的な差異が生ずることはあり得るも

のと考えられ、会計の明確化の在り方はそれとは切り離して考えられるべきものである。 

 それゆえ、特活法人、所轄庁等の関係者において、差異が生じ得ること、その理由等を正確
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に理解して実務上適切に処理されることが望まれる。本報告書を踏まえながら内閣府、所轄庁

において作成する手引き等においても必要な言及がなされることを望みたい。 

４．経過措置 

  「ＮＰＯ法人会計基準」を適用するに当たっての経過措置については、以下のとおりとする。 
 ア 過年度分の減価償却費 

減価償却を行っていない特活法人においては、原則として適用初年度に過年度分の減

価償却費を計上する。この場合、過年度の減価償却費については、活動計算書の経常外

費用に「過年度損益修正損」として表示する。ただし、「過年度損益修正損」に該当する

費用が減価償却費だけである場合は、「過年度減価償却費」として表示してもよい。 
過年度分の減価償却費を一括して計上せず、適用初年度の期首の帳簿価額を取得価額

とみなし、当該適用初年度を減価償却の初年度として、以後継続的に減価償却すること

も認める。なお、この場合に適用する耐用年数は、新規に取得した場合の耐用年数から

経過年数を控除した年数とし、その旨を重要な会計方針として注記する。 
また、購入時に費用処理し、資産に計上していないものについては、過年度分に関し

ては考慮せずに、適用初年度に購入したものから資産計上する。 
イ 退職給付会計の導入に伴う会計基準変更時差異 

退職給付会計については、全ての特活法人に導入を求めるものではない。 
ただし、この機会に退職給付会計を新たに導入しようとする法人における会計基準変

更時差異については、他の会計基準と同様に、適用初年度から 15 年以内の一定の年数に

わたり定額法により費用処理すべきである。この処理は、会計基準変更時に一括して経

常外費用の過年度損益修正額として計上することも含まれる。なお、既に退職給付会計

の導入が行われている特活法人においては、従前の費用処理方法により引き続き行う。 
ウ 過年度分の収支計算書の修正 

従来の収支計算書から活動計算書への変更については、制度改正に基づくものであり、

継続性の原則に反するものではないため、表示方法の変更等について遡って修正を行う

必要はない。                                                                                           

エ 正味財産の区分 
「ＮＰＯ法人会計基準」へ移行した上で、正味財産を基本的には区分して記載するこ

ととした場合、適用初年度以降区分することとし、遡って修正を行う必要はない。 
  オ 適用初年度における「前期繰越正味財産額」 
    「ＮＰＯ法人会計基準」適用初年度における活動計算書上の「前期繰越正味財産額」は、

前事業年度の貸借対照表における「正味財産合計」を記載することとする。 
  カ 収支予算書及び収支計算書による代替 

 改正特活法の附則では、当分の間、活動予算書、活動計算書に代えて従来の収支予算

書、収支計算書を作成、提出することを認めている。このため、当分の間は、従来の特

活法人の会計処理（旧「手引き」に基づくものを含む）によって、収支予算書、収支計

算書の提出が認められる。 

【「特定非営利活動法人の会計の明確化に関する研究会報告書」から抜粋】 
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年　　間　　役　　員　　名　　簿

　前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所

　並びに前事業年度における報酬の有無を記載した名簿

★年度途中での役員変更があった場合は以下のように記載します。（事業年度が4/1～3/31の
場合）
　①年度途中で辞任した場合 → 甲野太郎が９月３０日で辞任
　②年度途中で就任した場合 → １０月１日から理事の乙川花子が就任
　※それぞれの任期を記載するのではなく、年度中の在任期間を記載します。

理事 甲野太郎
○○県○○市○○区
○丁目○番○号

令和○年４月１日～
令和○年９月３０日

なし

理事 乙川花子
○○県○○市○○区
○丁目○番地

令和○年１０月１日～
令和○年３月３１日

なし

理事 ○○　○○
○○県○○市○○区
○丁目○番地

○年○月○日～
○年○月○日

なし

監事 ○○　○○
○○県○○市○○区
○丁目○番○号

○年○月○日～
○年○月○日

なし

副理事長

理事 ○○　○○
○○県○○市○○区
○丁目○番○号

○年○月○日～
○年○月○日

○年○月○日～
○年○月○日

理事長

理事 ○○　○○
○○県○○市○○町
○番地

○年○月○日～
○年○月○日

なし

特定非営利活動法人の名称 　　特定非営利活動法人　○○○○○

役名 氏名 住所又は居所
前事業年度中の

就任期間
報酬を受けた期間 備考

設立申請時や役員の変更届出時に提出する役員名簿とは、
記載内容が一部異なるので注意してください。

理事長などの役職名は備考欄に

記入してください。

前事業年度中の就任期間を記入してくださ
い。（例：3月決算法人の場合、4/1～3/31と

なります。）
＊役員の任期ではありませんのでご注意く
ださい。

役名は法上「理事」、「監事」の２種しかありません。
ここに入るのは、「理事」又は「監事」のどちらかです。

・前事業年度に在職した役員の名簿ですので、任期満了などに伴い、年度途中で辞め
た役員も含めて記載してください。（下記（注）参照）
・労働の対価については役員報酬とは考えません。“役員手当（役務の対価ではない）”
に相当するものを、役員報酬と考えてください。

氏名、住所等は住民票の記載どおりに、マンション名な
ども略さずにそのまま記入してください。

※「 高 橋 」 ⇔ 「 髙 橋 」 「 川 崎 」 ⇔ 「 川 﨑 」

「 恵 」 ⇔ 「 惠 」 など
※「 ○丁目△番◇号」⇔ 「 ○丁目△番地◇ 」

「 ○○番△号 」 ⇔ 「 ○○番地の△ 」 など

（ 事 業 報 告 時 提 出 用）

役員の変更等（再任を含む）があった場合は、別途、役員の変更等届出書

の提出が必要です。（７１ページ）
注意！
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前事業年度の末日における社員のうち１０人以上の者の名簿

○○年○月○日現在

1

2

3

4

5

6

7

8

9

特定非営利活動法人の名称 　　特定非営利活動法人　○○○○○

住所又は居所

○○県○○市○○区○丁目○番○号

氏名

○○　○○

○○　○○

○○　○○

○○　○○

○○県○○市○○区○丁目○番○号

○○　○○

○○県○○市○○区○丁目○番○号

○○　○○

○○　○○

○○　○○

○○県○○市○○区○丁目○番○号

○○県○○市○○区○丁目○番○号

10

○○　○○

○○県○○市○○区○丁目○番○号

○○県○○市○○区○丁目○番○号

　代表取締役 ○○○○
　株式会社　○○○○

○○県○○市○○区○丁目○番○号

○○県○○市○○区○丁目○番○号

○○県○○市○○区○丁目○番○号

団体の所在地を記載してください。社員が団体の場合、その名称及
び代表者の職名・氏名を記載し
てください。

・社員とは、いわゆる“会社員（従業員）”のことではなく、当該法人の構成員で、

総会において議決権を持つ会員のことです。

・社員全員を記載する必要はなく、１０人以上であれば何人でも記載可能です。

・閲覧の対象となる書類ですので、電話番号などの不必要な個人情報が記載さ

れたものを提出しないよう十分気をつけてください。（氏名、住所又は居所以外の

記載の必要はありません。）

（ 事 業 報 告 時 提 出 用）

年間役員名簿（６９ページ参照）に記載されいる方と同一人の場合には、

年間役員名簿と同様に、氏名住所等は住民票の記載どおりに記入してく

ださい。

前事業年度の末日を

記載してください。

例：３月決算法人

「令和○年３月３１日」
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[ⅲ] 役員の変更等に関する手続（法第２３条） 

１ 概要 

 法人の役員に変更等があった場合、川崎市への速やかな届出が必要です。役員の変更等とは、再任・

新任・辞任・任期満了・住所（又は居所）の異動・氏名の変更・解任・死亡などをさします。 

 また、代表権を有する理事は登記事項のため、再任を含め変更時には法務局での登記の変更（就任

日（再任日）等から２週間以内）も必要になります。（組合等登記令第３条第１項） 

２ 手続の流れ 

                               定款で定めるところにより、役
員の選任等を行います。また、住
所の異動等の変更事由の発生を確
認します。 

 
                               代表権を有する理事について、

変更等があった場合には、変更か

ら２週間以内に、変更の登記をし

なければなりません。 
 
                    役員の変更等があった場合には、変更後の役員名簿を主

たる事務所及び従たる事務所に備え置くとともに、遅滞な

く、川崎市へ届出をしなければなりません。 
 
                    役員名簿は、個人の住所・居所に係る記載を除き、かわ

さき情報プラザで閲覧・謄写（コピー）の用に供します。 

３ 提出書類 
ア 共通 

 書類名 記載例 提出部数 

① 役員の変更等届出書（第６号様式） 74ページ １部 

② 変更後の役員名簿 75ページ ２部 

※ 変更後の役員名簿は、閲覧用を含め２部提出してください。（規則第５条第２項） 
 

イ 新たに就任した役員がいる場合 

上記①、②に加えて次の書類を提出してください。 

③ 各新任役員の誓約及び就任承諾書の謄本（コピー） 76ページ 各１部 

④ 

各新任役員の住所又は居所を証する書面［(1)又は(2)の書面を提出］ 

（注）届出をする日前６か月以内に作成されたものに限ります。 

各１部 

(1) 住民票の写し（コピーではなく、市区町村の長が交付した書面） 

住民基本台帳に記録されている方の提出書類です。 

※1 個人番号（マイナンバー）が記載されていないもの。 

※2 住民基本台帳ネットワークでの確認を希望する方は、住民票の写しを省略

することができます。希望方法については76ページをご覧下さい。 

(2) 権限を有する官公署が発行した当該役員の住所又は居所が記載さ 
れた書面 
海外に住む外国人など住民基本台帳に記録されていない方の提出書類です。 
※外国語で作成されている場合は、翻訳人を明らかにした翻訳文を添付して 
ください。 

 

・総会の決議等による役員（理事・監事）の選任等 

・その他変更事由の発生 

変更後の役員名簿を主たる事務所

及び従たる事務所に備置き 

代表権を有する 

理事の変更の登記 

川崎市へ届出 

川崎市での閲覧 

上記の書類（④を除く。）の様式は、市ホームページからダウンロードすることができます

ので、ご活用ください。 
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４ 役員の任期について 

ア 設立当初の役員の任期 

  □ 設立当初の役員の任期については、各法人の定款末尾の「附則」で確認してください。 
   
イ 第２期以降の役員の選任 

□ 任期満了前に開催する総会（又は理事会）において、次期役員の選任を行う必要があります。 
□ 法人の定款「附則」役員の任期が「令和○年６月３０日」までと記載されていた場合、選任が
６月３０日以前に行われていても任期翌日の令和○年７月１日から第２期目の任期がはじまり
ます。 

 
ウ 任期途中の役員の就任 

□ 「補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期

の残存期間とする」と定款にある場合、その役員は就任した日にかかわらず、他の役員と同じ

時期に任期満了を迎えることとなります。 
 

５ 「誓約及び就任承諾書」を作成する場合の留意事項 

□ 新任の役員全員の誓約及び就任承諾書の謄本（コピー）を提出してください。 
 

□ 「特定非営利活動促進法第 20 条各号に該当しないこと」とは、以下の規定を指します。役員

就任予定者は以下の規定に該当しないことを誓約し、書類を作成してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

□ 「同法第 21 条の規定」とは、以下の役員に関する親族規定となります。役員就任予定者は、

以下の規定に違反しないことを誓約し、書類を作成してください。 

 

 

 

  
 

（考え方）役員総数が 5 人以下のときは、配偶者又は３親等以内の親族（以下、親族等とい

います。）は入れません。また、役員総数が 6 人以上のときは、ある役員からみて、

1 人だけは親族等が入ることができます。 
 
６ 書類の提出方法 

役員の変更等届出書等（①～④）は、持参又は郵送でご提出ください。 

なお、一部例外を除き、電子による届出も可能です。（９７ページ参照） 

 

 
詳しくは、 
                       

特定非営利活動促進法第20条 

 次の各号のいずれかに該当する者は、特定非営利活動法人の役員になることができない。 

 一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

 二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から二年を 

 経過しない者  

 三 この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定（同法第三十二条の三第七項 

及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。第四十七条第一号ハにおいて同じ。）に違反したことにより、

又は刑法（明治四十年法律第四十五号）第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二

十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律（大正十五年法律第六十号）の罪

を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった

日から二年を経過しない者  

 四 暴力団の構成員等 

 五 第四十三条の規定により設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認

証を取り消された日から二年を経過しない者  

 六 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの  
  

特定非営利活動促進法第21条 

 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が一人を超えて含まれ、

又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の三分の一を超えて含まれることになって

はならない。 

ｅ－ＫＡＷＡＳＡＫＩ 
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『 役 員 の 変 更 等 届 出 書 』 チ ェ ッ ク 表

書　　類 項　　　　　　　目 チェック欄

提出年月日が記載されているか。 □
変更年月日が記載されているか。 □
氏名及び住所又は居所が住民票の写し等と一致しているか。 □
定数割れ又は定数超過していないか。 □
理事長を変更した場合においては、新理事長名で届けられているか。 □

変更後の役員全員の氏名及び住所又は居所が記載されているか。 □
役員全員の報酬の有無が記載されているか。 □
氏名及び住所又は居所が住民票の写し等と一致しているか。 □
提出用として２部用意したか。 □

就任承諾の日は、届出書の変更年月日と整合がとれているか。 □
氏名及び住所又は居所が住民票の写し等と一致しているか。 □
新たに就任した役員全員分添付されているか。 □
住民基本台帳ネットワークシステムの本人確認情報の利用を希望する場合、
川崎市の書式で利用を希望する旨が記載されているか。 □

届出をする日前６か月以内に作成されたものか。 □
住民票の写しに市町村長印が押印されているか（複数枚つづりの場合注
意）。また、個人番号（マイナンバー）の記載がされていないか。 □
権限を有する官公署が発行した当該役員の住所又は居所が記載された書面が
外国語で作成されている場合、翻訳人を明らかにした翻訳文が添付されてい
るか。

□

①「役員変更等届出書」（第６号様式）

③「誓約及び就任承諾書」の謄本（コピー）

④「住所又は居所を証する書面」

②変更後の「役員名簿」

現員の理事の中で理事長が交代した場合

役員の変更等がないため「役員の変更等届出書」の提出は必要ありませんが、
法務局で変更の登記をする必要があります。
川崎市へは理事長が交代した旨を必ずお知らせのうえ登記後、「登記事項証明

書（写し）」を提出してください。

注 意 ！
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第６号様式  

 

役 員 の 変 更 等 届 出 書 

 

    年   月   日 

 

（宛先）川崎市長 

 

                   主たる事務所の所在地  

神奈川県川崎市○○区△△１丁目２番３号 

法人名称    特定非営利活動法人○○○○ 

代表者氏名   理事長 ○ ○ ○ ○    

電話番号    ×××－□□□－△△△△ 

ＦＡＸ番号   ×××－□□□－△△△△ 

 

 

次のとおり役員の変更等がありましたので、特定非営利活動促進法第２３条第１項の規定により届け

出ます。 

変 更 年 月 日 変 更 事 項 役 名 氏 名 住 所 又 は 居 所 

令和○年○月○日 

令和○年○月○日 

令和○年○月○日 

令和○年○月○日 

令和○年６月３０日 

令和○年７月 １日 

令和○年７月 １日 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

新  任 

辞  任 

住所の異動 

住居表示の変更 

任期満了 

再  任 

新  任 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

理 事 

理 事 

理 事 

理 事 

監 事 

理 事 

監 事 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

○ ○ ○ ○ 

○ ○ ○ ○ 

○ ○ ○ ○ 

○ ○ ○ ○ 

○ ○ ○ ○ 

・・・ 

○ ○ ○ ○ 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

川崎市○区××町１２３番地 

川崎市○区△△４丁目５番４３号 

東京都町田市○○２４６番地８ 

川崎市○区 XX 町４丁目１番２号 

横浜市○区△△二丁目１番２１号 

藤沢市○○ １０００番地の４ 

川崎市○○区◇◇１丁目２３４番地 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

 

備考１ 変更事項の欄には、新任、再任、任期満了、死亡、辞任、解任、住所（又は居所）の異動、

改姓又は改名の別を記載し、また、補欠のため、又は増員によって就任した場合には、その

旨を記載してください。なお、任期満了と同時に再任した場合には、再任とだけ記載してく

ださい。 

２ 役名の欄には、理事、監事の別を記載してください。 

３ 改姓又は改名の場合には、氏名の欄に、旧姓又は旧名を括弧を付して併記してください。 

４ 住所又は居所の欄には、川崎市特定非営利活動促進法施行条例第２条第２項に掲げる書面

等によって証された住所又は居所を記載してください。 

５ 変更後の役員名簿（２部）を添付してください。 

６ 役員が新たに就任した場合（任期満了と同時に再任された場合を除く。）は、５に掲げる

書類のほか以下の書類（川崎市特定非営利活動促進法施行条例第４条において準用する同条

例第２条第２項ただし書の規定の適用を受ける場合にあっては、（２）の書類を除く。）を添

付してください。 

（１）当該役員が特定非営利活動促進法第２０条各号に該当しないこと及び同法第２１条の規

定に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本 

（２）当該役員の住所又は居所を証する書面 

令和○年６月３０日に任期満了

を迎える例 

施行規則で定まった様式です。

川崎市以外の様式では受理でき

ません。 

役名の欄には、「理事」 又は「監事」 のどちらかが入ります。 

「理事長」などの役職名を記入しないよう注意してください。 

届出書の提出日を記入してください。 

※変更のあった日以後となります。 

氏名及び住所等は、住民票の記載どおりに記入

してください。 

（注） 

下記備考も様式に含まれて

います。削除及び加工等はし

ないでください。 
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役   員   名   簿 

 

 

 

特定非営利活動法人の名称 特定非営利活動法人 ○○○○ 

 

 

 

役 名 氏  名 住 所 又 は 居 所 報酬の有無 備  考 

理 事 

 

 あり 理事長 

理 事  

 

なし 副理事長 

理 事  

 

なし  

監 事 

 

 なし  

   

 

 

 

 

 
 

 
 

     

     

◇役員は、法第２０条の欠格事由に該当しないこと、法第２１条による親族規定に反しないこと

が必要です。（１１７ページＱ２０参照） 

◇親族規定の考え方 

役員総数が５人以下のときは、配偶者又は三親等以内の親族（以下、親族等といいます。）

は入れません。また、役員総数が６人以上のときは、ある役員からみて、１人だけは親族等が

入ることができます。（１１７ページＱ２０参照） 

※ 三親等以内の親族 

父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫、伯叔父母、甥姪（血族及び姻族とも） 

◇役員のうち報酬を受ける者の数は、役員総数の３分の１以下であることが必要です。（法第２条

第２項第１号ロ） 

②氏名、住所等は住民票の記載どおりに、マンショ

ン名なども略さずにそのまま記入してください。 

以下は、間違いやすい例です。 

※「 高 橋 」⇔「 髙 橋 」 

 「 川 崎 」⇔「 川 﨑 」 

 「 恵 」⇔「 惠 」  など 

※「○丁目△番◇号」⇔「○丁目△番地
．
◇」 

 「○○番△号
．
」⇔「○○番地の

．
△」など 

①役名は法上「理事」「監事」

の２種しかありません。 

ここに入るのは「理事」又は

「監事」のどちらかです。 

③役員報酬の有無について記入してください。 

労働の対価については役員報酬とは考えません。 

“役員手当（役務の対価ではない）”に相当するものを、

役員報酬と考えてください。 

（ 役 員 変 更 届 出 用 ）  

事業報告書用とは異なりま

すので、注意してください。 

④理事長などの役職名は

備考欄に記入します。 
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誓 約 及 び 就 任 承 諾 書 
 
 

法人の名称 特定非営利活動法人 ○○○○ 

 
代 表 者    様 

 
 
 

私は、特定非営利活動促進法第20条各号に該当しないこと及び同法第21条の規定に違反しないことを誓約 
 

するとともに、同法人の ○ ○ に就任することを承諾します。 
 
 
 

年   月   日 
 
 
 
 

住所又は居所 
 
（ふりがな） 
氏        名               ㊞ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（役員の欠格事由） 
第二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、特定非営利活動法人の役員になることができない。 
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者  
三 この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定（同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項

の規定を除く。第四十七条第一号ハにおいて同じ。）に違反したことにより、又は刑法（明治四十年法律第四十五号）第二百四条、
第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律（大
正十五年法律第六十号）の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくな
った日から二年を経過しない者  

四 暴力団の構成員等 
五 第四十三条の規定により設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から二年

を経過しない者  
六 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの  
  

（役員の親族等の排除） 
第二十一条 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が一人を超えて含まれ、又は当該役員並

びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の三分の一を超えて含まれることになってはならない。 

「理事」又は「監事」が入ります。 

「副理事長」などとはしません。 

総会等で選任された日から就任日までの

日にちが入ります。 

市へは、コピー（謄本）を提出してください。原本は法人で保管。 
 

下記の方はこの項目を削除して

ください。 

＊住民基本台帳ネットワーク 

利用を希望しない方 

＊外国在住の方 

住所・氏名とも住民票の記載どおりに

記入してください。 

なお、署名（直筆）の場合は、押印

を不要とすることも可能です。 

特定非営利活動促進法第１０条第１項第２号ハで規定される住所又は居所を

証するため、住民基本台帳ネットワークシステムの本人確認情報の利用を希望す

るので、その旨を川崎市長にお伝えください。 
 

氏 名                        印 
（生年月日    年  月  日） 

住所等の確認にあたり、住民基本台帳ネットワークシステムの本人確認
情報の利用を希望する場合は、上欄を読んだ上で、署名又は記名・押印し
てください。生年月日の記入は任意ですが、個人の特定のためにできる限
りご記入ください。情報は、システムでの検索時に使用します。 

（ 役 員 変 更 届 出 用 ）  

設立認証申請時の「誓約及び就任承諾書」と

記載内容が一部異なるのでご注意ください。 
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[ⅳ] 定款の変更に関する手続（法第２５条、２６条） 

１ 概要 

定款を変更するときは、定款に定められた変更方法により総会での議決を経る必要があります。

その後、変更事項によって所轄庁の認証又は届出が必要です。 

 定款の変更によって、登記事項(名称、目的、事業、事務所の所在地など)に変更が生じた場合は、

変更が生じた日から２週間以内に法務局において変更の登記手続を行う必要があります。（１１６

ページＱ１８参照）（組合等登記令第３条第１項） 

 

[１] 所轄庁の認証が必要となる変更事項（７８ページへ） 
 

変更事項が以下のいずれかのときは、所轄庁の認証が必要となります。 
 

（1）目的 登記 

 （2）名称 登記 

（3）特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類 登記 

（4）主たる事務所及びその他の事務所の所在地（所轄庁の変更を伴うものに限る。）登記 

（5）社員の資格の得喪に関する事項 

（6）役員に関する事項（役員の定数に係るものを除く。）登記（代表権を有する者のみ） 

（7）会議に関する事項 

（8）その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項 

（9）解散に関する事項（残余財産の帰属すべき者に係るものに限る。） 

（10）定款の変更に関する事項 

 ※変更の登記手続が必要な事項には登記マークを付けています。 

 

 

[２] 所轄庁への届出が必要となる変更事項（９４ページへ） 
 

変更事項が以下のいずれかのときは、総会の決議により定款の変更をすることができます。

変更した後は、所轄庁への届出が必要となります。 
 

（1）川崎市内における主たる事務所及びその他の事務所の移転・新設 登記 

（2）役員の定数に係るもの 

（3）資産に関する事項 

（4）会計に関する事項 

（5）事業年度 

（6）解散に関する事項（残余財産の帰属すべき者に係るものを除く。）登記 

（7）公告の方法 

（8）法第１１条第１項各号に規定がない事項（合併に関する事項、事務局に関する 

事項など） 
 

※変更の登記手続が必要な事項には登記マークを付けています。 
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２ 定款変更の認証申請に関する手続 

[１] 手続の流れ 

次ページに記載する申請書類を事前相談時にご用意ください。

事前相談は予約制とさせていただいておりますので、１週間前

までにご予約ください。 
（予約先 ０４４－２００－２３４１ 市民活動推進課） 

 
定款で定めるところにより、総会を開催し、定款変更の議決を

得なければなりません。定款で特別な定めがない限り、社員総数

の２分の１以上が出席し、その出席者の４分の３以上の議決が必

要となります。 
 

定款変更認証申請書類を川崎市長（市民活動推進課）に提出し

ます。（申請に必要な書類は、次ページでご確認ください。） 
※ 所轄庁の変更を伴う定款変更認証申請の場合には、申請書類は移転先 

所轄庁の様式で作成となりますが、提出先は現所轄庁となりますので 

ご注意ください。 

※ 申請書受理日から１週間以内であれば、軽微な不備（内容の同一性を 
失わない範囲の計算違い、誤記、誤植又は脱字）の補正をすること 
ができます。（４０ページ参照） 

 
＜公表＞ 申請書類の受理後、認証・不認証の決定までの間、申請

のあった年月日、③定款、（該当ある場合は、④事業計画書２事

業年度分、⑤活動予算書２事業年度分、⑥役員名簿（住所・居所

に係る記載を除く））を市ホームページに掲載します。 
 
＜縦覧＞ 上記の公表内容を、２週間、かわさき情報プラザにおい

て縦覧します。                 
 
川崎市は、申請書受理日から２か月と２週間以内（縦覧期間の

終了後２か月以内）に、認証又は不認証の決定をし、書面を交付

します。 
 
定款の変更事項に登記事項の変更を含む場合には、認証の決定

を受けた日から２週間以内に、法務局で変更の登記をする必要が

あります。 
 
 

変更後の定款、認証通知書の写し（登記事

項の変更を含む場合には、登記事項証明書

の写し）を法人の主たる事務所及び従たる

事務所に備え置かなければなりません。 
 

変更の登記をした後は、遅滞なく、登記事項証明書及びその写しを川崎市

に提出してください。 

また、変更後の定款、認証通知書の写し（登記事項の変更を含む場合には、

登記事項証明書の写しも）は、かわさき情報プラザで閲覧・謄写（コピー）

の用に供します。 

 
 
 

事 前 相 談             

定 款 変 更 認 証 申 請 

総会の決議 

認 証 不 認 証 

申請書の受理 

２
週
間 

２
か
月
以
内 

受
理
日
か
ら

２
週
間 

縦 覧 

定款等を主たる事務所 

及び従たる事務所に備置き 

変更の登記 

川崎市へ届出 

川崎市での閲覧 

受
理
日
か
ら 

認
証
・
不
認
証
の 

決
定
ま
で 

審   査 
(申請書受理日から２か月と 
２週間以内) 

市ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに

よる公表 
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[２] 申請書類 
 

ア 共通 

 書類名 記載例 提出部数 

① 定款変更認証申請書（第７号様式） 82 ページ １部 

② 定款変更を議決した社員総会の議事録の謄本（コピー） 83 ～ 86
ページ 

１部 

③ 変更後の定款 
87 ページ 

（附則例） 
２部 

   
イ 特定非営利活動の種類又は事業の変更を含む場合 

変更事項が「特定非営利活動の種類」、「特定非営利活動に係る事業」又は「その他の 

事業」の変更を含む場合は、次の書類が必要となります。 

④ 定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書 88 ページ ２部 

⑤ 定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書 
89、90 
ページ 

２部 

 
ウ 所轄庁の変更を伴う場合 

事務所の所在地変更等により、所轄庁が変更となる場合、上記の書類の他に次の書類が必要

です。なお、提出書類は、移転先の所轄庁が定める書式で申請する必要がありますので、移転

先の所轄庁にご確認ください。また、提出部数も併せてご確認ください。 

⑥ 
役員名簿（役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員に 

ついての報酬の有無を記載した名簿） 
91 ページ ２部 

⑦ 
法第 2 条第 2 項第 2 号及び法第 12 条第 1 項第 3 号に 

該当することを確認したことを示す書面 
92 ページ １部 

⑧ 前事業年度の事業報告書  

 

※左記⑧～⑬が作成される前

は、事業計画書、活動予算書、

成立時（合併時）の財産目録

を提出してください。 

１部 

⑨ 前事業年度の活動計算書 １部 

⑩ 前事業年度の貸借対照表 １部 

⑪ 前事業年度の財産目録 １部 

⑫ 前事業年度の年間役員名簿 １部 

⑬ 
前事業年度の末日における 

社員のうち 10 人以上の者の名簿 
１部 

 
 ※ 認定特定非営利活動法人又は特例認定特定非営活動法人が所轄庁の変更を伴う定款の変更の申請を 

する場合には、上記の他、認定（特例認定）に関する書類を提出する必要があります。詳細について 
は、川崎市までお問い合わせください。 

 
＜所轄庁変更の場合の申請から変更の登記までの流れ＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現所轄庁に申請 

現所轄庁から移転先新所轄庁に送付 

移転先新所轄庁での審査 

新所轄庁から認証通知書の交付 

変更の登記 

主たる事務所の所在地変更等により、所

轄庁の変更を伴う定款変更認証申請をする

場合には、申請書類は現所轄庁に提出して

ください。 

提出された申請書類は現所轄庁から移転

先新所轄庁に送付されます。 

縦覧等は移転先所轄庁で行われ、縦覧期

間終了後、移転先新所轄庁で審査が行われ

ます。 

認証の決定が出た場合には、新所轄庁か

ら認証通知書が交付されます。 

認証の決定を受けた日から２週間以内

に、法務局で変更の登記をする必要があり

ます。 

以下の①～⑦の書類の様式は、市ホームページからダウンロードする
ことができます。 
 川崎市 定款変更の認証申請 
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[３] 書類の提出方法 

前ページの申請書類（①～⑬）は、窓口持参又は郵送でご提出ください。 
  なお、認証申請については、事前相談も実施しています。 

所轄庁変更を伴わない場合には、電子による申請も可能です。（９７ページ参照） 

 

  

 

[４] 認証後の提出書類（登記事項の変更を含む場合） 

定款の変更事項に登記事項の変更を含む場合には、認証の決定後２週間以内に、法務局 

 において変更の登記を行う必要があります。変更の登記をした後は、遅滞なく、次の書類 

を提出してください。 

 書類名 提出部数 

⑭ 定款の変更に係る登記をしたことを証する登記事項証明書 １部 

⑮ 
定款の変更に係る登記をしたことを証する登記事項証明書の写し 

（⑭のコピー） 
１部 

 

詳しくは、 
                      

ｅ－ＫＡＷＡＳＡＫＩ 
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書　　類 チェック欄

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□

□
□
□
□

　 □
役員名簿が２部添付されているか。 □
確認書が添付されているか。 □
直近の事業報告書等が添付されているか。 □

項　　　　　　　目

変更部分に下線が引かれているか。また、変更部分にもれはないか。

定款変更の届出のみで足りる事項ではないか。

追加される附則は記載されているか。

社員総数(10名以上)が明記され、かつ、総会開催の定足数を満たしているか。

申請書の変更内容と整合がとれているか。

①「定款変更認証申請書」（第７号様式）

②「社員総会の議事録の謄本」（コピー）

③変更後の「定款」

必要な書類が移転先の所轄庁が定める様式で作成されているか。

④その他添付書類　（事業又は特定非営利活動の種類の変更を含む場合）

⑤所轄庁変更の場合

定款に基づく議決数を満たしていることが明記してあるか。

定款に基づき議長及び議事録署名人の署名又は記名押印があるか。

『 定 款 変 更 認 証 申 請 書 』 チ ェ ッ ク 表

上記②③④
以外に必要な

添付書類

追加される附則は記載されているか。

提出用として２部用意したか。

定款の事業と整合がとれているか。

事業計画書と活動予算書の整合がとれているか。

事業計画書及び活動予算書が２事業年度分添付されているか。

提出用として２部用意したか。

変更の理由が、変更事項すべてについて記載されているか。

みなし総会により決議した場合、必要な事項が記載されているか。
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第７号様式 

 

 

定 款 変 更 認 証 申 請 書 

 

    年   月   日 

 

（宛先）川崎市長 

 

主たる事務所の所在地  

神奈川県川崎市○○区△△１丁目２番３号 

法人名称    特定非営利活動法人○○○○ 

代表者氏名   理事長 ○ ○ ○ ○     

電話番号    ×××－□□□－△△△△ 

ＦＡＸ番号   ×××－□□□－△△△△ 

 

 

次のとおり定款を変更することについて、特定非営利活動促進法第２５条第３項の認証を受けた

いので、申請します。 

変更の内容 

新 旧 

特定非営利活動法人○○○○定款 

 

 略 

(事業)   

第５条 この法人は、第３条の目的を達成す

るため、次の特定非営利活動に係る事業

を行う。 

（１） ○○に関する事業 

（２） △△△の相談事業 

（３） その他この法人の目的を達成するために

必要な事業 

 

以下略 

 

附則 

この定款は、令和   年  月  日から施

行する。 

特定非営利活動法人○○○○定款 

 

 略 

(事業) 

第５条 この法人は、第３条の目的を達成す

るため、次の特定非営利活動に係る事業を

行う。 

（１） ○○に関する事業 

 

（２） その他この法人の目的を達成するために

必要な事業 

 

以下略 

変更の理由 利用者の要望に応え、新たに相談事業を実施するため。 

 
 
＜留意事項＞ 

① 「変更の内容」が複数の条文にわたり、枠内に収まらない場合は、「変更の内容」欄内に「別
紙のとおり」とだけ記入し、別葉に新旧対照表を作成してご提出ください。 

② 施行日（変更となる日）は、認証日以降となるため、申請時点では附則に日付を入れずにご
提出ください。（８７ページ ＜定款変更に伴う附則の記載例＞参照） 

③ 「変更の理由」は、複数の条文にわたる場合には、それぞれの理由を簡潔に明記してくださ
い。ただ単に、「運営上必要が生じたため」とするのは、理由としては不十分です。 

④ 上記の例では、事業が変更となりますので、事業計画書及び活動予算書を２事業年度分ご提
出いただくこととなります。 

⑤ 申請書受理日から１週間以内であれば、申請書や添付書類について、軽微な不備（内容の同
一性を失わない範囲の計算違い、誤記、誤植又は脱字）の補正をすることができます。（法第１
０条第３項、条例第２条第５項、規則第２条第３～５項）（４０ページ参考） 

日付は空欄に

してください。 

日付は空欄にしてください。 

施行規則で定まった様式です。

川崎市以外の様式では受理で

きません。 

新旧それぞれ変更部分に

下線を引いてください。 
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特定非営利活動法人○○○○ 臨時（通常）総会議事録 

 

    

１ 日時 ＿＿年＿＿月＿＿日  ＿＿時から ＿＿時まで 

 

２ 場所 川崎市○○区△丁目○番○号 ○○会館 ○○会議室 

  

３ 社員総数 ＿＿名 

 

 

４ 出席者数 ＿＿名（うち書面表決者＿名、電磁的方法表決者 名、表決委任者＿名） 

 

 

５ 審議事項 

（１）第 1 号議案  定款の変更について 

（２）第 2 号議案  令和○年度、令和△年度事業計画書案及び活動予算書案について 

 

 

 

６ 議事の経過の概要及び議決の結果 

（１）第 1 号議案  定款の変更について 

   定款第○条、第○条の変更を諮ったところ、満場一致で承認された。 

 

（２）第 2 号議案  令和○年度、令和△年度事業計画書案及び活動予算書案について 

   令和○年度、令和△年度事業計画書案及び活動予算書案を諮ったところ、満場 

一致で承認された。 

 

 

 

 

 

 

  ７ 議事録署名人に関する事項 

   議事録署名人として、○○○○、○○○○を選任する旨を諮ったところ、満場一致で 

承認された。 

 

なお、定款変更認証申請に必要な手続は、理事長     に一任することとした。 

 

   年   月   日 

 

 議    長  ○○ ○○   印 

議事録署名人  ○○ ○○   印 

議事録署名人  ○○ ○○   印 

 

 

 

「署名」・「記名押印」など、 

定款の議事録の規定を確

認してください。 

表決方法等は、定款の「表決権等」の規定を確認してください。 
各方法で表決した者又は表決委任者がいた場合に記載します。 

実際の出席者数＋書面表決者数＋電磁的方法表決者数＋表決委任者数 

定款の特定非営利活動の種類及び事業・その他の事業に係る条項を変更する場合

は、申請時に必要な２事業年度分の事業計画書及び活動予算書についても議決す

る必要があります。（理事会議決事項の場合不要） 

市へは、コピー（謄本）を提出してください。原本は法人で保管。 
 

「拍手をもって承認された。」や「賛成多数で承認された。」では、定款に定めた議決数を満たしていること

が確認できませんので、議決の結果については、定款に定めた議決数を満たしていることが分かるように明

記してください。 

例：「賛成○名、反対○名により、定款第○条の議決要件を満たすため、賛成多数で承認された。」 

変更を要する条項を明示し
て諮ることが望ましい。 
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特定非営利活動法人○○○○ 臨時（通常）総会議事録 

 

 

１ 日時 ＿＿年＿＿月＿＿日  ＿＿時から ＿＿時まで 

 

２ 場所 川崎市○○区△丁目○番○号 ○○会館 ○○会議室 

  

３ 社員総数   ＿＿名 

 

 

４ 出席者数   ＿＿名（うち書面表決者＿名、電磁的方法表決者 名、表決委任者＿名） 

 

 

５ 審議事項 

第 1 号議案  主たる事務所の変更について 

第 2 号議案  定款の変更について 

第 3 号議案  特定非営利活動促進法第２条第２項第２号及び同法第１２条第１項 

第３号に該当することの確認について 

 

６ 議事の経過の概要及び議決の結果 

第 1 号議案  主たる事務所の変更について 

  主たる事務所を「◇◇市○○区△△２丁目３番４号」に変更する旨諮ったところ、 

満場一致で承認された。  

第 2 号議案  定款の変更について 

定款第○条の変更を諮ったところ、満場一致で承認された。 

第 3 号議案  特定非営利活動促進法第２条第２項第２号及び同法第１２条第１項 

第３号に該当することの確認について 

特定非営利活動促進法第２条第２項第２号及び同法第１２条第１項第３号に該 

当することを、満場一致で確認した。 

 

 

 

 

 

 

  ７ 議事録署名人に関する事項 

   議事録署名人として、○○○○、○○○○を選任する旨を諮ったところ、満場一致で 

承認された。 

 

なお、定款変更認証申請に必要な手続は、理事長     に一任することとした。 

 

   年   月   日 

 

議    長  ○○ ○○   印 

議事録署名人  ○○ ○○   印 

議事録署名人  ○○ ○○  印 

 

 

 

「署名」・「記名押印」など、 

定 款 の議 事 録 の規 定 を確

認してください。 

表決方法等は、定款の「表決権等」の規定を確認してください。 
各方法で表決した者又は表決委任者がいた場合に記載します。 

実際の出席者数＋書面表決者数＋電磁的方法表決者数＋表決委任者数 

市へは、コピー（謄本）を提出してください。原本は法人で保管。 
 

※主たる事務所を変更する場合 

所轄庁変更を伴う場合は、議案に
追加してください。 

変更を要する条項を明示して諮るこ
とが望ましい。 

「拍手をもって承認された。」や「賛成多数で承認された。」等では、定款に定めた議決数を満たしている

ことが確認できませんので、議決の結果については、定款に定めた議決数を満たしていることが分かるよう

に明記してください。 

例：「賛成○名、反対○名により、定款第○条の議決要件を満たすため、賛成多数で承認された。」 
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特定非営利活動法人○○○○ 臨時（通常）総会議事録 

 

    

１ 日時 ＿＿年＿＿月＿＿日  ＿＿時から ＿＿時まで 

 

２ 場所 オンライン会議システム（○○○○）による開催 

  

３ 社員総数 ＿＿名 

 

 

４ 出席者数 ＿＿名（うち書面表決者＿名、電磁的方法表決者 名、オンライン会 

議システムによる表決者＿名、表決委任者＿名） 

 

５ 審議事項 

（１）第 1 号議案  定款の変更について 

（２）第 2 号議案  令和○年度、令和△年度事業計画書案及び活動予算書案について 

 

 

６ 議事の経過の概要及び議決の結果 

（１）第 1 号議案  定款の変更について 

   定款第○条、第○条の変更を諮ったところ、満場一致で承認された。 

 

（２）第 2 号議案  令和○年度、令和△年度事業計画書案及び活動予算書案について 

   令和○年度、令和△年度事業計画書案及び活動予算書案を諮ったところ、満場 

一致で承認された。 

 

  ７ 議事録署名人に関する事項 

   議事録署名人として、○○○○、○○○○を選任する旨を諮ったところ、満場一致で 

承認された。 

 

 

 ８ その他 

    以上の議事について、出席者の音声が即時に他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会

するのと同時に、適時、的確な意思表示が互いにできる状態にあり、終始異状なく進行

した。 

 

 

なお、定款変更認証申請に必要な手続は、理事長     に一任することとした。 

 

   年   月   日 

 

 議    長  ○○ ○○   印 

議事録署名人  ○○ ○○   印 

議事録署名人  ○○ ○○   印 

 

 

 

 

 

市へは、コピー（謄本）を提出してください。原本は法人で保管。 
 

「Zoom」「Skype」等、記載してください。 

「署名」・「記名押印」など、 

定 款 の議 事 録 の規 定 を確

認してください。 
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特定非営利活動法人○○○○ 臨時総会議事録 

 

    

１ 総会の決議があったものとみなされた事項の内容 

 

（１）定款第○条、第○条の変更について 

（２）令和○年度、令和△年度事業計画書案及び活動予算書案について 

 

２ 上記事項の提案をした者の氏名又は名称 

 

  理事  △△△△ 

 

３ 総会の決議があったものとみなされた日 

 

   ＿＿年＿＿月＿＿日 

 

４ 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名 

 

  理事長 ○○○○ 

 

 

 

以上のとおり、特定非営利活動促進法第１４条の９の規定により、総会の決議があったも

のとみなされたので、これを証するため、△△△△及び議事録作成者がこれに記名押印する。 

 

   年   月   日 

 

                              △△△△  印 

 

議事録作成者  ○○○○    印 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市へは、コピー（謄本）を提出してください。原本は法人で保管。 
 

総会決議の省略は、理事又は社員が総会の目的である事項について提案した場合に

おいて、当該提案につき社員全員が書面又は電磁的記録（１９ページ参照）により

同意の意思表示をしたときにのみ認められるものです。 

社員全員の同意が書面又は電磁的記録で必要となる点に注意してください。 

また、総会決議の省略の場合における議事録の記載事項は、条例第３条で規定され

ていますので、上記記載例に記載された１～４の項目を必ず記載してください。 

 定款の特定非営利活動の種類及び事業・

その他 の事 業 に係 る条 項 を変 更 する場 合

は、申請時に必要な２事業年度分の事業

計画書及び活動予算書についても議決する

必要があります。 

（理事会議決事項の場合不要） 

注意！ 
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特定非営利活動法人○○○○ 定款 

 

第 １ 章  総 則 

～ 略 ～ 

第 1 0 章  雑 則 

（細則） 

第 55 条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。 

 

  附 則 

１ この定款は、この法人の成立の日から施行する。 

２ この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。 

理事長        ○ ○ ○ ○ 

副理事長      ○ ○ ○ ○ 

理事        ○ ○ ○ ○ 

同         ○ ○ ○ ○ 

監事        ○ ○ ○ ○ 

３ この法人の設立当初の役員の任期は、第 16 条第１項の規定にかかわらず、成立の日から平成１８年６月３０日

までとする。 

４ この法人の設立当初の事業計画及び予算は、第 44 条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるもの

とする。 

５ この法人の設立当初の事業年度は、第 47 条の規定にかかわらず、成立の日から平成１８年３月３１日までとす

る。 

６ この法人の設立当初の入会金及び会費は、第８条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。 

 (1) 入会金 ○○○円 

 (2)  年会費 ○○○円 

 

 

  附 則 

 この定款は、令和  年  月  日から施行する。 

 

 

 

 

 附 則 

 この定款は、令和○○年○○月○○日から施行する。 

 

 

                                                   

 

 

  附 則 

 この定款は、令和△△年△△月△△日から施行する。 

 

 

 

 

【定款変更の届出時】 

総会の議決をもって効力が生じますので、定款変

更の施行日（変更となった日）を附則に明記します。 

事務所の移転については、登記に記載された日と

同一であるかを確認してください。 

※ 定款本文の変更があった場合にのみ、下の

ような附則がその都度追加されます。 

【定款変更の認証申請時】 

所轄庁に申請する段階では、日付はこのように

空欄にしておきます。 

なお、この一文のみの場合、通し番号は不要

です。 

【定款変更認証通知書の到達時】 

認証日以降の日付を記入します。 

【設立当初の附則は変更不可】 

法人成立後に、総会（又は理事会）の議決により、 

・役員の変更 

・会費等の変更 

があった場合でも、設立当初の附則は原則として

書き替えてはいけません。 

 

注意！ 
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○ ○ 年 度 事 業 計 画 書 

                法人の名称  特定非営利活動法人 ○○○○ 

１ 事業活動方針 

○○○○、・・・ 

 

２ 事業内容 

（１）特定非営利活動に係る事業 

① △△△△事業 

ア ▲▲▲▲事業 

・内   容 ○○○○・・・・・ 

・日   時 ○月 

・場   所 ○○○○・・・・・ 

・従事者人員 ○人 

・受益対象者 ○○の者 ○人 

・費用見込額 １，３８５，０００円 

 

イ ▽▽▽▽事業 

・内   容 ○○○○・・・・・ 

・日   時 ○月 

・場   所 ○○○○・・・・・ 

・従事者人員 ○人 

・受益対象者 ○○の者 ○人 

・費用見込額 ４８５，０００円 

 

② □□□□事業 

ア ■■■■事業 

・内   容 ○○○○・・・・・ 

・日   時 ○月 

・場   所 ○○○○・・・・・ 

・従事者人員 ○人 

・受益対象者 ○○の者 ○人 

・費用見込額 ９００，０００円 

 

 

（２）その他の事業 

① ☆☆☆☆事業 

ア ★★★★事業 

・内   容 ○○○○・・・・・ 

・日   時 ○月 

・場   所 ○○○○・・・・・ 

・従事者人員 ○人 

・受益対象者 ○○の者 ○人 

・費用見込額 ７３５，０００円      

①、②に記載する事業名は、定款第５条に規定し

ている事業名をそのまま転記してください。 

定款第５条で「その他の事業」を規定している場合に記

載してください。規定していない場合は、記載不要です。 

定款上の「目的」ではなく、その年度どのような

方針で事業を行っていくかを記載してください。 

※当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事

業年度の２事業年度分の事業計画書が必要です。 

 

※当該定款の変更の日の属する事業年度の事業計

画書は、当該年度の期首からのものを作成してく

ださい。 

【各事業について６項目を記載してください。】 

内容 
一般の方が読んでおよそ概要がわかるように記載して

ください。 

日時 

通年の場合は通年、期間を区切る場合は概ねその時期

を記載してください。（設立初年度については、設立予

定日以前の日付は入りません。） 

場所 

特定されている場合はその場所、その他は実施するお

よその地域を記載してください。 

（（例）○○海岸、○○市内 等） 

従事者 

人員 
従事する実人員、又は延べ人数を記載してください。 

受益 

対象者 

受益対象者の範囲と、できればその概数を記載してく

ださい。 

特定非営利活動事業に係る事業については、定

款上の目的に掲げる受益対象者の範囲と同じに

なります。 

費用 

見込額 

各事業の費用見込額を記載してください。 

なお、各事業の費用見込額の合計額と活動予算書の事

業費合計額とが同額となります。 
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活動予算書

法人の名称　　特定非営利活動法人　○○○○○

（単位：円）
科目

Ⅰ 経常収益
１．受取会費

正会員受取会費 100,000
賛助会員受取会費 300,000 400,000

２．受取寄附金
受取寄附金　　 1,500,000

３．受取助成金等
受取民間助成金 1,000,000

４．事業収益
△△事業収益 1,000,000
□□事業収益 800,000 1,800,000

５．その他収益
受取利息 1,200
雑収益 100 1,300

経常収益計 4,701,300
Ⅱ 経常費用

１．事業費
（１） 人件費

給料手当 1,500,000
臨時雇賃金 970,000
法定福利費 2,000
福利厚生費 230,000
人件費計 2,702,000

（２） その他経費
会議費 75,000
旅費交通費 225,000
減価償却費 200,000
支払利息 3,000
その他経費計 503,000

事業費計 3,205,000
２．管理費

（１） 人件費
役員報酬 180,000
給料手当 750,000
法定福利費 1,500
退職給付費用 100,000
福利厚生費 20,000
人件費計 1,051,500

（２） その他経費
会議費 85,000
旅費交通費 133,000
減価償却費 10,000
支払利息 1,300
その他経費計 229,300

管理費計 1,280,800
経常費用計 4,485,800

当期経常増減額 215,500
Ⅲ 経常外収益

１．固定資産売却益 0
経常外収益計 0

Ⅳ 経常外費用
１．過年度損益修正損 0
経常外費用計 0

215,500
70,000

当期正味財産増減額 145,500
前期繰越正味財産額 67,950
次期繰越正味財産額 213,450

税引前当期正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税

××年×月×日から××年×月×日まで

　※当該年度はその他の事業を実施しません。

金額

（注）　重要性が高いと判断される使途等が制約された寄附金等（対象事業等が定められた補助金等を含む）
を受け入れる予定である場合は、「一般正味財産の部」と「指定正味財産の部」に区分して表示することが望
ましいです。

当該事業年度の期間を記載してください。

前事業年度の活動計算書（活動予算書）の「次期
繰越正味財産額」と金額が一致することを確認し
てください。

「人件費」と「その他経費」
に分けた上で、支出の形態別
に内訳を記載してください。

「人件費」と「その他経
費」に分けた上で、支出
の形態別に内訳を記載し
てください。

当該年度の事業計画書に記載
されている各事業の費用見込
額の合計額と一致することを
確認してください。

役員名簿で報酬の有無
「あり」としている場
合には、役員報酬を計
上してください。

各事業ごとに事業収益を記
載する場合には、定款第５
条に規定している事業名を
そのまま転記し、最後に
「収益」を加えてください。

※ 計算書類の注記を作成する場合の例は５４～５６ページを、活動予算書の科目例については

５８、５９ページを参照してください。

その他の事業を定款で掲げていない法人はこの脚注は不要です。その他の事業を行う場合は次ページを参照してください。

※定款に「その他の事業」が掲げられている場合の活動予算
書については、次ページの記載例も併せて参照してください。

経常費用は、「事業費」と「管理
費」に分けてください。（６２
ページ参照）
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法人の名称　　特定非営利活動法人　○○○○○

（単位：円）
特定非営利活動

に係る事業
Ⅰ 経常収益

１．受取会費
正会員受取会費 100,000 100,000
賛助会員受取会費 300,000 300,000

２．受取寄附金
受取寄附金 1,000,000 1,000,000

３．受取助成金等
　　　　受取民間助成金 1,500,000 1,500,000

４．事業収益
△△事業収益 1,000,000 1,000,000
□□事業収益 800,000 800,000
☆☆事業収益 900,000 900,000

５．その他収益
受取利息 1,200 1,200
雑収益 100 100

経常収益計 4,701,300 900,000 5,601,300
Ⅱ 経常費用

１．事業費事業費
（１） 人件費

給料手当 1,500,000 450,000 1,950,000
法定福利費 970,000 200,000 1,170,000
退職給付費用 2,000 2,000
福利厚生費 230,000 10,000 240,000
人件費計 2,702,000 660,000 3,362,000

（２） その他経費
会議費 75,000 75,000
旅費交通費 225,000 75,000 300,000
減価償却費 200,000 200,000
支払利息 3,000 3,000
その他経費計 503,000 75,000 578,000

事業費計 3,205,000 735,000 3,940,000
２．管理費管理費

（１） 人件費
役員報酬 180,000 180,000
給料手当 750,000 750,000
法定福利費 1,500 1,500
退職給付費用 100,000 100,000
福利厚生費 20,000 20,000
人件費計 1,051,500 1,051,500

（２） その他経費
会議費 85,000 85,000
旅費交通費 133,000 133,000
減価償却費 10,000 10,000
支払利息 1,300 1,300
その他経費計 229,300 0 229,300

管理費計 1,280,800 0 1,280,800
経常費用計 4,485,800 735,000 5,220,800

当期経常増減額 215,500 165,000 380,500
Ⅲ 経常外収益

１．固定資産売却益 0 0
2. ○○○○修正益 0 0
経常外収益計 0 0

Ⅳ 経常外費用
１．過年度損益修正損 0 0
2. ○○○○売却損 0 0
経常外費用計 0 0

経理区分振替額 95,000 △ 95,000 0

310,500 70,000 380,500
0 70,000 70,000

当期正味財産増減額 310,500 0 310,500
前期繰越正味財産額 67,950 0 67,950
次期繰越正味財産額 378,450 0 378,450

××年×月×日から××年×月×日まで

税引前当期正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税

その他の事業 合計科目

活動予算書

○定款にその他の事業が掲げられている場合の活動予算書の記載例

その他の事業で得た利益は特
定非営利活動に係る事業のた
めに使用しなければならない
ため、「経理区分振替額」に
おいて、振替えを行ってくだ
さい。

定款に「その他の事
業」を規定している場
合には、区分して表示
してください。
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役   員   名   簿 

 

 

 

特定非営利活動法人の名称 

 

特定非営利活動法人 ○○○○ 

 

 

 

役 名 氏  名 住 所 又 は 居 所 報酬の有無 備  考 

理 事 

 

 あり 理事長 

理 事  

 

なし 副理事長 

理 事  

 

なし  

監 事 

 

 なし  

 

  

 

 

 

 

 
 

 
 

     

     

◇役員は、法第２０条の欠格事由に該当しないこと、法第２１条による親族規定に反しないこと

が必要です。（１１７ページＱ２０参照） 

◇親族規定の考え方 

役員総数が５人以下のときは、配偶者若しくは三親等以内の親族（以下、親族等といいます。）

は入れません。また、役員総数が６人以上のときは、ある役員からみて、１人だけは親族等が

入ることができます。（１１７ページＱ２０参照） 

※ 三親等以内の親族 

父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫、伯叔父母、甥姪（血族及び姻族とも） 

◇役員のうち報酬を受ける者の数は、役員総数の３分の１以下であることが必要です。（法第２条

第２項第１号ロ） 

②氏名、住所等は住民票の記載どおりに、マンショ

ン名なども略さずにそのまま記入してください。 

以下は、間違いやすい例です。 

※「 高 橋 」⇔「 髙 橋 」 

 「 川 崎 」⇔「 川 﨑 」 

 「 恵 」⇔「 惠 」  など 

※「○丁目△番◇号」⇔「○丁目△番地
．
◇」 

 「○○番△号
．
」⇔「○○番地の

．
△」など 

①役名は法上「理事」「監事」

の２種しかありません。 

ここに入るのは「理事」又は

「監事」のどちらかです。 

③役員報酬の有無について記入してください。 

労働の対価については、役員報酬とは考えません。 

“役員手当（役務の対価ではない）”に相当するものを、

役員報酬と考えてください。 

 なお、役員報酬の有無「あり」の場合には、活動予算書

の管理費に計上してください。 

④理事長などの役職名は

備考欄に記入します。 

※所轄庁変更で川崎市が新所轄庁となる場合の記載例

です。 
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確   認   書 

 

  

 

 

当法人は、特定非営利活動促進法第 2条第 2 項第 2号及び同法第 12条第 1項第 3 号に該当する 

 

ことを、     年   月   日に、臨時（通常）総会において確認しました。 

 

 

 

 

年    月    日  

 

 

 

法人の名称  特定非営利活動法人 ○○○○ 

 

 

代表者    理事長  ○○○○         

日付は「総会の日」～「申請日」

までの日にちが入ります。 

「総会の日」より前の日付には

なりません。 

特定非営利活動促進法第 2条第 2 項第 2号 

その行う活動が次のいずれにも該当する団体であること。 

イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするもの

でないこと。 

ロ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこ

と。 

ハ 特定の公職(公職選挙法(昭和 25 年法律第 100 号)第 3条に規定する公職をいう。以下同じ。)

の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。以下同じ。)若しくは公職にある者又は政党を

推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。 

 

特定非営利活動促進法第 12 条第 1項第 3号 

当該申請に係る特定非営利活動法人が次に掲げる団体に該当しないものであること。 

イ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2 条

第 2号に規定する暴力団をいう。以下のこの号及び第 47 条第 6号において同じ。） 

ロ 暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。以下この号において同じ。）若

しくは暴力団の構成員でなくなった日から 5 年を経過しない者（以下「暴力団の構成員等」と

いう。）の統制の下にある団体 

定款の変更を議決する総会で、議案として、

下記特定非営利活動促進法第 2 条第 2 項第 2

号及び同法第12条第1項第3号に該当するこ

とを確認してください。 

※議事録へも記載してください。 

※所轄庁変更で川崎市が新所轄庁となる場合の

記載例です。 
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注意！ 
～ＭＥＭＯ～ 
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３ 定款変更の届出に関する手続 

[１] 手続の流れ 

届出の場合にも事前相談を実施しております。事前相談は予約制と

させていただいておりますので、１週間前までにご予約ください。 

（予約先 ０４４－２００－２３４１ 市民活動推進課） 
 

定款で定めるところにより、総会を開催し、定款変更の議決を得な

ければなりません。定款で特別な定めがない限り、社員総数の２分の

１以上が出席し、その出席者の４分の３以上の議決が必要となります。 
 

定款の変更事項に登記事項の変更を含む場合には、総会の決議をし

た日から２週間以内に、法務局で変更の登記をする必要があります。      
 

 
 

変更後の定款（登記事項の変更を含む場合に

は、登記事項証明書の写し）を法人の主たる事

務所及び従たる事務所に備え置かなければな

りません。 
 

総会の議決後、川崎市に届出をしてください。登記事項の変更を含む場合は、

登記事項証明書及びその写し（各１部）も川崎市に提出してください。 

また、変更後の定款（登記事項の変更を含む場合には、登記事項証明書の写

し）は、かわさき情報プラザで閲覧・謄写（コピー）の用に供します。 

 

 

 

 [２] 提出書類 

ア 共通 

 書類名 記載例 提出部数 

① 定款変更届出書（第１０号様式） 96 ページ １部 

② 定款変更を議決した社員総会の議事録の謄本（コピー） 
83～86 ページ

参考 
１部 

③ 変更後の定款 87 ページ  

（附則例） 
２部 

 
イ 登記事項の変更を含む場合 

変更事項が、「川崎市内における主たる事務所及びその他の事務所の移転・新設」である場合は、

次の書類が必要となります。 

④ 定款の変更に係る登記をしたことを証する登記事項証明書 １部 

⑤ 
定款の変更に係る登記をしたことを証する登記事項証明書の写し 

（④のコピー） 
１部 

 

[３] 書類の提出方法 

上記の届出書等（①～⑤）は、持参又は郵送でご提出ください。登記事項の変更を含む場合には、

①～③は登記前に、④、⑤は登記後に、それぞれ分けて提出することもできます。 

①～③は、電子による届出も可能です。ただし、登記事項の変更を含む場合には、別途④、⑤を

窓口持参又は郵送でご提出ください。（９７ページ参照） 

 

 

総会の決議 

定款等を主たる事務所 

及び従たる事務所に備置き 

変更の登記 

川崎市へ届出 

川崎市での閲覧 

事  前  相  談 

以下の書類（④、⑤を除く。）の様式は、市ホームページからダウンロードする

ことができます。 

 

詳しくは、 
 

川崎市 定款変更の認証申請・届出 

ｅ－ＫＡＷＡＳＡＫＩ 
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『 定 款 変 更 届 出 書 』 チ ェ ッ ク 表

書　　類 項　　　　　　　目 チェック欄

提出年月日が記載されているか。 □
変更部分に下線が引かれているか。 □
定款変更の認証申請に関する事項が含まれていないか。 □
変更年月日が記載されているか。（附則に記載されているか。） □
変更の理由が記載されているか。 □

社員総数(10名以上)が明記され、かつ、総会開催の定足数を満たしているか。 □
定款に基づく議決数を満たしていることが明記してあるか。 □
定款に基づき議長及び議事録署名人の署名又は記名押印があるか。 □
みなし総会により決議した場合、必要な事項が記載されているか。 □

変更内容が反映されているか。 □
追加される附則は記載されているか。 □
提出用として２部用意したか。 □

提出用として変更内容が反映された登記事項証明書及びその写しを用意した
か。 □

③変更後の「定款」

④その他提出書類（所轄庁変更を伴わない事務所の所在地を変更した場合等）

②「社員総会の議事録の謄本」（コピー）

①「定款変更届出書」（第１０号様式）

■定款上「主たる事務所を神奈川県川崎市に置く。」と記載している場合

市内で事務所変更をしても定款の変更には当たりませんので、「定款変更届出書」の提出は必

要ありませんが、法務局で変更の登記をする必要があります。

川崎市へは変更があった旨を必ずお知らせのうえ登記後、「登記事項証明書（写し）」を提出

してください。

※手続きの際、所在地は必ず住民票の記載どおりに（１丁目２番３号など）登記してください。

■住居表示による変更の場合

登記後、「定款変更届出書（第１０号様式）」、変更後の「定款」、登記事項証明書（写
し）」を提出してください。「社員総会の議事録の謄本」の提出は不要です。

なお、定款上「主たる事務所を神奈川県川崎市に置く。」と記載している法人は、登記後、

「登記事項証明書（写し）」を提出してください。
※手続きの際、所在地は必ず住居表示通知書の記載どおりに登記してください。

注 意 ！
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第１０号様式  

 

 

定 款 変 更 届 出 書 

 

    年   月   日 

 

（宛先）川崎市長 

 

 主たる事務所の所在地  

神奈川県川崎市○○区△△１丁目２番３号 

法人名称    特定非営利活動法人○○○○ 

代表者氏名   理事長 ○ ○ ○ ○   

電話番号    ×××－□□□－△△△△ 

 ＦＡＸ番号   ×××－□□□－△△△△ 

 

 

次のとおり定款を変更しましたので、特定非営利活動促進法第２５条第６項の規定により届け出

ます。 

変更の内容 

新 
旧 

特定非営利活動法人○○○○定款 

 

 略 

(事務所)   

第２条 この法人は、主たる事務所を神

奈川県川崎市○○区△△１丁目２番

３号に置く。 

 

以下略 

 

附則 

この定款は、令和○○年○○月○○日

から施行する。 

特定非営利活動法人○○○○定款 

 

 略 

(事務所) 

第２条 この法人は、主たる事務所を神

奈川県川崎市○○区○○町○○丁目○

番○号に置く。 

 

以下略 

変更の理由 事務所の移転に伴う主たる事務所の所在地の変更 

 

＜留意事項＞ 

① 「変更の内容」の欄には、変更後と変更前の条文等の対照表を記載し、併せて、変更部分に

下線を引いて新旧の違いが明らかになるよう記載してください。 

② 変更した年月日は、附則に記載してください。（８７ページ ＜定款変更に伴う附則の記載例

＞参照）附則は、新たに追加し、設立当初の附則は変更せずに残してください。 

③ 施行日（変更となった日）は、総会で議決された日とするのが一般的です。 

④ 上記の例では、登記事項(事務所の所在地)に変更が生じますので、変更の登記が必要です。 

   

 

総会で議決された日とするのが

一般的です。総会で事務所を移す

日を議決した場合はその移す日

になります。登記に記載された日

と同じか確認してください。 

 

施行規則で定まった様式です。

川崎市以外の様式では受理で

きません。 

事務所の所在地が変わった場合は、

新しい所在地を記載してください。 

新旧それぞれ変更部分に下

線を引いてください。 

届出書の提出日を記載してく

ださい。 
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[ⅴ] 電子申請・届出に関する手続 

１ 電子申請サービスの概要 

（１）電子申請サービスが利用できるもの 

 以下の４種類の申請・届出手続を電子申請サービス（オンライン手続かわさき：e-KAWASAKI）に

より実施することができます。ただし、利用にあたってそれぞれに条件がありますのでご注意くだ

さい。 

※添付ファイルは 1 つあたり最大 30MB まで添付できます。 

手 続 名 条  件 

１ 事業報告書等の提出（→４６ページ） 

 次の電子ファイルを添付して届出 

①事業報告書 

②活動計算書 

③貸借対照表 

④財産目録 

⑤年間役員名簿 

⑥前事業年度の末日における社員のうち10人以上の者

の名簿 

■電子ファイルが、Microsoft Word 

Excel 又はＰＤＦにより作成されてい 

ること。 

 

 

２ 役員の変更等届出（→７１ページ） 

 次の電子ファイルを添付して届出 

 ①変更後の役員名簿 
 新任の役員がいる場合には、次の書類も添付して届出 

 ②誓約及び就任承諾書（ＰＤＦ形式） 
 ※ただし、氏名･住所の確認のため住民基本台帳ネットワーク利

用を希望する旨の記載が入っていること。 

 

 [注]住民票の写し等は、ＰＤＦにより作成したものでは提出書類

としては認められませんので、新任の役員の届出については、

住基ネットが利用でき、かつ利用を希望する場合のみ電子申

請サービスを利用できます。 

■添付ファイルが、Microsoft Word 

Excel 又はＰＤＦにより作成されてい 

ること。 

■新任役員に下記の者が含まれないこ

と。 

①住民基本台帳ネットワーク利用を希

望しない方 

②外国在住の方 
  

３ 定款変更認証申請（→７８ページ） 

 次の電子ファイルを添付して申請 

 ①定款の新旧対照表(第７号様式の表の部分のみ) 

②定款変更を議決した社員総会の議事録(ＰＤＦ形式) 

 ③変更後の定款 
 

特定非営利活動の種類又は事業の変更を含む場合は、

必要により下記の電子ファイルも添付して申請 

④事業計画書(２事業年度分) 

⑤活動予算書(２事業年度分) 

■添付ファイルが、Microsoft Word 

Excel 又はＰＤＦにより作成されてい 

ること。 

■所轄庁変更（市外に所在地を変更又は

追加）を伴わないこと。 

４ 定款変更届出（→９４ページ） 

次の電子ファイルを添付して届出 
 ①定款の新旧対照表(第１０号様式の表の部分のみ) 

②定款変更を議決した社員総会の議事録(ＰＤＦ形式) 

 ③変更後の定款 

■添付ファイルが、Microsoft Word 

Excel 又はＰＤＦにより作成されてい 

ること。 

 

※定款変更認証申請及び定款変更届出の場合で、登記事項の変更を含む場合には、別途登記事項証明書及びその写し（各

１部）を持参又は郵送で提出する必要がありますので、ご注意ください。 

 

（２）利用者情報の登録 

 初めて電子申請サービスを利用する際には、新規利用者登録が必要です（無料）。必ず、「事業者」で

登録を行い、設定した利用者ＩＤ（メールアドレス）とパスワードを法人で管理してください。 

97



 

２ 手続画面  

（１）利用者情報の登録 

  
 

※新規利用者登録時の注意点 

    必ず「事業者」で登録してください。 

（「個人」の登録では NPO 法人関係の電子申請サービスが使えません。） 
 
 

（２）申請手続 

①申請を行う場合 

   『申請できる手続き一覧』（事業者向け）のページで、キーワード検索や条件指定により必要な

手続に進むことができます。『カテゴリ』で検索する場合は、「市民活動・平和・人権」→「市民活

動・ボランティア」と進んでください。キーワード検索をする場合は、「特定非営利活動」又は半

角で「NPO」と検索してください。 

 

 

 

 新規利用者登録は、こちらから手続を開

始できます。 

NPO 

「特定非営利活動法人」または 

半角で「NPO」と検索してください。 

文頭に【NPO 法人】と記載の 

ある手続から該当する手続を 

選択してください。 
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②申請状況の確認を行う場合 

  画面右上の法人名をクリックし、『利用者メニュー』の“申請履歴一覧・検索”をクリックします。

『申請履歴一覧』のページが表示されますので、そちらから申請状況の確認をすることができます。 

 

 

申請状況は、マイページの「申請状況のお知らせ」や「申請履歴一覧・検索」から確認できます。 

「申請内容を修正してください」と表示されている手続については、修正が必要です。 

差戻された理由を確認し、修正が必要な書類等の添付データ等を差し替えて再申請してください。 

法人名をクリックすると、

マイページが開きます。 

「申請状況のお知らせ」や「申請履歴一覧・検索」から 

申請した手続の状況を確認することができます。 
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［ⅵ］ その他の手続 

１ 解散に関する手続 

[１]解散事由 

解散事由 

（法第31条第1項） 

第１号  社員総会の決議 

第２号 定款で定めた解散事由の発生 

第３号 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能（※1） 

第４号 社員の欠亡 

第５号 合併 

第６号 破産手続開始の決定 

第７号 法第 43条の規定による設立の認証の取消し 
（※1）解散事由が、「目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能」の場合、解散の認定申請手続が必要に

なります。当該手続の詳細については、川崎市までお問い合わせください。 

 

[２]一般的な解散手続の流れ（社員総会の決議による場合） 
 

解散の決議は、定款で特別な定めがない限り、社員総数の４分の３以

上の議決が必要となります。総会では、解散の決議のほか、清算人の選

任、残余財産の帰属先を議決します。 

                

解散の決議をした日から２週間以内に、法務局で解散の登記をする必

要があります。 

                

解散の登記をした後、遅滞なく、解散届出書（第１４号様式）及び解

散及び清算人を登記したことを証する登記事項証明書を提出してくださ

い。 

  

                清算人は、法人が解散した後、遅滞なく、公告をもって、債権者に対

し、２か月以上の一定期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしな

ければなりません。 

公告には、債権者がその期間内にその債権の申出をしないときは清算

から除斥される旨を付記しなければなりません。（ただし、判明してい

る債権者を除斥することはできません。） 

公告の方法は、官報に掲載するほか、定款に定める方法により行いま

す。 

また、清算人は、判明している債権者には、それぞれにその申出の催

告をする必要があります。 

               

                        清算が結了した日から２週間以内に、法務局で清算結了の登記をする

必要があります。 

                      

                        清算結了の登記をした後、遅滞なく、清算結了届出書（第１９号様式）

及び清算結了を登記したことを証する登記事項証明書を提出してくださ

い。 

                残余財産は、清算結了の届出時に、定款で定めるところにより、その

帰属すべき者に帰属します。 
 
 

 

総会の決議 

解散の登記 

川崎市へ届出 

公告及び各別の催告 

残余財産の確定 

解 

散 

手 

続 

清算結了の登記 

川崎市へ届出 

清 
算 

手 

続 
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[３]提出書類 
 
（１） 解散の届出 

社員総会の決議、定款で定めた解散事由の発生、社員の欠亡又は破産手続開始の決定による

解散は、解散の届出が必要です。 

提 出 書 類 記載例 提出部数 

① 解散届出書（第１４号様式） 102ページ １部 
② 解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書 ― １部 

 
（２） 清算結了の届出 

解散に係る清算が結了したときは、清算結了の届出が必要です。 

提 出 書 類 記載例 提出部数 

① 清算結了届出書（第１９号様式） 103ページ １部 
② 清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書 ― １部 

 
（３） その他 

ア 解散の認定申請 

目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能による解散は、解散の認定申請が必要

です。 

提 出 書 類 提出部数 

① 解散認定申請書（第１１号様式） １部 
② 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能を証する書面 １部  
イ 清算人の就任の届出 

清算中に清算人が就任した場合は、清算人の就任の届出が必要です。 
提 出 書 類 提出部数 

① 清算人就任届出書（第１５号様式） １部 
② 当該清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書   １部  
ウ 残余財産の譲渡の認証申請 

定款に残余財産の帰属すべき者に関する規定がないときは、川崎市の認証を得て、その財産

を国又は地方公共団体に譲渡することができます。 
提 出 書 類 提出部数 

① 残余財産譲渡認証申請書（第１６号様式） １部 
 
 

 

 

※残余財産の帰属先について 

残余財産は、構成員に分配することができず、帰属先については、法に一定のルールが定められています。 

（法第１１条第３項、第３２条） 

①  解散した特定非営利活動法人の残余財産は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を 

除き、所轄庁に対する清算結了の届出の時において、定款で定めるところにより、その帰属すべき 

者に帰属します。 

  定款で定める場合には、残余財産の帰属すべき者は、次の者のうちから選定しなければなりません。 

    特定非営利活動法人、国又は地方公共団体、 

公益社団法人又は公益財団法人、学校法人、社会福祉法人、更生保護法人  

② 定款に残余財産の帰属すべき者に関する規定がないときは、清算人は、所轄庁の認証を得て、 

その財産を国又は地方公共団体に譲渡することができます。  

③ ①、②により処分されない財産は、国庫に帰属します。 

下記の書類の様式（登記事項証明書、成功の不能を証する書面を除く。）

は、市ホームページからダウンロードすることができますので、ご活用

ください。 

注意！ 
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第１４号様式  

 

 

解 散 届 出 書 
 

    年   月   日 
 

 

 （宛先）川崎市長 
 

主たる事務所の所在地  

神奈川県川崎市○○区△△１丁目２番３号 

法人名称     特定非営利活動法人○○○○ 

清算人 住所又は居所 

    神奈川県川崎市○○区△△４丁目５番６号 

氏名    ○ ○ ○ ○    

電話番号  ×××－□□□－△△△△ 

ＦＡＸ番号 ×××－□□□－△△△△ 

 

 

 

 

 

 

 

 特定非営利活動促進法第３１条第１項第（①・２・４・６)号に掲げる事由により特定非営利

活動法人を解散しましたので、同条第４条の規定により届け出ます。 

 

解 散 の 理 由 

 例１：法人の目的を達成したため。 

 例２：○○○○により、事業継続が困難な状況になったため。   

（例１・例２のように、解散理由を具体的に記入してください。） 

残 余 財 産 の 

処 分 方 法 

 

残余財産ない場合 ⇒ 残余財産なし。 

 

 残余財産がある場合⇒ 総会の決議により､○○法人 ○○○○に帰属させ

ることとした。 

 備考 １ （１・２・４・６）については、該当するものを○で囲んでください。 

    ２ 解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付してください。 

いずれかに○をつけてください。 

（社員総会の決議による解散の場合

には、１に○をつけてください。） 

施行規則で定まった様式です。

川崎市以外の様式では受理で

きません。 

届出書の提出日を記載して

ください。 
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第１９号様式  

 

 

清 算 結 了 届 出 書 

 

 

    年    月   日 

 

 

 （宛先）川崎市長 

 

主たる事務所の所在地  

神奈川県川崎市○○区△△１丁目２番３号 

法人名称     特定非営利活動法人○○○○ 

清算人 住所又は居所 

    神奈川県川崎市○○区△△４丁目５番６号 

氏名    ○ ○ ○ ○     

電話番号  ×××－□□□－△△△△ 

ＦＡＸ番号 ×××－□□□－△△△△ 

 

 

 

 

  解散に係る清算が結了しましたので、特定非営利活動促進法第３２条の３の規定により届

け出ます。 

 

 

 

 

 備考 清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付してください。 

 

施行規則で定まった様式です。

川崎市以外の様式では受理で

きません。 

届出書の提出日を記載して

ください。 
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２ 合併に関する手続 

[１] 手続の流れ 

次ページに記載する申請書類を事前相談時にご用意くださ

い。事前相談は予約制とさせていただいておりますので、１週

間前までにご予約ください。 
（予約先 ０４４－２００－２３４１ 市民活動推進課） 
 
定款で定めるところにより、総会を開催し、合併の議決を得

なければなりません。定款で特別な定めがない限り、社員総数

の４分の３以上の議決が必要となります。 
 
合併認証申請書類を川崎市長（市民活動推進課）に提出しま

す。（申請に必要な書類は、次ページでご確認ください。） 
 

※ 事務所の所在地により所轄庁（申請窓口）が変わります。 

詳しくは、表紙裏を参照してください。 

※ 申請日から１週間以内であれば、軽微な不備（内容の同一性を失わな

い範囲の計算違い、誤記、誤植又は脱字）の補正をすることができ

ます。（４０ページ参照） 
 

＜公表＞ 申請書類の受理後、認証・不認証の決定までの間、

申請のあった年月日、②定款、③役員名簿（住所・居所に係

る記載を除く）、⑧合併趣旨書、⑩事業計画書２事業年度分、

⑪活動予算書２事業年度分を市ホームページに掲載します。 
 
＜縦覧＞ 上記の公表内容を、２週間、かわさき情報プラザに

おいて縦覧します。 
                 
                

川崎市は、申請書受理日から２か月と２週間以内（縦覧期間

の終了後２か月以内）に、認証又は不認証の決定をし、書面を

交付します。 
 
認証の通知のあった日から２週間以内に、貸借対照表及び財

産目録を作成し、債権者が異議を述べることができる期間が満

了するまでの間、これを主たる事務所及び従たる事務所に備え

置かなければなりません。 
 
認証の通知のあった日から２週間以内に、債権者に対し、合

併に異議があれば、２か月以上の一定期間内に述べるべきこと

を公告し、かつ、判明している債権者に対しては、それぞれに

これを催告しなければなりません。 
 
認証の決定を受けた日から２週間以内に、法務局で合併の登

記をする必要があります。 
                
                   

登記完了後、「登記事項証明書」等を添付して、合併登記完

了届出書（第５号様式）を川崎市長(市民活動推進課)に提出し

ます。 
 

事 前 相 談 

合 併 認 証 申 請 

総会の決議 

認 証 不 認 証 

合併の登記 

登記事項証明書等の提出 

申請書の受理 

２
週
間 

貸借対照表及び財産目録

を主たる事務所及び 
従たる事務所に備置き 

公告及び各別の催告 

２
か
月
以
内 

受
理
日
か
ら

２
週
間 

縦 覧 

受
理
日
か
ら 

認
証
・
不
認
証
の 

決
定
ま
で 

市ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに

よる公表 
 

審   査 
(申請書受理日から２か月と 
２週間以内) 
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[２] 申請書類 

合併認証申請に必要な書類は、次のとおりです。②～⑪の書類の作成方法については、５
ページの設立認証申請書類の「設立」を「合併」に読みかえてご参照ください。 
 

書類名 参考記載例 提出部数 

① 合併認証申請書（第２０号様式） 106 ページ １部 

② 定款 9 ㌻以降 ２部 

③ 
役員名簿（役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬

の有無を記載した名簿） 
30 ページ ２部 

④ 各役員の誓約及び就任承諾書の謄本（コピー）・合併契約書のコピー 31 ページ 各１部 

⑤ 

各役員の住所又は居所を証する書面［(1)又は(2)の書面を提出］ 
  （注）申請をする日前６か月以内に作成されたものに限ります。 

(1) 住民票の写し（コピーではなく、市区町村の長が交付した書面） 

住民基本台帳に記録されている方の提出書類です。 

※1 個人番号（マイナンバー）が記載されていないもの。 

※2 住民基本台帳ネットワークでの確認を希望する方は、住民票の写しを 

省略することができます。希望方法については 31 ページをご覧下さい。

(2) 権限を有する官公署が発行した当該役員の住所又は居所が記載さ 
れた書面 
海外に住む外国人など住民基本台帳に記録されていない方の提出書類です。 
※外国語で作成されている場合は、翻訳人を明らかにした翻訳文を添付 
してください。 

－ 各１部 

⑥ 社員のうち 10 人以上の者の名簿 32 ページ １部 

⑦ 
法第 2 条第 2 項第 2 号及び法第 12 条第 1 項第 3 号に該当することを

確認したことを示す書面 
33 ページ １部 

⑧ 合併趣旨書 34 ページ ２部 

⑨ 合併の議決をした社員総会の議事録の謄本（コピー） 35 ページ １部 

⑩ 合併当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書 36 ページ ２部 

⑪ 合併当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書 37 ㌻以降 ２部 

⑫ 委任状：申請者(代表者)以外の代理人が申請書を提出する場合に必要 39 ページ １部 

[３] 合併の登記後の提出書類 

特定非営利活動法人の合併は、認証の決定を受けた日から２週間以内に、合併後存続する特

定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人の主たる事務所の所在地にお

いて登記をすることによって、その効力を生じます。（法第３９条、組合等登記令第８条） 

合併の登記が済んだら、遅滞なく川崎市市民活動推進課に合併登記完了の届出をしてく

ださい。届出時には、次の⑬～⑯の書類を提出してください。 
 

書類名 参考記載例 提出部数 

⑬ 設立(合併)登記完了届出書（第５号様式） 42 ページ １部 

⑭ 登記をしたことを証する登記事項証明書 ― １部 

⑮ 登記をしたことを証する登記事項証明書の写し（⑭のコピー) ― １部 

⑯ 合併時の財産目録 43 ページ ２部 

 
 
 

上記の申請書類、提出書類（⑭、⑮を除く。）の様式は、市ホームページからダウンロード
することができます。詳しくは、 
 
 

川崎市 合併に関する様式 
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第２０号様式  

 

 

合 併 認 証 申 請 書 

 

          年   月   日 

 

（宛先）川崎市長 

 

(甲) 主たる事務所の所在地  

      神奈川県川崎市川崎区△△１丁目２番３号 

 法人名称  特定非営利活動法人 ○○○○ 

 代表者氏名 ○○ ○○            

電話番号  ×××－□□□－△△△△ 

ＦＡＸ番号 ×××－□□□－△△△△ 

(乙) 主たる事務所の所在地  

      神奈川県川崎市幸区△△３丁目２番３号 

 法人名称  特定非営利活動法人 △△△△ 

 代表者氏名 △△ △△            

電話番号  ×××－□□□－△△△△ 

ＦＡＸ番号 ×××－□□□－△△△△ 

 

次のとおり合併することについて、特定非営利活動促進法第３４条第３項の認証を受けたいので、 

申請します。 

合 併 後 存 続 す る             

又は合併によって設立する 

特定非営利活動法人の名称 

 

 

特定非営利活動法人 △△△△ 

存続又は設立の別 合 併 後 存 続 ・ 合 併 に よ っ て 設 立 

代 表 者 の 氏 名             △△ △△ 

主たる事務所の所在地             神奈川県川崎市幸区△△３丁目２番３号 

定款に記載された目的             この法人は、○○に対して、○○に関する事業を 

備考 １ 合併後存続する又は合併によって設立する特定非営利活動法人の存続又は設立の別の欄については、 

該当するものを○で囲んでください。 
２ 主たる事務所の所在地は、町名及び番地まで記載してください。 
３ 次の書類（川崎市特定非営利活動促進法施行条例第９条第２項において準用する同条例第２条第２項 
ただし書の規定の適用を受ける場合にあっては、（５）の書類を除く。）を添付してください。 

（１）合併の議決をした社員総会の議事録の謄本 
（２）定款（２部） 
（３）役員名簿（２部） 
（４）各役員が特定非営利活動促進法第２０条各号に該当しないこと及び同法第２１条の規定に違反しない 

ことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本 
（５）各役員の住所又は居所を証する書面 
（６）社員のうち１０人以上の者の氏名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名）及び住所又は居所 

を記載した書面 
（７）特定非営利活動促進法第２条第２項第２号及び第１２条第１項第３号に該当することを確認したこと 

を示す書面 
（８）合併趣旨書（２部） 
（９）合併当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書（２部） 
（１０）合併当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書（２部） 

この記載例は｢合併後存

続｣の例なので、ここには

合併後存続する法人の名

称を記載します。 

施行規則で定まった様式です。

川崎市以外の様式では受理でき

ません。 

日付は空欄にし

てください。 

定款第３条をそのまま転記

してください。 
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 特定非営利活動法人制度に関する基本的な事項をＱ&Ａ形式にまとめたものですので、参

考にしてください。 
Ｑ 項   目 内        容 法 条例 規則 

  [総論]     
1 
 
 

特定非営利活動促
進法ができた背景 

 特定非営利活動促進法はどのような背景が
あって制定されたのか。 

   

2 法人格を得るとい
うこと 

 特定非営利活動法人として法人格を取得す
ることの意味は何か。 

  

3 法人認証事務の特
色 

 特定非営利活動法人の認証事務の特色はど
のような点にあるか。 

  

 [定義]     

4 不特定かつ多数の
ものの利益 

 「不特定かつ多数のものの利益の増進に寄
与する」とはどのような意味か。 

 2-1   

5 法人格取得の要件  特定非営利活動法人として法人格を取得す
るには、どのような団体でなければならない
のか。 

 2 
12-1 

  

6 主たる目的  特定非営利活動を行うことを「主たる目的」
としているかどうかはどのように判断するの
か。 

 2-2 
 

  

7 営利を目的としな
い 

特定非営利活動促進法でいう「営利を目的と
しないもの」とは、どのような意味なのか。 

 2-2-1 
  

  

8 社員の資格の得喪
に関する不当な条
件 

 「社員の資格の得喪に関して不当な条件を
付さないこと」とは、どのような意味か。 

 2-2-1   

 [その他の事業]       
9 その他の事業 「その他の事業」を行う場合に留意しなけ

ればならないことは何か。 
5   

 [事務所]       

10 
 

主たる事務所 「主たる事務所」とは、どのような場所を
いうのか。 

6 
 

  

 [設立認証申請]     
11 申請手続 法人の設立認証申請の手続きは、どのよう

にすればよいのか。 
10 2 2 

12 申請窓口 法人の設立認証申請は、どこに行えばよい
のか。 

9 
10-1 

2 
 

 

13 申請書の提出 申請書類の提出にあたって、留意すべきこ
とはあるか。 

10 2 2 

14 事業年度 事業年度は任意に決めることができるか。
また、事業年度の期間や開始時期は毎年変更
できるか。 

11-1   

 [公表・縦覧]     
15 公表・縦覧の方法 法でいう｢公表」や｢縦覧」は、具体的には

どのように行うのか。 
10-2  35 

 [認証の基準]     
16 審査基準 所轄庁はどのような基準で審査し、認証を

行うのか。また、所轄庁によって審査の基準
や運用が異なることはないのか。 

2-1,2 
12 
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Ｑ 項   目 内        容 法 条例 規則 

17 審査期間  設立の申請後、どのくらいで認証、不認証
が決定されるのか。 

10-2 
12-2 

   

 [登記]      
18 
 

登記の効力  特定非営利活動促進法において、「登記」は
どのような効力があるか。 

 7,13  4 

 [役員]     
19 
 

特定非営利活動
法人の役員 

特定非営利活動促進法では、役員の数や任
期、選任方法、権限、業務などについてどの
ように規定されているのか。 

15～24  5 

20 役員の資格  役員は誰でもなることができるのか。 20,21   

 [定款の変更]     

21 定款の変更手続 定款の変更を行う場合には、どのような手
続きが必要か。 

25、26 5 6～8 

 [会計]      

22  会計の原則  法人の会計は、どのようにすればよいのか。 27   

 [情報公開]      
23 法人の義務 法人が公開すべき書類は何か。 28   

24 所轄庁における
閲覧又は謄写 

 法人の提出書類について、所轄庁で閲覧又
は謄写（コピー）の請求をすることはできる
か。 

29,30 6,16 10,36
,37 

 [解散]     

25 解散手続  法人を解散する場合には、どのような手続
きをとればよいのか。また、その際の残余財
産の処理方法はどうなるのか。 

31～ 
32の8 

7 11～ 
16 

 [監督]     

26 報告及び検査の
要件 

 所轄庁が特定非営利活動法人に対して報告
や検査を求めるのはどのような場合か。また、
どのような方法で行うのか。 

41  38 

27 改善命令  改善命令とは何か。 42   

28 認証取消 所轄庁は、どのような場合に特定非営利活
動法人の設立の認証を取り消すことができる
のか。 

43   

 [税制]     

29  税制上の取扱い  特定非営利活動法人は、税法上どのように
扱われるのか。 

70,71 
附則 
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 [総論] 

 (特定非営利活動促進法ができた背景) 

Ｑ１ 特定非営利活動促進法はどのような背景があって制定されたのか。 

 

Ａ 福祉や環境、人権、国際協力など様々な分野で、地域社会の課題の解決に向け、ボラ

ンティア活動をはじめとする民間非営利活動が活発になっています。 
 これらの活動の主体の多くは任意団体であり法的な主体となれないことから、事務所

の賃貸など各種の契約や登記を行う場合、代表者個人の負担となるところが多くなるこ

とをはじめ、活動の幅や団体の規模が拡大するに伴い様々な活動上の不便が生じている

ことが指摘されてきました。 
 こうした団体が法人格を得るためには、平成 10 年当時、民法の公益法人制度があり

ましたが、財政基盤や組織としての実体が確実であることが必要とされており、基本財

産の額をはじめ、過去の実績、社員の数などが許可の際の判断基準となっているなど、

ボランティア活動をはじめとした民間の非営利活動を行う団体が法人格を取得すること

は、大変厳しいものといわれていました。 
 こうしたことから、活動を進める団体や市民から新たな法人制度の設立を求める声が

高まり、それに呼応して国会においても活発な議論が展開された結果、特定非営利活動

を行う団体が比較的簡便に法人を設立することができる制度として、平成 10年 3月に「特

定非営利活動促進法」が制定され、同年 12 月 1 日から施行されました。 
 なお、営利を目的としない団体が、より簡便に法人格を取得できる制度として、「一般

社団法人及び一般財団法人に関する法律」が制定され、平成 20 年 12 月から施行されま

した。 
【参考】一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 
 「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」は、法人格の取得と公益性の判断を

分離するという基本方針の下、営利を目的としない社団と財団について、法人が行う事

業の公益性の有無にかかわらず、登記のみによって簡便に法人格を取得できる制度です。 

詳しくは、以下の法務省のホームページ「一般社団法人及び一般財団法人制度のＱ＆

Ａ」をご覧ください。 〔アドレス https://www.moj.go.jp/MINJI/minji153.html〕 

 

(法人格を得るということ) 

Ｑ２ 特定非営利活動法人として法人格を取得することの意味は何か。 

 

Ａ 法人と任意団体との違いということでは次のように整理できます。 
  法人となりますとその法人が契約の主体となりますので、事務所等の賃貸借契約を結

ぶ、銀行から金銭を借入れるなどの各種契約や不動産の登記、金融機関の口座開設など

が法人名義でできることになります。 
  その一方で、法人として税を負担する、従業員を雇えば社会保険や労災保険に加入し

なければならないといったことも必要となります。このほか社会的信用を得るためには、

財務や事業の内容等、団体の情報を公開し透明性を確保する必要もありますし、解散の

際に残余財産がある場合は提供者には戻されず、特定非営利活動法人や他の公益を目的

とする法人、又は国や地方自治体に引き継がれるなど、公益的な活動を行う法人として

の様々な責任を負うことになります。 
このように法人格を取得し法律上の権利義務の主体となるということには大きな意

味がありますが、同時に様々な社会的責任や義務を負うということにもなります。 
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 (法人認証事務の特色) 

Ｑ３ 特定非営利活動法人の認証事務の特色はどのような点にあるか。 

 

Ａ 特定非営利活動促進法は、立法の過程で、行政の裁量が働かないように、従来の他の

法人格付与法では政令や省令などに委任しているような事項についても、必要な事項は

できる限り法律の中で規定するという姿勢で制定されたという経過があります。 
こうした立法におけるスタンスを前提として、設立の認証の審査に際しても、所轄庁

は、原則的には、法定の提出書類をもとに、法定の要件が備わっているかどうかを判断

するものと国会審議で確認されています。 
したがって、市でも、基本的には、提出された申請書類の記載内容を判断材料として、

法第 12 条による認証の基準に適合しているかどうかなどを確認し、適合すると認める

ときに認証の決定を行うということとなります。 
 
 [定義] 
 (不特定かつ多数のものの利益) 

Ｑ４ 「不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与する」とはどのような意味か。 

 

Ａ 「不特定かつ多数のものの利益」とは、いわゆる「公益」と同義であり、「社会全般

の利益」を指すものと解され、「不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを

目的とする」とは、受益者が特定されていてはならないことを意味します。 
したがって、「私益」(特定の個人や団体の利益)や、「共益」(構成員相互の利益)を目

的とする活動は受益者が特定されている活動となりますので、除かれるということです。 
例えば、同窓会や同好会などのような共益的な活動は、この「特定非営利活動」には

当たりません。また、「○○さんを救う活動」のように特定された個人のみを対象とし

た活動は、この要件には該当しないことになります。ただし、活動の現実的な受益者が、

事柄の性質上限定されたり、結果として少数であったとしても、活動の目的が「社会全

体の利益」と考えられるような場合には、この要件を満たすものといえるでしょう。(例
えば、「○○病患者を救う活動」を行っている場合で、現時点では、その活動の対象者

が少数であっても将来的に対象人員が広がる可能性があるような場合など。) 
なお、ここでいう「不特定かつ多数のものの利益」の要件の対象は、その団体の活動

の対象となる「受益者」のことであり、「社員」(団体の構成員として総会で議決権を有

する者)とは異なるものです。多くの団体においては、「会員」の名称の下で、一方では

「受益者」を意味すると同時に、他方では「社員」を意味する場合があることから、こ

の区別には十分な注意が必要です。 
「不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的」としているかどうかを

判断するにあたっては、提出された書類のうち、定款に記載された目的、特定非営利活

動の種類及びそれに係る事業の種類により確認し、それらが設立趣旨書や事業計画書、

活動予算書と整合がとれているか、等の観点から総合的に判断することとなります。 
 
 (法人格取得の要件) 

Ｑ５ 特定非営利活動法人として法人格を取得するには、どのような団体でなければな

らないのか。 
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Ａ 特定非営利活動法人として法人格が取得できる団体とは、第一に、特定非営利活動を行う

ことを「主たる目的」とする団体でなければなりません。(法第２条第２項本文) 

 第二に、次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としないものである必要

があります。(法第 2 条第 2 項第 1 号) 

 ① 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。 
 ② 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の 3 分の 1 以下であること。 

第三に、その行う活動が次のいずれにも該当する団体である必要があります。(法第 2
条第 2 項第 2 号) 

① 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的

とするものでないこと。 
②  政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするも

のでないこと。 
③ 特定の公職の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある

者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでない

こと。 
さらに、設立の認証にあたっては、上記の要件のほか次の点が審査されます。(法第 12

条第 1 項) 
① 設立の手続並びに申請書及び定款の内容が法令の規定に適合していること。 
② 暴力団でないこと、暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。）

若しくは暴力団の構成員でなくなった日から 5 年を経過しない者の統制の下にある

団体でないこと。 
③ 10 人以上の社員を有するものであること。 
 

 (主たる目的) 

Ｑ６ 特定非営利活動を行うことを「主たる目的」としているかどうかはどのように判

断するのか。 

 

Ａ 特定非営利活動を行うことを主たる目的としているかどうかの判断は、原則として申

請者が所轄庁に提出する申請書や定款、設立趣旨書、事業計画書、活動予算書等の書類

を審査することにより行います。したがって、申請者はこれらの提出書類に、何が「主

たる目的」であるかを所轄庁が判断できるよう具体的に記載する必要があります。 
所轄庁が、提出された個々の書類でどう判断するかについては、次のとおり整理され

ます。 
まず、設立趣旨書や定款上に記載されている目的やその団体が行う特定非営利活動の

種類、それに係る事業の種類などから、その団体が特定非営利活動を行うことを主たる

目的としているかどうかを審査します。 
次に、事業計画書からは、全体の事業量に占める主たる目的とする事業量がどの程度

か、活動の日数や人数、受益対象者の人数や対象範囲などにより審査します。 
また、活動予算書では、全体の事業費に占める主たる目的とする事業費の割合などに

ついて審査します。 
このように、所轄庁がその法人が特定非営利活動を「主たる目的」としているかどう

かを判断するにあたっては、活動の全体をみながら団体の目的や活動の種類が事業計画

書など個々の書類に反映されているかを書面で審査し、総合的に判断することとしてい

ます。 
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(営利を目的としない) 

Ｑ７ 特定非営利活動促進法でいう「営利を目的としないもの」とは、どのような意味

なのか。 

 

Ａ 「営利を目的としない」とは、活動によって得た利益を構成員で分配しないというこ

とを意味します。団体の活動で収益があった場合には、事業費や人件費、交通費などの

必要経費に充て、さらに剰余金（利益）が生じた場合、構成員（社員、正会員など）で

分けず、次年度の事業に使います。「営利を目的としない」とは、無償でサービス等を行

わなければならないという意味ではありません。 
ただし、職員の賃金について、類似の労働に対して得られる社会一般で妥当とされて

いる賃金と比較してあまりに高額な賃金を受けている場合は利益を分配していると判断

されることもあります。 
 

 (社員の資格の得喪に関する不当な条件) 

Ｑ８ 「社員の資格の得喪に関して不当な条件を付さないこと」とは、どのような意味

か。 

 
Ａ ｢社員の資格の得喪に関して不当な条件を付さないこと」とは、その団体の構成員とな

るための資格や条件、あるいは入会や退会の条件などが、不当なものであってはならな

いということです。社員の資格の得喪に関する事項は法第 11 条第 1 項により定款に記載

しなければならないこととなっていますので、具体的な判断は、提出された定款により

行うこととなります。 
この法の目的は「市民が行う自由な社会貢献活動」を促進することであって、できる

だけ多くの市民が本人の意思に基づき自由に入会、退会できるということが原則ですの

で、例えば信者以外の者を一切入会させないといったことは是認されないということに

なります。 
 
 [その他の事業] 

 (その他の事業) 

Ｑ９ 「その他の事業」を行う場合に留意しなければならないことは何か。 

 

Ａ 特定非営利活動法人は、①特定非営利活動に係る事業に支障がないこと、②利益を生

じたときは、特定非営利活動に係る事業のために使用すること、という2つの要件に違反

しない限りにおいて、特定非営利活動に係る事業以外の「その他の事業」を行うことが

認められています。(法第5条第1項) 

 この「その他の事業」とは、特定非営利活動に係る事業に充当するために利益をあげ

る目的で行う事業や、構成員のみを対象とした共益的な事業などが想定されますが、い

ずれの場合でも、特定非営利活動法人として、特定非営利活動が主たる目的となってい

る必要があります。（Ｑ６参照） 
また、特定非営利活動に係る事業の実施に必要な財産、資金等を圧迫するようなもの

は認められませんし、生じた利益を本来事業のために活用しないで構成員に分配するよ

うなことがあれば、営利を目的とした活動に該当するものと考えられ、法の規定に抵触

することとなります。 
 「その他の事業」に関する会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計から区分
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し、特別の会計として経理しなければならないものとされています。(法第5条第2項) 

したがって、「その他の事業」を行う場合には、日常の経理を区分するとともに、活動

予算書、活動計算書についても、特定非営利活動に係る事業と区分する必要があります。 

 なお、特定非営利活動促進法上の「特定非営利活動に係る事業」と「その他の事業」

との区分と、法人税法上の「収益事業」と「非収益事業」との区分は、概念が異なりま

す。 

 実施する事業が法人税法上の収益事業にあたるかどうかについては、課税担当窓口等

にご相談ください。 

  実施する事業が「特定非営利活動に係る事業」であったとしても、法人税法上の収益事業

にあたる場合は、法人税が課せられることになります。 
 
 [事務所] 

 (主たる事務所) 

Ｑ１０ 「主たる事務所」とは、どのような場所をいうのか。 

 

Ａ ｢主たる事務所」とは、法人の住所にあたるものです。 
なお、特定非営利活動法人は、主たる事務所及び従たる事務所に事業報告書等を備え置く

とともに、社員その他の利害関係人から請求があれば、正当な理由がある場合を除いて、事

業報告書等を閲覧させなければならず、そうした対応が可能な場所である必要がありますの

で、ご注意ください。 
 

 [設立認証申請] 

 (申請手続) 

Ｑ１１ 法人の設立認証申請の手続きは、どのようにすればよいのか。 

 

Ａ 法人の設立には、設立総会等の会議において、設立関係者により設立の意思を確認し

なければなりません。 

この会議では、設立趣旨、定款、役員の選任、設立当初の事業年度及び翌事業年度の

事業計画と活動予算、法第 2 条第 2 項第 2 号及び第 12 条第１項第３号に該当することの

確認等の事項を議案とし、審議したうえ、意思決定をする必要があります。 

この会議の決定に基づき作成された申請書と定款をはじめとする添付書類を所轄庁

である川崎市へ提出します。(法第 10 条第１項、条例第 2 条、規則第２条) 

なお、法人の設立認証の申請には、法及び施行条例・施行規則で定められた書類を提

出する必要があります。(５ページ参照) 

 

 (申請窓口) 

Ｑ１２ 法人の設立認証申請は、どこに行えばよいのか。 

 

Ａ 特定非営利活動法人の設立認証の申請は、所轄庁に行うため、川崎市内のみに事務所

がある場合には、川崎市長(窓口は市民活動推進課)宛てに行っていただきます。（所轄庁

については裏表紙参照） 

  ※ なお、県内で横浜市・川崎市・相模原市・藤沢市以外の市町村のみに事務所を設

置する場合、前４市を含む県内の２つ以上の市町村に事務所を設置する場合又は主
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たる事務所を県内に設置し他の都道府県にも事務所を設置する場合には、神奈川県

知事(窓口は、神奈川県政策局政策部ＮＰＯ協働推進課)宛てに申請を行っていただ

きます。 

 
 (申請書の提出) 

Ｑ１３ 申請書類の提出にあたって、留意すべきことはあるか。 

 

Ａ 川崎市では、申請書類の受理にあたって、まず、提出すべき書類が備わっており、記

載すべき事項が書かれているかということについて、形式的な確認をさせていただきま

す。その際、申請書類に形式的な不備があるような場合には、受理をしても不認証の決

定を行うこととなってしまいますので、書類を再度整えていただき、改めて提出してい

ただくこととしております。 

申請にあたっては、「設立認証申請書類提出チェックリスト」(6～7 ページ)をご活用

いただくなど、書類の内容について十分ご確認をお願いします。 

また、ご不明な点があれば、申請窓口となる市民文化局 コミュニティ推進部 市民活

動推進課において、お電話での問い合わせをお受けするとともに、ある程度の書類が整

った際には、面談による事前相談を行っておりますので、ご活用ください。(なお、ご

来庁いただく際には、あらかじめ市民活動推進課にご連絡いただき、日時の予約をお願

いします。) 
 
 (事業年度) 

Ｑ１４ 事業年度は任意に決めることができるか。また、事業年度の期間や開始時期は

毎年変更できるか。 

 

Ａ 事業年度の始期及び終期は、団体の意思に基づき定めることができますが、会計書類

の作成や税法その他の法体系が１年間を前提にしていることなどから、その期間につい

ては、１年間が原則と考えます。 

 なお、事業年度は定款に記載しなければなりませんので、ご注意ください。(法第 11
条第 1 項第 10 号) 

 事業年度の期間や開始時期の変更は、会計書類の作成に影響し、団体の活動状況や財

政状況を不明瞭とするため、設立時に慎重にご検討ください。 

 

[公表・縦覧] 

 (公表・縦覧の方法) 

Ｑ１５ 法でいう「公表」や「縦覧」は、具体的にはどのように行うのか。 

 

Ａ 法第 10 条第 2 項において、所轄庁は、設立認証の申請があった場合、遅滞なく、そ

の旨及び定款、役員名簿、設立趣旨書、事業計画書、活動予算書を「インターネット上

で公表」するとともに、２週間「縦覧」しなければならないと規定されています。  
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なお、「縦覧」は、かわさき情報プラザにて行い、次の書類を縦覧させます。(規則第

36 条) 
 【縦覧書類】(法第 10 条第 2 項) 
① 定款 
② 役員名簿（役員の住所・居所に係る記載を除く） 
③ 設立趣旨書 
④ 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書 
⑤ 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書 

 
  法第 10 条第 2 項は、定款変更の認証申請（法第 25 条第 5 項）の場合にも準用されて

おり、設立の認証申請の場合と同様の扱いとなります。 

 

[認証の基準] 

 (審査基準) 

Ｑ１６ 所轄庁はどのような基準で審査し、認証を行うのか。また、所轄庁によって審

査の基準や運用が異なることはないのか。 

 
Ａ 所轄庁は、認証の申請が以下の(1)～(4)に適合すると認めたときは、設立を認証しなけ

ればならないこととされています。(法第 12 条第 1 項) 
(1) 設立の手続並びに申請書及び定款の内容が法令の規定に適合していること。 
(2) 申請に係る特定非営利活動法人が次のいずれにも該当する団体であること。 

① 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること。 
② 営利を目的としないものであること。 
③ 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。 
④ 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の 3 分の 1 以下であること。 
⑤ その行う活動が宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成するこ

とを主たる目的とするものでないこと。 
⑥ その行う活動が政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主た

る目的とするものでないこと。 
⑦ その行う活動が特定の公職の候補者（当該候補者になろうとする者を含む。）若し

くは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的

とするものでないこと。 
(3) 申請に係る特定非営利活動法人が次に掲げる団体に該当しないものであること。 

  ① 暴力団 
  ② 暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。）若しくは暴力団の構

成員でなくなった日から 5 年を経過しない者の統制の下にある団体 
(4) 申請に係る特定非営利活動法人が 10 人以上の社員を有するものであること。 

 
以上のように、この法律では認証の基準が法文上明記されており、各所轄庁はその基準に

従って認証を行うので、所轄庁によって審査の基準や運用が大きく異なるものではありませ

ん。 
法第 12 条第 1 項は、定款変更の認証申請の場合にも準用されており（法第 25 条第 5

項）、設立の認証申請の場合と同様の扱いとなります。 
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 (審査期間) 

Ｑ１７ 設立の申請後、どのくらいで認証、不認証が決定されるのか。 

 

Ａ 所轄庁は、認証の申請書を受理した場合には、遅滞なく、認証又は不認証の決定がさ

れるまでの間、申請のあった年月日、定款、役員名簿（役員の住所・居所に係る記載を除

く）、設立趣旨書、事業計画書 2 事業年度分、活動予算書 2 事業年度分を市ホームページに

て公表するとともに、かわさき情報プラザにおいても 2週間縦覧します(法第 10条第 2項)。   

縦覧期間が終了した後、川崎市では 2 か月以内(申請から 2 か月と 2 週間以内)に認証

又は不認証の決定を行うこととなります。 

  法第 10 条第 2 項、第 12 条第 1 項は、定款変更の認証申請の場合にも準用されており

（法第 25 条第 5 項）、設立の認証申請の場合と同様の扱いとなります。 

 
 [登記] 

 (登記の効力) 

Ｑ１８ 特定非営利活動促進法において、「登記」はどのような効力があるか。 

 

Ａ 特定非営利活動法人は、「政令で定めるところにより、登記しなければならない」と規

定されています(法第 7 条第 1 項)。ここでいう「政令」とは、「組合等登記令」(昭和 39
年政令第 29 号。以下、「登記令」という。)を指し、登記事項や登記の方法などは、この

登記令の規定が適用されることとなります。なお、登記事項は次のとおりです。(登記令

第 2 条) 

① 目的及び業務 

② 名称 
③ 事務所の所在場所 
④ 代表権を有する者の氏名、住所及び資格 
⑤ 解散の事由を定めたときは、その事由 
⑥ 代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め 

特定非営利活動法人は、その主たる事務所の所在地において、設立の登記をすること

によって成立します (法第 13 条第 1 項) 。 

したがって、特定非営利活動法人としての法人格を取得するのは、設立登記の日から

であり、認証されても登記を行わない場合や、登記が認められない場合には、法人とし

て成立していないことになります。 

この設立の登記は、所轄庁の設立の認証後、2 週間以内に行う必要があります。(登記

令第 2 条第 1 項) 

また、登記完了後は遅滞なく、その登記事項証明書、登記事項証明書の写し及び成立

時の財産目録を添付した届出書を所轄庁に提出していただくことになります(法第 13 条

第 2 項)。 

 
なお、認証日から 6 か月を経過しても設立の登記をしない場合には、設立の認証の取

消対象になります。（法第 13 条第 3 項） 

登記事項は、登記の後でなければ、第三者に対抗することができないとされています 

(法第 7 条第 2 項)。例えば、役員変更が法人の内部で決定されていても、それが登記さ

れるまでは、登記上の役員が行った法律行為について、役員変更の事実を知り得なかっ

た第三者に対しては無効を主張することはできません。 
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 [役員] 

 (特定非営利活動法人の役員) 

Ｑ１９ 特定非営利活動促進法では、役員の数や任期、選任方法、権限、業務などにつ

いてどのように規定されているのか。 

 

Ａ 特定非営利活動法人は、法人の規模に関係なく役員として、理事 3 人以上及び監事 1

人以上を置く必要があり(法第 15 条)、理事又は監事の定数の 3 分の 1 を超える者が欠

けたときは遅滞なく補充しなければなりません (法第 22 条) 。 

役員の任期は、2 年以内において定款で定める期間とされています。ただし、再任す

ることもできます(法第 24 条)。役員の選任方法は法律で特に定められていませんが、

定款で定めておくのが一般的です。 

なお、役員の再任、新任、辞任、住所の異動など、役員に変更等があった場合には、

その内容を所轄庁に届け出る必要があります。(法第 23 条) 

理事は、法人の業務について、法人を代表するとされていますが、定款によりその代

表権を制限することができます(法第 16 条)。例えば、代表権を持つ理事を理事長に限

定するということがこれにあたります。この場合、理事長のみを登記することになりま

す。 

法人の業務の執行については、定款に特別の定めがないときは、理事の過半数で決定

されることとなっています。(法第 17 条) 

監事は、理事の業務執行の状況や財産の状況を監査するという責任があり、必要に応

じて社員総会又は所轄庁への報告、社員総会の招集等の権限が与えられています。これ

ら監事の権限及び業務については法第 18 条で定められており、理事とは異なり権限や

業務を制限することはできません。 

 
 (役員の資格) 

Ｑ２０ 役員は誰でもなることができるのか。 

 

Ａ 次に掲げる者は、役員になることができません。(法第 20 条) 

① 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

②  禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなく

なった日から２年を経過しない者 

③ この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定（同法第

32 条の 3 第 7 項及び第 32 条の 11 第 1 項の規定を除く。第 47 条第 1 号ハにおいて同

じ。）に違反したことにより、又は刑法（明治 40 年法律第 45 号）第 204 条、第 206
条、第 208 条、第 208 条の 2、第 222 条若しくは第 247 条の罪若しくは暴力行為等処

罰に関する法律（大正 15 年法律第 60 号）の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せ

られ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から 2 年を経

過しない者 

④ 暴力団の構成員等 

⑤ 第 43 条の規定により設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の

役員で、設立の認証を取り消された日から 2 年を経過しない者 

⑥ 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める

もの 
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また、未成年者であっても役員になることはできると解されますが、法律行為を行う

場合は法定代理人(親権者、後見人)の同意を必要(民法第 5 条)とすることなどから慎重

にご検討ください。 

役員については、このほか「役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者

若しくは３親等以内の親族が１人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び

３親等以内の親族が役員の総数の３分の１を超えて含まれることになってはならない」

(法第 21 条)と規定されています。 

（注） は血族を示す。

は姻族を示す。

③ 曽孫 配 ③

② 孫

③ 兄弟姉妹の子 配 ③

≪３親等以内の親族図≫

配 ②

①

兄弟姉妹 ②

子 配 ① 兄弟姉妹の子 ③

父母 ① 伯叔父母 ③

② 兄弟姉妹 配 ② 役員 配偶者

③ 伯叔父母 配 ③ ① 父母

③ 曽祖父母 曽祖父母 ③

祖父母 ②② 祖父母

 

 

 

 [定款の変更] 

 (定款の変更手続) 

Ｑ２１ 定款の変更を行う場合には、どのような手続きが必要か。 

 

Ａ 定款の変更は、定款で定めるところにより、社員総会の議決を経なければなりません。

そして、その議決は、定款に特別の定めがない限り、社員総数の 2 分の 1 以上が出席し

た総会で、出席者の 4 分の 3 以上の多数の議決を得ることが必要です。その後、変更し

た事項により、所轄庁への認証申請又は届出をすることになります。認証申請が必要と

なる変更事項については、所轄庁の認証がなければ定款変更の効力を生じないこととな

ります。(法第 25 条) 
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○所轄庁への認証申請が必要となる変更事項 
 

（1）目的 

 （2）名称 

（3）特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類 

（4）主たる事務所及びその他の事務所の所在地（所轄庁の変更を伴うものに限る。） 

（5）社員の資格の得喪に関する事項 

（6）役員に関する事項（役員の定数に係るものを除く。） 

（7）会議に関する事項 

（8）その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項 

（9）解散に関する事項（残余財産の帰属すべき者に係るものに限る。） 

（10）定款の変更に関する事項 
  

※所轄庁の変更を伴う定款変更の認証申請は、変更前の所轄庁を経由して、変更後の所轄庁へ提出していた

だきます。その際の申請書等の様式は、変更後の所轄庁の様式となります。 
 

○所轄庁への届出が必要となる変更事項 
 

（1）川崎市内における主たる事務所及びその他の事務所の移転・新設 

（2）役員の定数に係るもの 

（3）資産に関する事項 

（4）会計に関する事項 

（5）事業年度 

（6）解散に関する事項（残余財産の帰属すべき者に係るものを除く。） 

（7）公告の方法 

（8）法第 11 条第 1 項各号に規定がない事項(合併に関する事項、事務局に関する事項など) 
 

定款の変更については、登記が成立要件とされていませんので、登記を行わなくても

認証を受ければその効力は生じますが、登記事項に関する変更があった場合には、主た

る事務所の所在地において 2 週間以内に変更の登記を行うことが必要です。(法第 7 条、

登記令第 3 条)（Ｑ１８参照） 
 
 [会計] 

 (会計の原則) 

Ｑ２２ 法人の会計は、どのようにすればよいのか。 

 

Ａ 特定非営利活動法人の会計は、次の原則に従って、行わなければならないとされてい

ます。(法第 27 条)  
1 会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。 

正規の簿記の原則とは、一定の要件に従い正確な会計帳簿を作成し、その帳簿に基

づき財務諸表を作成することを指します。さらに、一定の要件とは、会計の全てが網

羅されていること、記録が検証可能な証拠資料に基づいていること、継続的・組織的

に行われていることを指します。 

2 計算書類（活動計算書及び貸借対照表）及び財産目録は、会計簿に基づいて活動に係

る事業の実績及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとすること。 

3 採用する会計処理の基準及び手続については、毎事業年度継続して適用し、みだりに

これを変更しないこと。 

また、その他の事業に関する会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計と区分

し、特別の会計として経理しなければならないこととなっています。(法第 5 条第 2 項) 
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あわせて、平成 23 年度に、内閣府において、特定非営利活動法人の会計について明確

化を図り、もって市民・特定非営利活動法人・所轄庁の三者にとって分かりやすい会計

のあり方を検討するための「特定非営利活動法人の会計の明確化に関する研究会」が開

催されました。その検討結果として計算書類等の考え方や様式例・記載例、作成上のチ

ェックポイントなどが盛り込まれた「特定非営利活動法人の会計の明確化に関する研究

会報告書」が平成 23 年 11 月に公表されました。 

この研究会報告書で示された基準は、市民に分かりやすい会計報告をめざし、法人特

有な事情を加味したものとして示されました。この基準を採用するかは法人の任意です

が、本案内の参考様式についてもこの研究会報告書を参考にしています。 

「特定非営利活動法人の会計の明確化に関する研究会報告書」は内閣府のホームペー

ジで公表されています。考え方や記載方法等の詳細はそちらをご覧ください。 

 

 

 [情報公開] 

 (法人の義務） 

Ｑ２３ 法人が公開すべき書類は何か。 

 

Ａ 特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの 3 月以内に、前事業年度の①～⑥に掲げる

書類（事業報告書等）を作成し、これらを、その作成の日から起算して 5 年が経過した

日を含む事業年度の末日までの間、主たる事務所及び従たる事務所に備え置かなければ

なりません。(法第 28 条第 1 項) 
  また、⑦～⑩に掲げる書類についても、主たる事務所及び従たる事務所に備え置かな

ければなりません。(法第 28 条第 2 項) 
① 事業報告書 
② 活動計算書 
③ 貸借対照表（別途、定款に定める方法による公告が必要です。） 
④ 財産目録 
⑤ 年間役員名簿(前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及び 

住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を 
記載した名簿) 

 ⑥ 前事業年度の末日における社員のうち 10 人以上の者の氏名及び住所又は居所 
を記載した書面 

⑦ 役員名簿 
⑧ 定款 
⑨ 認証に関する書類の写し 
⑩ 登記に関する書類の写し  
さらに、特定非営利活動法人は、その社員その他の利害関係人から上記①～⑩の書類

について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて､これを閲覧させ

なければなりません｡ただし、設立の直後（合併の直後）で①～⑥までの書類が作成され

るまでの間は、認証申請時の事業計画書及び活動予算書、法人成立時（合併時）の財産

目録を閲覧させることになります。(法第 28 条第 3 項) 
閲覧の拒否ができる「正当な理由」とは、休日や時間外の閲覧請求や、明らかに不法・

不当な目的による閲覧請求等、極めて限定的なものと考えられます。 
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(所轄庁における閲覧又は謄写) 

Ｑ２４ 法人の提出書類について、所轄庁で閲覧又は謄写（コピー）の請求をすること

はできるか。 

 

Ａ 所轄庁は、法人から提出を受けた、過去５年分の事業報告書等（事業報告書、活動計

算書、貸借対照表、財産目録、年間役員名簿、社員名簿）、役員名簿又は定款等（定款、

その認証及び登記に関する書類の写し）について、閲覧又は謄写の請求があった場合に

は、これを閲覧又は謄写させなければならないと定められています(法第 30 条)。 
川崎市では、市内のみに事務所を置く法人の上記書類について、かわさき情報プラザにお

いて閲覧又は謄写することができます。ただし、個人の住所又は居所に係る記載は除きます。 
 
 [解散] 

 (解散手続) 

Ｑ２５ 法人を解散する場合には、どのような手続きをとればよいのか。また、その際

の残余財産の処理方法はどうなるのか。 

 

Ａ 特定非営利活動法人は、次に掲げる事由によって解散します。(法第 31 条第 1 項) 
① 社員総会の決議 
② 定款で定めた解散事由の発生 
③ 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 
④ 社員の欠亡 
⑤ 合併 
⑥ 破産手続開始の決定 
⑦ 法第 43 条の規定による設立の認証の取消し 

このうち、③の「目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能」を事由とする

解散については、所轄庁の認定がなければ効力を生じません。(同条第 2 項) 
なお、法人が解散した場合、その法人は清算法人となり、清算の目的の範囲内におい

て、清算の結了まで存続するものとみなされます。(法第 31 条の 4) 
清算事務の執行にあたる者を清算人と呼び、その主な職務は、次のとおりです。 

(法第 31 条第 4 項、法第 31 条の 9) 
・ 解散事由が①、②、④、⑥の場合には、所轄庁へその旨の届出 
・ 現務の結了(現に継続中の事務を完了させること) 
・ 債権の取立て及び債務の弁済 
・ 残余財産の引渡し 

清算人は、破産手続開始の決定による解散を除き、原則として理事が就任します。た

だし、定款又は総会の決議で別に定めることも可能です。(法第 31 条の 5) 
 

また、残余財産の帰属先は、合併及び破産手続開始の決定の場合を除き、法第 32 条で

次のとおり決められます。 
(1) 所轄庁に対する清算結了の届出(法第 32 条の 3)の時に、定款で定めた者に帰属しま

す。なお、その場合、次の①～⑥のうちから選定すべきことが義務づけられていま

す。（法第 11 条第 3 項） 
① 特定非営利活動法人 
② 国又は地方公共団体 
③ 公益社団法人又は公益財団法人 

121



 

④ 私立学校法第 3 条に規定する学校法人 
⑤ 社会福祉法第 22 条に規定する社会福祉法人 
⑥ 更生保護事業法第 2 条第 6 項に規定する更生保護法人 

(2) 定款に残余財産の帰属すべき者に関する規定がないときは、清算人は、所轄庁の認

証を得て、その財産を国又は地方公共団体に譲渡することができます。 
(3) (1)、(2)の方法により処分されない財産は、国庫に帰属します。 

 
 [監督] 

 (報告及び検査の要件) 

Ｑ２６ 所轄庁が特定非営利活動法人に対して報告や検査を求めるのはどのような場合

か。また、どのような方法で行うのか。 

 

Ａ 所轄庁が特定非営利活動法人に報告や検査を求めることができるのは、特定非営利活動法

人が、 
① 法令に違反する疑いがあると認められる「相当な理由」があるとき、 
② 法令に基づいてする行政庁の処分に違反する疑いがあると認められる「相当な

理由」があるとき、 
③ 定款に違反する疑いがあると認められる「相当な理由」があるとき、 

 となっています。(法第 41 条) 
このように、単なる違反の｢疑い」だけではなく、｢疑い」があると認められる｢相当な

理由｣がある場合には、報告、検査をすることができるとされています。 
この｢相当な理由｣とは、客観的にみて十分に違反の疑いがあると考えるだけの事実、

根拠のこととされています。 
ここでいう法令とは本法を含む全ての法令のことで、②の行政庁の処分とは、法第 42

条の改善命令のほかに、特定非営利活動法人が行う事業についての関係法令に基づく行

政庁の処分も含みます。 
この規定による「報告」とは、所轄庁が特定非営利活動法人に対して、本法で作成、

提出等が義務づけられている貸借対照表、財産目録等の書類やその他必要な書類の提出

を求めたり、その内容に関する説明を求めることを言います。また、「検査」とは、所轄

庁の職員が、対象となる特定非営利活動法人の事務所、その他の施設に立ち入り、その

業務又は財産の状況や、帳簿、書類その他の物件を検査することを言います。 
なお、検査をする職員は「相当な理由」を記載した書面を特定非営利活動法人の役員

等に提示することとなっているほか、その身分を示す証明書を携帯し関係者に提示する

こととなっています。 
 

 (改善命令) 

Ｑ２７ 改善命令とは何か。 

 
Ａ 所轄庁は、特定非営利活動法人がその活動の実態等において認証の基準を満たしてい

ないと認めるときその他法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、

又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該特定非営利活動法人に対し、期

限を定めて、その改善のために必要な措置を採るべきことを命ずることができます(法第

42 条)。これがいわゆる「改善命令」です。 
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 (認証取消) 

Ｑ２８ 所轄庁は、どのような場合に特定非営利活動法人の設立の認証を取り消す

ことができるのか。 

 
Ａ 所轄庁は、特定非営利活動法人が、次の 2 つの事由に該当すると認めるときには、設

立の認証を取り消すことができるとされています。(法第 43 条第 1 項) 
まず、改善命令をしたにもかかわらず、これに違反した場合であって、かつ、その他

の方法により監督の目的を達することができないときには取消を行うことができます。 
このように、取消にあたっては、改善命令を行うことを原則としていますが、例外的

な場合として、法令に違反した場合であって、改善命令によってはその改善を期待する

ことができないことが明らかであり、かつ、他の方法により監督の目的を達することが

できないときは、改善命令を経ないでも、当該特定非営利活動法人の設立の認証を取り

消すことができます。(法第 43 条第 2 項) 
次に、3 年にわたって、事業報告書等の提出を行なわない場合も取消を行うことがで

きるとされています。(法第 43 条第 1 項) 
  なお、設立の認証を受けた者が、設立の認証があった日から 6 か月を経過しても設立

の登記をしない場合にも、設立の認証を取り消すことができます。（法第 13 条第 3 項） 
 
 [税制] 

 (税制上の取扱い) 

Ｑ２９ 特定非営利活動法人は、税制上どのように扱われるのか。 

 

Ａ 法人税及び法人事業税については、法人税法上の収益事業(法人税法施行令第 5 条第 1
項に掲げられている 34 業種。以下同じ。)の所得に対しては課税されますが、それ以外

の事業の所得は非課税となっています。※34 業種については、153 ページを参照。 

法人住民税(県民税・市民税)については、法人税法上の収益事業を行っている場合に

は均等割と法人税割が課税され、法人税法上の収益事業を行っていない場合には均等割

のみが課税されます。 

なお、川崎市では、法人税法上の収益事業を行っていない法人については、法人から

の申請により、市民税の均等割を減免する制度があります。（この減免を受けるためには

納期限〔４月３０日〕までに申請書を提出することが必要です。） 

神奈川県の県民税の均等割についても、川崎市と同様な取扱いを行っています。 

詳細については、①法人税については税務署、②法人の県民税・事業税については県

税事務所、③法人市民税についてはかわさき市税事務所法人課税課にご確認ください。 

  また、認定特定非営利活動法人は、法人税の軽減措置である「みなし寄附金」を利用

できます。これは、収益事業から得た利益を非収益事業に使用した場合に、この分を寄

附金とみなし、一定の範囲で損金算入できる制度で、認定特定非営利法人自身の法人税

が軽減されます。 

  このほか、認定特定非営利活動法人、特例認定特定非営利活動法人、指定特定非営利

活動法人への寄附者には、寄附金控除等の税制上の優遇措置があります。 
 税制上の優遇措置の概要 

認定 ①寄附者の所得税・個人住民税の軽減（寄附金額の最大約 50％） 
②寄附した法人の法人税の軽減、③相続税の軽減、④認定特定非営利活動法人の法人税の軽減 

特例認定 ①寄附者の所得税・個人住民税の軽減（寄附金額の最大約 50％） 
②寄附した法人の法人税の軽減 

指定 ①寄附者の個人住民税の軽減（市の指定：寄附金額の約 8％、県の指定：寄附金額の約 2％）  
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 特定非営利活動促進法では、違反行為に対し罰則規定が定められています。 
 以下に列記しているのは、特定非営利活動法人（認定・特例認定特定非営利活動法人を除く。）に係る

違反行為です。 
 
１ ５０万円以下の罰金注１に処せられる者 ＜法第７８条・第７９条＞ 
 
  ■ 正当な理由がなく、改善命令注２に違反して当該命令に係る措置を採らなかった者（法第４２条違反） 
  ■ 法人（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。）の代表者若しくは管理人又

は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が改善命令に違反をしたときは、その行為者及

びその法人又は人（法第４２条違反） 
 
２ ２０万円以下の過料注１に処せられる場合 ＜法第８０条＞ 
 
  ■ 次のいずれかに該当する場合、法人の理事、監事又は清算人には２０万円以下の過料に処せられる

ことがあります。 
   (1) 組合等登記令に違反して、登記することを怠ったとき。（法第７条第１項違反） 
  (2) 法人成立時（合併時）に作成する財産目録を法人の主たる事務所及び従たる事務所に備え置かず、

又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。（法第１４条及び法第３９条

第２項違反） 
(3) 役員の変更等があったとき、所轄庁に届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。（法第２３条第１項

違反） 
(4) 定款の変更（所轄庁の認証を受けなければならない事項に係るものを除く。）をしたとき、所轄

庁に届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。（法第２５条第６項違反） 
 (5) 毎事業年度初めの３か月以内に作成する前事業年度の事業報告書、計算書類（活動計算書及び貸

借対照表）、財産目録、年間役員名簿及び前事業年度の末日における社員のうち１０人以上の者の

氏名及び住所又は居所を記載した書面（以下、｢事業報告書等｣という。）をその作成の日から起算

して５年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、法人の主たる事務所及び従たる事務所に備

え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。（法第２８条第

１項違反） 
(6) 役員名簿並びに定款等（定款並びにその認証及び登記に関する書類の写し。）を法人の主たる事

務所及び従たる事務所に備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載

をしたとき。（法第２８条第２項違反） 
(7) 定款の変更に係る登記をしたとき、所轄庁に提出しなければならない当該登記事項証明書の提出

を怠ったとき。（法第２５条第７項違反） 
(8) 毎事業年度１回、所轄庁に提出しなければならない事業報告書等の提出を怠ったとき。（法第２９

条違反） 
(9) 法人がその債務を完済することができなくなったにもかかわらず、理事が、直ちに裁判所に破産

手続開始の申立てをしなかったとき。(法第３１条の３第２項違反) 
(10) 清算中に法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったにもかかわらず、

清算人が、直ちに裁判所に破産手続開始の申立てをしなかったとき。（法第３１条の１２第１項違反） 
(11) 前事業年度の貸借対照表の作成後遅滞なく、定款に掲げる方法により、公告せず、又は不正の公告をし

たとき。（法第２８条の２第１項違反） 
(12) 清算人が債権者に対し、２か月以上の定めた期間内に債権の申出をすべきことの催告について、

解散した後、遅滞なく、公告をせず、又は不正の公告をしたとき。（法第３１条の１０第１項違反） 
(13) 清算人が裁判所に破産手続開始の申立てをしたことの公告をせず、又は不正の公告をしたとき。

（法第３１条の１２第１項違反） 
(14) 合併の認証があったとき、通知のあった日から２週間以内に、合併する各法人で作成し主たる事

務所及び従たる事務所に備え置かなければならない貸借対照表及び財産目録を作成せず、又はこれ

に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。（法第３５条第１項違反） 
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(15) 合併の認証があったとき、通知のあった日からから２週間以内に、債権者に対し合併に異議があ

れば２か月以上の定めた期間内に述べるべきことを公告せず、かつ、判明している債権者に対して

は、各別にこれを催告しなかったとき。（第３５条第２項違反） 
(16) 合併について債権者が異議を述べたとき、法人が弁済せず、若しくは相当の担保を供さず、又は

その債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当

の財産を信託しなかったとき。（法第３６条第２項違反） 
 (17)  法第４１条第１項の規定注3による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による

検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。（法第４１条第１項違反） 
 
２ １０万円以下の過料に処せられる場合 ＜法第８１条＞  

■ 名称に「特定非営利活動法人」又はこれに紛らわしい文字を用いた特定非営利活動法人以外の者（法

第４条違反） 

 
注１ 罰金と過料 

  罰金とは刑罰の一種で、行為者から強制的に金銭を取り立てるものです。刑法第 15 条に 1 万円以上

と定められています。 
過料とは制裁にあたる金銭罰で刑罰ではありません。法令上の義務違反、又は行政上の義務の履行を

強制する手段として課せられるものです。 
刑罰の一つに科料(千円以上１万円未満)がありますが、過料と同じく「かりょう」と発音するため過

料を「あやまちりょう」、科料を「とがりょう」と呼んで区別することがあります。 
 
注２ 改善命令（法第４２条） 

所轄庁は、法人が次に該当すると認めるとき、当該法人に対し、期限を定めてその改善のため、法人

に対して必要な措置を採ることを命ずることができます。 
＊法第２条第２項に掲げる特定非営利活動法人の要件（※１）を欠く、法第１２条第１項第３号に掲

げる団体（※２）に該当する、法人の社員が１０人を欠く、これらに至ったと認めるとき。 
＊法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反したとき。 
＊法人運営が著しく適正を欠くとき。 

 

注３ 法第４１条第１項の規定 

  法人が、法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反する疑いがあると認められる相当な

理由があるときは、所轄庁は法人に対し次のことができます。 
  ＊法人の業務若しくは財産の状況に関し報告をさせること。 
  ＊法人の事務所やその他の施設に立ち入り、法人の業務、財産の状況・帳簿・書類その他の物件を検

査すること。 
 
（※１）法第２条第２項に掲げる特定非営利活動法人の要件【法抜粋】 

一 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としないものであること。 

イ 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。 

ロ 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の三分の一以下であること。 

二 その行う活動が次のいずれにも該当する団体であること。 

イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと。 

ロ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。 

ハ 特定の公職の候補者（当該候補者になろうとする者を含む。）若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに

反対することを目的とするものでないこと。 

 

（※２）法第１２条第１項第３号に掲げる団体【法抜粋】 

一 暴力団 

二 暴力団又はその構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から五年を経過しない者の統制の下にある団体 
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○ 特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号） 

第１章 総則 

（目的）  

第１条 この法律は、特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること並びに運営組織及び事業活動が適正であって

公益の増進に資する特定非営利活動法人の認定に係る制度を設けること等により、ボランティア活動をはじめとする

市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを

目的とする。 

（定義）  

第２条 この法律において「特定非営利活動」とは、別表に掲げる活動に該当する活動であって、不特定かつ多数のも

のの利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。  

２ この法律において「特定非営利活動法人」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれ

にも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。  

一 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としないものであること。 

イ 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。 

ロ 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の三分の一以下であること。 

二 その行う活動が次のいずれにも該当する団体であること。 

イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと。 

ロ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。 

ハ 特定の公職（公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３条に規定する公職をいう。以下同じ。）の候補者

（当該候補者になろうとする者を含む。以下同じ。）若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこ

れらに反対することを目的とするものでないこと。 
３ この法律において「認定特定非営利活動法人」とは、第４４条第１項の認定を受けた特定非営利活動法人をいう。 
４ この法律において「特例認定特定非営利活動法人」とは、第５８条第１項の特例認定を受けた特定非営利活動法人

をいう。 
 

第２章 特定非営利活動法人  

第１節 通則  

（原則）  

第３条 特定非営利活動法人は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行ってはならない。  

２ 特定非営利活動法人は、これを特定の政党のために利用してはならない。  

（名称の使用制限）  

第４条 特定非営利活動法人以外の者は、その名称中に、「特定非営利活動法人」又はこれに紛らわしい文字を用いては

ならない。  

（その他の事業）  

第５条 特定非営利活動法人は、その行う特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、当該特定非営利活動に係る事

業以外の事業（以下「その他の事業」という。）を行うことができる。この場合において、利益を生じたときは、こ

れを当該特定非営利活動に係る事業のために使用しなければならない。   
２ その他の事業に関する会計は、当該特定非営利活動法人の行う特定非営利活動に係る事業に関する会計から区分し、

特別の会計として経理しなければならない。  

（住所）  

第６条 特定非営利活動法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。  

（登記）  

第７条 特定非営利活動法人は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。  

２ 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することがで

きない。  

（一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用） 

第８条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成１８年法律第４８号）第７８条の規定は、特定非営利活動

法人について準用する。 

付           録 
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（所轄庁）  

第９条 特定非営利活動法人の所轄庁は、その主たる事務所が所在する都道府県の知事（その事務所が一の指定都市（地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１９第１項の指定都市をいう。以下同じ。）の区域内のみに所在

する特定非営利活動法人にあっては、当該指定都市の長）とする。  

第２節 設立  

（設立の認証）  

第１０条 特定非営利活動法人を設立しようとする者は、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、次に掲

げる書類を添付した申請書を所轄庁に提出して、設立の認証を受けなければならない。  

一 定款  

二 役員に係る次に掲げる書類 

イ 役員名簿（役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿をいう。以下同

じ。） 

ロ 各役員が第２０条各号に該当しないこと及び第２１条の規定に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾す

る書面の謄本 

ハ 各役員の住所又は居所を証する書面として都道府県又は指定都市の条例で定めるもの 

三 社員のうち十人以上の者の氏名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名）及び住所又は居所を記載した書

面  

四 第２条第２項第２号及び第１２条第１項第３号に該当することを確認したことを示す書面  

五 設立趣旨書  

六 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本  

七 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書  

八 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書（その行う活動に係る事業の収益及び費用の見込みを記載した

書類をいう。以下同じ。）  

２ 所轄庁は、前項の認証の申請があった場合には、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項をインターネットの利用そ

の他の内閣府令で定める方法により公表するとともに、同項第一号、第二号イ、第五号、第七号及び第八号に掲げる

書類（同項第二号イに掲げる書類については、これに記載された事項中、役員の住所又は居所に係る記載の部分を除

いたもの。第二号において「特定添付書類」という。）を、申請書を受理した日から二週間、その指定した場所にお

いて公衆の縦覧に供しなければならない。 

 一 申請のあった年月日 

 二 特定添付書類に記載された事項 

３ 前項の規定による公表は、第十二条第一項の規定による認証又は不認証の決定がされるまでの間、行うものとする。 

４ 第一項の規定により提出された申請書又は当該申請書に添付された同項各号に掲げる書類に不備があるときは、当

該申請をした者は、当該不備が都道府県又は指定都市の条例で定める軽微なものである場合に限り、これを補正する

ことができる。ただし、所轄庁が当該申請書を受理した日から一週間を経過したときは、この限りでない。 

 

（定款）  

第１１条 特定非営利活動法人の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。  

一 目的  

二 名称  

三 その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類  

四 主たる事務所及びその他の事務所の所在地  

五 社員の資格の得喪に関する事項  

六 役員に関する事項  

七 会議に関する事項  

八 資産に関する事項  

九 会計に関する事項  

十 事業年度  

十一 その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項  

十二 解散に関する事項  

十三 定款の変更に関する事項  
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十四 公告の方法  

２ 設立当初の役員は、定款で定めなければならない。  

３ 第１項第１２号に掲げる事項中に残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、特定非営利

活動法人その他次に掲げる者のうちから選定されるようにしなければならない。  

一 国又は地方公共団体  

二 公益社団法人又は公益財団法人 

三 私立学校法 （昭和２４年法律第２７０号）第３条 に規定する学校法人  

四 社会福祉法 （昭和２６年法律第４５号）第２２条 に規定する社会福祉法人  

五 更生保護事業法 （平成７年法律第８６号）第２条第６項 に規定する更生保護法人  

（認証の基準等）  

第１２条 所轄庁は、第１０条第１項の認証の申請が次の各号に適合すると認めるときは、その設立を認証しなければ

ならない。  

一 設立の手続並びに申請書及び定款の内容が法令の規定に適合していること。  

二 当該申請に係る特定非営利活動法人が第２条第２項に規定する団体に該当するものであること。  

三 当該申請に係る特定非営利活動法人が次に掲げる団体に該当しないものであること。 

イ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する

暴力団をいう。以下この号及び第４７条第６号において同じ。） 

ロ 暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。以下この号において同じ。）若しくは暴力団の構

成員でなくなった日から五年を経過しない者（以下「暴力団の構成員等」という。）の統制の下にある団体 

四 当該申請に係る特定非営利活動法人が十人以上の社員を有するものであること。  

２ 前項の規定による認証又は不認証の決定は、正当な理由がない限り、第１０条第２項の期間を経過した日から二月

（都道府県又は指定都市の条例でこれより短い期間を定めたときは、当該期間）以内に行わなければならない。   
３ 所轄庁は、第一項の規定により認証の決定をしたときはその旨を、同項の規定により不認証の決定をしたときはそ

の旨及びその理由を、当該申請をした者に対し、速やかに、書面により通知しなければならない。  

（意見聴取等）  

第１２条の２ 第４３条の２及び第４３条の３の規定は、第１０条第１項の認証の申請があった場合について準用する。  

（成立の時期等）  

第１３条 特定非営利活動法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。  

２ 特定非営利活動法人は、前項の登記をしたときは、遅滞なく、当該登記をしたことを証する登記事項証明書及び次

条の財産目録を添えて、その旨を所轄庁に届け出なければならない。 
３ 設立の認証を受けた者が設立の認証があった日から六月を経過しても第１項の登記をしないときは、所轄庁は、設

立の認証を取り消すことができる。  

（財産目録の作成及び備置き） 

第１４条 特定非営利活動法人は、成立の時に財産目録を作成し、常にこれをその事務所に備え置かな          

ければならない。 

第３節 管理  

（通常社員総会） 

第１４条の２ 理事は、少なくとも毎年一回、通常社員総会を開かなければならない。 

（臨時社員総会） 

第１４条の３ 理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時社員総会を招集することができる。 

２ 総社員の五分の一以上から社員総会の目的である事項を示して請求があったときは、理事は、臨時社員総会を招集

しなければならない。ただし、総社員の五分の一の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。 

（社員総会の招集） 

第１４条の４ 社員総会の招集の通知は、その社員総会の日より少なくとも五日前に、その社員総会の目的である事項

を示し、定款で定めた方法に従ってしなければならない。 

（社員総会の権限） 

第１４条の５ 特定非営利活動法人の業務は、定款で理事その他の役員に委任したものを除き、すべて社員総会の決議

によって行う。 

（社員総会の決議事項） 

第１４条の６ 社員総会においては、第１４条の４の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をする
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ことができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。 

（社員の表決権） 

第１４条の７ 各社員の表決権は、平等とする。 

２ 社員総会に出席しない社員は、書面で、又は代理人によって表決をすることができる。 

３ 社員は、定款で定めるところにより、前項の規定に基づく書面による表決に代えて、電磁的方法（電子情報処理組

織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものをいう。第２８条の２第１

項第３号において同じ。）により表決をすることができる。 

４ 前３項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。 

（表決権のない場合） 

第１４条の８ 特定非営利活動法人と特定の社員との関係について議決をする場合には、その社員は、表決権を有しな

い。 

（社員総会の決議の省略） 
第１４条の９ 理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全

員が書面又は電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られ

る記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。）により同意

の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。 
２ 前項の規定により社員総会の目的である事項の全てについての提案を可決する旨の社員総会の決議があったものと

みなされた場合には、その時に当該社員総会が終結したものとみなす。 

（役員の定数）  

第１５条 特定非営利活動法人には、役員として、理事三人以上及び監事一人以上を置かなければならない。  

（理事の代表権）  

第１６条 理事は、すべて特定非営利活動法人の業務について、特定非営利活動法人を代表する。ただし、定款をもっ

て、その代表権を制限することができる。  

（業務の執行）  

第１７条 特定非営利活動法人の業務は、定款に特別の定めのないときは、理事の過半数をもって決する。  

（理事の代理行為の委任） 

第１７条の２ 理事は、定款又は社員総会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委

任することができる。 

（仮理事） 

第１７条の３ 理事が欠けた場合において、業務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、所轄庁は、

利害関係人の請求により又は職権で、仮理事を選任しなければならない。 

（利益相反行為） 

第１７条の４ 特定非営利活動法人と理事との利益が相反する事項については、理事は、代表権を有しない。この場合

においては、所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で、特別代理人を選任しなければならない。 

（監事の職務）  

第１８条 監事は、次に掲げる職務を行う。  

一 理事の業務執行の状況を監査すること。  

二 特定非営利活動法人の財産の状況を監査すること。  

三 前２号の規定による監査の結果、特定非営利活動法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に

違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを社員総会又は所轄庁に報告すること。  

四 前号の報告をするために必要がある場合には、社員総会を招集すること。  

五 理事の業務執行の状況又は特定非営利活動法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。  

（監事の兼職禁止）  

第１９条 監事は、理事又は特定非営利活動法人の職員を兼ねてはならない。  

（役員の欠格事由）  

第２０条 次の各号のいずれかに該当する者は、特定非営利活動法人の役員になることができない。  

一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しな

い者  

三 この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定（同法第３２条の３第７項及び第３２
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条の１１第１項の規定を除く。第４７条第１号ハにおいて同じ。）に違反したことにより、又は刑法（明治４０年

法律第４５号）第２０４条、第２０６条、第２０８条、第２０８条の２、第２２２条若しくは第２４７条の罪若し

くは暴力行為等処罰に関する法律（大正１５年法律第６０号）の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、そ

の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者  

四 暴力団の構成員等 

五 第４３条の規定により設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消

された日から二年を経過しない者  

六 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの  

（役員の親族等の排除）  

第２１条 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が一人を超えて含まれ、

又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の三分の一を超えて含まれることになってはな

らない。  

（役員の欠員補充）  

第２２条 理事又は監事のうち、その定数の三分の一を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければなら

ない。  

（役員の変更等の届出） 

第２３条 特定非営利活動法人は、その役員の氏名又は住所若しくは居所に変更があったときは、遅滞なく、変更後の

役員名簿を添えて、その旨を所轄庁に届け出なければならない。   
２ 特定非営利活動法人は、役員が新たに就任した場合（任期満了と同時に再任された場合を除く。）において前項の届

出をするときは、当該役員に係る第１０条第１項第２号ロ及びハに掲げる書類を所轄庁に提出しなければならない。  

（役員の任期）  

第２４条 役員の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。ただし、再任を妨げない。  

２ 前項の規定にかかわらず、定款で役員を社員総会で選任することとしている特定非営利活動法人にあっては、定款

により、後任の役員が選任されていない場合に限り、同項の規定により定款で定められた任期の末日後最初の社員総

会が終結するまでその任期を伸長することができる。  

（定款の変更）  

第２５条 定款の変更は、定款で定めるところにより、社員総会の議決を経なければならない。  

２ 前項の議決は、社員総数の二分の一以上が出席し、その出席者の四分の三以上の多数をもってしなければならない。

ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。  

３ 定款の変更（第１１条第１項第１号から第３号まで、第４号（所轄庁の変更を伴うものに限る。）、第５号、第６

号（役員の定数に係るものを除く。）、第７号、第１１号、第１２号（残余財産の帰属すべき者に係るものに限る。）

又は第１３号に掲げる事項に係る変更を含むものに限る。）は、所轄庁の認証を受けなければ、その効力を生じない。 

４ 特定非営利活動法人は、前項の認証を受けようとするときは、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、

当該定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本及び変更後の定款を添付した申請書を、所轄庁に提出しなければ

ならない。この場合において、当該定款の変更が第１１条第１項第３号又は第１１号に掲げる事項に係る変更を含む

ものであるときは、当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び活動予算書を併せて添付

しなければならない。  
５ 第１０条第２項から第４項まで及び第１２条の規定は、第３項の認証について準用する。 
６ 特定非営利活動法人は、定款の変更（第３項の規定により所轄庁の認証を受けなければならない事項に係るものを

除く。）をしたときは、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、遅滞なく、当該定款の変更を議決した

社員総会の議事録の謄本及び変更後の定款を添えて、その旨を所轄庁に届け出なければならない。  

７ 特定非営利活動法人は、定款の変更に係る登記をしたときは、遅滞なく、当該登記をしたことを証する登記事項証

明書を所轄庁に提出しなければならない。 

第２６条 所轄庁の変更を伴う定款の変更に係る前条第４項の申請書は、変更前の所轄庁を経由して変更後の所轄庁に

提出するものとする。  

２ 前項の場合においては、前条第４項の添付書類のほか、第１０条第１項第２号イ及び第４号に掲げる書類並びに直

近の第２８条第１項に規定する事業報告書等（設立後当該書類が作成されるまでの間は第１０条第１項第７号の事業

計画書、同項第８号の活動予算書及び第１４条の財産目録、合併後当該書類が作成されるまでの間は第３４条第５項

において準用する第１０条第１項第７号の事業計画書、第３４条第５項において準用する第１０条第１項第８号の活

動予算書及び第３５条第１項の財産目録）を申請書に添付しなければならない。   
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３ 第１項の場合において、当該定款の変更を認証したときは、所轄庁は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、

変更前の所轄庁から事務の引継ぎを受けなければならない。  

（会計の原則）  

第２７条 特定非営利活動法人の会計は、この法律に定めるもののほか、次に掲げる原則に従って、行わなければなら

ない。  

一 削除  

二 会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。  

三 計算書類（活動計算書及び貸借対照表をいう。次条第１項において同じ。）及び財産目録は、会計簿に基づいて

活動に係る事業の実績及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとすること。  

四 採用する会計処理の基準及び手続については、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。  

（事業報告書等の備置き等及び閲覧）  

第２８条 特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの三月以内に、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、

前事業年度の事業報告書、計算書類及び財産目録並びに年間役員名簿（前事業年度において役員であったことがある

者全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿をい

う。）並びに前事業年度の末日における社員のうち十人以上の者の氏名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏

名）及び住所又は居所を記載した書面（以下「事業報告書等」という。）を作成し、これらを、その作成の日から起

算して五年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、その事務所に備え置かなければならない。 
２ 特定非営利活動法人は、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、役員名簿及び定款等（定款並びにそ

の認証及び登記に関する書類の写しをいう。以下同じ。）を、その事務所に備え置かなければならない。 

３ 特定非営利活動法人は、その社員その他の利害関係人から次に掲げる書類の閲覧の請求があった場合には、正当な

理由がある場合を除いて、これを閲覧させなければならない。 
一 事業報告書等（設立後当該書類が作成されるまでの間は第１０条第１項第７号の事業計画書、同項第８号の活動

予算書及び第１４条の財産目録、合併後当該書類が作成されるまでの間は第３４条第５項において準用する第１０

条第１項第７号の事業計画書、第３４条第５項において準用する第１０条第１項第８号の活動予算書及び第３５条

第１項の財産目録。第３０条及び第４５条第１項第５号イにおいて同じ。） 
二 役員名簿 
三 定款等 

（貸借対照表の公告） 
第２８条の２ 特定非営利活動法人は、内閣府令で定めるところにより、前条第１項の規定による前事業年度の貸借対

照表の作成後遅滞なく、次に掲げる方法のうち定款で定める方法によりこれを公告しなければならない。 
 一 官報に掲載する方法 
 二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 
 三 電子公告（電磁的方法により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置

く措置であって内閣府令で定めるものをとる公告の方法をいう。以下、この条において同じ。） 
 四 前３号に掲げるもののほか、不特定多数の者が公告すべき内容である情報を認識することができる状態に置く措

置として内閣府令で定める方法。 
２ 前項の規定にかかわらず、同項に規定する貸借対照表の公告の方法として同項第１号又は第２号に掲げる方法を定

款で定める特定非営利活動法人は、当該貸借対照表の要旨を公告することで足りる。 

３ 特定非営利活動法人が第１項第３号に掲げる方法を同項に規定する貸借対照表の公告の方法とする旨を定款で定め

る場合には、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の当該公告の方法

として、同項第１号又は第２号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。 

４ 特定非営利活動法人が第１項の規定により電子公告による公告をする場合には、前条第１項の規定による前事業年

度の貸借対照表の作成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、継続して当該公告をしな

ければならない。 

５ 前項の規定にかかわらず、同項の規定により電子公告による公告をしなければならない期間（第２号において「公

告期間」という。）中公告の中断（不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれた情報がその状態に置

かれないこととなったこと又はその情報がその状態に置かれた後改変されたことをいう。以下この項において同じ。）

が生じた場合において、次のいずれにも該当するときは、その公告の中断は、当該電子公告による公告の効力に影響

を及ぼさない。 

 一 公告の中断が生ずることにつき特定非営利活動法人が善意でかつ重大な過失がないこと又は特定非営利活動法人
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に正当な事由があること。 

 二 公告の中断が生じた時間の合計が公告期間の十分の一を超えないこと。 

 三 特定非営利活動法人が公告の中断が生じたことを知った後速やかにその旨、公告の中断が生じた時間及び公告の

中断の内容を当該電子公告による公告に付して公告したこと。 

（事業報告書等の提出）  

第２９条 特定非営利活動法人は、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、毎事業年度一回、事業報告書

等を所轄庁に提出しなければならない。   
（事業報告書等の公開） 
第３０条 所轄庁は、特定非営利活動法人から提出を受けた事業報告書等（過去五年間に提出を受けたものに限る。）、

役員名簿又は定款等について閲覧又は謄写の請求があったときは、都道府県又は指定都市の条例で定めるところによ

り、これらの書類（事業報告書等又は役員名簿については、これらに記載された事項中、個人の住所又は居所に係る

記載の部分を除いたもの）を閲覧させ、又は謄写させなければならない。 

第４節 解散及び合併  

（解散事由）  

第３１条 特定非営利活動法人は、次に掲げる事由によって解散する。  

一 社員総会の決議  

二 定款で定めた解散事由の発生  

三 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能  

四 社員の欠亡  

五 合併  

六 破産手続開始の決定  

七 第４３条の規定による設立の認証の取消し  

２ 前項第３号に掲げる事由による解散は、所轄庁の認定がなければ、その効力を生じない。  

３ 特定非営利活動法人は、前項の認定を受けようとするときは、第１項第３号に掲げる事由を証する書面を、所轄庁

に提出しなければならない。  

４ 清算人は、第１項第１号、第２号、第４号又は第６号に掲げる事由によって解散した場合には、遅滞なくその旨を

所轄庁に届け出なければならない。  

（解散の決議） 

第３１条の２ 特定非営利活動法人は、総社員の四分の三以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができない。

ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。 

（特定非営利活動法人についての破産手続の開始） 

第３１条の３ 特定非営利活動法人がその債務につきその財産をもって完済することができなくなった場合には、裁判

所は、理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。 

２ 前項に規定する場合には、理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。 

（清算中の特定非営利活動法人の能力） 

第３１条の４ 解散した特定非営利活動法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続

するものとみなす。 

（清算人） 

第３１条の５ 特定非営利活動法人が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算

人となる。ただし、定款に別段の定めがあるとき、又は社員総会において理事以外の者を選任したときは、この限り

でない。 

（裁判所による清算人の選任） 

第３１条の６ 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるとき

は、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。 

（清算人の解任） 

第３１条の７ 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解

任することができる。 

（清算人の届出） 

第３１条の８ 清算中に就任した清算人は、その氏名及び住所を所轄庁に届け出なければならない。 

（清算人の職務及び権限） 
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第３１条の９ 清算人の職務は、次のとおりとする。 

一 現務の結了 

二 債権の取立て及び債務の弁済 

三 残余財産の引渡し 

２ 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。 

（債権の申出の催告等） 

第３１条の１０ 清算人は、特定非営利活動法人が第３１条第１項各号に掲げる事由によって解散した後、遅滞なく、

公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合に

おいて、その期間は、二月を下ることができない。 

２ 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。

ただし、清算人は、判明している債権者を除斥することができない。 

３ 清算人は、判明している債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。 

４ 第１項の公告は、官報に掲載してする。 

（期間経過後の債権の申出） 

第３１条の１１ 前条第１項の期間の経過後に申出をした債権者は、特定非営利活動法人の債務が完済された後まだ権

利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。 

（清算中の特定非営利活動法人についての破産手続の開始） 

第３１条の１２ 清算中に特定非営利活動法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、

清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。 

２ 清算人は、清算中の特定非営利活動法人が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引

き継いだときは、その任務を終了したものとする。 

３ 前項に規定する場合において、清算中の特定非営利活動法人が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引

き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。 

４ 第１項の規定による公告は、官報に掲載してする。 

（残余財産の帰属）  

第３２条 解散した特定非営利活動法人の残余財産は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除き、所轄庁

に対する清算結了の届出の時において、定款で定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。  

２ 定款に残余財産の帰属すべき者に関する規定がないときは、清算人は、所轄庁の認証を得て、その財産を国又は地

方公共団体に譲渡することができる。  

３ 前２項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。  

（裁判所による監督） 

第３２条の２ 特定非営利活動法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。 

２ 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。 

３ 特定非営利活動法人の解散及び清算を監督する裁判所は、所轄庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することが

できる。 

４ 所轄庁は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。 

（清算結了の届出） 

第３２条の３ 清算が結了したときは、清算人は、その旨を所轄庁に届け出なければならない。 

（解散及び清算の監督等に関する事件の管轄） 

第３２条の４ 特定非営利活動法人の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を

管轄する地方裁判所の管轄に属する。 

（不服申立ての制限） 

第３２条の５ 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。 

（裁判所の選任する清算人の報酬） 

第３２条の６ 裁判所は、第３１条の６の規定により清算人を選任した場合には、特定非営利活動法人が当該清算人に

対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かな

ければならない。 

第３２条の７ 削除 

（検査役の選任） 

第３２条の８ 裁判所は、特定非営利活動法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任するこ
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とができる。 

２ 第３２条の５及び第３２条の６の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。こ

の場合において、同条中「清算人及び監事」とあるのは、「特定非営利活動法人及び検査役」と読み替えるものとす

る。 

（合併）  

第３３条 特定非営利活動法人は、他の特定非営利活動法人と合併することができる。  

（合併手続）  

第３４条 特定非営利活動法人が合併するには、社員総会の議決を経なければならない。  

２ 前項の議決は、社員総数の四分の三以上の多数をもってしなければならない。ただし、定款に特別の定めがあると

きは、この限りでない。  

３ 合併は、所轄庁の認証を受けなければ、その効力を生じない。  

４ 特定非営利活動法人は、前項の認証を受けようとするときは、第１項の議決をした社員総会の議事録の謄本を添付

した申請書を、所轄庁に提出しなければならない。  

５ 第１０条及び第１２条の規定は、第３項の認証について準用する。  

第３５条 特定非営利活動法人は、前条第３項の認証があったときは、その認証の通知のあった日から二週間以内に、

貸借対照表及び財産目録を作成し、次項の規定により債権者が異議を述べることができる期間が満了するまでの間、

これをその事務所に備え置かなければならない。 

２ 特定非営利活動法人は、前条第３項の認証があったときは、その認証の通知のあった日から二週間以内に、その債

権者に対し、合併に異議があれば一定の期間内に述べるべきことを公告し、かつ、判明している債権者に対しては、

各別にこれを催告しなければならない。この場合において、その期間は、二月を下回ってはならない。  

第３６条 債権者が前条第２項の期間内に異議を述べなかったときは、合併を承認したものとみなす。  

２ 債権者が異議を述べたときは、特定非営利活動法人は、これに弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権

者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければ

ならない。ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。  

第３７条 合併により特定非営利活動法人を設立する場合においては、定款の作成その他特定非営利活動法人の設立に

関する事務は、それぞれの特定非営利活動法人において選任した者が共同して行わなければならない。  

（合併の効果）  

第３８条 合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人は、合併によって消滅し

た特定非営利活動法人の一切の権利義務（当該特定非営利活動法人がその行う事業に関し行政庁の認可その他の処分

に基づいて有する権利義務を含む。）を承継する。  

（合併の時期等）  

第３９条 特定非営利活動法人の合併は、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活

動法人の主たる事務所の所在地において登記をすることによって、その効力を生ずる。  

２ 第１３条第２項及び第１４条の規定は前項の登記をした場合について、第１３条第３項の規定は前項の登記をしな

い場合について、それぞれ準用する。  

第４０条 削除  

第５節 監督  

（報告及び検査）  

第４１条 所轄庁は、特定非営利活動法人（認定特定非営利活動法人及び特例認定特定非営利活動法人を除く。以下こ

の項及び次項において同じ。）が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反する疑いがあると認められ

る相当な理由があるときは、当該特定非営利活動法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又は

その職員に、当該特定非営利活動法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、

書類その他の物件を検査させることができる。   
２ 所轄庁は、前項の規定による検査をさせる場合においては、当該検査をする職員に、同項の相当の理由を記載した

書面を、あらかじめ、当該特定非営利活動法人の役員その他の当該検査の対象となっている事務所その他の施設の管

理について権限を有する者（以下この項において「特定非営利活動法人の役員等」という。）に提示させなければな

らない。この場合において、当該特定非営利活動法人の役員等が当該書面の交付を要求したときは、これを交付させ

なければならない。   
３ 第１項の規定による検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。  

４ 第１項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。  
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（改善命令）  

第４２条 所轄庁は、特定非営利活動法人が第１２条第１項第２号、第３号又は第４号に規定する要件を欠くに至った

と認めるときその他法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠

くと認めるときは、当該特定非営利活動法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を採るべきことを

命ずることができる。  

（設立の認証の取消し）  

第４３条 所轄庁は、特定非営利活動法人が、前条の規定による命令に違反した場合であって他の方法により監督の目

的を達することができないとき又は三年以上にわたって第２９条の規定による事業報告書等の提出を行わないとき

は、当該特定非営利活動法人の設立の認証を取り消すことができる。 

２ 所轄庁は、特定非営利活動法人が法令に違反した場合において、前条の規定による命令によってはその改善を期待

することができないことが明らかであり、かつ、他の方法により監督の目的を達することができないときは、同条の

規定による命令を経ないでも、当該特定非営利活動法人の設立の認証を取り消すことができる。  

３ 前２項の規定による設立の認証の取消しに係る聴聞の期日における審理は、当該特定非営利活動法人から請求があ

ったときは、公開により行うよう努めなければならない。  

４ 所轄庁は、前項の規定による請求があった場合において、聴聞の期日における審理を公開により行わないときは、

当該特定非営利活動法人に対し、当該公開により行わない理由を記載した書面を交付しなければならない。  

（意見聴取）  

第４３条の２ 所轄庁は、特定非営利活動法人について第１２条第１項第３号に規定する要件を欠いている疑い又はそ

の役員について第２０条第４号に該当する疑いがあると認めるときは、その理由を付して、警視総監又は道府県警察

本部長の意見を聴くことができる。  

（所轄庁への意見）  

第４３条の３ 警視総監又は道府県警察本部長は、特定非営利活動法人について第１２条第１項第３号に規定する要件

を欠いていると疑うに足りる相当な理由又はその役員について第２０条第４号に該当すると疑うに足りる相当な理

由があるため、所轄庁が当該特定非営利活動法人に対して適当な措置を採ることが必要であると認めるときは、所轄

庁に対し、その旨の意見を述べることができる。 
 

第３章 認定特定非営利活動法人及び特例認定特定非営利活動法人 
第１節 認定特定非営利活動法人 

（認定） 
第４４条 特定非営利活動法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資するものは、所轄庁

の認定を受けることができる。 
２ 前項の認定を受けようとする特定非営利活動法人は、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、次に掲

げる書類を添付した申請書を所轄庁に提出しなければならない。ただし、次条第１項第１号ハに掲げる基準に適合す

る特定非営利活動法人が申請をする場合には、第１号に掲げる書類を添付することを要しない。 
 一 実績判定期間内の日を含む各事業年度（その期間が一年を超える場合は、当該期間をその初日以後一年ごとに区

分した期間（最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間）。以下同じ。）の寄附者名簿（各事業

年度に当該申請に係る特定非営利活動法人が受け入れた寄附金の支払者ごとに当該支払者の氏名（法人にあっては、

その名称）及び住所並びにその寄附金の額及び受け入れた年月日を記載した書類をいう。以下同じ。） 
 二 次条第１項各号に掲げる基準に適合する旨を説明する書類（前号に掲げる書類を除く。）及び第４７条各号のい

ずれにも該当しない旨を説明する書類 
 三 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類 
３ 前項第１号の「実績判定期間」とは、第１項の認定を受けようとする特定非営利活動法人の直前に終了した事業年

度の末日以前五年（同項の認定を受けたことのない特定非営利活動法人が同項の認定を受けようとする場合にあって

は、二年）内に終了した各事業年度のうち最も早い事業年度の初日から当該末日までの期間をいう。 
（認定の基準） 
第４５条 所轄庁は、前条第１項の認定の申請をした特定非営利活動法人が次の各号に掲げる基準に適合すると認める

ときは、同項の認定をするものとする。 
 一 広く市民からの支援を受けているかどうかを判断するための基準として次に掲げる基準のいずれかに適合するこ

と。 
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  イ 実績判定期間（前条第３項に規定する実績判定期間をいう。以下同じ。）における経常収入金額（(1)に掲げる

金額をいう。）のうちに寄附金等収入金額（(2)に掲げる金額（内閣府令で定める要件を満たす特定非営利活動法

人にあっては、(2)及び(3)に掲げる金額の合計額）をいう。）の占める割合が政令で定める割合以上であること。 
   (1) 総収入金額から国等（国、地方公共団体、法人税法（昭和４０年法律第３４号）別表第一に掲げる独立行政

法人、地方独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人及び我が国が加盟している国際機関をいう。

以下この(1)において同じ。）からの補助金その他国等が反対給付を受けないで交付するもの（次項において「国

の補助金等」という。）、臨時的な収入その他の内閣府令で定めるものの額を控除した金額 
   (2) 受け入れた寄附金の額の総額（第４号ニにおいて「受入寄附金総額」という。）から一者当たり基準限度超

過額（同一の者からの寄附金の額のうち内閣府令で定める金額を超える部分の金額をいう。）その他の内閣府

令で定める寄附金の額の合計額を控除した金額 
   (3) 社員から受け入れた会費の額の合計額から当該合計額に次号に規定する内閣府令で定める割合を乗じて計

算した金額を控除した金額のうち(2)に掲げる金額に達するまでの金額 
  ロ 実績判定期間内の日を含む各事業年度における判定基準寄附者（当該事業年度における同一の者からの寄附金

（寄附者の氏名（法人にあっては、その名称）その他の内閣府令で定める事項が明らかな寄附金に限る。以下こ

のロにおいて同じ。）の額の総額（当該同一の者が個人である場合には、当該事業年度におけるその者と生計を

一にする者からの寄附金の額を加算した金額）が政令で定める額以上である場合の当該同一の者をいい、当該申

請に係る特定非営利活動法人の役員である者及び当該役員と生計を一にする者を除く。以下同じ。）の数（当該

事業年度において個人である判定基準寄附者と生計を一にする他の判定基準寄附者がいる場合には、当該判定基

準寄附者と当該他の判定基準寄附者を一人とみなした数）の合計数に十二を乗じてこれを当該実績判定期間の月

数で除して得た数が政令で定める数以上であること。 
  ハ 前条第２項の申請書を提出した日の前日において、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３７条の２第１

項第４号（同法第１条第２項の規定により都について準用する場合を含む。）に掲げる寄附金又は同法第３１４

条の７第１項第４号（同法第１条第２項の規定により特別区について準用する場合を含む。）に掲げる寄附金を

受け入れる特定非営利活動法人としてこれらの寄附金を定める条例で定められているもの（その条例を制定した

道府県（都を含む。）又は市町村（特別区を含む。）の区域内に事務所を有するものに限る。）であること。 
ニ 実績判定期間における事業活動のうちに次に掲げる活動の占める割合として内閣府令で定める割合が百分の五十

未満であること。 
  イ 会員又はこれに類するものとして内閣府令で定める者（当該申請に係る特定非営利活動法人の運営又は業務の

執行に関係しない者で内閣府令で定めるものを除く。以下この号において「会員等」という。）に対する資産の

譲渡若しくは貸付け又は役務の提供（以下「資産の譲渡等」という。）、会員等相互の交流、連絡又は意見交換

その他その対象が会員等である活動（資産の譲渡等のうち対価を得ないで行われるものその他内閣府令で定める

ものを除く。） 
  ロ その便益の及ぶ者が次に掲げる者その他特定の範囲の者（前号ハに掲げる基準に適合する場合にあっては、(4)

に掲げる者を除く。）である活動（会員等を対象とする活動で内閣府令で定めるもの及び会員等に対する資産の

譲渡等を除く。） 
   (1) 会員等 
   (2) 特定の団体の構成員 
   (3) 特定の職域に属する者 
   (4) 特定の地域として内閣府令で定める地域に居住し又は事務所その他これに準ずるものを有する者 

ハ 特定の著作物又は特定の者に関する普及啓発、広告宣伝、調査研究、情報提供その他の活動 
ニ 特定の者に対し、その者の意に反した作為又は不作為を求める活動 

 三 その運営組織及び経理に関し、次に掲げる基準に適合していること。 
  イ 各役員について、次に掲げる者の数の役員の総数のうちに占める割合が、それぞれ三分の一以下であること。 
   (1) 当該役員並びに当該役員の配偶者及び三親等以内の親族並びに当該役員と内閣府令で定める特殊の関係の

ある者 
   (2) 特定の法人（当該法人との間に発行済株式又は出資（その有する自己の株式又は出資を除く。）の総数又は

総額の百分の五十以上の株式又は出資の数又は金額を直接又は間接に保有する関係その他の内閣府令で定める

関係のある法人を含む。）の役員又は使用人である者並びにこれらの者の配偶者及び三親等以内の親族並びに

これらの者と内閣府令で定める特殊の関係のある者 
  ロ 各社員の表決権が平等であること。 
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  ハ その会計について公認会計士若しくは監査法人の監査を受けていること又は内閣府令で定めるところにより帳

簿及び書類を備え付けてこれらにその取引を記録し、かつ、当該帳簿及び書類を保存していること。 
  ニ その支出した金銭でその費途が明らかでないものがあることその他の不適正な経理として内閣府令で定める経

理が行われていないこと。 
 四 その事業活動に関し、次に掲げる基準に適合していること。 
  イ 次に掲げる活動を行っていないこと。 
   (1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成すること。 
   (2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対すること。 
   (3) 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対すること。 
  ロ その役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者

と内閣府令で定める特殊の関係のある者に対し特別の利益を与えないことその他の特定の者と特別の関係がない

ものとして内閣府令で定める基準に適合していること。 
  ハ 実績判定期間における事業費の総額のうちに特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合又はこれに準ずる

ものとして内閣府令で定める割合が百分の八十以上であること。 
  ニ 実績判定期間における受入寄附金総額の百分の七十以上を特定非営利活動に係る事業費に充てていること。 
 五 次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、当該書類（イに掲げる

書類については、これらに記載された事項中、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除いたもの）をその事務所

において閲覧させること。 
  イ 事業報告書等、役員名簿及び定款等 
  ロ 前条第２項第２号及び第３号に掲げる書類並びに第５４条第２項第２号から第４号までに掲げる書類及び同条

第３項の書類 
 六 各事業年度において、事業報告書等を第２９条の規定により所轄庁に提出していること。 
 七 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により利益を得、又は得よう

とした事実その他公益に反する事実がないこと。 
 八 前条第２項の申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後一年を超える期間が経過し

ていること。 
 九 実績判定期間において、第３号、第４号イ及びロ並びに第５号から第７号までに掲げる基準（当該実績判定期間

中に、前条第１項の認定又は第５８条第１項の特例認定を受けていない期間が含まれる場合には、当該期間につい

ては第５号ロに掲げる基準を除く。）に適合していること。 
２ 前項の規定にかかわらず、前条第１項の認定の申請をした特定非営利活動法人の実績判定期間に国の補助金等があ

る場合及び政令で定める小規模な特定非営利活動法人が同項の認定の申請をした場合における前項第１号イに規定

する割合の計算については、政令で定める方法によることができる。 
（合併特定非営利活動法人に関する適用） 
第４６条 前２条に定めるもののほか、第４４条第１項の認定を受けようとする特定非営利活動法人が合併後存続した

特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人で同条第２項の申請書を提出しようとする事業

年度の初日においてその合併又は設立の日以後一年を超える期間が経過していないものである場合における前２条

の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 
（欠格事由） 
第４７条 第４５条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する特定非営利活動法人は、第４４条第１項の認定を受

けることができない。 
 一 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの 
  イ 認定特定非営利活動法人が第６７条第１項若しくは第２項の規定により第４４条第１項の認定を取り消された

場合又は特例認定特定非営利活動法人が第６７条第３項において準用する同条第１項若しくは第２項の規定に

より第５８条第１項の特例認定を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前一

年内に当該認定特定非営利活動法人又は当該特例認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者で

その取消しの日から五年を経過しないもの 
  ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過し

ない者 
  ハ この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、若しくは刑

法第２０４条、第２０６条、第２０８条、第２０８条の２、第２２２条若しくは第２４７条の罪若しくは暴力行
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為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律中偽りその他不正の行為

により国税若しくは地方税を免れ、納付せず、若しくはこれらの税の還付を受け、若しくはこれらの違反行為を

しようとすることに関する罪を定めた規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日

又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者 
  ニ 暴力団の構成員等 
 二 第６７条第１項若しくは第２項の規定により第４４条第１項の認定を取り消され、又は第６７条第３項において

準用する同条第１項若しくは第２項の規定により第５８条第１項の特例認定を取り消され、その取消しの日から五

年を経過しないもの 
 三 その定款又は事業計画書の内容が法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反しているもの 
 四 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から三年を経過しないもの 
 五 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から三年を経過しないもの 
 六 次のいずれかに該当するもの 
  イ 暴力団 
  ロ 暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にあるもの 
（認定に関する意見聴取） 
第４８条 所轄庁は、第４４条第１項の認定をしようとするときは、次の各号に掲げる事由の区分に応じ、当該事由の

有無について、当該各号に定める者の意見を聴くことができる。 
 一 前条第１号ニ及び第６号に規定する事由 警視総監又は道府県警察本部長 
 二 前条第４号及び第５号に規定する事由 国税庁長官、関係都道府県知事又は関係市町村長（以下「国税庁長官等」

という。） 
（認定の通知等） 
第４９条 所轄庁は、第４４条第１項の認定をしたときはその旨を、同項の認定をしないことを決定したときはその旨

及びその理由を、当該申請をした特定非営利活動法人に対し、速やかに、書面により通知しなければならない。 
２ 所轄庁は、第４４条第１項の認定をしたときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、当該認定に係

る認定特定非営利活動法人に係る次に掲げる事項を公示しなければならない。 
一 名称 
二 代表者の氏名 
三 主たる事務所及びその他の事務所の所在地 
四 当該認定の有効期間 
五 前各号に掲げるもののほか、都道府県又は指定都市の条例で定める事項 

３ 所轄庁は、特定非営利活動法人で二以上の都道府県の区域内に事務所を設置するものについて第４４条第１項の認

定をしたときは、当該認定に係る認定特定非営利活動法人の名称その他の内閣府令で定める事項を、その主たる事務

所が所在する都道府県以外の都道府県でその事務所が所在する都道府県の知事（以下「所轄庁以外の関係知事」とい

う。）に対し通知しなければならない。 
４ 認定特定非営利活動法人で二以上の都道府県の区域内に事務所を設置するものは、第１項の規定による認定の通知

を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、次に掲げる書類を所轄庁以外の関係知事に提出しなけ

ればならない。 
 一 直近の事業報告書等（合併後当該書類が作成されるまでの間は、第３４条第５項において準用する第１０条第１

項第７号の事業計画書、第３４条第５項において準用する第１０条第１項第８号の活動予算書及び第３５条第１項

の財産目録。第５２条第４項及び第５項において同じ。）、役員名簿及び定款等 
 二 第４４条第２項の規定により所轄庁に提出した同項各号に掲げる添付書類の写し 
 三 認定に関する書類の写し 
（名称等の使用制限） 
第５０条 認定特定非営利活動法人でない者は、その名称又は商号中に、認定特定非営利活動法人であると誤認される

おそれのある文字を用いてはならない。 
２ 何人も、不正の目的をもって、他の認定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用

してはならない。 
（認定の有効期間及びその更新） 
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第５１条 第４４条第１項の認定の有効期間（次項の有効期間の更新がされた場合にあっては、当該更新された有効期

間。以下この条及び第５７条第１項第１号において同じ。）は、当該認定の日（次項の有効期間の更新がされた場合

にあっては、従前の認定の有効期間の満了の日の翌日。第５４条第１項において同じ。）から起算して五年とする。 
２ 前項の有効期間の満了後引き続き認定特定非営利活動法人として特定非営利活動を行おうとする認定特定非営利活

動法人は、その有効期間の更新を受けなければならない。 
３ 前項の有効期間の更新を受けようとする認定特定非営利活動法人は、第１項の有効期間の満了の日の六月前から三

月前までの間（以下この項において「更新申請期間」という。）に、所轄庁に有効期間の更新の申請をしなければな

らない。ただし、災害その他やむを得ない事由により更新申請期間にその申請をすることができないときは、この限

りでない。 
４ 前項の申請があった場合において、第１項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、

従前の認定は、同項の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なお効力を有する。 
５ 第４４条第２項（第１号に係る部分を除く。）及び第３項、第４５条第１項（第３号ロ、第６号、第８号及び第９

号に係る部分を除く。）及び第２項、第４６条から第４８条まで並びに第４９条第１項、第２項及び第４項（第１号

に係る部分を除く。）の規定は、第２項の有効期間の更新について準用する。ただし、第４４条第２項第２号及び第

３号に掲げる書類については、既に所轄庁に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、その添付を省略す

ることができる。 
（役員の変更等の届出、定款の変更の届出等及び事業報告書等の提出に係る特例並びにこれらの書類の閲覧） 
第５２条 認定特定非営利活動法人についての第２３条、第２５条第６項及び第７項並びに第２９条の規定の適用につ

いては、これらの規定中「所轄庁に」とあるのは、「所轄庁（二以上の都道府県の区域内に事務所を設置する認定特

定非営利活動法人にあっては、所轄庁及び所轄庁以外の関係知事）に」とする。 
２ 二以上の都道府県の区域内に事務所を設置する認定特定非営利活動法人は、第２５条第３項の定款の変更の認証を

受けたときは、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、遅滞なく、当該定款の変更を議決した社員総会

の議事録の謄本及び変更後の定款を所轄庁以外の関係知事に提出しなければならない。 
３ 第２６条第１項の場合においては、認定特定非営利活動法人は、同条第２項に掲げる添付書類のほか、内閣府令で

定めるところにより、寄附者名簿その他の内閣府令で定める書類を申請書に添付しなければならない。 
４ 認定特定非営利活動法人は、事業報告書等、役員名簿又は定款等の閲覧の請求があった場合には、正当な理由があ

る場合を除いて、これをその事務所において閲覧させなければならない。 
（代表者の氏名の変更の届出等並びに事務所の新設及び廃止に関する通知等） 
５ 認定特定非営利活動法人は、前項の請求があった場合において事業報告書等又は役員名簿を閲覧させるときは、同

項の規定にかかわらず、これらに記載された事項中、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除くことができる。 
第５３条 認定特定非営利活動法人は、代表者の氏名に変更があったときは、遅滞なく、その旨を所轄庁に届け出なけ

ればならない。 
２ 所轄庁は、認定特定非営利活動法人について、第４９条第２項各号（第２号及び第４号を除く。）に掲げる事項に係

る定款の変更についての第２５条第３項の認証をしたとき若しくは同条第６項の届出を受けたとき、前項の届出を受

けたとき又は第４９条第２項第５号に掲げる事項に変更があったときは、インターネットの利用その他の適切な方法

により、その旨を公示しなければならない。 
３ 所轄庁は、認定特定非営利活動法人の事務所が所在する都道府県以外の都道府県の区域内に新たに事務所を設置す

る旨又はその主たる事務所が所在する都道府県以外の都道府県の区域内の全ての事務所を廃止する旨の定款の変更

についての第２５条第３項の認証をしたとき又は同条第６項の届出を受けたときは、その旨を当該都道府県の知事に

通知しなければならない。 
４ 認定特定非営利活動法人は、その事務所が所在する都道府県以外の都道府県の区域内に新たに事務所を設置したと

きは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、第４９条第４項各号に掲げる書類を、当該都道府県の知事に提出

しなければならない。 
（認定申請の添付書類及び役員報酬規程等の備置き等及び閲覧） 
第５４条 認定特定非営利活動法人は、第４４条第１項の認定を受けたときは、同条第２項第２号及び第３号に掲げる

書類を、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、同条第１項の認定の日から起算して五年間、その事務

所に備え置かなければならない。 
２ 認定特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの三月以内に、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、

次に掲げる書類を作成し、第１号に掲げる書類についてはその作成の日から起算して五年間、第２号から第４号まで

に掲げる書類についてはその作成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、その事業所に
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備え置かなければならない。 
 一 前事業年度の寄附者名簿 
 二 前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程 
 三 前事業年度の収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他の

内閣府令で定める事項を記載した書類 
 四 前３号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類 
３ 認定特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、

遅滞なく、その助成の実績を記載した書類を作成し、その作成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度の

末日までの間、これをその事務所に備え置かなければならない。 
４ 認定特定非営利活動法人は、第４４条第２項第２号若しくは第３号に掲げる書類又は第２項第２号から第４号まで

に掲げる書類若しくは前項の書類の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これをその事務

所において閲覧させなければならない。 
（役員報酬規程等の提出） 
第５５条 認定特定非営利活動法人は、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、毎事業年度一回、前条第

２項第２号から第４号までに掲げる書類（同項第三号に掲げる書類については、資産の譲渡等に係る事業の料金、条

件その他その内容に関する事項以外の事項を記載した書類に限る。）を所轄庁（二以上の都道府県の区域内に事務所

を設置する認定特定非営利活動法人にあっては、所轄庁及び所轄庁以外の関係知事。以下この条において同じ。）に

提出しなければならない。ただし、前条第二項第二号に掲げる書類については、既に所轄庁に提出されている当該書

類の内容に変更がない場合は、この限りでない。 
２ 認定特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、

前条第３項の書類を所轄庁に提出しなければならない。 
（役員報酬規程等の公開） 
第５６条 所轄庁は、認定特定非営利活動法人から提出を受けた第４４条第２項第２号若しくは第３号に掲げる書類又

は第５４条第２項第２号から第４号までに掲げる書類若しくは同条第３項の書類（過去五年間に提出を受けたものに

限る。）について閲覧又は謄写の請求があったときは、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、これを

閲覧させ、又は謄写させなければならない。 
（認定の失効） 
第５７条 認定特定非営利活動法人について、次のいずれかに掲げる事由が生じたときは、第４４条第１項の認定は、

その効力を失う。 
 一 第４４条第１項の認定の有効期間が経過したとき（第５１条第４項に規定する場合にあっては、更新拒否処分が

されたとき。）。 
 二 認定特定非営利活動法人が認定特定非営利活動法人でない特定非営利活動法人と合併をした場合において、その

合併が第６３条第１項の認定を経ずにその効力を生じたとき（同条第４項に規定する場合にあっては、その合併の

不認定処分がされたとき。）。 
 三 認定特定非営利活動法人が解散したとき。 
２ 所轄庁は、前項の規定により第４４条第１項の認定がその効力を失ったときは、インターネットの利用その他の適

切な方法により、その旨を公示しなければならない。 
３ 所轄庁は、認定特定非営利活動法人で二以上の都道府県の区域内に事務所を設置するものについて第１項の規定に

より第４４条第１項の認定がその効力を失ったときは、その旨を所轄庁以外の関係知事に対し通知しなければならな

い。 
第２節 特例認定特定非営利活動法人 

（特例認定） 
第５８条 特定非営利活動法人であって新たに設立されたもののうち、その運営組織及び事業活動が適正であって特定

非営利活動の健全な発展の基盤を有し公益の増進に資すると見込まれるものは、所轄庁の特例認定を受けることがで

きる。 
２ 第４４条第２項（第１号に係る部分を除く。）及び第３項の規定は、前項の特例認定を受けようとする特定非営利活

動法人について準用する。この場合において、同条第３項中「五年（同項の認定を受けたことのない特定非営利活動

法人が同項の認定を受けようとする場合にあっては、二年）」とあるのは、「二年」と読み替えるものとする。 
（特例認定の基準） 
第５９条 所轄庁は、前条第１項の特例認定の申請をした特定非営利活動法人が次の各号に掲げる基準に適合すると認
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めるときは、同項の特例認定をするものとする。 
 一 第４５条第１項第２号から第９号までに掲げる基準に適合すること。 
 二 前条第２項において準用する第４４条第２項の申請書を提出した日の前日において、その設立の日（当該特定非

営利活動法人が合併後存続した特定非営利活動法人である場合にあっては当該特定非営利活動法人又はその合併に

よって消滅した各特定非営利活動法人の設立の日のうち最も早い日、当該特定非営利活動法人が合併によって設立

した特定非営利活動法人である場合にあってはその合併によって消滅した各特定非営利活動法人の設立の日のうち

最も早い日）から五年を経過しない特定非営利活動法人であること。 
 三 第４４条第１項の認定又は前条第１項の特例認定を受けたことがないこと。 
（特例認定の有効期間） 
第６０条 第５８条第１項の特例認定の有効期間は、当該特例認定の日から起算して三年とする。 
（特例認定の失効） 
第６１条 特例認定特定非営利活動法人について、次のいずれかに掲げる事由が生じたときは、第５８条第１項の特例

認定は、その効力を失う。 
 一 第５８条第１項の特例認定の有効期間が経過したとき。 
 二 特例認定特定非営利活動法人が特例認定特定非営利活動法人でない特定非営利活動法人と合併をした場合におい

て、その合併が第６３条第１項又は第２項の認定を経ずにその効力を生じたとき（同条第４項に規定する場合にあ

っては、その合併の不認定処分がされたとき。）。 
 三 特例認定特定非営利活動法人が解散したとき。 
 四 特例認定特定非営利活動法人が第４４条第１項の認定を受けたとき。 
（認定特定非営利活動法人に関する規定の準用） 
第６２条 第４６条から第５０条まで、第５２条から第５６条まで並びに第５７条第２項及び第３項の規定は、特例認

定特定非営利活動法人について準用する。この場合において、第５４条第１項中「五年間」とあるのは「三年間」と、

同条第２項中「五年間」とあるのは「三年間」と、「その作成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度」

とあるのは「翌々事業年度」と、同条第３項中「五年が経過した日を含む事業年度の末日」とあるのは「第６０条の

有効期間の満了の日」と、第５６条中「五年間」とあるのは「三年間」と読み替えるものとする。 
第３節 認定特定非営利活動法人等の合併 

第６３条 認定特定非営利活動法人が認定特定非営利活動法人でない特定非営利活動法人と合併をした場合は、合併後

存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人は、その合併について所轄庁の認定がさ

れたときに限り、合併によって消滅した特定非営利活動法人のこの法律の規定による認定特定非営利活動法人として

の地位を承継する。 
２ 特例認定特定非営利活動法人が特例認定特定非営利活動法人でない特定非営利活動法人（認定特定非営利活動法人

であるものを除く。）と合併をした場合は、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営

利活動法人は、その合併について所轄庁の認定がされたときに限り、合併によって消滅した特定非営利活動法人のこ

の法律の規定による特例認定特定非営利活動法人としての地位を承継する。 
３ 第１項の認定を受けようとする認定特定非営利活動法人又は前項の認定を受けようとする特例認定特定非営利活動

法人は、第３４条第３項の認証の申請に併せて、所轄庁に第１項の認定又は前項の認定の申請をしなければならない。 
４ 前項の申請があった場合において、その合併がその効力を生ずる日までにその申請に対する処分がされないときは、

合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人は、その処分がされるまでの間は、

合併によって消滅した特定非営利活動法人のこの法律の規定による認定特定非営利活動法人又は特例認定特定非営

利活動法人としての地位を承継しているものとみなす。 
５ 第４４条第２項及び第３項、第４５条、第４７条から第４９条まで並びに第５４条第１項の規定は第１項の認定に

ついて、第５８条第２項において準用する第４４条第２項及び第３項、第５９条並びに前条において準用する第４７

条から第４９条まで及び第５４条第１項の規定は第２項の認定について、それぞれ準用する。この場合において、必

要な技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 
第四節 認定特定非営利活動法人等の監督 

（報告及び検査） 
第６４条 所轄庁は、認定特定非営利活動法人又は特例認定特定非営利活動法人（以下「認定特定非営利活動法人等」

という。）が法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠いてい

る疑いがあると認めるときは、当該認定特定非営利活動法人等に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさ

せ、又はその職員に、当該認定特定非営利活動法人等の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状
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況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 
２ 所轄庁以外の関係知事は、認定特定非営利活動法人等が法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違

反し、又はその運営が著しく適正を欠いている疑いがあると認めるときは、当該認定特定非営利活動法人等に対し、

当該都道府県の区域内における業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、当該都道府県の区域内

に所在する当該認定特定非営利活動法人等の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは

帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 
３ 所轄庁又は所轄庁以外の関係知事は、前２項の規定による検査をさせる場合においては、当該検査をする職員に、

これらの項の疑いがあると認める理由を記載した書面を、あらかじめ、当該認定特定非営利活動法人等の役員その他

の当該検査の対象となっている事務所その他の施設の管理について権限を有する者（第５項において「認定特定非営

利活動法人等の役員等」という。）に提示させなければならない。 
４ 前項の規定にかかわらず、所轄庁又は所轄庁以外の関係知事が第１項又は第２項の規定による検査の適性な遂行に

支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、前項の規定による書面の提示を要しない。 
５ 前項の場合において、所轄庁又は所轄庁以外の関係知事は、第１項又は第２項の規定による検査を終了するまでの

間に、当該検査をする職員に、これらの項の疑いがあると認める理由を記載した書面を、認定特定非営利活動法人等

の役員等に提示させるものとする。 
６ 第３項又は前項の規定は、第１項又は第２項の規定による検査をする職員が、当該検査により第３項又は前項の規

定により理由として提示した事項以外の事項について第１項又は第２項の疑いがあると認められることとなった場

合において、当該事項に関し検査を行うことを妨げるものではない。この場合において、第３項又は前項の規定は、

当該事項に関する検査については適用しない。 
７ 第４１条第３項及び第４項の規定は、第１項又は第２項の規定による検査について準用する。 
（勧告、命令等） 
第６５条 所轄庁は、認定特定非営利活動法人等について、第６７条第２項各号（同条第３項において準用する場合を

含む。次項において同じ。）のいずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由がある場合には、当該認定特定非営利

活動法人等に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を採るべき旨の勧告をすることができる。 
２ 所轄庁以外の関係知事は、認定特定非営利活動法人等について、第６７条第２項各号（第１号にあっては、第４５

条第１項第３号に係る部分を除く。）のいずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由がある場合には、当該認定特

定非営利活動法人等に対し、期限を定めて、当該都道府県の区域内における事業活動について、その改善のために必

要な措置を採るべき旨の勧告をすることができる。 
３ 所轄庁又は所轄庁以外の関係知事は、前２項の規定による勧告をしたときは、インターネットの利用その他の適切

な方法により、その勧告の内容を公表しなければならない。 
４ 所轄庁又は所轄庁以外の関係知事は、第１項又は第２項の規定による勧告を受けた認定特定非営利活動法人等が、

正当な理由がなく、その勧告に係る措置を採らなかったときは、当該認定特定非営利活動法人等に対し、その勧告に

係る措置を採るべきことを命ずることができる。 
５ 第１項及び第２項の規定による勧告並びに前項の規定による命令は、書面により行うよう努めなければならない。 
６ 所轄庁又は所轄庁以外の関係知事は、第４項の規定による命令をしたときは、インターネットの利用その他の適切

な方法により、その旨を公示しなければならない。 
７ 所轄庁又は所轄庁以外の関係知事は、第１項若しくは第２項の規定による勧告又は第４項の規定による命令をしよ

うとするときは、次の各号に掲げる事由の区分に応じ、当該事由の有無について、当該各号に定める者の意見を聴く

ことができる。 
 一 第４７条第１号ニ又は第６号に規定する事由 警視総監又は道府県警察本部長 
 二 第４７条第４号又は第５号に規定する事由 国税庁長官等 
（その他の事業の停止） 
第６６条 所轄庁は、その他の事業を行う認定特定非営利活動法人につき、第５条第１項の規定に違反してその他の事

業から生じた利益が当該認定特定非営利活動法人が行う特定非営利活動に係る事業以外の目的に使用されたと認め

るときは、当該認定特定非営利活動法人に対し、その他の事業の停止を命ずることができる。 
２ 前条第５項及び第６項の規定は、前項の規定による命令について準用する。 
（認定又は特例認定の取消し） 
第６７条 所轄庁は、認定特定非営利活動法人が次のいずれかに該当するときは、第４４条第１項の認定を取り消さな

ければならない。 
 一 第４７条各号（第２号を除く。）のいずれかに該当するとき。 
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 二 偽りその他不正の手段により第４４条第１項の認定、第５１条第２項の有効期間の更新又は第６３条第１項の認

定を受けたとき。 
 三 正当な理由がなく、第６５条第４項又は前条第１項の規定による命令に従わないとき。 
 四 認定特定非営利活動法人から第４４条第１項の認定の取消しの申請があったとき。 
２ 所轄庁は、認定特定非営利活動法人が次のいずれかに該当するときは、第４４条第１項の認定を取り消すことがで

きる。 
 一 第４５条第１項第３号、第４号イ若しくはロ又は第７号に掲げる基準に適合しなくなったとき。 
 二 第２９条、第５２条第４項又は第５４条第４項の規定を遵守していないとき。 
 三 前２号に掲げるもののほか、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反したとき。 
３ 前２項の規定は、第５８条第１項の特例認定について準用する。この場合において、第１項第２号中「、第５１条

第２項の有効期間の更新又は第６３条第１項の認定」とあるのは、「又は第６３条第２項の認定」と読み替えるもの

とする。 
４ 第４３条第３項及び第４項、第４９条第１項から第３項まで並びに第６５条第７項の規定は、第１項又は第２項の

規定による認定の取消し（第６９条において「認定の取消し」という。）及び前項において準用する第１項又は第２

項の規定による特例認定の取消し（同条において「特例認定の取消し」という。）について準用する。 
（所轄庁への意見等） 
第６８条 所轄庁以外の関係知事は、認定特定非営利活動法人等が第６５条第４項の規定による命令に従わなかった場

合その他の場合であって、所轄庁が当該認定特定非営利活動法人等に対して適当な措置を採ることが必要であると認

めるときは、所轄庁に対し、その旨の意見を述べることができる。 
２ 次の各号に掲げる者は、認定特定非営利活動法人等についてそれぞれ当該各号に定める事由があると疑うに足りる

相当な理由があるため、所轄庁が当該認定特定非営利活動法人等に対して適当な措置を採ることが必要であると認め

る場合には、所轄庁に対し、その旨の意見を述べることができる。 
 一 警視総監又は道府県警察本部長 第４７条第１号ニ又は第６号に該当する事由 
 二 国税庁長官等 第４７条第４号又は第５号に該当する事由 
３ 所轄庁は、この章に規定する認定特定非営利活動法人等に関する事務の実施に関して特に必要があると認めるとき

は、所轄庁以外の関係知事に対し、当該所轄庁以外の関係知事が採るべき措置について、必要な要請をすることがで

きる。 
（所轄庁への指示） 
第６９条 内閣総理大臣は、この章に規定する認定特定非営利活動法人等に関する事務の実施に関して地域間の均衡を

図るため特に必要があると認めるときは、所轄庁に対し、第６５条第１項の規定による勧告、同条第４項の規定によ

る命令、第６６条第１項の規定による命令又は認定の取消し若しくは特例認定の取消しその他の措置を採るべきこと

を指示することができる。 
 

第４章 税法上の特例 
第７０条 特定非営利活動法人は、法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第２条第６号に

規定する公益法人等とみなす。この場合において、同法第３７条の規定を適用する場合には同条第４項中「公益法人

等（」とあるのは「公益法人等（特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２条第２項に規定する法人（以

下「特定非営利活動法人」という。）並びに」と、同法第６６条の規定を適用する場合には同条第１項中「普通法人」

とあるのは「普通法人（特定非営利活動法人を含む。）」と、同条第２項中「除く」とあるのは「除くものとし、特定

非営利活動法人を含む」と、同条第３項中「公益法人等（」とあるのは「公益法人等（特定非営利活動法人及び」と、

租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第６８条の６の規定を適用する場合には同条中「みなされているもの」

とあるのは「みなされているもの（特定非営利活動促進法第２条第２項に規定する法人については、小規模な法人と

して政令で定めるものに限る。）」とする。 
２ 特定非営利活動法人は、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）その他消費税に関する法令の規定の適用について

は、同法別表第三に掲げる法人とみなす。 
３ 特定非営利活動法人は、地価税法（平成３年法律第６９号）その他地価税に関する法令の規定（同法第３３条の規

定を除く。）の適用については、同法第２条第６号に規定する公益法人等とみなす。ただし、同法第６条の規定によ

る地価税の非課税に関する法令の規定の適用については、同法第２条第７号に規定する人格のない社団等とみなす。 
第７１条 個人又は法人が、認定特定非営利活動法人等に対し、その行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附又

は贈与をしたときは、租税特別措置法で定めるところにより、当該個人又は法人に対する所得税、法人税又は相続税
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の課税について寄附金控除等の特例の適用があるものとする。 
 

    第５章 雑則  

（情報の提供等）  

第７２条 内閣総理大臣及び所轄庁は、特定非営利活動法人に対する寄附その他の特定非営利活動への市民の参画を促

進するため、認定特定非営利活動法人等その他の特定非営利活動法人の事業報告書その他の活動の状況に関するデー

タベースの整備を図り、国民にインターネットその他の高度情報通信ネットワークの利用を通じて迅速に情報を提供

できるよう必要な措置を講ずるものとする。 
２ 所轄庁及び特定非営利活動法人は、特定非営利活動法人の事業報告書その他の活動の状況に関する情報を前項の規

定により内閣総理大臣が整備するデータベースに記録することにより、当該情報の積極的な公表に努めるものとする。   
（協力依頼） 
第７３条 所轄庁は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協

力を求めることができる。  

（情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の適用） 

第７４条 第１０条第１項（第３４条第５項において準用する場合を含む。）の規定による提出及び第１０条第２項（第

２５条第５項及び第３４条第５項において準用する場合を含む。）の規定による縦覧、第１２条第３項（第２５条第

５項及び第３４条第５項において準用する場合を含む。）の規定による通知、第１３条第２項（第３９条第２項にお

いて準用する場合を含む。）の規定による届出、第２３条第１項の規定による届出、第２５条第４項の規定による提

出、同条第６項の規定による届出及び同条第７項の規定による提出、第２９条の規定による提出、第３０条の規定に

よる閲覧、第３１条第３項の規定による提出、第３４条第４項の規定による提出、第４３条第４項（第６７条第４項

において準用する場合を含む。）の規定による交付、第４４条第２項（第５１条第５項、第５８条第２項（第６３条

第５項において準用する場合を含む。）及び第６３条第５項において準用する場合を含む。）の規定による提出、第４

９条第１項（第５１条第５項、第６２条（第６３条第５項において準用する場合を含む。）、第６３条第５項及び第６

７条第４項において準用する場合を含む。）の規定による通知及び第４９条第４項（第５１条第５項、第６２条（第

６３条第５項において準用する場合を含む。）及び第６３条第５項において準用する場合を含む。）の規定による提出、

第５２条第２項（第６２条において準用する場合を含む。）の規定による提出、第５３条第４項（第６２条において

準用する場合を含む。）の規定による提出、第５５条第１項及び第２項（これらの規定を第６２条において準用する

場合を含む。）の規定による提出並びに第５６条（第６２条において準用する場合を含む。）の規定による閲覧につい

て情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成１４年法律第１５１号）の規定を適用する場合において

は、同法第６条第１項及び第４項から第６項まで、第７条第１項、第４項及び第５項、第８条第１項並びに第９条第

１項及び第３項中「主務省令」とあるのは、「都道府県又は指定都市の条例」とする。 

（民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用）  
第７５条 第１４条（第３９条第２項において準用する場合を含む。）の規定による作成及び備置き、第２８条第１項

の規定による作成及び備置き、同条第２項の規定による備置き並びに同条第３項の規定による閲覧、第３５条第１項

の規定による作成及び備置き、第４５条第１項第５号（第５１条第５項及び第６３条第５項において準用する場合を

含む。）の規定による閲覧、第５２条第４項及び第５項（これらの規定を第６２条において準用する場合を含む。）

の規定による閲覧、第５４条第１項（第６２条（第６３条第５項において準用する場合を含む。）及び第６３条第５

項において準用する場合を含む。）の規定による備置き、第５４条第２項及び第３項（これらの規定を第６２条にお

いて準用する場合を含む。）の規定による作成及び備置き並びに第５４条第４項（第６２条において準用する場合を

含む。）の規定による閲覧について民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律（平

成１６年法律第１４９号）の規定を適用する場合においては、同法中「主務省令」とあるのは、「都道府県又は指定

都市の条例」とし、同法第９条の規定は、適用しない。 

（実施規定）  

第７６条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定の実施のための手続その他その執行に関し必要な細則は、内

閣府令又は都道府県若しくは指定都市の条例で定める。  

 

第６章 罰則 
第７７条 偽りその他不正の手段により第４４条第１項の認定、第５１条第２項の有効期間の更新、第５８条第１項の

特例認定又は第６３条第１項若しくは第２項の認定を受けた者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

第７８条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 
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一 正当な理由がないのに、第４２条の規定による命令に違反して当該命令に係る措置を採らなかった者 
二 第５０条第１項の規定に違反して、認定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称又

は商号中に用いた者 
三 第５０条第２項の規定に違反して、他の認定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号

を使用した者 
四 第６２条において準用する第５０条第１項の規定に違反して、特例認定特定非営利活動法人であると誤認される

おそれのある文字をその名称又は商号中に用いた者 
五 第６２条において準用する第５０条第２項の規定に違反して、他の特例認定特定非営利活動法人であると誤認さ

れるおそれのある名称又は商号を使用した者 
六 正当な理由がないのに、第６５条第４項の規定による命令に違反して当該命令に係る措置を採らなかった者 
七 正当な理由がないのに、第６６条第１項の規定による停止命令に違反して引き続きその他の事業を行った者 

第７９条 法人（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。）の代表者

若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前２条の違

反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 
２ 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人で

ない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。 
第８０条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、特定非営利活動法人の理事、監事又は清算人は、二十万円

以下の過料に処する。 
一 第７条第１項の規定による政令に違反して、登記することを怠ったとき。  
二 第１４条（第３９条第２項において準用する場合を含む。）の規定に違反して、財産目録を備え置かず、又はこ

れに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。  
三 第２３条第１項若しくは第２５条第６項（これらの規定を第５２条第１項（第６２条において準用する場合を含

む。）の規定により読み替えて適用する場合を含む。）又は第５３条第１項（第６２条において準用する場合を含

む。）の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。  
四 第２８条第１項若しくは第２項、第５４条第１項（第６２条（第６３条第５項において準用する場合を含む。）

及び第６３条第５項において準用する場合を含む。）又は第５４条第２項及び第３項（これらの規定を第６２条に

おいて準用する場合を含む。）の規定に違反して、書類を備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若

しくは不実の記載をしたとき。  
五 第２５条第７項若しくは第２９条（これらの規定を第５２条第１項（第６２条において準用する場合を含む。）

の規定により読み替えて適用する場合を含む。）、第４９条第４項（第５１条第５項、第６２条（第６３条第５項

において準用する場合を含む。）及び第６３条第５項において準用する場合を含む。）又は第５２条第２項、第５

３条第４項若しくは第５５条第１項若しくは第２項（これらの規定を第６２条において準用する場合を含む。）の

規定に違反して、書類の提出を怠ったとき。  
六 第３１条の３第２項又は第３１条の１２第１項の規定に違反して、破産手続開始の申立てをしなかったとき。  
七 第２８条の２第１項、第３１条の１０第１項又は第３１条の１２第１項の規定に違反して、公告をせず、又は不

正の公告をしたとき。  
八 第３５条第１項の規定に違反して、書類の作成をせず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の

記載をしたとき。  
九 第３５条第２項又は第３６条第２項の規定に違反したとき。  
十 第４１条第１項又は第６４条第１項若しくは第２項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこ

れらの項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 
第８１条 第４条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。 
  

附 則 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

（検討） 

２ 特定非営利活動法人制度については、この法律の施行の日から起算して三年以内に検討を加え、その結果に基づい

て必要な措置が講ぜられるものとする。 

（経過措置） 
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３ この法律の施行の日から六月を経過する日までの間に行われた第十条第一項の認証の申請についての第十二条第二

項の規定の適用については、同項中「二月以内」とあるのは、「この法律の施行後十月以内」とする。 

（地方税法の一部改正） 

４ 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

（経済企画庁設置法の一部改正） 

５ 経済企画庁設置法（昭和２７年法律第２６３号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

 略 

   附 則 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次

の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

 一 第７２条の見出しの改正規定及び同条に１項を加える改正規定 公布の日 

 二 第１４条の７第３項の改正規定、第２８条の次に１条を加える改正規定及び第８０条第７号の改正規定並びに附

則第４条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日 

（認証の申請に関する経過措置） 

第２条 この法律による改正後の特定非営利活動促進法（以下「新法」という。）第１０条第２項及び第３項（これらの

規定を新法第２５条第５項及び第３４条第５項において準用する場合を含む。）の規定は、この法律の施行の日（以

下「施行日」という。）以後に新法第１０条第１項、第２５条第３項又は第３４条第３項の認証の申請があった場合

について適用し、施行日前にこの法律による改正前の特定非営利活動促進法（以下「旧法」という。）第１０条第１

項、第２５条第３項又は第３４条第３項の認証の申請があった場合については、なお従前の例による。 

（事業報告書等に関する経過措置） 

第３条 新法第２８条第１項及び第３０条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る新法第２８条第１項に規定

する事業報告書等について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧法第２８条第１項に規定する事業報告書等

については、なお従前の例による。  

（貸借対照表の公告に関する経過措置） 

第４条 新法第２８条の２第１項の規定は、特定非営利活動法人（新法第２条第２項に規定する特定非営利活動法人を

いう。以下同じ。）が附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日（以下この条において「第２号施行日」という。）以

後に新法第２８条第１項の規定により作成する貸借対照表について適用する。  

２ 特定非営利活動法人が施行日前に旧法第２８条第１項の規定により作成し、又は施行日から第２号施行日の前日ま

での間に新法第２８条第１項の規定により作成した貸借対照表のうち直近の事業年度に係るもの（以下この項及び次

項において「特定貸借対照表」という。）については、当該特定非営利活動法人が第２号施行日に同項の規定により

作成したものとみなして新法第２８条の２第１項の規定を適用する。ただし、特定貸借対照表を作成した後に当該特

定非営利活動法人について合併があった場合は、この限りでない。  

３ 前項の規定は、第２号施行日までに定款で定める方法により特定貸借対照表を公告している特定非営利活動法人に

ついては、適用しない。  

（認定、有効期間の更新又は仮認定の基準に関する経過措置） 

第５条 施行日前に旧法第４４条第１項の認定の申請、旧法第５１条第３項の有効期間の更新の申請、旧法第５８条第

１項の仮認定の申請又は旧法第６３条第１項の認定若しくは同条第２項の認定の申請をした者のこれらの申請に係

る認定、有効期間の更新又は仮認定の基準については、なお従前の例による。  

（役員報酬規程等に関する経過措置） 

第６条 新法第５４条第２項及び第５６条（これらの規定を新法第６２条において準用する場合を含む。）の規定は、施

行日以後に開始する事業年度に係る同項第２号から第４号まで（新法第６２条において準用する場合を含む。）に掲

げる書類について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧法第５４条第２項第２号から第４号まで（旧法第６

２条において準用する場合を含む。）に掲げる書類については、なお従前の例による。  

（助成金の支給に係る書類に関する経過措置） 

第７条 新法第５４条第３項及び第５６条（これらの規定を新法第６２条において準用する場合を含む。）の規定は、施

行日以後に行われる助成金の支給に係る同項（新法第６２条において準用する場合を含む。）の書類について適用し、

施行日前に行われた助成金の支給に係る旧法第５４条第３項（旧法第６２条において準用する場合を含む。）の書類
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については、なお従前の例による。  

（海外への送金又は金銭の持出しに係る書類に関する経過措置） 

第８条 この法律の施行の際現に旧法第４４条第１項の認定又は旧法第５８条第１項の仮認定を受けている特定非営利

活動法人（以下この条において「認定特定非営利活動法人等」という。）による施行日の属する事業年度以前におけ

る海外への送金又は金銭の持出しに係る旧法第５４条第４項（旧法第６２条において準用する場合を含む。）の書類

の作成、当該認定特定非営利活動法人等の事務所における備置き及び閲覧並びに当該書類の所轄庁への提出並びに当

該書類の所轄庁における閲覧又は謄写については、なお従前の例による。  

２ 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における認定特定非営利活動法人等の監督については、な

お従前の例による。  

（仮認定を受けている特定非営利活動法人に関する経過措置） 

第９条 この法律の施行の際現に旧法第５８条第１項の仮認定を受けている特定非営利活動法人は、新法第５８条第１

項の特例認定を受けた特定非営利活動法人とみなす。この場合において、当該特例認定を受けた特定非営利活動法人

とみなされる特定非営利活動法人に係る特例認定の有効期間は、旧法第５８条第１項の仮認定の有効期間の残存期間

とする。  

（仮認定の申請に関する経過措置） 

第１０条 施行日前に旧法第５８条第１項の規定により所轄庁に対しされた仮認定の申請は、新法第５８条第１項の規

定により所轄庁に対してされた特例認定の申請とみなす。  

（地方税法及び租税特別措置法の一部改正） 

第１１条 略  

（処分等の効力） 

第１２条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下この条におい

て同じ。）の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に

相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当

の規定によってしたものとみなす。  

（罰則に関する経過措置） 

第１３条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの

法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（国家戦略特別区域法の一部改正） 

第１４条 国家戦略特別区法（平成２５年法律第１０７号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

（政令への委任） 

第１５条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。  

（検討） 

第１６条 特定非営利活動法人制度については、この法律の施行後三年を目途として、新法の実施状況、特定非営利活

動（新法第２条第１項に規定する特定非営利活動をいう。）を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、検討が加え

られ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。  

附 則 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔後略〕 

附 則 
 略 

（検討） 

第７条 政府は、会社法（平成１７年法律第８６号）及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成１８年法

律第４８号）における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、

この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措

置を講ずるものとする。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この法律は、令和２年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施

行する。 
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一～四 〔略〕 

五 次に掲げる規定 令和４年４月１日 

イ 〔略〕 

ロ 〔前略〕附則第１４条から第１８条まで、〔中略〕第１５９条から第１６２条まで〔中略〕の規定 

ハ～ナ 〔略〕 

六～十二 〔略〕 

（罰則に関する経過措置） 

第１７１条 この法律（附則第１条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にし

た行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力

を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によ

る。 

（政令への委任） 

第１７２条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

附 則 
（施行期日） 
第１条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 
（認証の申請に関する経過措置） 
第２条 この法律による改正後の特定非営利活動促進法（以下この条及び次条において「新法」という。）第１０条第２

項から第４項まで（これらの規定を新法第２５条第５項及び第３４条第５項において準用する場合を含む。）の規定

は、この法律の施行の日（以下この条及び次条において「施行日」という。）以後に新法第１０条第１項、第２５条

第３項又は第３４条第３項の認証の申請があった場合について適用し、施行日前にこの法律による改正前の特定非営

利活動促進法第１０条第１項、第２５条第３項又は第３４条第３項の認証の申請があった場合については、なお従前

の例による。 
（書類の提出に関する経過措置） 
第３条 新法第５５条第１項（新法第６２条において準用する場合を含む。）の規定は、新法第２条第３項に規定する認

定特定非営利活動法人又は同条第４項に規定する特例認定特定非営利活動法人（以下この条において「認定特定非営

利活動法人等」という。）が施行日以後に開始する事業年度において提出すべき書類について適用し、認定特定非営

利活動法人等が施行日前に開始した事業年度において提出すべき書類については、なお従前の例による。 
（罰則に関する経過措置） 
第４条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法

律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 
（政令への委任） 
第７条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 
（情報通信技術の利用のための措置） 
第８条 政府は、この法律の施行後速やかに、特定非営利活動促進法に基づく事務又は業務に係る関係者の利便性の向上

並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るため、当該事務又は業務について、電子情報処理組織を使用する方法その

他の情報通信技術を利用する方法により行うことができるようにするため、必要な措置を講ずるものとする。 
  〔令和４年６月１７日法律第６８号抄〕 
（罰則の適用等に関する経過措置） 
第４４１条 刑法等の一部を改正する法律（令和４年法律第６７号。以下「刑法等一部改正法」という。）及びこの法

律（以下「刑法等一部改正法等」という。）の施行前にした行為の処罰については、次章に別段の定めがあるものの

ほか、なお従前の例による。 
２ 刑法等一部改正法等の施行後にした行為に対して、他の法律の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効

力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の法律の規定の例によることとされる罰則を適用する場合におい

て、当該罰則に定める刑（刑法施行法第１９条第１項の規定又は第８２条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う特

別措置に関する法律第２５条第四項の規定の適用後のものを含む。）に刑法等一部改正法第２条の規定による改正前

の刑法（明治４０年法律第４５号。以下この項において「旧刑法」という。）第１２条に規定する懲役（以下「懲役」

という。）、旧刑法第１３条に規定する禁錮（以下「禁錮」という。）又は旧刑法第１６条に規定する拘留（以下「旧

拘留」という。）が含まれるときは、当該刑のうち無期の懲役又は禁錮はそれぞれ無期拘禁刑と、有期の懲役又は禁

錮はそれぞれその刑と長期及び短期（刑法施行法第２０条の規定の適用後のものを含む。）を同じくする有期拘禁刑
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と、旧拘留は長期及び短期（刑法施行法第２０条の規定の適用後のものを含む。）を同じくする拘留とする。 
（裁判の効力とその執行に関する経過措置） 
第４４２条 懲役、禁錮及び旧拘留の確定裁判の効力並びにその執行については、次章に別段の定めがあるもののほか、

なお従前の例による。 
（人の資格に関する経過措置） 
第４４３条 懲役、禁錮又は旧拘留に処せられた者に係る人の資格に関する法令の規定の適用については、無期の懲役

又は禁錮に処せられた者はそれぞれ無期拘禁刑に処せられた者と、有期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ刑

期を同じくする有期拘禁刑に処せられた者と、旧拘留に処せられた者は拘留に処せられた者とみなす。 
２ 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の法律の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有するこ

ととされ又は改正前若しくは廃止前の法律の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用につ

いては、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有

期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。 
（経過措置の政令への委任） 
第５０９条 この編に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

附 則 
（施行期日） 
１ この法律は、刑法等一部改正法〔刑法等の一部を改正する法律＝令和４年６月法律第６７号〕施行日〔令和７年６

月１日〕から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 
一 第５０９条の規定 公布の日 
二 〔略〕 
別表 （第二条関係）  

一  保健、医療又は福祉の増進を図る活動 
 二  社会教育の推進を図る活動 
 三  まちづくりの推進を図る活動 
 四  観光の振興を図る活動 
 五  農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動 
 六  学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 
 七  環境の保全を図る活動 
 八  災害救援活動 
 九  地域安全活動 
 十  人権の擁護又は平和の推進を図る活動 
 十一 国際協力の活動 
 十二 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 
 十三 子どもの健全育成を図る活動 
 十四 情報化社会の発展を図る活動 
 十五 科学技術の振興を図る活動 
 十六 経済活動の活性化を図る活動 
 十七 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 
 十八 消費者の保護を図る活動 
 十九 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 
 二十 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動 
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○ 特定非営利活動促進法の関係法令抜粋（認証に係るもの） 
 
特定非営利活動促進法施行規則（平成２３年内閣府令第５５号） 
第１章 特定非営利活動法人 
（公表の方法） 
第１条 特定非営利活動促進法（以下、「法」という。）第１０条第２項の内閣府令で定める方法は、インタ

ーネットの利用とする。ただし、インターネットの利用に代えて、公報に掲載する方法により公表する
ことができる。 

（電磁的方法） 
第１条の２ 法第１４条の７第３項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 

一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの 
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通

じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 
ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を

通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に
備えられたファイルに当該情報を記録する方法 

二 電磁的記録媒体（電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。）をもって調製するファイルに情報
を記録したものを交付する方法 

２ 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することがで
きるものでなければならない。 

（電磁的記録） 
第２条 法第１４条の９第１項に規定する内閣府令で定めるものは、特定非営利活動法人の使用に係る電

子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものと
する。 

（役員の欠格事由のうち内閣府令で定めるもの） 
第２条の２ 法第２０条第６号に規定する内閣府令で定めるものは、精神の機能の障害により役員の職務

を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 
（所轄庁の変更に伴う事務の引継ぎ） 
第３条 法第２６条第３項の規定による事務の引継ぎは、所轄庁の変更を伴う定款の変更の認証を受けた

特定非営利活動法人に係る法の規定に基づく事務について行うものとする。 
２ 都道府県知事又は指定都市（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１９第１項に規定

する指定都市をいう。以下同じ。）の長は、所轄庁の変更を伴う定款の変更を認証したときは、遅滞なく、
変更前の所轄庁に当該定款の変更を認証したことを通知するものとする。ただし、変更前の所轄庁が法
第５３条第３項（法第６２条において準用する場合を含む。）の都道府県知事であるときは、この限りで
ない。 

（貸借対照表の公告） 
第３条の２ 法第２８条の２第１項第３号に規定する措置であって内閣府令で定めるものは、第１条の２

第１項第１号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものに
よる措置とする。 

２ 法第２８条の２第１項第４号に規定する措置として内閣府令で定める方法は、当該特定非営利活動法
人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法とする。 

３ 前項の方法による公告は、当該公告の開始後一年を経過する日までの間、継続してしなければならな
い。 

 
［第 2 条関係］ 
 公職選挙法 

（公職の定義） 
第３条 この法律において「公職」とは、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及

び長の職をいう。 
 

［第 7 条関係］ 
  組合等登記令 

（適用範囲） 
第１条 別表の名称の欄に掲げる法人（以下「組合等」という。）の登記については、他の法令に別段の

定めがある場合を除くほか、この政令の定めるところによる。 
（設立の登記） 

150



 

第２条 組合等の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、設立の認可、出資の払込みその
他設立に必要な手続が終了した日から二週間以内にしなければならない。 

２ 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。 
一 目的及び業務 
二 名称 
三 事務所の所在場所 
四 代表権を有する者の氏名、住所及び資格 
五 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由 
六 別表の登記事項の欄に掲げる事項 

（変更の登記） 
第３条 組合等において前条第２項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主た

る事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。 
２ 前項の規定にかかわらず、出資若しくは払い込んだ出資の総額又は出資の総口数の変更の登記は、

毎事業年度末日現在により、当該末日から四週間以内にすれば足りる。 
３ 第１項の規定にかかわらず、資産の総額の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日か

ら三月以内にすれば足りる。 
（他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記） 
第４条 組合等がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所

在地においては移転の登記をし、新所在地においては第２条第２項各号に掲げる事項を登記しなけれ
ばならない。 

（解散の登記） 
第７条 組合等が解散したときは、合併、破産手続開始の決定及び第８条第２項に規定する承継があつ

たことによる解散の場合を除き、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記を
しなければならない。 

（合併等の登記） 
第８条 組合等が合併をするときは、合併の認可その他合併に必要な手続が終了した日から二週間以内

に、その主たる事務所の所在地において、合併により消滅する組合等については解散の登記をし、合
併後存続する組合等については変更の登記をし、合併により設立する組合等については設立の登記を
しなければならない。 

（清算結了の登記） 
第１０条 組合等の清算が結了したときは、清算結了の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在

地において、清算結了の登記をしなければならない。 
別表（第１条、第２条、第６条、第７条の２、第８条、第１４条、第１７条、第２０条、第２１条   

の３関係） 

特定非営利活動法人 特定非営利活動促進法（平成10

年法律第7号） 

代表権の範囲又は制限に関する

定めがあるときは、その定め 

 
［第 8 条関係］ 

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 
（代表者の行為についての損害賠償責任） 
第７８条 一般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を

賠償する責任を負う。 
 

［第 11 条関係］ 
 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 

（定義） 
第２条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

一 公益社団法人 第４条の認定を受けた一般社団法人をいう。 
二 公益財団法人 第４条の認定を受けた一般財団法人をいう。 
三 公益法人 公益社団法人又は公益財団法人をいう。 
四 公益目的事業 学術、技芸、慈善その他の公益に関する別表各号に掲げる種類の事業であって、

不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものをいう。 
（公益認定） 
第４条 公益目的事業を行う一般社団法人又は一般財団法人は、行政庁の認定を受けることができる。 

 
私立学校法 

 （定義） 
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 第２条 略 
第３条 この法律において「学校法人」とは、私立学校の設置を目的として、この法律の定めるところ

により設立される法人をいう。 
 

社会福祉法 
（定義） 
第２２条 この法律において「社会福祉法人」とは、社会福祉事業を行うことを目的として、この法律

の定めるところにより設立された法人をいう。 
 
 更生保護事業法 

（定義） 
第２条 略 
６ この法律において「更生保護法人」とは、更生保護事業を営むことを目的として、この法律の定め

るところにより設立された法人をいう。 
７ 略 

 
［第 12 条関係］ 
 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 

（定義） 
第２条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

一 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為
をいう。 

二 暴力団 その団体の構成員（その団体の構成団体の構成員を含む。）が集団的に又は常習的に暴力
的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。 

三～八 略 
 
［第 20 条関係］ 
 刑法 

（傷害） 
第２０４条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 
（現場助勢） 
第２０６条 前２条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなく

ても、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 
（暴行） 
第２０８条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円

以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 
（凶器準備集合及び結集） 
第２０８条の２ 二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した

場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の懲役又は
三十万円以下の罰金に処する。 

２ 略 
（脅迫） 
第２２２条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年

以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 
２ 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と

同様とする。 
３ 略 

（背任） 
第２４７条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害

を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又

は五十万円以下の罰金に処する。 
 
［第 70 条関係］ 
 法人税法 

（定義） 
第２条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 
 一～五 略 
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六 公益法人等 公益法人等 別表第二に掲げる法人をいう。 
七～四十四 略 

（寄附金の損金不算入） 
第３７条 略 
４ 第１項の場合において、同項に規定する寄附金の額のうちに、公共法人、公益法人等（別表第二に

掲げる一般社団法人、一般財団法人及び労働者協同組合を除く。以下この項及び次項において同じ。）
その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢

献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものに対する当該法人の主たる目的で
ある業務に関連する寄附金（出資に関する業務に充てられることが明らかなもの及び前項各号に規定
する寄附金に該当するものを除く。）の額があるときは、当該寄附金の額の合計額（当該合計額が当該

事業年度終了の時の資本金の額及び資本準備金の額の合計額若しくは出資金の額又は当該事業年度の
所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超える場合には、当該計算した金
額に相当する金額）は、第１項に規定する寄附金の額の合計額に算入しない。ただし、公益法人等が

支出した寄附金の額については、この限りでない。 
５～１２ 略 
（各事業年度の所得に対する法人税の税率） 
第６６条 内国法人である普通法人、一般社団法人等（別表第二に掲げる一般社団法人、一般財団法人

及び労働者協同組合並びに公益社団法人及び公益財団法人をいう。次項及び第３項において同じ。）又
は人格のない社団等に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、各事業年度の所得の金

額に百分の二十三・二の税率を乗じて計算した金額とする。 
２ 前項の場合において、普通法人（通算法人を除く。）若しくは一般社団法人等のうち、各事業年度終

了の時において資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下であるもの若しくは資本若しくは出資を

有しないもの又は人格のない社団等の各事業年度の所得の金額のうち年八百万円以下の金額について
は、同項の規定にかかわらず、百分の十九の税率による。 

３ 公益法人等（一般社団法人等を除く。）又は協同組合等に対して課する各事業年度の所得に対する法

人税の額は、各事業年度の所得の金額に百分の十九の税率を乗じて計算した金額とする。 
４～１２ 略 

 
 

 
 租税特別措置法 
（公益法人等の損益計算書等の提出） 
第６８条の６ 公益法人等（法人税法以外の法律によつて公益法人等とみなされているもので政令で定め

る法人及び小規模な法人として政令で定める法人を除く。）は、当該事業年度につき法人税法第７４条第
１項の規定による申告書を提出すべき場合を除き、財務省令で定めるところにより、当該事業年度の損
益計算書又は収支計算書を、当該事業年度終了の日の翌日から四月以内（政令で定める法人にあつては、

（参考）法人税法 
（定義） 
第２条 略 
 十三 収益事業 販売業、製造業その他の政令で定める事業で、継続して事業場を設け

て行われるものをいう。 
 十四～四十四 略 
法人税法施行令 
（収益事業の範囲） 
第５条 法第２条第１３号（定義）に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業（その

性質上その事業に付随して行われる行為を含む。）とする。 
 一～三十四 略 
２ 略 

＊ 法人税法施行令第 5条第 1項に掲げられている 34 業種 
     物品販売業、不動産販売業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、通信業、運

送業、倉庫業、請負業、印刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、料理店業その他の飲食
店業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、鉱業、土石採取業、浴場業、理容業、美容業、興
行業、遊技所業、遊覧所業、医療保健業、技芸教授業、駐車場業、信用保証業、無体財産権

の提供等を行う事業、労働者派遣業 
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同日から政令で定める期間内）に、当該事業年度終了の日におけるその主たる事務所の所在地の所轄税

務署長に提出しなければならない。 
 
 
 租税特別措置法施行令 

（損益計算書等の提出を要しない公益法人等の範囲等） 
第３９条の３７ 法第６８条の６に規定する政令で定める公益法人等とみなされている法人は、地方自

治法第２６０条の２第７項に規定する認可地縁団体、建物の区分所有等に関する法律第４７条第２項
に規定する管理組合法人及び同法第６６条の規定により読み替えられた同項に規定する団地管理組
合法人、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第７条の２第１項に規

定する法人である政党等、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第１３３条第１項
に規定する防災街区整備事業組合並びにマンションの建替え等の円滑化に関する法律第５条第１項
に規定するマンション建替組合、同法第１１６条に規定するマンション敷地売却組合及び同法第１６

４条に規定する敷地分割組合とする。 
２ 法第６８条の６に規定する政令で定める小規模な法人は、当該事業年度の収入金額（資産の売却に

よる収入で臨時的なものを除く。）の合計額が八千万円（当該事業年度が十二月に満たない場合には、

八千万円に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額）以下の法人とする。 
３ 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。 
４ 略 
 

 地価税法 
（定義） 
第２条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 
 一～五 略 
六 公益法人等 法人税法別表第二（公益法人等の表）に掲げる法人をいう。 
七 人格のない社団等 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。 
八～十三 略 

 （非課税） 
第６条 略 
４ 人格のない社団等が有する土地等でその行う事業（法人税法第２条第１３号（定義）に規定する収

益事業（以下この項において「収益事業」という。）を除く。）の用に供されているもの（当該土地等

が当該人格のない社団等の収益事業の用にも供されているときは、当該土地等のうち当該収益事業の
用に供されている部分として政令で定める部分を除く。）については、当該人格のない社団等には、地
価税を課さない。 

５～８ 略 
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○ 川崎市特定非営利活動促進法施行条例（平成２３年川崎市条例第３４号） 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は、特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号。以下「法」という。）の実施に関し必要な事項を定め

るものとする。 

 

第２章 特定非営利活動法人 

（設立の認証申請） 

第２条 法第１０条第１項の認証を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を市

長に提出しなければならない。 

（１）申請者の氏名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名）及び住所又は居所 

（２）申請に係る特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

（３）申請に係る特定非営利活動法人の定款に記載された目的 

２ 法第１０条第１項第２号ハに規定する条例で定める書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書面とする。

ただし、第１号に掲げる場合であって市長が住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第30条の10第１項又は第30条の

12 第１項の規定により地方公共団体情報システム機構から当該役員に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることにつ

いて当該役員の申出があるときは、当該提供された機構保存本人確認情報をもって第１号の書面に代えることができる。 

（１）当該役員が住民基本台帳法の規定により住民基本台帳に記録されている者である場合 住民票の写し 

（２）当該役員が前号に該当しない者である場合 権限を有する官公署が発行した当該役員の住所又は居所が記載された書

面 

３ 前項各号に掲げる書面は、認証の申請をする日前６月以内に作成されたものでなければならない。 

４ 第２項第２号に掲げる書面が外国語で作成されているときは、翻訳人を明らかにした翻訳文を添付しなければならない。 

５ 法第 10 条第４項に規定する条例で定める軽微な不備は、内容の同一性を失わない範囲のものであって、規則で定めるも

のとする。 

（社員総会の決議の省略がなされた場合の議事録） 

第３条 法第１４条の９第１項の規定により社員総会の決議があったものとみなされた場合の議事録には、次に掲げる事項を

記載しなければならない。 

（１）社員総会の決議があったものとみなされた事項の内容 

（２）前号の事項の提案をした者の氏名又は名称 

（３）社員総会の決議があったものとみなされた日 

（４）議事録の作成に係る職務を行った者の氏名 

（準用） 

第４条 第２条第２項から第４項までの規定は、法第２３条第２項の規定により届出をする場合について準用する。 

（定款の変更の認証申請等） 

第５条 特定非営利活動法人は、法第２５条第３項の認証を受けようとするときは、規則で定めるところにより、次に掲げる

事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。 

（１）特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

（２）定款の変更の内容 

（３）定款の変更の理由 

２ 第２条第５項の規定は、法第２５条第５項において準用する法第１０条第４項の規定による補正について準用する。 

３ 特定非営利活動法人は、法第２５条第６項の規定による届出をしようとするときは、規則で定めるところにより、第１項

各号に掲げる事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。 

（事業報告書等の提出） 

第６条 法第２９条の規定による事業報告書等の提出は、毎事業年度初めの３月以内に行わなければならない。 

（解散の認定申請） 

第７条 特定非営利活動法人は、法第３１条第２項の認定を受けようとするときは、規則で定めるところにより、次に掲げる

事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。 

（１）特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

（２）事業の成功の不能となるに至った理由及び経緯 

（３）残余財産の処分方法 
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（残余財産の譲渡の認証申請） 

第８条 清算人は、法第３２条第２項の認証を受けようとするときは、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載し

た申請書を市長に提出しなければならない。 

（１）解散した特定非営利活動法人の名称及び主たる事務所の所在地 

（２）申請者である清算人の氏名及び住所又は居所 

（３）譲渡しようとする残余財産 

（４）残余財産の譲渡を受ける者 

（合併の認証申請） 

第９条 特定非営利活動法人は、法第３４条第３項の認証を受けようとするときは、規則で定めるところにより、次に掲げる

事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。 

（１）合併しようとする各特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

（２）合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる

事務所の所在地 

（３）合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人の定款に記載された目的 

２ 第２条第２項から第４項までの規定は法第３４条第５項において準用する法第１０条第１項第２号ハの書類について、第

２条第５項の規定は法第３４条第５項において準用する法第１０条第４項の規定による補正について、それぞれ準用する。 

 

第３章 認定特定非営利活動法人及び特例認定特定非営利活動法人 

（認定申請） 

第１０条 特定非営利活動法人は、法第４４条第１項の認定を受けようとするときは、規則で定めるところにより、次に掲げ

る事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。 

（１）特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

（２）その他市長が必要と認める事項 

（認定の有効期間の更新申請） 

第１１条 認定特定非営利活動法人は、法第５１条第２項の有効期間の更新を受けようとするときは、規則で定めるところに

より、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。 

（１）認定特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

（２）その他市長が必要と認める事項 

（寄附者名簿等の作成） 

第１２条 法第５４条第２項第１号及び第３号並びに第３項に規定する書類は、規則で定めるところにより、作成しなければ

ならない。 

（役員報酬規程等の提出） 

第１３条 法第５５条第１項の規定による書類の提出は、毎事業年度初めの３月以内に行わなければならない。 

２ 法第５５条第２項の規定による書類の提出は、助成金の支給後遅滞なく行わなければならない。 

（特例認定申請） 

第１４条 特定非営利活動法人は、法第５８条第１項の特例認定を受けようとするときは、規則で定めるところにより、次に

掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。 

（１）特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

（２）その他市長が必要と認める事項 

（認定特定非営利活動法人等の合併の認定申請） 

第１５条 法第６３条第１項の認定を受けようとする認定特定非営利活動法人又は同条第２項の認定を受けようとする特例

認定特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならな

い。 

（１）合併しようとする各特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

（２）合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる

事務所の所在地 

（３）その他市長が必要と認める事項 

 

第４章 雑則 

（書類の公開） 
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第１６条 法第３０条及び法第５６条の規定による閲覧又は謄写に関し必要な事項は、規則で定める。 

（情報通信技術活用法の適用） 

第１７条 法第７４条の規定により読み替えて適用する情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成１４年法律

第１５１号。以下「情報通信技術活用法」という。）第６条第１項の規定により電子情報処理組織（同項に規定する電子情

報処理組織をいう。以下同じ。）を使用する方法により行うことができる申請等（情報通信技術活用法第３条第８号に規定

する申請等をいう。以下同じ。）は、規則で定める申請等とする。 

２ 電子情報処理組織を使用して申請等を行おうとする者は、規則で定めるところにより、規則で定める電子情報処理組織を

使用する方法により当該申請等を行い、かつ、当該申請等に係る氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。 

（電子文書法の適用） 

第１８条 法第７５条の規定により読み替えて適用する民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に

関する法律（平成１６年法律第１４９号。以下「電子文書法」という。）第３条第１項に規定する条例で定める保存は、法

第１４条（法第３９条第２項において準用する場合を含む。）、法第２８条第１項及び第２項、法第３５条第１項、法第５４

条第１項（法第６２条（法第６３条第５項において準用する場合を含む。）及び法第６３条第５項において準用する場合を

含む。）並びに法第５４条第２項及び第３項（これらの規定を法第６２条において準用する場合を含む。）の規定による備置

きとする。 

２ 法第７５条の規定により読み替えて適用する電子文書法第４条第１項に規定する条例で定める作成は、法第１４条（法第

３９条第２項において準用する場合を含む。）、法第２８条第１項、法第３５条第１項並びに法第５４条第２項及び第３項（こ

れらの規定を法第６２条において準用する場合を含む。）の規定による作成とする。 

３ 法第７５条の規定により読み替えて適用する電子文書法第５条第１項に規定する条例で定める縦覧等は、法第２８条第３

項、法第４５条第１項第５号（法第５１条第５項及び法第６３条第５項において準用する場合を含む。）並びに法第５２条

第４項、第５項及び法第５４条第４項（これらの規定を法第６２条において準用する場合を含む。）の規定による閲覧とす

る。 

４ 特定非営利活動法人は、電子文書法第３条第１項の規定に基づき第１項に規定する備置きに代えて電磁的記録の保存を行

う場合、電子文書法第４条第１項の規定に基づき第２項に規定する作成に代えて電磁的記録による作成を行う場合又は電子

文書法第５条第１項の規定に基づき前項に規定する閲覧に代えて電磁的記録に記録されている事項若しくは当該事項を記

載した書類の縦覧等を行う場合は、規則で定めるところにより、行わなければならない。 

（委任） 

第１９条 この条例に定めるもののほか、法の実施に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

附 則 

この条例は、平成24年４月１日から施行する。 

附 則（平成24年３月19日条例第１号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成24年７月９日から施行する。 

（経過措置） 

４ 第５条の規定による改正後の川崎市特定非営利活動促進法施行条例（以下「新特定非営利活動促進法施行条例」という。）

第２条第２項（新特定非営利活動促進法施行条例第４条及び第９条第２項において準用する場合を含む。）の規定の適用に

ついては、第５条の規定による改正前の川崎市特定非営利活動促進法施行条例第２条第２項第２号に掲げる書面は、それが

作成された日から起算して６月を経過する日までの間は、新特定非営利活動促進法施行条例第２条第２項第１号に掲げる書

面とみなす。 

附 則（平成27年７月７日条例第48号） 

この条例は、平成27年10月5日から施行する。 

   附 則（平成29年3月22日条例第13号） 

この条例は、平成29年4月1日から施行する。 

   附 則（令和2年3月23日条例第9号） 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第１７条第２項の改正規定は、令和２年４月１日から施行する。 

   附 則（令和3年3月19日条例第6号） 

この条例は、令和3年6月9日から施行する。 
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○ 川崎市特定非営利活動促進法施行細則（平成２２年規則第４号） 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 特定非営利活動促進法（平成10年法律第7号。以下「法」という。）の実施については、法及び川崎市特定非営利活

動促進法施行条例（平成 23 年川崎市条例第 34 号。以下「条例」という。）に定めるもののほか、この規則の定めるところ

による。 

 

第２章 特定非営利活動法人 

（設立の認証申請） 

第２条 条例第2条第1項の申請書は、特定非営利活動法人設立認証申請書（第1号様式）とする。 

２ 法第10条第１項の規定により添付する同項第1号、第2号イ、第5号、第7号及び第8号に掲げる書類は、それぞれ2

部を添付しなければならない。 

３ 条例第2条第5項に規定する規則で定める軽微な不備は、計算違い、誤記、誤植又は脱字とする。 

４ 法第10条第4項の規定による補正は、補正後の申請書又は法第10条第1項各号に掲げる書類を添付した補正書（第2号

様式）を市長に提出して行うものとする。 

５ 第2項の規定は、前項の補正書に添付する書類について準用する。 

（設立の認証等の通知） 

第３条 法第12 条第 3項の規定による認証の決定をした旨の通知は特定非営利活動法人設立認証通知書（第3号様式）によ

り、同項の規定による不認証の決定をした旨の通知は特定非営利活動法人設立不認証通知書（第4号様式）により、行うも

のとする。 

（設立登記の届出） 

第４条 法第13 条第 2項の規定による届出は、設立（合併）登記完了届出書（第5号様式）を市長に提出して行うものとす

る。 

２ 法第13条第2項の規定により添付する登記事項証明書には、写しを添付しなければならない。 

３ 法第13条第2項の規定により添付する財産目録は、2部を添付しなければならない。 

（役員の変更等の届出） 

第５条 法第23条第1項の規定による届出は、役員の変更等届出書（第6号様式）を市長に提出して行うものとする。 

２ 法第23条第1項の規定により添付する変更後の役員名簿は、2部を添付しなければならない。 

（定款の変更の認証申請） 

第６条 条例第5条第1項の申請書は、定款変更認証申請書（第7号様式）とする。 

２ 法第 25 条第 4 項の規定により添付する変更後の定款、当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画

書及び活動予算書並びに法第26条第2項の規定により添付する法第10条第1項第2号イに掲げる書類は、それぞれ2部を

添付しなければならない。 

３ 第2条第3項から第5項までの規定は、法第25条第5項において準用する法第10条第4項の規定による補正について準

用する。 

（定款の変更の認証等の通知） 

第７条 法第25条第5項において準用する法第12条第3項の規定による認証の決定をした旨の通知は定款変更認証通知書（第

8号様式）により、同項の規定による不認証の決定をした旨の通知は定款変更不認証通知書（第9号様式）により、行うも

のとする。 

（定款の変更の届出） 

第８条 条例第5条第3項の届出書は、定款変更届出書（第10号様式）とする。 

２ 法第25条第6項の規定により添付する変更後の定款は、2部を添付しなければならない。 

（登記事項証明書の写しの添付） 

第９条 法第25条第7項の規定により提出する登記事項証明書には、写しを添付しなければならない。 

（事業報告書等に添付する書類） 

第１０条 法第29条の規定により提出する事業報告書等は、それぞれ2部を提出しなければならない。 

（成功の不能による解散の認定申請書） 

第１１条 条例第7条の申請書は、解散認定申請書（第11号様式）とする。 

（成功の不能による解散の認定等の通知） 

第１２条 市長は、法第31条第2項に規定する認定を行うときは解散認定通知書（第12号様式）により、同項に規定する認

定を行わないときは解散不認定通知書（第13号様式）により、当該申請をした者に通知するものとする。 
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（解散の届出等） 

第１３条 法第 31 条第 4 項の規定による届出は、解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した解散

届出書（第14号様式）を市長に提出して行うものとする。 

２ 法第 31 条の 8 の規定による届出は、当該清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した清算人就任届出書

（第15号様式）を市長に提出して行うものとする。 

（残余財産の譲渡の認証申請書） 

第１４条 条例第8条の申請書は、残余財産譲渡認証申請書（第16号様式）とする。 

（残余財産の譲渡の認証等の通知） 

第１５条 市長は、法第32条第2項に規定する認証を行うときは残余財産譲渡認証通知書（第17号様式）により、同項に規

定する認証を行わないときは残余財産譲渡不認証通知書（第18号様式）により、当該申請をした者に通知するものとする。 

（清算結了の届出） 

第１６条 法第 32 条の 3 の規定による届出は、清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した清算結了届出

書（第19号様式）を市長に提出して行うものとする。 

（合併の認証申請） 

第１７条 条例第9条第1項の申請書は、合併認証申請書（第20号様式）とする。 

２ 第2条第2項の規定は前項の申請書に添付する書類について、同条第3項から第5項までの規定は法第34条第5項にお

いて準用する法第10条第4項の規定による補正について、それぞれ準用する。 

（合併の認証等の通知） 

第１８条 法第34条第5項において準用する法第12条第3項の規定による認証の決定をした旨の通知は合併認証通知書（第

21号様式）により、同項の規定による不認証の決定をした旨の通知は合併不認証通知書（第22号様式）により、行うもの

とする。 

（合併登記の届出） 

第１９条 法第39条第2項において準用する法第13条第2項の規定による届出は、設立（合併）登記完了届出書を市長に提

出して行うものとする。 

２ 法第39条第2項において準用する法第13条第2項の規定により添付する登記事項証明書には、写しを添付しなければな

らない。 

３ 法第39条第2項において準用する法第13条第2項の規定により添付する財産目録は、2部を添付しなければならない。 

 

第３章 認定特定非営利活動法人及び特例認定特定非営利活動法人 

（認定申請） 

第２０条 条例第10条の申請書は、特定非営利活動法人認定申請書（第23号様式）とする。 

２ 法第44条第2項第1号に掲げる書類は、寄附者名簿（第24号様式）によるものとする。 

３ 法第44条第2項第3号に掲げる書類は、寄附金充当予定事業一覧（第25号様式）によるものとする。 

４ 法第44条第2項の規定により添付する同項第2号及び第3号に掲げる書類は、それぞれ2部を添付しなければならない。 

（認定等の通知等） 

第２１条 法第49条第1項の規定による認定をした旨の通知は特定非営利活動法人認定通知書（第26号様式）により、同項

の規定による認定をしないことを決定した旨の通知は特定非営利活動法人不認定通知書（第 27 号様式）により、行うもの

とする。 

２ 法第49条第2項（法第51条第5項、第62条、第63条第5項及び第67条第4項において準用する場合を含む。）の規定

による公示は、告示及びインターネットの本市のホームページへの登載により行うものとする。 

（認定の有効期間の更新申請） 

第２２条 条例第１１条の申請書は、認定有効期間更新申請書（第28号様式）とする。 

２ 第20条第4項の規定は、前項の申請書に添付する書類について準用する。 

（認定の有効期間の更新等の通知） 

第２３条 法第51条第5項において準用する法第49条第1項の規定による有効期間の更新をした旨の通知は認定有効期間更

新通知書（第 29 号様式）により、同項の規定による有効期間の更新をしないことを決定した旨の通知は認定有効期間不更

新通知書（第30号様式）により、行うものとする。 

（代表者の氏名の変更の届出等） 

第２４条 法第53条第1項（法第62条において準用する場合を含む。）の規定による届出は、代表者変更届出書（第31号様

式）を市長に提出して行うものとする。 

２ 第21条第2項の規定は、法第53条第2項（法第62条において準用する場合を含む。）の規定による公示について準用す
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る。 

（認定特定非営利活動法人が作成する書類） 

第２５条 条例第12条の規定により作成する書類は、次に掲げるとおりとする。 

（１）寄附者名簿 

（２）資金・資産の譲渡・寄附金等明細書（第32号様式） 

（３）助成金支給実績提出書（第33号様式） 

（役員報酬規程等の提出） 

第２６条 法第55条第 1項（法第62 条において準用する場合を含む。）の規定により書類を提出するときは、役員報酬規程

等提出書（第35号様式）を併せて提出しなければならない。 

２ 法第55条第1項又は第2項（これらの規定を法第62条において準用する場合を含む。）の規定により提出する書類は、

それぞれ2部を提出しなければならない。 

（準用） 

第２７条 第21条第2項の規定は、法第57条第2項（法第62条において準用する場合を含む。）の規定による公示について

準用する。 

（特例認定申請） 

第２８条 条例第14条の申請書は、特定非営利活動法人特例認定申請書（第36号様式）とする。 

２ 第20条第4項の規定は、前項の申請書に添付する書類について準用する。 

（特例認定等の通知） 

第２９条 法第62条において準用する法第49条第1項の規定による特例認定をした旨の通知は特定非営利活動法人特例認定

通知書（第 37 号様式）により、同項の規定による特例認定をしないことを決定した旨の通知は特定非営利活動法人特例認

定不認定通知書（第38号様式）により、行うものとする。 

（認定特定非営利活動法人等の合併の認定申請） 

第３０条 条例第15条の申請書は、認定特定非営利活動法人等合併認定申請書（第39号様式）とする。 

２ 第20条第4項の規定は、前項の申請書に添付する書類について準用する。 

（合併の認定等の通知） 

第３１条 法第63条第5項において準用する法第49条第1項の規定による認定をした旨の通知は認定特定非営利活動法人等

合併認定通知書（第 40 号様式）により、同項の規定による認定をしないことを決定した旨の通知は認定特定非営利活動法

人等合併不認定通知書（第41号様式）により、行うものとする。 

（準用） 

第３２条 第21条第2項の規定は、法第65条第6項（法第66条第2項において準用する場合を含む。）の規定による公示に

ついて準用する。 

（認定又は特例認定の取消し） 

第３３条 法第67条第1項第4号の認定の取消しの申請又は同条第3項において準用する同条第1項第4号の特例認定の取

消しの申請は、特定非営利活動法人認定（特例認定）取消申請書（第42号様式）を市長に提出して行うものとする。 

（認定又は特例認定の取消しの通知） 

第３４条 法第67条第1項若しくは第2項の規定による認定の取消し又は同条第3項において準用する同条第1項若しくは

第 2 項の規定による特例認定の取消しを行うときは、特定非営利活動法人認定（特例認定）取消通知書（第 43 号様式）に

より、当該特定非営利活動法人に通知するものとする。 

 

第４章 雑則 

（公表等の方法） 

第３５条 法第10条第2項（法第25条第5項及び法第34条第5項において準用する場合を含む。次条第１項において同じ。）

の規定による公表は、インターネットの本市のホームページへの登載により行う。 

２ 第21条第２項（第24条第２項、第27条及び第32条において準用する場合を含む。）の規定による告示は、川崎市公告

式条例（昭和25年川崎市条例第28号）の定めるところにより行う。 

（縦覧の場所等） 

第３６条 法第10条第2項に規定する縦覧の場所（以下「縦覧所」という。）は、情報プラザとする。 

２ 縦覧所の休日は、川崎市の休日を定める条例（平成元年川崎市条例第16号）第1条第1項に規定する市の休日とする。 

３ 縦覧を行う時間は、午前8時30分から午後5時までとする。 

４ 前2項の規定にかかわらず、市長は、縦覧に供する書類の整理その他必要がある場合は、臨時に縦覧を行わない日を設け、

又は縦覧を行う時間を変更することができる。この場合において、市長は、あらかじめその旨を縦覧所に掲示するものとす
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る。 

５ 縦覧に供する書類は、丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。 

（準用） 

第３７条 前条の規定は、法第30条及び法第56条（法第62条において準用する場合を含む。）の規定による閲覧又は謄写に

ついて準用する。 

（身分証明書） 

第３８条 法第41条第3項（法第64条第7項において準用する場合を含む。）の身分を示す証明書は、身分証明書（第44号

様式）とする。 

（電子情報処理組織による申請等） 

第３９条 条例第17条第1項の規則で定める申請等は、次に掲げる申請等とする。 

（１）法第10条第1項（法第34条第5項において準用する場合を含む。）の規定による提出 

（２）法第13条第2項（法第39条第2項において準用する場合を含む。）の規定による届出 

（３）法第23条第1項の規定による届出 

（４）法第25条第4項の規定による提出 

（５）法第25条第6項の規定による届出 

（６）法第29条の規定による提出 

（７）法第31条第3項の規定による提出 

（８）法第34条第4項の規定による提出 

（９）法第44条第2項（法第51条第5項、法第58条第2項（法第63条第5項において準用する場合を含む。）及び法第

63条第5項において準用する場合を含む。）の規定による提出 

（１０）法第55条第1項及び第2項（これらの規定を法第62条において準用する場合を含む。）の規定による提出 

２ 条例第 17 条第 2 項の規定による電子情報処理組織による申請等の方法及び氏名又は名称を明らかにする措置は、川崎市

情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則（平成18年川崎市規則第85号。以下、「施行規則」という。）第

5条の規定の例による。 

３ 条例第17条第2項の規則で定める電子情報処理組織は、施行規則第4条に規定する電子情報処理組織とする。 

（電磁的記録の保存等の方法） 

第４０条 条例第18条第4項に規定する電磁的記録の保存の方法は、次に掲げるいずれかの方法とする。 

(１) 作成された電磁的記録を当該保存を行う特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁

的記録媒体（電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。）をもって調製するファイルにより保存する方法 

(２) 書面に記載されている事項をスキャナ（これに準ずる画像読取装置を含む。）により読み取ってできた電磁的記録を、

当該保存を行う特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製す

るファイルにより保存する方法 

２ 条例第 18 条第 4 項に規定する電磁的記録による作成の方法は、当該作成に係る情報を当該作成を行う特定非営利活動法

人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法とする。 

３ 条例第 18 条第 4 項に規定する電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等の方法は、当該事

項を当該縦覧等を行う特定非営利活動法人の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載し

た書類を当該縦覧等を行う特定非営利活動法人の事務所に備え置く方法とする。 

（委任） 

第４１条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市民文化局長が定める。 

 

   附 則（平成22年3月23日規則第4号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成22年4月1日から施行する。 

附 則（平成24年2月29日規則第5号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成24年4月1日から施行する。 

附 則（平成25年3月29日規則第27号） 

この規則は、平成25年4月１日から施行する。 

附 則（平成28年3月31日規則第12号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成28年4月1日から施行する。 

161



 

附 則（平成29年3月31日規則第17号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成29年4月1日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続き

これを使用することができる。 

附 則（令和2年3月31日規則第21号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和2年4月1日から施行する。 

附 則（令和3年6月8日規則第54号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和3年6月9日から施行する。 

附 則（令和6年2月29日規則第5号） 

この規則は、令和6年3月1日から施行する。ただし、第40条の改正規定は公布の日から施行する。 

 

 

様式目次 
 

様式番号 名称 関係条文 

１ 特定非営利活動法人設立認証申請書 第２条第１項 

２ 補正書 第２条第４項 

３ 特定非営利活動法人設立認証通知書 第３条 

４ 特定非営利活動法人設立不認証通知書 第３条 

５ 設立（合併）登記完了届出書 
第４条第１項 

第１９条第１項 

６ 役員の変更等届出書 第５条第１項 

７ 定款変更認証申請書 第６条第１項 

８ 定款変更認証通知書 第７条 

９ 定款変更不認証通知書 第７条 

１０ 定款変更届出書 第８条第１項 

１１ 解散認定申請書 第１１条 

１２ 解散認定通知書 第１２条 

１３ 解散不認定通知書 第１２条 

１４ 解散届出書 第１３条第１項 

１５ 清算人就任届出書 第１３条第２項 

１６ 残余財産譲渡認証申請書 第１４条 

１７ 残余財産譲渡認証通知書 第１５条 

１８ 残余財産譲渡不認証通知書 第１５条 

１９ 清算結了届出書 第１６条 

２０ 合併認証申請書 第１７条第１項 

２１ 合併認証通知書 第１８条 

２２ 合併不認証通知書 第１８条 

２３ 特定非営利活動法人認定申請書 第２０条第１項 

２４ 寄附者名簿 
第２０条第２項 

第２５条第１号 

２５ 寄附金充当予定事業一覧 第２０条第３項 
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２６ 特定非営利活動法人認定通知書 第２１条第１項 

２７ 特定非営利活動法人不認定通知書 第２１条第１項 

２８ 認定有効期間更新申請書 第２２条第１項 

２９ 認定有効期間更新通知書 第２３条 

３０ 認定有効期間不更新通知書 第２３条 

３１ 代表者変更届出書 第２４条第１項 

３２ 資金・資産の譲渡・寄附金等明細書 第２５条第２号 

３３ 助成金支給実績提出書 第２５条第３号 

３４ 削除  

３５ 役員報酬規程等提出書 第２６条第１項 

３６ 特定非営利活動法人特例認定申請書 第２８条第１項 

３７ 特定非営利活動法人特例認定通知書 第２９条 

３８ 特定非営利活動法人特例認定不認定通知書 第２９条 

３９ 認定特定非営利活動法人等合併認定申請書 第３０条第１項 

４０ 認定特定非営利活動法人等合併認定通知書 第３１条 

４１ 認定特定非営利活動法人等合併不認定通知書 第３１条 

４２ 特定非営利活動法人認定（特例認定）取消申請書 第３３条 

４３ 特定非営利活動法人認定（特例認定）取消通知書 第３４条 

４４ 身分証明書 第３８条 

  

※以下では、認証に係る第１、２、５～７、１０、１１、１４～１６、１９、２０号様式のみ掲載 
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第

１
号

様
式

 

特
定

非
営

利
活

動
法

人
設

立
認

証
申

請
書

 

 

年
 

 
月

 
 

日
 

 

（
宛

先
）

川
崎

市
長

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

申
請

者
 

住
所

又
は

居
所
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

氏
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

電
話

番
号
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ｆ
Ａ

Ｘ
番

号
 

 

次
の

と
お

り
特

定
非

営
利

活
動

法
人

を
設

立
す

る
こ

と
に

つ
い

て
、

特
定

非
営

利
活

動
促

進
法

第
１

０
条

第
１

項
の

認
証

を
受

け
た

い
の

で
、

申
請

し
ま

す
。

 

特
定

非
営

利
活

動
法

人
の

名
称

 
 

代
表

者
の

氏
名

 
 

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

 
川

崎
市

 
 

区
 

定
款

に
記

載
さ

れ
た

目
的

 

  

備
考

 
１

 
主

た
る

事
務

所
の

所
在

地
は

、
町

名
及

び
番

地
ま

で
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

 
２

 
次

の
書

類
（

川
崎

市
特

定
非

営
利

活
動

促
進

法
施

行
条

例
第

２
条

第
２

項
た

だ
し

書
の

規
定

の
適

用
を

受
け

る
場

合
に

あ
っ

て
は

、
（

４
）

の
書

類
を

除
く

。
）

を
添

付
し

て
く

だ
さ

い
。

 
（

１
）

定
款

（
２

部
）

 
（

２
）

役
員

名
簿

（
２

部
）

 
（

３
）

各
役

員
が

特
定

非
営

利
活

動
促

進
法

第
２

０
条

各
号

に
該

当
し

な
い

こ
と

及
び

同
法

第
２

１
条

の
規

定
に

違
反

し
な

い
こ

と
を

誓
約

し
、

並
び

に
就

任
を

承
諾

す
る

書
面

の
謄

本
 

（
４

）
各

役
員

の
住

所
又

は
居

所
を

証
す

る
書

面
 

（
５

）
社

員
の

う
ち

１
０

人
以

上
の

者
の

氏
名

（
法

人
に

あ
っ

て
は

、
そ

の
名

称
及

び
代

表
者

の
氏

名
）

及
び

住
所

又
は

居
所

を
記

載
し

た
書

面
 

（
６

）
特

定
非

営
利

活
動

促
進

法
第

２
条

第
２

項
第

２
号

及
び

第
１

２
条

第
１

項
第

３
号

に
該

当
す

る
こ

と
を

確
認

し
た

こ
と

を
示

す
書

面
 

（
７

）
設

立
趣

旨
書

（
２

部
）

 
（

８
）

設
立

に
つ

い
て

の
意

思
の

決
定

を
証

す
る

議
事

録
の

謄
本

 
（

９
）

設
立

当
初

の
事

業
年

度
及

び
翌

事
業

年
度

の
事

業
計

画
書

（
２

部
）

 
（

１
０

）
設

立
当

初
の

事
業

年
度

及
び

翌
事

業
年

度
の

活
動

予
算

書
（

２
部

）
 

 

第
２

号
様

式
 

補
正

書
 

 

年
 

 
月

 
 

日
 

 

（
宛

先
）

川
崎

市
長

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

申
請

者
の

住
所
若

し
く

は
居

所
又

は
主

た
る

事
務

所
の
所

在
地

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

申
請

者
の

氏
名

又
は

法
人

名
称

及
び

代
表

者
氏

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

電
話

番
号

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ｆ
Ａ

Ｘ
番

号
 

  
 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

申
請

し
た

設
立

の
認

証
（

定
款

の
変

更
の

認
証

・
合

併
の

認
証

）
に

つ
い

て
、

提
出

し
た

書
類

に
軽

微
な

不
備

が
あ

り
ま

し
た

の
で

、
特

定
非

営
利

活
動

促

進
法

第
１

０
条

第
４

項
（

同
法

第
２

５
条

第
５

項
及

び
第

３
４

条
第

５
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場

合
を

含
む

。
）

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

補
正

し
ま

す
。

 

補
正

が
必

要

な
書

類
 

補
正

の
内

容
 

補
正

の
理

由
 

補
正

後
 

補
正

前
 

 
 

 
 

備
考

 
１

 
補

正
す

る
こ

と
が

で
き

る
軽

微
な

不
備

は
、
内

容
の

同
一

性
を

失
わ

な
い

範
囲

の
も

の
で

あ
っ

て
、

計
算

違
い

、
誤

記
、

誤
植

及
び

脱
字

に
限

ら
れ

ま
す

。
 

 
 

 
２

 
補

正
の

内
容

の
欄

に
は

、
補

正
し

よ
う

と
す

る
箇

所
に

つ
い

て
、
補

正
後

と
申

請
段

階
で

の
記

載
の

違
い

を
明

ら
か

に
し

た
対

照
表

を
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

 
３

 
補

正
後

の
書

類
を

添
付

し
て

く
だ

さ
い

。
な

お
、

縦
覧

に
供

す
る

書
類

（
定

款
、

役
員

名
簿

、
設

立
趣

旨
書

、
事

業
計

画
書

、
活

動
予

算
書

）
を

補
正

す
る

場
合

は
、

２
部

添
付

し
て

く
だ

さ
い

。
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第

５
号

様
式

 

設
立

（
合

併
）

登
記

完
了

届
出

書
 

 

年
 

 
月

 
 

日
 

 

（
宛

先
）

川
崎

市
長

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

法
人

名
称

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

代
表

者
氏

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

電
話

番
号

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ｆ
Ａ

Ｘ
番

号
 

 

設
立

（
合

併
）

の
登

記
を

完
了

し
ま

し
た

の
で

、
特

定
非

営
利

活
動

促
進

法
第

１
３

条
第

２
項

（

同
法

第
３

９
条

第
２

項
に

お
い

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

。
）

の
規

定
に

よ
り

、
届

け
出

ま
す

。
 

     
備

考
 

登
記

事
項

証
明

書
及

び
そ

の
写

し
（

各
１

部
）

並
び

に
財

産
目

録
（

２
部

）
を

添
付

し
て

く
だ

さ
い

。
 

 

第
６

号
様

式
 

役
員

の
変

更
等

届
出

書
 

 

年
 

 
月

 
 

日
 

 

（
宛

先
）

川
崎

市
長

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

法
人

名
称

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

代
表

者
氏

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

電
話

番
号

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ｆ
Ａ

Ｘ
番

号
 

 

次
の

と
お

り
役

員
の

変
更

等
が

あ
り

ま
し

た
の

で
、

特
定

非
営

利
活

動
促

進
法

第
２

３
条

第
1

項
の

規
定

に
よ

り
届

け
出

ま
す

。
 

変
更

年
月

日
 

変
更

事
項

 
役

名
 

氏
名

 
住

所
又

は
居

所
 

 
 

 
 

 

備
考

 
１

 
変

更
事

項
の

欄
に

は
、
新

任
、
再

任
、
任

期
満

了
、
死

亡
、
辞

任
、
解

任
、
住

所
（

又
は

居
所

）
の

異
動

、
改

姓
又

は
改

名
の

別
を

記
載

し
、

ま
た

、
補

欠
の

た
め

、
又

は
増

員
に

よ
っ

て
就

任
し

た
場

合
に

は
、
そ

の
旨

を
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。
な

お
、
任

期
満

了
と

同
時

に
再

任
し

た
場

合
に

は
、

再
任

と
だ

け
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

 
２

 
役

名
の

欄
に

は
、

理
事

、
監

事
の

別
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
 

３
 

改
姓

又
は

改
名

の
場

合
に

は
、

氏
名

の
欄

に
、

旧
姓

又
は

旧
名

を
括

弧
を

付
し

て
併

記
し

て
く

だ
さ

い
。

 
４

 
住

所
又

は
居

所
の

欄
に

は
、

川
崎

市
特

定
非

営
利

活
動

促
進

法
施

行
条

例
第

２
条

第
２

項
に

掲
げ

る
書

面
等

に
よ

っ
て

証
さ

れ
た

住
所

又
は

居
所

を
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

 
５

 
変

更
後

の
役

員
名

簿
（

２
部

）
を

添
付

し
て

く
だ

さ
い

。
 

６
 

役
員

が
新

た
に

就
任

し
た

場
合

（
任

期
満

了
と

同
時

に
再

任
さ

れ
た

場
合

を
除

く
。

）
は

、
５

に
掲

げ
る

書
類

の
ほ

か
以

下
の

書
類

（
川

崎
市

特
定

非
営

利
活

動
促

進
法

施
行

条
例

第
４

条
に

お
い

て
準

用
す

る
同

条
例

第
２

条
第

２
項

た
だ

し
書

の
規

定
の

適
用

を
受

け
る

場
合

に
あ

っ
て

は
、

（
２

）
の

書
類

を
除

く
。

）
を

添
付

し
て

く
だ

さ
い

。
 

（
１

）
当

該
役

員
が

特
定

非
営

利
活

動
促

進
法

第
２

０
条

各
号

に
該

当
し

な
い

こ
と

及
び

同
法

第
２

１
条

の
規

定
に

違
反

し
な

い
こ

と
を

誓
約

し
、

並
び

に
就

任
を

承
諾

す
る

書
面

の
謄

本
 

（
２

）
当

該
役

員
の

住
所

又
は

居
所

を
証

す
る

書
面
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第

７
号

様
式

 

定
款

変
更

認
証

申
請

書
 

 

年
 

 
月

 
 

日
 

 

（
宛

先
）

川
崎

市
長

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

法
人

名
称

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

代
表

者
氏

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

電
話

番
号

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ｆ
Ａ

Ｘ
番

号
 

  
 

次
の

と
お

り
定

款
を

変
更

す
る

こ
と

に
つ

い
て

、
特

定
非

営
利

活
動

促
進

法
第

２
５

条
第

３
項

の
認

証
を

受
け

た
い

の
で

、
申

請
し

ま
す

。
 

変
更

の
内

容
 

新
 

旧
 

 
 

変
更

の
理

由
 

 

備
考

 
１

 
変

更
の

内
容

の
欄

に
は

、
変

更
し

よ
う

と
す

る
定

款
の

条
文

等
に

つ
い

て
、
変

更
後

と
現

行
の

記
載

の
違

い
を

明
ら

か
に

し
た

新
旧

条
文

等
の

対
照

表
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
変

更
し

よ
う

と
す

る
時

期
を

定
め

て
い

る
場

合
に

は
、

そ
の

時
期

も
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

 
２

 
当

該
定

款
の

変
更

を
議

決
し

た
社

員
総

会
の

議
事

録
の

謄
本

（
１

部
）

、
変

更
後

の
定

款
（

２
部

）
並

び
に

当
該

定
款

の
変

更
の

日
の

属
す

る
事

業
年

度
及

び
翌

事
業

年
度

の
事

業
計

画
書

及
び

活
動

予
算

書
（

当
該

定
款

の
変

更
が

特
定

非
営

利
活

動
促

進
法

第
１

１
条

第
１

項
第

３
号

又
は

第
１

１
号

に
掲

げ
る

事
項

に
係

る
変

更
を

含
む

も
の

で
あ

る
場

合
に

限
る

。
）

（
２

部
）

を
添

付
し

て
く

だ
さ

い
。

 
３

 
所

轄
庁

の
変

更
を

伴
う

定
款

の
変

更
の

場
合

に
は

、
２

に
掲

げ
る

書
類

の
ほ

か
以

下
の

書
類

を
添

付
し

て
く

だ
さ

い
。

 
（

１
）

役
員

名
簿

（
２

部
）

 
（

２
）

特
定

非
営

利
活

動
促

進
法

第
２

条
第

２
項

第
２

号
及

び
第

１
２

条
第

１
項

第
３

号
に

該
当

す
る

こ
と

を
確

認
し

た
こ

と
を

示
す

書
面

 
（

３
）

直
近

の
特

定
非

営
利

活
動

促
進

法
第

２
８

条
第

１
項

に
規

定
す

る
事

業
報

告
書

等
（

設
立

後
当

該
書

類
が

作
成

さ
れ

る
ま

で
の

間
は

、
事

業
計

画
書

、
活

動
予

算
書

及
び

成
立

の
時

の
財

産
目

録
、

合
併

後
当

該
書

類
が

作
成

さ
れ

る
ま

で
の

間
は

、
事

業
計

画
書

、
活

動
予

算
書

及
び

合
併

の
時

の
財

産
目

録
）

 
４

 
認

定
特

定
非

営
利

活
動

法
人

又
は

特
例

認
定

特
定

非
営

活
動

法
人

の
所

轄
庁

の
変

更
を

伴
う

定
款

の
変

更
の

場
合

に
は

、
２

及
び

３
に

掲
げ

る
書

類
の

ほ
か

以
下

の
書

類
を

添
付

し
て

く
だ

さ
い

。
 

（
１

）
特

定
非

営
利

活
動

促
進

法
第

４
４

条
第

２
項

第
１

号
に

規
定

す
る

寄
附

者
名

簿
の

写
し

（
特

例
認

定
特

定
非

営
利

活
動

法
人

を
除

く
。

）
、

同
項

第
２

号
に

規
定

す
る

認
定

又
は

特
例

認
定

の
基

準
に

適
合

す
る

旨
を

説
明

す
る

書
類

及
び

同
法

第
４

７
条

の
欠

格
事

由
の

い
ず

れ
に

も
該

当
し

な
い

旨
を

説
明

す
る

書
類

の
写

し
並

び
に

同
項

第
３

号
に

規
定

す
る

寄
附

金
を

充
当

す
る

予
定

の
具

体
的

な
事

業
の

内
容

を
記

載
し

た
書

類
の

写
し

 
（

２
）

認
定

又
は

特
例

認
定

に
関

す
る

通
知

書
の

写
し

 
（

３
）
所

轄
庁

に
提

出
し

た
直

近
の

特
定

非
営

利
活

動
促

進
法

第
５

４
条

第
２

項
第

２
号

か
ら

第
４

号
ま

で
に

規
定

す
る

役
員

報
酬

規
程

等
の

写
し

 
（

４
）
所

轄
庁

に
提

出
し

た
直

近
の

特
定

非
営

利
活

動
促

進
法

第
５

４
条

第
３

項
に

規
定

す
る

助
成

金
の

支
給

の
実

績
を

記
載

し
た

書
類

の
写

し
 

第
１

０
号

様
式

 

定
款

変
更

届
出

書
 

 

年
 

 
月

 
 

日
 

 

（
宛

先
）

川
崎

市
長

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

法
人

名
称

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

代
表

者
氏

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

電
話

番
号

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ｆ
Ａ

Ｘ
番

号
 

  
 

次
の

と
お

り
定

款
を

変
更

し
ま

し
た

の
で

、
特

定
非

営
利

活
動

促
進

法
第

２
５

条
第

６
項

の
規

定
に

よ
り

届
け

出
ま

す
。

 

変
更

の
内

容
 

新
 

旧
 

 
 

変
更

の
理

由
 

 

備
考

 
１

 
変

更
の

内
容

の
欄

に
は

、
変

更
し

た
定

款
の

条
文

等
に

つ
い

て
、
変

更
後

と
変

更
前

の
記

載
の

違
い

を
明

ら
か

に
し

た
新

旧
条

文
等

の
対

照
表

を
記

載
し

、
併

せ
て

、
変

更
し

た
時

期
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
 

 
 

 
２

 
当

該
定

款
の

変
更

を
議

決
し

た
社

員
総

会
の

議
事

録
の

謄
本
（

１
部

）
及

び
変

更
後

の
定

款
（

２
部

）
を

添
付

し
て

く
だ

さ
い

。
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第

１
１

号
様

式
 

解
散

認
定

申
請

書
 

 

年
 

 
月

 
 

日
 

 

（
宛

先
）

川
崎

市
長

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

法
人

名
称

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

代
表

者
氏

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

電
話

番
号

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ｆ
Ａ

Ｘ
番

号
 

 

特
定

非
営

利
活

動
促

進
法

第
３

１
条

第
１

項
第

３
号

に
掲

げ
る

事
由

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
特

定
非

営
利

活
動

法
人

を
解

散
す

る
こ

と
に

つ
い

て
、

同
条

第
２

項
の

認
定

を
受

け
た

い
の

で
、

申

請
し

ま
す

。
 

事
業

の
成

功
の
 

不
能

と
な

る
に
 

至
っ

た
理

由
 

及
び

経
緯

 

 

残
余

財
産

の
 

処
分

方
法

 

 

備
考

 
目

的
と

す
る

特
定

非
営

利
活

動
に

係
る

事
業

の
成

功
の

不
能

を
証

す
る

書
面

を
添

付
し

て
く

だ
さ

い
。

 

第
１

４
号

様
式

 

解
散

届
出

書
 

 

年
 

 
月

 
 

日
 

 

（
宛

先
）

川
崎

市
長

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

法
人

名
称

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

清
算

人
 

住
所

又
は

居
所

 

氏
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 

電
話

番
号

 

Ｆ
Ａ

Ｘ
番

号
 

 

特
定

非
営

利
活

動
促

進
法

第
３

１
条

第
１

項
第

（
１

・
２

・
４

・
６

）
号

に
掲

げ
る

事
由

に
よ

り
特

定
非

営
利

活
動

法
人

を
解

散
し

ま
し

た
の

で
、

同
条

第
４

項
の

規
定

に
よ

り
届

け
出

ま
す

。
 

解
散

の
理

由
 

 

残
余

財
産

の
 

処
分

方
法

 

 

備
考

 
１

 
（

１
・

２
・

４
・

６
）

に
つ

い
て

は
、

該
当

す
る

も
の

を
○

で
囲

ん
で

く
だ

さ
い

。
 

２
 

解
散

及
び

清
算

人
の

登
記

を
し

た
こ

と
を

証
す

る
登

記
事

項
証

明
書

を
添

付
し

て
く

だ
さ

い
。
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第

１
５

号
様

式
 

清
算

人
就

任
届

出
書

 

 

年
 

 
月

 
 

日
 

 

（
宛

先
）

川
崎

市
長

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

法
人

名
称

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

清
算

人
 

住
所

又
は

居
所

 

氏
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 

電
話

番
号

 

Ｆ
Ａ

Ｘ
番

号
 

 

次
の

と
お

り
解

散
に

係
る

清
算

中
に

清
算

人
が

就
任

し
ま

し
た

の
で

、
特

定
非

営
利

活
動

促
進

法
第

３
１

条
の

８
の

規
定

に
よ

り
届

け
出

ま
す

。
 

氏
 

名
 

住
所

又
は

居
所

 
就

任
し

た
年

月
日

 

 
 

 

備
考

 
当

該
清

算
人

の
登

記
を

し
た

こ
と

を
証

す
る

登
記

事
項

証
明

書
を

添
付

し
て

く
だ

さ
い

。
 

第
１

６
号

様
式

 

残
余

財
産

譲
渡

認
証

申
請

書
 

 

年
 

 
月

 
 

日
 

 

（
宛

先
）

川
崎

市
長

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

法
人

名
称

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

清
算

人
 

住
所

又
は

居
所

 

氏
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 

電
話

番
号

 

Ｆ
Ａ

Ｘ
番

号
 

 

次
の

と
お

り
残

余
財

産
を

譲
渡

す
る

こ
と

に
つ

い
て

、
特

定
非

営
利

活
動

促
進

法
第

３
２

条
第

２
項

の
認

証
を

受
け

た
い

の
で

、
申

請
し

ま
す

。
 

残
余

財
産

の
譲

渡
を

受
け

る
者

 
譲

渡
し

よ
う

と
す

る
残

余
財

産
 

 
 

備
考

 
残

余
財

産
の

譲
渡

を
受

け
る

者
が

複
数

あ
る

場
合

に
は

、
残

余
財

産
の

譲
渡

を
受

け
る

者
ご

と
に

譲
渡

し
よ

う
と

す
る

財
産

を
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。
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第

１
９

号
様

式
 

清
算

結
了

届
出

書
 

 

年
 

 
月

 
 

日
 

 （
宛

先
）

川
崎

市
長

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

法
人

名
称

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

清
算

人
 

住
所

又
は

居
所

 

氏
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 

電
話

番
号

 

Ｆ
Ａ

Ｘ
番

号
 

 

解
散

に
係

る
清

算
が

結
了

し
ま

し
た

の
で

、
特

定
非

営
利

活
動

促
進

法
第

３
２

条
の

３
の

規
定

に

よ
り

届
け

出
ま

す
。

 

     
備

考
 

清
算

結
了

の
登

記
を

し
た

こ
と

を
証

す
る

登
記

事
項

証
明

書
を

添
付

し
て

く
だ

さ
い

。
 

第
２

０
号

様
式

 

合
併

認
証

申
請

書
 

 

年
 

 
月

 
 

日
 

 （
宛

先
）

川
崎

市
長

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

甲
）

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

法
人

名
称

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

代
表

者
氏

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

電
話

番
号

 

Ｆ
Ａ

Ｘ
番

号
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

乙
）

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

法
人

名
称

 

代
表

者
氏

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

電
話

番
号

 

Ｆ
Ａ

Ｘ
番

号
 

 

次
の

と
お

り
合

併
す

る
こ

と
に

つ
い

て
、

特
定

非
営

利
活

動
促

進
法

第
３

４
条

第
３

項
の

認
証

を
受

け
た

い
の

で
、

申
請

し
ま

す
。

 

合
併

後
存

続
す

る
又

は
合

併
 

に
よ

っ
て

設
立

す
る

特
定

 

非
営

利
活

動
法

人
の

名
称

 

 

存
続

又
は

設
立

の
別

 
合

併
後

存
続

 
・

 
合

併
に

よ
っ

て
設

立
 

代
表

者
の

氏
名

 
 

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

 
川

崎
市

 
 

区
 

定
款

に
記

載
さ

れ
た

目
的

 
 

備
考

 
１

 
合

併
後

存
続

す
る

又
は

合
併

に
よ

っ
て

設
立

す
る

特
定

非
営

利
活

動
法

人
の

存
続

又
は

設
立

の
別

の
欄

に
つ

い
て

は
、

該
当

す
る

も
の

を
○

で
囲

ん
で

く
だ

さ
い

。
 

２
 

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

は
、

町
名

及
び

番
地

ま
で

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
 

３
 

次
の

書
類

（
川

崎
市

特
定

非
営

利
活

動
促

進
法

施
行

条
例

第
９

条
第

２
項

に
お

い
て

準
用

す
る

同
条

例
第

２
条

第
２

項
た

だ
し

書
の

規
定

の
適

用
を

受
け

る
場

合
に

あ
っ

て
は

、
（

５
）

の
書

類
を

除
く

。
）

を
添

付
し

て
く

だ
さ

い
。

 
（

１
）

合
併

の
議

決
を

し
た

社
員

総
会

の
議

事
録

の
謄

本
 

（
２

）
定

款
（

２
部

）
 

（
３

）
役

員
名

簿
（

２
部

）
 

（
４

）
各

役
員

が
特

定
非

営
利

活
動

促
進

法
第

２
０

条
各

号
に

該
当

し
な

い
こ

と
及

び
同

法
第

２
１

条
の

規
定

に
違

反
し

な
い

こ
と

を
誓

約
し

、
並

び
に

就
任

を
承

諾
す

る
書

面
の

謄
本

 
（

５
）

各
役

員
の

住
所

又
は

居
所

を
証

す
る

書
面

 
（

６
）

社
員

の
う

ち
１

０
人

以
上

の
者

の
氏

名
（

法
人

に
あ

っ
て

は
、

そ
の

名
称

及
び

代
表

者
の

氏
名

）
及

び
住

所
又

は
居

所
を

記
載

し
た

書
面

 
（

７
）

特
定

非
営

利
活

動
促

進
法

第
２

条
第

２
項

第
２

号
及

び
第

１
２

条
第

１
項

第
３

号
に

該
当

す
る

こ
と

を
確

認
し

た
こ

と
を

示
す

書
面

 
（

８
）

合
併

趣
旨

書
（

２
部

）
 

（
９

）
合

併
当

初
の

事
業

年
度

及
び

翌
事

業
年

度
の

事
業

計
画

書
（

２
部

）
 

（
１

０
）

合
併

当
初

の
事

業
年

度
及

び
翌

事
業

年
度

の
活

動
予

算
書

（
２

部
）
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○ 川崎市特定非営利活動促進法施行条例・細則の関係法令抜粋（認証に係るもの） 
 
［条例第 2 条関係］ 

住民基本台帳法 
（通知都道府県の区域内の市町村の執行機関への本人確認情報の提供） 
第三十条の十 機構は、次の各号のいずれかに該当する場合には、政令で定めるところにより、本人

確認情報を第三十条の七第一項の規定により通知した都道府県知事が統括する都道府県（以下「通
知都道府県」という。）の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関に対し、機構保存本人確認情
報（第一号及び第二号に掲げる場合にあつては、住民票コードを除く。）を提供するものとする。た
だし、第一号に掲げる場合にあつては、個人番号については、当該市町村長その他の市町村の執行
機関が番号利用法第九条第一項の規定により個人番号を利用することができる場合に限り、提供す
るものとする。 

 一～三 略 
２ 略  
（通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の執行機関への本人確認情報の提供） 
第三十条の十二 機構は、次の各号のいずれかに該当する場合には、政令で定めるところにより、通

知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関に対し、機構保存本人確
認情報（第一号及び第二号に掲げる場合にあつては、住民票コードを除く。）を提供するものとする。
ただし、第一号に掲げる場合にあつては、個人番号については、当該市町村長その他の市町村の執
行機関が番号利用法第九条第一項の規定により個人番号を利用することができる場合に限り、提供
するものとする。 

 一～三 略 
２ 略  

 
［条例第 17 条関係］ 
 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 

（定義）  
第三条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

一～七 略 
八 申請等 申請、届出その他の法令の規定に基づき行政機関等に対して行われる通知（訴訟手

続その他の裁判所における手続並びに刑事事件及び政令で定める犯則事件に関する法令の規定
に基づく手続（以下この条及び第十四条第一項において「裁判手続等」という。）において行
われるものを除く。）をいう。この場合において、経由機関（法令の規定に基づき他の行政機
関等又は民間事業者を経由して行われる申請等における当該他の行政機関等又は民間事業者を
いう。以下この号において同じ。）があるときは、当該申請等については、当該申請等をする
者から経由機関に対して行われるもの及び経由機関から他の経由機関又は当該申請等を受ける
行政機関等に対して行われるものごとに、それぞれ別の申請等とみなして、この法律の規定を
適用する。 

  九～十二 略 
（電子情報処理組織による申請等） 
第六条 申請等のうち当該申請等に関する他の法令の規定において書面等により行うことその他のその

方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところによ
り、主務省令で定める電子情報処理組織（行政機関等の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。
以下同じ。）とその手続等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理
組織をいう。次章を除き、以下同じ。）を使用する方法により行うことができる。 

２～６ 略  
 

［条例第 18 条関係］ 
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 
（電磁的記録による保存） 
第三条 民間事業者等は、保存のうち当該保存に関する他の法令の規定により書面により行わなけ

ればならないとされているもの（主務省令で定めるものに限る。）については、当該法令の規定に
かかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の
保存を行うことができる。 

２ 略  
（電磁的記録による作成） 
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第四条 民間事業者等は、作成のうち当該作成に関する他の法令の規定により書面により行わなけ
ればならないとされているもの（当該作成に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが
法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務省令で定めるもの
に限る。）については、当該他の法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書
面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行うことができる。 

２～３ 略 
（電磁的記録による縦覧等） 
第五条 民間事業者等は、縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の法令の規定により書面により行わ

なければならないとされているもの（主務省令で定めるものに限る。）については、当該法令の
規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁
的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うことができる。 

２ 略 
 

［規則第 35 条関係］ 
  川崎市公告式条例 

（条例の公布） 
第２条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署

名しなければならない。 
２ 条例の公布は、本市掲示場に掲示してこれを行なう。 
（告示及び公告に関する準用） 
第８条 第２条第２項の規定は、告示及び公告にこれを準用する。 

 
［規則第 36 条関係］ 
 川崎市の休日を定める条例 

第１条 次の各号に掲げる日は、市の休日とし、市の機関の執務は、原則として行わないものとする。 
(１) 日曜日及び土曜日 
(２) 国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する休日 
(３) 12 月 29 日から翌年の１月３日までの日（前号に掲げる日を除く。） 

２ 略 
 

［規則第 39 条関係］ 
川崎市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則 
（電子情報処理組織による申請等） 
第５条 条例第３条第１項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、市

長が別に定めるところにより、市長等の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項
又は当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、前条の申請等をする
者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。 

２ 前項の規定により申請等を行う者は、当該申請等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係
る電子証明書（市長等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。次項及び第６項において
同じ。）であって、次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。た
だし、市長が別に定める方法により、当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、
この限りでない。 

(１) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律（平成 14 年法律第 153
号）第３条第１項に規定する署名用電子証明書 

(２) 電子署名及び認証業務に関する法律第８条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書（電
子署名及び認証業務に関する法律施行規則（平成 13 年総務省・法務省・経済産業省令第２号）第４条
第１号に規定する電子証明書をいう。） 

(３) 商業登記法（昭和 38 年法律第 125 号）第 12 条の２第１項及び第３項の規定に基づき登記官が作
成した電子証明書 

(４) 前３号に掲げるもののほか、市長が別に定める電子証明書 
３ 条例第３条第４項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものは、申

請等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって前項各号のいずれかに該
当するものと併せてこれを送信する措置及び申請等を行った者を確認するための措置（市長が別に定
める方法による措置に限る。）とする。 

４ 同一の内容の書面等を複数必要とする申請等（副本又は写しを正本と併せて必要とするものを含
む。）について、第１項の規定により申請等が行われたときは、当該申請等に係る必要な数の書面等
が提出されたものとみなす。 
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５ 第１項の規定により申請等を行う者は、市長が別に定めるところにより、当該申請等を書面等によ
り行うときに併せて提出すべきこととされている書面等（以下「添付書面等」という。）に記載すべ
き事項を前条の申請等をする者の使用に係る電子計算機から送信し、及び市長等の指定する電子計算
機に備えられたファイルに記録し、又は当該添付書面等を提出しなければならない。 

６ 前項の規定にかかわらず、市長等は、第１項の規定により申請等を行う者が当該申請等に係る情報
に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって第２項各号のいずれかに該当するものと
併せてこれを送信する措置を講じるときは、添付書面等のうち市長が別に定めるものの提出を省略さ
せることができる。 
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参 考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

■横浜地方法務局 

 法人登記部門  ０４５－６４１－７９５６ （登記手続案内は予約制です。） 

 〒231-8411横浜市中区北仲通５丁目５７番地 横浜第２合同庁舎 

 

※ここに掲載されている情報は、令和５年１２月１日現在のもので、変更される可能性があります。 

 

 

○川崎市内のみに事務所を置くＮＰＯ法人 

 
川崎市 市民文化局 コミュニティ推進部 市民活動推進課 

 所在地：〒210-8577 川崎市川崎区宮本町１番地 ２１階 
 電 話：０４４－２００－２３４１／ＦＡＸ：０４４－２００－３８００ 
 メール：25simin@city.kawasaki.jp 
 ホームページアドレス：https://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/32-7-6-0-0-0-0-0-0-0.html 

             （川崎市のホームページで「NPO 法人関連」と検索） 
 

○横浜市内のみに事務所を置くＮＰＯ法人 

 
横浜市 市民局 地域支援部 市民協働推進課 

所在地：〒231-0005 横浜市中区本町６－５０－１０ 
電 話：０４５－６７１－４７３７／ＦＡＸ：０４５－２２３－２０３２ 
ホームページアドレス：https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kyodo-manabi/shiminkyodo/NPO/ 

○相模原市内のみに事務所を置くＮＰＯ法人 

 
相模原市 企画市民局 市民部 市民協働推進課  

   所在地：〒252-5277 相模原市中央区中央２－１１－１５  相模原市役所第２別館４階 
  電 話：０４２－７６９－８２２６／ＦＡＸ：０４２－７５４－７９９０ 
 ホームページアドレス： 

https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/shisei/1026875/shisei_sanka/partnership/npo/index.html 
 

○上記の３市（川崎市・横浜市・相模原市）以外の市町村に事務所を置くＮＰＯ法人  

○３市を含めた県内の複数の市町村に事務所を置くＮＰＯ法人 

○主たる事務所を県内に置き他の都道府県にも事務所を置くＮＰＯ法人 

 
 神奈川県 政策局 政策部 ＮＰＯ協働推進課 横浜駐在事務所（ＮＰＯ法人担当） 

所在地：〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町２－２４－２ かながわ県民センター８階 
電 話：０４５－３１２－１１２１（内線２８６５から２８６８）／ＦＡＸ：０４５－３１２－１１６６ 
ホームページアドレス：https://www.pref.kanagawa.jp/docs/md5/index.html 

 
 ※藤沢市内のみに事務所を置くＮＰＯ法人は、神奈川県ではなく、藤沢市が申請窓口となっています。 
 
  藤沢市 市民自治部 市民自治推進課 

所在地：〒251-8601 藤沢市朝日町 1番地の1 本庁舎 7階 
電 話：０４６６－５０－３５１６／ＦＡＸ：０４６６－５０－８４０７ 
ホームページアドレス：https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/kurashi/shimin/npo/index.html 

神奈川県内の所轄庁一覧 

mailto:25simin@city.kawasaki.jp
https://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/32-7-6-0-0-0-0-0-0-0.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kyodo-manabi/shiminkyodo/NPO/
https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/shisei/1026875/shisei_sanka/partnership/npo/index.html
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/md5/index.html
https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/kurashi/shimin/npo/index.html


 

  

      特定非営利活動法人設立認証申請に当たってのお願い 
 

○ 事前のご相談をおすすめします。 
 法人の設立認証申請書類の作成に関しては、ご留意いただかなければならない事項も多くあるた

め、申請書類の作成に関するご相談やご質問をお受けしたり、申請に必要な書類の有無の確認をす

るなどの事前相談を実施しております。 
 事前相談については、予約制とさせていただいておりますので、相談日時を予約したうえで、

下記相談窓口までお越しください。 
 なお、相談時には、次の①～⑤の書類をご用意ください。 

  ①定款、②役員名簿、③設立趣旨書、④事業計画書（２事業年度分）、⑤活動予算書（２事業年

度分） 

○ 申請書類はご持参ください。 
申請書類の提出にあたっては、必要書類が整っていることを確認して受理いたしますので、事前

相談と同様、あらかじめ時間をご予約の上、ご持参いただきますよう、お願いいたします。 
また、書類に不備等があった場合には受理できませんので、不備のないようご注意ください。 

 
相談・申請窓口 川崎市 市民文化局 コミュニティ推進部 市民活動推進課 

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町１番地 ２１階 

  電 話：０４４－２００－２３４１ 

ＦＡＸ：０４４－２００－３８００ 

メール：25simin@city.kawasaki.jp 

   ※お電話でご予約ください。 
 

相談・申請時間  平日（月曜日～金曜日）：午前９時～午後５時 

（正午～午後１時を除く） 

 

 

○ 川崎市  市民文化局  市民活動推進課  の  案内図  
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